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第１章 調査目的、並びに当国の森林概況

1.1  調査の目的
  本調査事業は、「京都議定書」で採択されたCDM/JIプロジェクトの具体化に向けて、炭
素クレジット獲得のための手法等を蓄積することを目的に、温室効果ガスの排出削減につ

ながるプロジェクトとして、プロジェクト設計書(PDD)の策定を視野にフィージビリティ調
査を実施するものである。

1.2  プロジェクトの内容
  本プロジェクトは、下記の内容を想定している。
  木炭生産のため違法かつ過度な伐採により荒廃地化した森林跡地に、①CER獲得と製紙
原料の確保を目的とした産業植林と、②森林再生による環境保全と植林木の一部を木炭等

バイオマス・エネルギーとして利用する再生可能エネルギー志向型経済発展の導入を目的

としたバイオマスプランテーション事業。

・ カーボンクレジットの獲得と製紙原料確保のために、ユーカリ、アカシア等を年間

1,000ha～1,500ha程度植林し、植林 8年～10年後に伐採する(最終目標面積 10,000ha
～15,000ha）。伐採木はチップに加工・輸出し、植林～パルプ生産、紙製品の製造・加工
～再植林を継続的に行う。

・ 地元民が必要とする熱エネルギー源として伐採木の一部で木炭等バイオマス・エネルギ

ーを生産し、伐採跡地は再植林を行う。

・ 木炭等バイオマス・エネルギー生産の過程で発生する熱エネルギーとチップ化工程にお

ける未利用部位(枝条、葉等)を燃焼する際に発生する熱エネルギーを活用して発電を行い、
チップ化工程における追加的な化石燃料の使用量を減らすと共に、地域住民へ余剰電力

供給の可能性を追求し、現地の安定的なエネルギー需給に寄与する。

・本プロジェクトは、森林再生を礎とする環境保全的、かつバイオマスという再生可能エ

ネルギー活用型植林プロジェクトである。

本調査は、平成 15年度採択され今回はじめての調査報告である。調査結果は、次章より述
べることとし、本章では我々が提案した背景として当国の一般概況、並びに森林概況につ

いて、以下に述べる。

1.3  マダガスカルの一般概況
  下記の一般概況は、社)海外林業コンサルツ協会｢平成 8年度 海外林業開発協力事業事前
調査事業(森林・林業技術協力情報調査)報告書(マダガスカル共和国編)｣より、抜粋した。

1.3.1 国土・自然環境
1.3.1.1 位置、国土面積
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  マダガスカル共和国(以下｢マダガスカル｣と略す)は、モザンビーク海峡を挟んでアフリカ
大陸から約 400km離れたインド洋南西部、東経 43～50度、南緯 11～25度に位置する島
国である。南北約 1,600km、東西約 570kmの細長い島であり、総面積は、587,041km2(日
本の約 1.6倍)。

1.3.1.2  地形
  マダガスカル島は先カンブリア紀に属する岩石から構成されている。現在の島の表面は、
盾状地に加えられた浸食作用、火山活動、地殻帯形成運動等により地域毎に多様な地形を

示しているが、大別すると①中央高原大地(標高約 500m～1,500m)、②東部海岸地帯、③西
部海岸地帯である。

1.3.1.3  気候
  気候は雨期と乾期が明瞭に分かれ、雨期は 11月～3月、乾期は 4月～10月である。
・ 中央高地の気候は温暖で、首都アンタナナリボ(Anntananarivo)の月平均の最高気温は

24.7℃、同最低気温は 14.5℃である。
・ 東部海岸地帯は、熱帯多雨林地域で年間を通じ、高温多湿である。年平均気温は 20℃、
年間平均降水量 2,000mm以上、一部では 3,000mm～4,000mmに達する場合もある。ま
た、この気候帯の北部はしばしばインド洋で発生するサイクロンの被害を受ける。

・ 西部海岸地帯は、年平均気温は 21℃～26℃で、年平均降水量は 800mm以下、最も少な
い海岸部では 400mm以下で、マダガスカル島内最少の降雨量地帯である。

1.3.2 社会・経済概況1

1) 人口：1,640万人(2002年)
※FAO2003によれば 1995年~2000年の人口増加率は年間 3.0%。

2) 首都：アンタナナリボ(人口 484万人)
3) 人種：黒人系、マレーシア系、部族は約 18(メリナ、ベチレオ他)
4) 言語：マダガスカル語、フランス語(共に公用語)
5) 宗教：キリスト教 41％、伝統宗教 52％、イスラム教 7％
6) 経済：経済状況、外資政策、労働事情等は第 3章で述べる。

1.4  森林概況
1.3.1 森林面積
  降水量、気温、土壌等のデータに基づけば、西部海岸地帯の乾燥地帯を除く広い地域に
鬱蒼とした森林が広がっているはずだが、実際の森林はそれほど多くない。植生は東側の

                                                
1 外務省ホームページ、各国地域情報、マダガスカル共和国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/madagascar/data.html
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常緑湿潤林、西・南西部の乾燥落葉樹林・サバンナ、中央部の高地林・潅木植生、及び海

岸林、マングローブに大別される(図 1.1参照)。
  マダガスカルは、地質等の研究により、人類がマダガスカルに到着する以前の国土面積
に対する森林面積は 80％であったと言われている。しかしながら、FAOの 2000年の推定
では、現在の森林面積は国土面積の約 23％、面積は約 12百万 haである。残り約 46百万
ha(約 77％)は草地等の非森林植生となっている。1990年-2000年の年平均減少率は 0.95％、
約 117千haの森林が毎年減少している(表 1.1参照)。
  森林減少の主因は、急速に進む人口増加(年率 3％/FAO2003)に起因する焼畑・放牧ため
の火入れ、建材・薪炭材生産による不法伐採等の拡大によるものである。この背景は、都

市部も含め地元民の熱エネルギーとしての木炭＝薪炭材への利用依存度が高いことも一因

である。また、エネルギー効率の低い伝統的な手法により木炭を生産し、そのサイクルも

約 6,7年と比較的短い。参考までに、2000年、森林からの生産量の殆どが薪炭材で、国内
消費に向けられている(表 1.2参照)。また、焼畑・放牧等による失火、延焼による森林火災
被害も多い。

その結果、森林が荒廃地化し、草地化した土地は降雨による土壌浸食を引き起こし、ひ

いては水資源の枯渇、低地への土砂堆積による水田の埋没等、農業生産基盤に直接的かつ

深刻な被害を及ぼしている。これら森林の消滅・環境問題は、さらに人口問題、当国の経

済事情、社会文化的な要因と複雑に絡み合い、この悪循環のプロセスを断ち切れないのが

現状である。

上述の通り、当国における森林再生は緊急かつ最重要な問題であり、本プロジェクトが

実施されれば、薪炭材確保のために発生する違法伐採が減少し、必要な熱エネルギーは再

生可能な植林木により代替されることが期待される。また、植林、伐栽、再植林、さらに

はチップ、木炭生産等、雇用機会の創出等環境的経済的な効果が期待される。

表1.1  マダガスカルの森林の概況(FAO2000)

国土面積 国土面積 森林面積(被覆率) 森林減少(1990－2000) 土地利用の区分(％)/1996
(,000ha) (,000ha) (,000ha/年) (％/年) 森林 疎林 その他

マダガスカル 58,154 11,727 -117 -0.95 20.2 2.5 77.1

アフリカ 3,090,228 649,866 -5,264 0.78 21 15.5 61.6
世界 13,139,618 3,869,453 -9,319 -0.24 29.4 11.2 58.6

表1.2 マダガスカルの林産物生産量(FAO2000)

(単位：,000m
3
)

薪炭材 その他用材
生産量 国内消費 生産量 輸入 輸出 国内消費 計
9,637 9,637 590 8 179 66 843

100% 70% 1% 21% 8%
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図 1.1　現存の森林地域(常緑湿潤林は東部山岳に沿って数 kmの幅で細長く分布)
http://www.rbgkew.org.uk/gis/projects/madagascar/download.html
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図 1.2　Terra/MODISデータと地理情報データ(主要道路・海岸線・主要都市)の重ね合わ
せ（2003年 6月 9日から 16日間に取得されたデータを用いて作成された雲なし画像）
画像上の濃い赤が森林、薄い赤が草地・畑地・水田等の植生、その他が裸地等である。

Toamasina

Antananarivo

Brickavill
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第 2章 調査計画、調査実施体制

2.1  調査地
1) 位置： トアマシナ州ブッリカビル地区、並びにその周辺。

2) 面積： 約 23,000ha。
3) 選定事由：

1998年、当時の環境治水森林省森林担当局及びトアマシナ州担当相より、植林候補地と
して約 42,000haの提案があった。ブリッカビル地区は、将来のチップ輸出港であるトアマ
シナ港より約 100kmと比較的近く、植林対象とする草地がまとまっている。このため当地
での最適樹種及びその成長量を明らかにするために、2000年 10月より、当社、住友商事(株)、
並びに電源開発(株)の 3社は、ユーカリ、アカシア等の試験植林を実施中である。

2.2  調査実施体制
  当社を幹事会社として、住友商事(株)、電源開発(株)、並びにナットソースジャパン(株)
と実施共同体を形成した。さらにGIS、衛星データ等に関する知見・技術を有する(株)三菱
総合研究所を調査体制に加え、実施共同体が現地で取得したデータを基に、衛星データに

よる土地被覆状況の解析、ベースラインの設定、並びにモニタリング手法検討を再委託し

た。また、現地に事務所のある大豊建設(株)に現地調査時における通訳、面談者等の手配、
調査補助業務等を外注した。下記に実施体制を図示する。また、調査チームを表 2.1に示す。

2.3  調査の内容
  まず、既知情報を整理し、プロジェクト実施及びPDD作成に必要な事項を洗い出して、
本 F/S調査における調査事項を、下記の通りとした。
①ベースライン方法論に関する調査

    (実施共同体)王子製紙(株)

大豊建設(株)

(株)三菱総合研究所

ナットソース・ジャパン(株)

電源開発(株)

住友商事(株)
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(産業植林部門)
・植林適地、土地利用区分、リスク・リーケージ等

・植林木の成長量、炭素プール、並びに草地の炭素吸収/排出量の推定
・植林、伐採、チップ加工、港湾等におけるインフラ調査等

・特に、衛星データを用いた土地被覆状況の解析等によるベースラインの設定。

(木炭等バイオマスエネルギー利用)
・木炭生産方法の実状、受入れ可能な生産設備等

・マダガスカル国内のエネルギー事情、バイオマス発電利用の可能性等

②プロジェクト実施期間／クレジット獲得期間に関する調査

③モニタリング手法／計画に関する調査

④温室効果ガス排出量計算に関する調査

⑤環境影響に関する調査

⑥その他の間接影響に関する調査

⑦利害関係者のコメントに関する調査

⑧資金計画に関する調査

⑨その他の調査

上記調査事項に係る質問表を、別紙に示す。

2.4 現地カウンターパート
  在マダガスカル) 日本大使館の協力により、本調査に関する現地マダガスカル政府の担当
相及び担当部局を紹介頂いた。調査団の現地調査における面談者及び調査者を、表 2.2に示
す。また、別紙にマダガスカル政府組織図及び環境治水森林省の組織図を示す。

2.5 調査活動実績

・2003年 10月、実施共同体及び実施体制の形成
調査事項及び質問表の作成。

面談者のリストアップ、質問表の配布(別紙、参照)
・ 2003年 10月 25日～11月 8日

当社、住友商事(株)、ナットソース・ジャパン(株)による現地調査
・ 2003年 11月中旬～12月末、質問表の回収、分析、追加聞き取り調査の依頼
・ 2004年 1月～2月、ベースライン、モニタリング、CDM事業性の評価
・ 2004年 3月、報告書作成。
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表 2.1 調査チーム
執行役員     原材料本部長 神田 憲二
原材料本部   植林部長 安藤 正博
原材料本部   植林部 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 原口 直人
研究開発本部 森林資源研究所 松平 昇

王子製紙(株)

原材料本部   林材部 部員 玉石 紀和
生活資材本部 ウッドチップ部長 部長代理 草野 善信

住友商事(株)
生活資材本部 ウッドチップ部 課長 中村 哲
経営企画部 地球環境ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ  ー副部長 後藤 秀樹

電源開発(株)
経営企画部地球環境兼経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長 平岡 憲道
シニア・マネージャー 鈴木 紀夫

ナットソース・ジャパン(株)
マネージャー 船曳 尚

(株)三菱総合研究所 宇宙・地球管理研究部 関根 秀真
大豊建設(株) マダガスカル営業所長 原田 新二

表 2.2  現地カンターパート(面談者、調査協力者)

省  庁 部局 面談者/調査協力者
環境治水森林省 大臣  M.Sylvain Charles ROBOTOARISON

治水環境総局長  M.Paul RAONINTSOA
気象変動条約担当  M.KOTO Bernard

 M.RANDRIASANDRATANA Germain
 M.RAKOTONDRASOA Norbert

プロジェクト総調整役  Mme Fleurette ANDRIANTSILAVO
生物多様性保護課長  M.Jean Philippe RANDRIANANTOANDRO
環境保護課長  M.DAMA

(代理)M.RATSIMISARAKA Thelesphore L.L.M
森林資源利用局長  Mme.Lydie
植林課長  ローラン氏

予算経済省 民間分野開発局長  M.Henri RAKOTOARISOA
税務センター責任者  M.ANDRIAMALALA Richard

副首相府 公共事業中央部長  M.Andre Jean RANDRIAMBOLANTSOA

運輸部長  M.RALSON Jean Honore
エネルギー鉱山省 エネルギー局長  M.RAMANANTSOA Rodolphe
労働社会法省 労働職業関係部長  M.Laureat RASOLOFONIAINARISON
トマシナ州関係者 DIREF局長  M.Henri

FOFIFA  M.Vololona
ﾑﾗﾏﾝｶ゙ 営林局CIREF  Mme.RAZAFINTSALAMA Claudie
トアマシナ州政府
地元民聞取調査 10軒/集落×3集落
トアマシナ港湾関係 　M.Johnson RAKOTONIRIANA

ﾌ゙ ﾘｯｶﾋ゙ ﾙ郡知事 　Mme.Toduavy POSCALINE
JIRAMA電力公社 　M.Williams
SIRAMA精糖会社 　M.Simon RANDRIANANTOANDRO

ﾑﾗﾏﾝｶ゙ の薪炭業者、道中、木炭販売業者
ﾑﾗﾏﾝｶ゙ の製材業者、Ampitabeの飲食店

ｱﾝﾀﾅﾅﾘﾎ゙ /NGO他関係者 LDI 　M.Jean Robert Estime
CIRAD 　M.Pascal DANTHU

　M.Philippe Collas de Chatelperron
ANGAP   M.Charles Alfred Rakotondrainibe

日本関係者 吉原大使/中川参事官
JICA佐々 木所長、大塚専門官、JICA緑川専門官
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質問表
記入日

担当者
組織名

1 大統領府
1) 京都議定書批准についての考え方（批准時期）
2) 京都議定書批准時の主管官庁（DNA設置時の体制について）
3) マ国における京都メカニズム活用時の留意点（社会的な制約）
4) マ国におけるCDM事業の優先分野（本件エネルギー部分の重要度）
5）本事業のCDM事業としての承認についての可能性
6）本事業へのマ国としてのサポートの姿勢
7）本事業周辺インフラ整備にかかる日本国政府へのODA要請の可能性
8）その他留意事項

2 外資政策
1) 政治情勢
2) 経済情勢
3) 外国からの投資状況
① 国別外国投資概要
② 産業別外国投資概要
③ 今後の投資見込み/日本-マダ関係他
4) 外資政策、支援措置、外国投資に係る法令
① 外資政策
② 支援措置
③ 外国投資に係る法令

3 経済省、交通省及びエネルギー省
1) マ国のエネルギー需給（現状及び中長期計画）及びインフラの状況
2) 道路事情
3) 輸送事情
4) 港湾事情
5）労働事情
6）マ国が受け入れ可能な技術水準（バイオマスのエネルギー利用関連）

4 環境治水森林省
1) マ国の森林政策
①森林の状況
②森林政策、法令等
③森林区分
④政策実施体制、進捗等

2) リスク（森林火災、違法伐採、気象害、病虫害等）に対する政策、対策等
3) 環境影響評価
4) CDM政策
5）プロジェクトの受入体制他
・プロジェクトに係る政令、政策、方針等
・土地、立木に係る政令、政策等
・土地の提供方法、計画、土地代等

・プロジェクトの受入体制、組織等
・関係省庁、関係機関、並びに利害関係者との調整等

6）その他、利害関係者
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　　　　　(マダガスカル政府組織図)

MINISTERE DE LA FONCTION

PUBLIQUE(公務員省)

MINISTERE DES POSTES ET

TELECOMMUNICATION(郵政・電話通信省)

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES

LOIS SOCIALES(労働・社会法律省)

VICE PRIMATURE CHARGEE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES

MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS, DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

(副首相府　経済計画担当/運輸・公共事業・国土開発省担当)

VICE PRIMATURE CHARGEE DE L'ECONOMIE, DU BUDGET ET

DES FINANCES (副首相府　予算経済・財政担当)

PRIMATURE

(首相府)

MINISTERE DE L'EDUCATION DE
BASE ET DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, DE
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET

MINISTERE DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE ET DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR (科学研究・高等教育省)

MINISTERE DES AFFAIRES

ETRANGERES (外務省)

MINISTERE DE LA DEFENSE

NATIONALE (国防省)

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES

MINES(エネルギー・鉱山省)

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES

EAUX ET FORETS  (環境・治水森林省)

MINISTERE DE LA JUSTICE

(法務省)

MINISTERE DE L'INTERIEUR

(内務省)

MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA CONDITION DE LA FEMME

ET DES ENFANTS (国民・女性児童環境省)

MINISTERE DE L'ART ET DE LA CULTURE, DE L'INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION  (芸術文化・情報・通信省)

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE

ET DES PECHES (農業・畜産・水産省 )

MINISTERE DU TOURISME

(観光省)

MINISTERE DU COMMERCE ET DE

L'INDUSTRIE(商業工業省)

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET

DES SPORTS(青少年スポーツ省)

MINISTERE DE LA SANTE

(保険省)

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVEE

ET DE LA PRIVATISATION(民間分野開発・民営化省)
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環境・治水・森林省組織図（2003年 2月 11日）
Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts (MINENVEF)

Ministr
環境・治水・森林大臣

Coordination Général des Projets(CGP)
プロジェクト総合調整室

 Direction Générale de
l’Environnement(DGE) 環境総局

 Service du Suivi-Évaluation des Actions
Environnementales (SSEAE)
環境行動評価・モニタリング部

Directions Inter-régionales de
l’Environnement, des Eaux et Forêts

(DIREEF)

 Service Exécutif des Conventions
CITES et RAMSAR (SECO) 条約執行部

 Unité de Système d’Information (USI)
情報システムユニット

 Service des Affaires Administratives
et Financières (SAAF) 事務経理部

 Service des Actions Environnementales (SAE)
環境行動部

 Circonscription de l’Environnement, des
Eaux et Forêts (CIREEF)
環境・治水・森林地方局 Cantonnements

Forestiers 営林署
Triages Forestiers
担当区

Secrétariat Général(SG)
事務次官

 Direction Générale des Eaux et Forêts(DGEF)
治水森林総局

Inspection Générale de l’Environnement et
des Eaux et Forêts (IGEEF)
環境・治水・森林総合監査室

 Unité de Coordination de Projets
(UC) プロジェクト調整ユニット

 Direction de l’Appui
Technique(DAT) 技術支援局

Direction de la Valorisation des
Ressources Forestières(DVRF)
森林資源利用局

Direction de la Préservation de
la Biodiversité (DPB)

生物多様性保全局

 Direction de la Prévention des
Nuisances (DPN) 公害防止局

 Direction de la Protection de
l’Environnement(DPE) 環境保護局

 Direction de la Pérennisation des
Actions Environnementales(DPAE)
環境行動持続化局  Service des Techniques Forestières (SAAF)

林業技術部

Cabinet官房
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第 3章 ホスト国、当該地域のプロジェクト受入体制、実状

3.1 京都議定書批准、DNA設置、CDM政策
京都議定書に関して、今回の現地調査ではマダガスカル共和国環境・治水森林省の気候

変動枠国条約担当官より状況を調査票による回答及び説明を受けた。

3.1.1 京都議定書の批准
  京都議定書について、2003年 6月 10日に国会に付され、9月 3日に上院、下院とも通
過し、大統領令として公布された（参考文書 3.1-1参照）9月 24日付でUNFCCCに受理
され1、90 日が経過し異議が無かったため既に京都議定書批准国となっている。以下に面
談録を付す。

参考文書 3.1-1 大統領令文書（コピー、本現地調査において受領）

                                                
1 http://unfccc.int/resource/kpstats.pdf P3参照
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面談録

面談日：2003年 9月 23日
面談者：Dr. Germain RANDRIASANDRATANA
＊本年２月にCDMセミナー参加の為、日本（つくば）に滞在
（氏名）M. Norbert PAKOTONDROSA　　＊両名とも同一タイトル

 マダガスカルの京都議定書批准決議に関しては 2003年6月 10日に国会に提起され、
9月 3日に上院、下院とも通過した。（通常手続きは、マダガスカルの批准意思が国連
に提出され、90日以内に第3 者期間審査（マダガスカルがその体制にあるかどうか）
があり、国際承認の運び。）

 マダガスカル国内での京都議定書受入体制（独立した組織必要）についての質問に関
しては、現在上記２名が事務局となり準備中との回答。

 マダガスカル森林破壊は seriousな問題であり、斯様な植林プロジェクトは大歓迎。
 当方よりは、今回の調査レポートに関しては、最終的には仏語翻訳の上、マダガスカ
ル政府関係者にもフィードバックしていく予定でもあり、その為にも本調査を共同に

て行い双方への良きサンプルとしたいと提案。調査事例欲しいのは事実であり、前向

きに検討させて貰うとの回答。

3.1.2  DNA設置について
  マダガスカル政府として DNAを設立する指令を出しており、調査対象である環境・治
水森林省のUNFCCCのフォーカル・ポイントの担当官がその任にあたっている。当該部
署では、DNAになる「委員会」を創る準備を行っている。「委員会」を設立すれば、全て
の種類の事業について、この「委員会」が窓口となる。（植林もエネルギーも「委員会」が

窓口で、「委員会」が各省庁との調整を行う）  ただし、委員会設立までは、各省庁が個別
に対応となる。以下に面談録を付す。

面談録

先方： 環境治水森林省 環境総局長 KATO氏、UNFCCC担当 PAKOTONDROSA氏

日時： 2003年 11月 7日　10：30～11：00
当方： 原口調査員、中村調査員、船曳調査員、通訳

要旨

 政府としてDNAを創る命令は出ている。
 DNA になる「委員会」を創る準備を行っている。設立すれば、全ての種類の事業の
窓口がこの委員会になる。（植林もエネルギーも委員会が窓口で、委員会が各省庁と

の調整を行う）

 委員会設立までは、各省庁が個別に対応となる。
委員会の運営方法（SDとのリンクなど）などこれから決める事が多く、日本国政府
がキャパシティービルディングの協力していただけるなら、是非お願いしたい。

  本調査後、マダガスカル共和国はUNFCCC に対して、同国の DNAを以下のように申
請した。（http://cdm.unfccc.int/DNA）
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組織名： Ministére de l'Environnement, des Eaux et Forets
住所： BP.571 Ampandrianomby Antananarivo 101
連絡先： Monsieur Randriasandratana Germain
電話： (261) 320 75 4490または(261) 202 2521 68
Fax： (261) 202 241 919
なお、連絡先の人物は、3.3.1に記載の面談者である。

3.1.3 CDM政策について
  マダガスカル共和国は、基本的にCDMに該当するプロジェクトに対して積極的な受入
を行う姿勢を示している。

3.1.3.1 優先するカテゴリー
特に優先的に受け入れたい事業範囲として以下の 4カテゴリーを挙げている。

 エネルギー
経済成長のためのエネルギーが不足しており、エネルギー供給の新設及び再生可能エ

ネルギーの導入（風力、太陽光、水力、天然ガス等）に期待が強いため

 運輸
現状マダガスカル共和国では最大の温室効果ガス排出源であるため

 森林
森林破壊が進行し、吸収量の減少のみならず国土保全を脅かしているため

 廃棄物
廃棄物からのメタン発生が引き続き増加しているため

3.1.3.2 全体的な留意点
  CDM 全体としての留意点として、以下の二つを挙げている。これに反する場合には
DNAとしても CDM としての承認は出せない様であるが、概念的で細部の検討は今後に
委ねられている。

 プロジェクトが、同国のプライオリティーを満たし、同国の開発と持続可能な発展の
基準を満たしている事

 技術移転と社会的要求（雇用創造、健康増進、エネルギーの自給、再生可能エネルギ
ーの導入等）に適合したプロジェクトである事

3.1.3.3 本事業をCDMとして承認する可能性、サポートの姿勢
  植林をベースにした本プロジェクトに対し、事業化に際しては CDM案件としては第 1
号事業となる可能性が高く、同国が直面する森林破壊に対するひとつの解決策である点を

指摘し、CDM承認を与える可能性が非常に高いと評価した上で、上記 3.1.3.2に留意する様
にとの指摘があった。さらに、同国で政府として近い将来、プロジェクトの投資にあたっ

て優遇措置の導入を図る事を開示した。その内容は、いくつかの商品/資材購入や長期のリ

ースに対する税の軽減や外国人による土地購入の許可である。

3.1.3.4 日本政府への協力（ODAを含む）要請について
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  日本政府に対して、同国の気候変動に対する適応に悪影響のある事項を排除する目的で

CDMによる下記事項のインフラ整備への協力が期待されている。
 発電及び灌漑/治水目的のダムの建設
 道路インフラの整備
 健康/福祉分野のインフラ整備
 バイオガス、風力、太陽光等の持続可能な再生可能エネルギー導入
  また、DNAの設立/運用について、同国における持続可能性についての判断基準等これ
から決める事が多く、日本国政府がキャパシティービルディングの協力をしていただける

なら、是非お願いしたい旨、発言があった。
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3.2　経済状況

3.2.1　一般概観
マダガスカルの主要経済指標等は以下の通りである。

1)主要産業： 農牧業（米、コーヒー、バニラ、砂糖等）、漁業（えび、まぐろ）

2)国民総所得：４２億米ドル（2001年）
3)一人当たりの国民総所得：２６０米ドル（2001年）
4)経済成長率：６％（2001年）
5)インフレ率：７．４％（2001年）、１５．３％（2002年）
6)通貨単位： マダガスカル・フラン及びアリアリ

　　　　　　　（2003年 8月から仏植民地化前の通貨であるアリアリを復活させ併用中。
交換レートは 25,000 ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ･ﾌﾗﾝ＝5,000 ｱﾘｱﾘ）

7)輸出高： ７億米ドル（2002年、FOBベース）
主要輸出産品：コーヒー、バニラ、甲殻類、砂糖、綿布、クロム鉄鉱、石油製品等

＊主要農産品の輸出量（単位：トン）

（　製　品　）　　　　　     （１９９９年）　　　　（２０００年）
コーヒー　　　　　　　　　２１７．６　　　　　　３６９．４

バニラ　　　　　　　　　　　　９．０　　　　　　　１４．９

ペッパー　　　　　　　　　　１６．９　　　　　　　２８．０

　シナモン・クローブ　　　　　　９．３　　　　　　　６３．８

輸出相手国：フランス(29.9%)、米国(27.6%)、ドイツ(6.4%)、イギリス(3.5%)、日本(3.0%)
＊2001年実績

8)輸入高： ９億９千万米ドル（2002年）
主要輸入産品：資本材、消費材、石油、食品

輸入相手国： フランス(24.1%)、香港(7.0%)、中国(6.6%)、シンガポール(3.5%)、
ドイツ(2.9%)　＊2001年実績

9)主要産出天然資源：黒鉛、クロム、石炭、ボーキサイト、水晶、雲母
10)主要農産品：コーヒー、バニラ、砂糖キビ、クローブ、ココア、米、キャッサバ、
　　　　　　　　豆類、バナナ、ピーナッツ、畜産品

11)主要第二次産業：食品加工、石鹸製造、醸造業、製革、製糖、観光
12)金融システム：マダガスカル中央銀行（BCRM）が中心となり、経済復興に向けて
　　　　　　　　　金融・融資政策の方向性を策定中。

　　　　　　　　　マダガスカルにおいて営業している主な金融機関は、

Credit Lyonnais Madagascar、Bank of Africa、General Society、
Malagasy Bank of the Ocean Indian、Union Commercial Bank、
State Bank of Mauritius Madagascarの６行
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3.2.2　主要物価・コスト指標等
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3.2.3　経済政策の基本方針
2001年 12月に行われた大統領選挙での得票結果を巡り、半年強に及ぶ政治的混乱の後、
2002年 7 月に正式に誕生した現ラヴァルマナナ大統領の強力なリーダシップの下、社会
経済状況の改善、及び迅速かつ持続可能な経済発展に実施にむけて、さまざまな活動を開

始している。これらを目的として、2002年から 2005年の 4年間にわたる以下の経済復興・
再生の基本方針が打ち出され、様々な具体的プランが承認、実施さている。

1)政府は確固たる法治国家の樹立を目指し、透明性の確立及び腐敗との戦いを重点的に進
め、腐敗撲滅キャンペーンは、大統領自らがリーダーとなって推進する。

2)政府は民間企業に対し、海外直接投資などをはじめとした、投資に必要なインフラを提
供する。

3)発展を推進・調整するものとして“官民パートナーシップ”というアプローチは大きな役
割を果たすかたわら、資源配分を通じて発展の触媒として機能するものと期待されてお

り、マダガスカルの経済成長は民間セクターによって推進することを期待し、政府は各

種支援・援助策を提供する。

4)マダガスカル政府は、世界市場からの投資受け入れに対して非常に積極的に対応し、世
界市場への参入を通じての経済成長を目指す。

5)社会に関連して、政府は良質な社会保障プログラムを導入するほか、医療、教育、住宅、
環境に関するプログラムを実施し、経済成長ができる限り多くの国民に恩恵をもたらす

ように努力する。

6)マダガスカルは重債務貧困国イニシアチブの適用を受けている。政府は今後１０年間で、
貧困率を半減させる計画で、この原資としては、2004年に実施が予定されている、債務
の 50%削減により充当する見込みで、この計画実現に向け、政府は今後 5年間、年間 8
～10％の経済成長率を達成するという目標を掲げる。

3.2.4　経済復興・再生に向けて具体的アクション･プラン
規制及び財政金融に関するインセンティブ・プランは以下の通り。

・資本及び所得の自由移転の許可

・海外株主配当の自由移転の許可

・輸出加工区における税制優遇措置の導入

・民間開発によるフリーゾーン造成の促進

・輸出税の撤廃

・資本財及び消費財に対する輸入税の撤廃

・許可取得の簡素化を目指した労働規制の合理化

・大型工業投資法に基づく、財政上のインセンティブ

・裁判法及び商法の改正
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・仲裁・調停機関の設立

・周辺地域との協力体制の確立。東南部アフリカ共同市場（COMESA）クロスボーダー・
イニシアチブ(CBI)、インド洋委員会、環インド洋地域協力連合への加入。

3.2.5　ビジネス環境の整備状況
1)投資保証
・多数国間投資保証期間（MIGA）加入により、非商業的リスクから投資家を保護。
・アフリカ貿易保証期間（ACA/ATI）への加入により、投資家の政治的リスクをカバーす
るとともに、国際的な金融・貿易取引の保証。

・ＩＭＦとの間で合意した協定規約により、資本移動の自由の保証。

2)土地に対する外国企業のアクセス
・国有地に関しても、産業または観光業に投資する外国企業への売却が可能。

・国有地の洗い替えの作業を実施しており、いったん特別地域に指定した後、観光業また

は産業用の地域としての開発が可能となる。

3)受入機関
・企業情報事務局(Office of Information for Companies,BIPE)が既に活動を開始しており、
民間セクターによる市場調査の導入と実施をサポートしている。

・「ワン・ショップ・ストップ」の導入により、会社の設立、投資、安定的な事業運営に必

要な各種行政手続（政府承認、税体系、長期滞在ビザ等）の円滑化及び諸手続きの削減

を図っている。

・政府と民間セクターとの間の効果的なパートナーシップの実現を目指し、企業再生支援

委員会（Supporting Committee for the Revival of Companies, CAPE）を設立予定。
同委員会は、民間セクターの発展を目的としたさまざまな対策を考案・実施し、政府と

民間の対話を行う為のプラットフォームとする。

4)物流及びサプライチェーン
・ASYCUDA（税関データ管理自動システム）導入による、税関手続きのコンピュータ化
を実施予定。港湾・空港における通関手続きの合理化により、通関時間の短縮を目指す。

・巨大インフラ整備事業（道路、鉄道、港湾、空港）を実施する。

5)諸外国との協調状況
・各種国際援助団体より、マダガスカルの経済発展を支援するとの表明が行われており、

2002年 7 月にパリで開催された「マダガスカル友好国会議」の席上では、支援パート
ナーより援助実施の発表があった。パートナーには世銀、ＥＵ、アフリカ開発銀行等が

含まれている。

3.3　外資政策

1)マダガスカルの経済復興・再生にむけて、民間・外資の活用を積極的に打ち出している
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ことから、外資誘致・各種政策立案担当機関である民間セクター開発局との面談を以下

の通り実施した。

①面談者：Directeur General du Developpment de Secture Privee
　　　　　Ministere de Budget de l'economie et des Finance
　　　　（氏名）M. Henri RAKOTOARISOA
②主要議事：

・外国投資誘致政策の担当者。

・現状では、国内外資本に関して差別的制度は無く、100％外資企業の設立も可能。
・マダガスカル会社形態としては、基本的に有限会社と株式会社の２種類である。

・関税免除の Free Zone制度はある。但し、単純に原料を輸入しマダガスカルにて加工の
上輸出という業態では不可であり、マダガスカル資源を使った輸出が基本原則であるが、

その認定基準もその加工度合による部分が大きい。（単純加工品では不可の可能性高

い）

・チップ輸出事業迄のスキームを説明するに、植林会社とチップ加工・輸出会社を別会社

　にするやり方が betterではないかとのアドバイス有。
・外資優遇税制等に関しては、財務省側に別の担当組織があるとのこと。

2)同局の機能
①国内投資推進

②外国企業（海外資本）の誘致

③投資家への各種情報の提供

④投資家に対する以下各種手続き、規制の簡素化

・会社設立、変更、解散等

・外国投資家に対するビザ発行

・外国労働者に対する労働許可

・外国投資家に対する土地取得申請、許可

・会社設立申請手続き

・フリーゾーン許認可

・詳細施策に関しては、同局より投資ガイドライン“MADAGASCAR Land of
Opportunities“が発行、配布されている。

3)その他外資政策
①外国人による土地保有自由化

・ 外資誘致政策の一環として、外国人による土地所有を認める。

・ フランスによる 19世紀からの植民地化以来、マダガスカル政府は外国人土地所有権に
関しては非常に慎重に国民の間にも抵抗感が非常に強かったが、今回これを認めたこ

とは大きな変革であり、それ以上に経済発展を目指すという意欲の現れとの見方が大

勢である。

②税制改正

・各種輸入品目（建設資材、農業資材、輸送機器）に対する関税を大幅免除。

③税務セクター責任者との面談では、
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・ 自由貿易、自由市場の推進

・ 経済発展に向け民間セクター活力の導入

・ 経済発展に向けた外資誘致の推進

の実現に向け、税制面での各種具体的インセンティブ・プランを策定中との非常に積極的

コメント有。
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3.4　労働事情

1)マダガスカルにおける労働事情調査を主目的に、労働・職業省との聞き取り調査を以下
の通り実施した。

①面談者：Directeur du Travail et des Relations Professionnells
　　　　　Ministere de Travail et de la loi Sociale
　　　　（氏名）M. Laureat
②主要議事：

・労働法・法規及び社会保険関係が管轄とのことで、本プロジェクトが日本の技術のマダ

ガスカル

への移転、地元の雇用創出（延いては地方開発による地方の活性化）、森林再生に繋がる

ことを大いに期待しているとの意見聴取。

2)基本労働条件等
①週 40時間労働（非農業部門）
②週 42時間 30分労働（農業部門）
③週 20時間以上の超過労働に対しては労働省の許可制
④年間有給休暇 30日（2.5日×12 ｹ月）。制度は義務であり、未消化、買取は制度上無。
⑤公休日：年間 14日
⑥最低賃金規制：以下の熟練度によるカテゴリー別賃金テーブルを参照のこと。

（非農業部門）Non agricultural section
Index point : 1,143　Monthly wage volume : 173,33

EMPLOYEMENT SENIORITY
Professional

category
Index HOURLY

WAGE
(fmg)

MONTHLY
WAGE (fmg)

Index HOURLY
WAGE
(fmg)

MONTHLY
WAGE
(fmg)

M1-1A 995 1 137 197 075 1020 1 166 202 105
M2-1B 1025 1 172 203 145 1080 1 234 216 890
OS1-2A 1090 1 246 215 970 1145 1 309 226 890
OS2-2B 1150 1 314 227 755 1220 1 394 241 620
OS3-3A 1225 1 400 242 660 1310 1 497 259 475
OP1A-3B 1315 1 503 260 515 1430 1 634 283 220
OP1B-4A 1440 1 646 285 300 1570 1 795 311 125
OP2A-4B 1580 1 806 313 035 1780 2 035 352 725
OP2B-5A 1835 2 097 3663 475 2105 2 406 417 030
OP3-5B 2160 2 469 427 950 2370 2 709 469 550
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（農業部門）Agricultural section
Index point : 1,143　Monthly wage volume : 173,33

EMPLOYEMENT SENIORITY
Professional

category
Index HOURLY

WAGE
(fmg)

MONTHLY
WAGE (fmg)

Index HOURLY
WAGE
(fmg)

MONTHLY
WAGE
(fmg)

M1-1A 995 1 000 200 000 1020 1 025 205 000
M2-1B 1025 1 030 206 000 1080 1 085 217 000
OS1-2A 1090 1 095 219 000 1145 1 151 230 200
OS2-2B 1150 1 156 231 200 1220 1 226 245 200
OS3-3A 1225 1 231 246 200 1310 1 317 263 400
OP1A-3B 1315 1 322 264 400 1430 1 437 287 400
OP1B-4A 1440 1 447 289 400 1570 1 578 315 600
OP2A-4B 1580 1 588 317 600 1780 1 789 357 800
OP2B-5A 1835 1 844 368 800 2105 2 116 423 200
OP3-5B 2160 2 171 434 200 2370 2 382 476 400

⑦有休制度は年間30日。制度は義務であり、未消化、買取りは制度上ない。

⑧労働組合は、産業別。大きなものは7～8組合。

⑨最近ストライキはない。労働争議については労働・職業省が担当。
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3.5エネルギー政策
  本調査では、マダガスカル共和国エネルギー・鉱山省エネルギー局長と面談し、同国の
エネルギー政策について説明を受けた。以下に面談録を付す。

面談録

先方役職/氏名 ：エネルギー・鉱山省　エネルギー局長　M.RAMANANTSOA
日時 ：2003年 10月 29日　14:00～14:30
当方出席者 ：原口調査員、中村調査員、船曳調査員、他通訳

要旨

・ 電力は JIRAMA（電力と水道の供給公社）が供給している。
・ IPP事業は政策として奨励している。
・ 国としてのエネルギー計画はある。

・ ヨハネスブルグの世界環境サミットでバイオマスの促進を政府として発表している。

・ 植林地そばのブリッカビルには、200kW超の JIRAMAの火力発電所があるが､需要
は商業用民生部門のみ。また近郊にサトウキビ（バガス）を用いたバイオマス発電施

設がある。

・ トアマシナ州は、全体としては首都のアンタナナリボに電力供給をしている。

・ 州都トアナシナ（タマタブ）の電力需要は逼迫している。

  なお、エネルギー局長より、同国のエネルギー政策について書面にて回答を得たので、
以下の項においてその内容を記す。

3.5.1概要
  本調査においけるマダガスカル共和国のエネルギー政策については、同国エネルギー局
長よりの開示された資料に記載されている。本資料は、マダガスカル国政府が自国のエネ

ルギー部門に対して、その発展と再構築のために要請した詳細な現状報告と、行動計画、

その導入計画の要約であり、政府によるマクロ経済的な方針に適合し、貧困の低減と、経

済発展に資することをその目的としている。

3.5.2マクロ経済的枠組
マダガスカル政府は経済成長を加速するために、民間投資の活力/主導のもとでの広範な経
済再生策を打ち出しているおり、この政策は以下の 4点をその根幹としている。

 国家の生産活動現場からの撤退。
 ビジネス環境の改善。
 公共機関の管理機能の向上。
 新たな部門別の法規制枠組みによる、民間参入を促進する環境の創出。

近年の調査では、政府が望ましい改革を行った場合、2003年における経済成長は 7%、イ
ンフレ率は 5%以下になると予測している。経済インフラの不足が経済成長と貧困の撲滅
に対する障壁となっており、特にエネルギー部門での障壁を軽減するために、政府は以下

の施策を採用するとしている。

・ 受益者、民間部門の参加および再生可能エネルギー導入の推進による、電力アクセス
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人口の増加。

これにより、最貧困層の雇用/所得の改善、発電コストの削減と、売電収益の向上を見
込む。地方の電化による住民生活の質的向上と、（周辺社会から）完全に隔絶された地

域の解消を目指す。

・ 貧困層の燃料である薪炭材の取引と、その利用方法の改善。これにより以下のような

成果が見込まれる。

・ 薪炭剤を調理、熱供給に用いる際の健康リスクの軽減。

・ 森林破壊、土壌流出、生物多様性喪失の軽減。

・ 温室効果ガス（GHG）の排出削減。
・ 家計の薪炭材購入支出の軽減。

・ 雇用創出と所得増加、農村地域での生活質向上。

・ エネルギー部門の法規制改革

3.5.3政策の目的
  政府のエネルギー部門の政策は、貧困層に安定的で良質で安価なエネルギーを供給する
ことにより、（エネルギー利用の改善を）直接的に支援することである。

このエネルギー政策は 3つの点に重点を置いている。
・経済性： エネルギー供給、生産、分配、消費の合理化。

・環境： エネルギー供給目的の森林経営の上での、農村地域における適切な管理と基

本的な生態系バランスを尊重。

・社会： 都市部/農村地域の双方での、エネルギー供給が受けられる人口の増大。

3.5.4 対策
  生活の質を持続的に拡大、改善させるための国家のキャパシティは、電力部門の近代化
と成長に大きく依存している。電力需要はここ数年で大きく成長することが予想され、電

力部門の再構築が急務である。

  国営電力部門への民間の参入による電力産業の発展は、経済成長への支援と、国民の切
望する福祉の向上を保証するものである。民間参入は徐々に達成されつつあり、国が規制

ツールを産業部門に設定することは競争の阻害につながる。電力部門の効率性と競争は、

電力市場の存在により促進され、これにより高い安全性と安定性、適切な価格で電力を供

給できる。

 再構築のその他の目的は以下を含む
・ 電力コストの削減

・ 公共所得と、環境保全の最大化

  石油部門に関しては、これらの目的は石油生産物の安定的な供給システムを提供するこ
とである。この目的は、

・ 社会保障と環境保全を、全ての石油設備において導入。

・ 全ての石油消費者に対する、石油製品とサービスの、最適価格（best price）での公
平な提供の保証。

・ 自由で競争的な市場の設立と、一部に対する優先的な供給の排除。
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・ 供給インフラの多様化と改善のための、新たな投資家と事業化を呼び込むための最適

な環境を構築。

  電気部門に関しては、政策の目的は、
・ 安全で最適な価格の電力供給の保証。

・ 都市部の電化率の加速（2005 年で 50%を目標）と、農村部の電化率の加速（2010
年で 10%を目標）
・ 民間の参入と、裕福な地域共同体による、電力にアクセス可能な人口の増強（国営電

力事業とのパートナーシップ）。

・ 再生可能エネルギーの促進（太陽光、風力、水力等）。

3.5.5戦略
  エネルギーを利用可能な人口を増加させ経済成長を支援するために、ここでの戦略は以
下に焦点をおいている。

・ エネルギー部門の法規制枠組の見直し。

・ 自由化と競争原理の導入の加速（可能であれば）。

・ 事業部門での規制解除。

・ 事業開始時と運営過程における、環境と健康に対する基準の導入。

・ エネルギーにアクセスできる人口の増加。

・ 地域的エネルギー源、特に再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力等）の開発。

・ エネルギーシステムの効率性、経済性の向上。

・ その他部門でのエネルギーの調整。

3.5.6行動計画
短期計画

・ エネルギー部門に関するさまざまな法律の制定

・ 第三者による電力規制管轄部署の設立

・ 電力に関わるエネルギー関連行政のチェックと追跡調査

・ 規制の導入

・ 法手続きに従った、電力価格の追跡調査

・ 中立的な立場からの、電力部門への競争と民間参入の促進

・ 電力事業を管轄するための、明解で公正な制度/契約の整備。
・ 電力事業に関わる国営ファンドの設定。

ファンドは 2002年 7月制定の法律により設立、農村地域の電力開発補助金をファ
ンドにより調達し、（電力事業の）委任/譲渡契約を保有する事業者に提供する（こ
の額は総投資額の 70%を超えない範囲であり、これを超えた分は割り引かれる）。

・ ADER（Agency for Rural Electrification Development：農村電化開発局）の設立。
この部局の主要な任務は、

 民間事業者による電力、電話、テレビといった電気関連サービス提供の促進。
 FNE資源を利用した農村の電化計画の監督とファイナンス。
 事業者に対する技術的なアドバイスの提供。
 事後評価と、社会経済的/環境的な評価の実施。
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 当該事業の新興と構築の推進と推奨
・ （電力市場における）競争と、経営監査、経営契約に対応するための、JIRAMA 社
の再構築。

・ FNEとの協力による、年間 150ヵ村の農村電化プログラムの開始。
・ IPP事業の開始（新たな水力発電所の建設）

中期計画

 石油製品の輸入・精製・取引の完全な自由化、および石油産業に対する全ての規制と
助成を撤廃することによる、製品価格の正常化。

 石油製品に対する税金の正常化。
 農村地域における薪炭使用の、ガス/灯油への転換を促進するプログラムの導入。
 薪炭の非効率的な利用、生産、使用、取引の改善。
 既存の森林の自主的な経営の促進。
 Mahajanga Integrated Pilot Program project (PPIM)2の拡大と、薪炭節約プログラ
ム(PNEBE)3 の拡大。

 エネルギーの節約と代替エネルギー（ガス、灯油、植物残滓）の普及。
エネルギー消費の少ないランプや精糖工場でのコジェネレーションの拡大による、

Program for proper use of energy (PURE)の推進

                                                
2 Mahajanga Integrated Pilot Program project (PPIM)：マダガスカルエネルギー鉱物省による、持続的な薪
炭材供給を目指したプログラム。
http://www.bergergroup.com/berger/now/services/14madagascar.html
3 Firewood Saving National Program (PPIM)：薪炭消費の軽減と、家計のエネルギー支出の低下を目指す
政策。http://www.itdg.org/html/energy/docs48/bp48_pp20-22.pdf
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3.6 森林政策、森林整備状況

  第 1章で述べたが、FAOの調べによれば 2000年時点でのマダガスカルの森林面積は約
11,727千ha。内、1990年から 2000年における森林減少率は 0.9％と、毎年約 117千ha
の森林が消失している。森林減少の主因は、慣習的に行われている焼畑や放牧のための火

入れ、薪炭材生産のための火入れ等による森林火災であるとされている。

当国の森林政策及び実施状況を把握するために、関係者への面談を以下の通り実施した。

1) 環境・治水・森林省
①面談者：治水・森林局長M. Paul RAONINTSOA s Eaux et Forets
②面談内容

・ 当国において、森林減少問題は大変頭の痛い問題であり、現在、各種政策を進めている。

本案件はタイムリーな調査であり、現政策の促進/今後の日本との投資関係等非常に重要
な調査と理解する。

・ 新大統領/新体制の元、現在３P(Pubilic：公共整備、Protection 注 1)：森林整備・保護、

Polcy：対外投資の促進)を政権の柱とし、精力的に公共投資及び制度等の見直しを行っ
ている。

・植林プロジェクトに関しては期待大であり、必要な限り協力したい。また、マダガスカ

ルとしては政府として全国区プロジェクトとして 2004年からの５年間で 100万 ha植
林計画もあり、

　そうした観点からも、日本資本の地元民への技術伝授はありがたく評価できる部分。

・現状では、植林関係及び公共事業関連の法律も整備できているとは言い難い状況では

　あるが、現在整備を進めている最中であり 2005年中の整備を目指している。
・当方よりは、このプロジェクトのマダガスカル側責任者になって欲しい旨を伝えた。

注 1)：2004年から 5年間で 100万 haの植林計画。但し、2002年度実績 700ha。野火
の厳禁等。

2) Toamasina州森林局(DIREF)
  当森林局は、我々が 2000年 10月より実施した試験植林の植林作業及び監督者である。
森林局が管理している森林面積は保護林が約 240万 ha、ユーカリ等の植林地が約 7万～
10万ha。ファナラマンガのマツの植林地が約 5万ha。森林局員は約 36 人で全体の森林
を管理しているが、人員・資金不足(車両等の移動手段が乏しい)により、実際の森林面積、
蓄積量を把握できていない模様。以下に面談録を記す。

①面談者： DIREF 局長M．ANDRIANIANA
FOFIA Mme.RAZAFIMAHARO

②要旨

・森林データ（現状のバイオマスの材積量）は未整備。当方より JICA を通じ日本の森林
管理システム導入を依頼してはどうかと提案。

・データが未整備なのは、行政と事業者のコミュニケーション不足、政治家や金が絡み監

督しきれていない点、政策に地元の意向が入っていない点が根底にある。

・DIREF としては、各県の案件ニーズの発掘を開始（森林局にてデータを一元管理。出
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張等を行い実情把握に努める）。現状机上の管理のみで実地に調査は行っておらず、かつ、

現状の伐採許可が役人や地元有力者等の圧力で調整が上手く出来ていない。（現在のベ

ースとなるバイオマス量でなく、今後のバイオマス量の変化を記録する事が行われる）

・森林局の予算は、中央政府の予算に比べ森林局独自予算が圧倒的に多い。森林局独自予

算の財源は森林開発（伐採）に許可権（地方森林局のCIREEFが徴収）が主なものであ
る。

(権利関係)
・立木

自然林は政府のもの

人工林で民間が管理すれば伐採の契約の中に法に基づいて立木権を設定する

・伐採

自然林の伐採権は政府が売却する

地元行政（州・県・市・村）の許可を基に DIREFが伐採権を認める。実地検証の上、
木の大きさ等を勘案し金額を決める。申請はα年毎（αは３年程度）に更新可。

・植林

自分の土地に植林した場合、立木は事業者のもの。伐採権は無料。但し統計を取るため

申請は必要。

・土地がリースの場合、土地の開発権の契約が有効な間、立木は事業者のもの。伐採権は

無料。但し統計を取るため申請は必要。

・土地開発権が効力を持たなくなった場合、土地所有者と事業者とで協議の上シェアしな

くてはいけない

・土地所有権

植林区画については、事業者が森林局に申請する。

  土地境界が不明な場合、交渉で決める。森林局、土地管理局、地元有力者、地元関係者
と交渉し配分を確定する。

  決められた区割りについてそれぞれリース契約を行う。

3)ムラマンガ森林局
  当森林局は、上記の Toamasina 森林局の下部組織である。ムラマンガ周辺は
Anntananarivoと Toamasinaとの中間に位置し、周囲に森林資源が多いことから、マダ
ガスカル国内の製材業の中心地である。以下に、面談録を記す。

①面談者：森林局長Mme.RAZAFINTSALAMA
②要旨

・森林局が管理している森林面積を正確には把握していない。天然林は 30万ha。来年 1
～2月に衛生画像分析で植林面積が判明すると思うが、今は分からない。
・伐採業者への許可総量や現在有効な許可量も把握できていない。

・自然林の伐採も、切ってよい木、そうでない木など分類している(但し、基準は不明)。
・伐採量は、今後、伐採時に輸送についても許可を出すため、把握できている（業者から

のデータ）。

・野火は、乾季に行われ､規制しているが慣習でもありなかなか守られない。薪炭販売業者

周辺の先週の山火事は 300ha。
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3)ムラマンガの製材業者
①面談者 ヘンリー・マンセル・チャンベン氏一家）

②要旨

・森林局より 5年間で 800haの伐採許可を得ている。森林局への支払いは 800ha5年分を
2ヶ月ごとに分割して払う。
・森林資源が枯渇し、新規の許可はなかなか下りない。

・同社は、800haのうち 4年半分程度しか伐採出来ていない。残りは伐採が困難な場所。
・伐採後の植林は、森林局が上記支払いで代行する(但し、実態は不明)。
・現在、製材業者が組合を作り、組合自らが植林を行おうとしている。

・製材会社が、伐採、輸送の手配を行う。（伐採専業は少ない）

・輸送コストは、30km、角材（20cm×16cm×2.5ｍ）を 80～100本（乾季）で 1万MFG。
但し輸送は乾季の間の 3ヶ月程度（10台/月）。雨季は山にトラックは入れない。
・製材業者はムラマンガで 30社程度。
・ 伐採現場への道は伐採業者がつける。

(面談所感)
  面談時に管理面積、蓄積量等質問しても正確な情報は得られなかった。Toamasina州森
林局の事例にみる通り、現在の森林局員数で充分な森林の管理することは可能と思われな

い。また土地や立木の所有権に関し、慣習的な所有権があることははっきりしたが、実態

は不明である。プロジェクト実施における植林の申請手続き、許可、土地の区分、法的な

根拠等不明な所が多い。当国の森林減少の一因に森林管理の未整備があると思われ、必要

な財源・情報・技術等に対する対外的な支援が望まれる。

写真 3.6.1ムラマンガ付近での野火による森林火災跡地
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3.7 道路、港湾等のインフラ整備状況

3.7.1　現状概観
①マダガスカルの道路網は全長３万キロであり、その内１万４千キロは今後６年間内に

改修・整備工事を実施する予定。

②鉄道網は８７０キロでありこれについても改修工事を計画している。

また、民営化の観点より、北部鉄道網については 1997年よりCOMAZARグループに
て運営されており、南部鉄道網についても USAID、世界銀行の資金提供をもとに整
備が進められている。

③航空網に関しては、マダガスカルには１２の空港が存在し、内５つが国際空港で運営

は政府系の会社ADEMAによって行われている。
航空路線については、ヨーロッパ、アフリカ、アジアの三大陸との直行便が運航され

ている。現在、Air Madagascar によって、国内、国際線ともにネットワーク整備が
進められている。

④港湾設備については、マダガスカルには国際港６、国内港１２があり、このうち最大

規模の最重要国際港は、東部に位置する Toamasina港。
⑤通信網は、政府系の会社 TELMAによって運営されており、主要な都市がカバーされ
ている。携帯電話網は、ANTARIS、MADACOM、INTERCELの３社によって運営
が行われている。

⑥インターネットプロバイダーは、WANADOO、SIMICRO、BLUE LINE等の大手を
　中心に多数が事業を行っている。

⑦郵便網は、政府系の会社 PAOSITRA MALAGASYを中心に運営されており、一部の
国内便を民間のCOLIS EXPRESS、国際便についてはUPS、FEDEX、TNT、DHL
等の大手業者が参入している。

＊過去１０年間における道路網の深刻な荒廃、並びに鉄道網の封鎖に対処すべく、政府

は援助団体の支援を受けながら、大規模なインフラ補修事業に着手中。

3.7.2　関係者への状況聴取
マダガスカルの経済復興・再生にむけて、インフラ整備の関連局である公共事業中央局、

運輸局への面談を以下の通り実施した。

1)公共事業中央局
①面談者：Directeur Central des TP,

Vice Primature,
　　 　　（氏名）M. Andre
②主要議事：

・Antananarivo～Toamasina へのＮ２道路は、雨期の崖崩れひどく、頭の痛いところで
あり、この対策の為にも植林により法面植栽効果・技術を教えて欲しい。

・マダガスカル道路に関しては、Ａ～Ｄ迄のランク付があり、それにより整備要領が決め

られる。

・事業化想定の場合、Brickavill～Toamasina港間の道路整備が必須であると考えるが、
　この計画はとの問いに対して、Toamasina港は物流拠点になりつつあり、交通量も増
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えてきていることから、現状は相当悪いが、近々整備工事入札の必要あると考えている。

（あくまで予算つけばの話であるが）

・マダガスカルの主要幹線道路の建設、大型整備は海外援助に依存している部分大で、メ

ンテナンスを自国資金で賄っているのが現状とのこと。

・マダガスカル総道路距離：31,438kmで、その内 5889kmは整備状態良好。
・整備計画はＡ～Ｄの４ランク評価をの上、優先順位を決めて整備計画策定中。

・乗用車：115,805台、トラック：15,820台、荷馬車：7,000～8,000台
・主要国際港は３港（Toamasina港、 Antsiranana港、Mahajanga港）

2)　運輸局
①面談者：Directeur des Transport,

Vice Primature,
　　　　（氏名）M. RALSON Jean Honore
②主要議事：

・陸海との輸送問題に関しては管轄部署とのことで、事業化の際に対象となるであろう地

区の道路、鉄道（アンタナ／ビリッカビル間線路有）、バージ輸送の現況につき調査依頼。

・マダガスカル政府としては大量輸送の観点より、鉄道輸送に注力の方向性ありとのこと、

又、同趣旨にて運河の整備計画もあるとのこと。

3)Toamasina港（チップ輸出候補港）の状況
本プロジェクト実施の際に、日本向け製紙原料用木材チップの輸出港である Toamasina
港を訪問し、関係者と以下の打合せを実施した。

①面談者：Assistant du Directeur des Operations Portuaires, Toamasina
（氏名）M. Johnson RAKOTONIRINA

②主要議事：

・外国企業の貨物大歓迎とのことで、但し過去中国企業に騙され土地整備等先行したが、

結局逃げられたという苦い経験有。

・将来的に港近辺にてチップ工場建設の可能性はとの問いに関しては、現状港の後背地は

　相当手狭（見た感じも）とのことで、幹線道路から４kmのバイパスを繋ぐ計画有り、
　道路周辺に工場、倉庫用地 150haを準備する予定とのこと。
・翌日、この道路を見に行ったが、確かに幹線道路より約１km 程度は立派なコンクリー
ト舗装道がついていたが、現在は予算不足にて工事中断中の状況。

③Toamasina港概容

a)水路等状況
・入港用の水路は最浅水深 19m、可航幅 250m。
・潮差は約 0.3mとのことで潮流の影響は少ない港である。
・岸壁付近の操船水域は半径 300mであり十分な広さである。
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b)タグ・ボート等
・稼動中のタグ・ボートは２隻。能力は 2,350HP×１隻、1,750HP×１隻。
・水先人は３名体制。

c)バース状況
＜外貨バース×３＞

・コンテナ用×1：岸壁長１７１．５ｍ、水深１０．５ｍ
・バルク用×１：岸壁長２１９．５ｍ、水深９．５ｍ

・共用×１：岸壁長１３５ｍ、水深１０．０ｍ

・過去の実績より最大船長 210mまでの船が接岸可能であるが、チップ専用大型船が入
港するためには、係留設備（フェンダー容量不足、不適切配置等）の整備が必須。

・インド洋のサイクロン襲来に十分注意が必要で、バース実稼働時間への制約となると

ともに、STORM BITT（停泊中の強風への措置）の増設が必要。
＜内貨バース×５＞
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d)Toamasina港レイアウト図
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図 3.7.2-1　Toamasina港外貨バース（コンテナバース）

図 3.7.2-1　港までのバイパス（工事中断）、工場、倉庫用地に整備計画有
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e)主要輸出入品目実績（1999年～2002年実績）
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f)主要荷動き実績（1992年～2002年実績）
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3.8　トアマシナ州の政策

3.8.1　トアマシナ州の現況
1)主要産業
①針葉樹製材の加工、輸出：代表企業は TIB、PINEXPORT、EIRHの３社
②エビの加工：代表企業はRefrigepêche Est、Import Export de Toamasina、

La Bouffe、Pêche Sainte Marie、Sunrise、Kwan Chung et Cie、
Madagascar PESCA の７社

③サトウキビの栽培、製糖加工：SOMAPALM(ﾌﾟﾗﾝﾃｰｼｮﾝ)、SIRAMA（製糖加工）
④石油精製

2)インフラ整備状況
①トアマシナ州の道路網：全長約 1,320km
　内、アスファルト舗装道路：446km（34％）
　　　通年通行可能道路　　：369km（28％）
　　　乾期通行可能道路　　：503km（38％）
②水上輸送網：全長約 482km
　内、整備された運河：152km
　　　航行可能河川　：330km
③鉄道網：全長約 370km
　走行可能区間は、Antananarivo-East Coast, Moramanga-Alaotra
④空港整備状況：アスファルト舗装滑走路×４（Toamasina、Sainte Marie、Mananara

Nord、 Maroantsetra）
　　　　　　　　草地滑走路×２（Mahanoro、Vatomandry）
⑤港湾：４港（Toamasina、Maroantsetra、Mananara Nord、Sainte Marie）

3)労働状況

Description Global Male Female
Total of population : 1,339,227 665,995 673,232
Labour force : 857,588 526,537 331,051
Working labour force 799,793 494,193 305,600
Unemployed labour force 6,159 3,979 2,180
Labour force working in agricultural,hunting, and fishing
Agriculuture, hunting and annex activities 684,379 421,732 262,647
Forestry operation and annex activities 1,715 1,123 592
 18 17 1
Fishing, fish breeder and other activity 24 20 4
Source: RGPH 1993

4)土地利用状況
①主な土地利用状況は、

・ 農業：稲作、果実（バナナ、パイナップル、シトラス、ライチ）

・ 商業プランテーション（バニラ、砂糖きび、コーヒー、ペッパー、クローブ）



40

・ 牧畜（ニワトリ、牛、豚）

②森林面積：

・02 Integral natural reserve : 75 388ha
・04 Special reserve : 73 650 ha
・02 National park : 34 000 ha
・07 Preserve hunting : 117 522 ha
・95 Classified forest and forest reserve : 1 296 565
・National forest : damage situation and undetermined location ) : 930 000 ha
③その他

　・国への主要水力供給地域

・主要水路：Mananara、Simianona Maningory、Onibe、Ivondro、Riniala、Sakanila、
Manampotsy、Mongoro

・Ambatondrazaka湖所在

3)エネルギー需給
①25,000世帯が使用
内訳：燃料用炭 80％、ガス・電気 20％
②消費量：0.5ｔ／世帯 p.a.

4)植林プロジェクト及び受入機関等
①関係法令等：

・Decree and orientation policy of Project
・Decree and policy for lands and woods
②受入機関、体制等

・Inter regional Director of Environment and Forestry
・4 district environment and forestry (CIREEF) ：Toamasina、Fénérive Est、

Moramanga、 Ambatondrazaka
・17 sections of forestry (CEF)：Brickaville、Mahanoro、Marolambo、Anosibe an’ala、

Ambatondrazaka、Fénérive　est、Soanieran’Ivongo、
Moramgana、Toamasina、Vatomandry、Antanambao
Manampotsy、 Amparafaravola、  Andilamena 、
SainteMarie,、Mananara Nord、  Maroantsetra、
Vavatenina.

・調整機関：Group of work for Rural development (GTDR), Forestry committee
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3.8.2　トアマシナ州知事からのサポートレター
尚、我々は、今回の調査期間中、Toamasina州知事と面談する機会がなかったが、後日、
州知事の意向として、以下のサポートレターを受領した。

（和訳）

トアマシナ、2004年 2月 3日
内務構造改革省

トアマシナ自治州政府　　　　　　　　　　　　　　　　　トアマシナ州知事

治安・環境保護局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　王子製紙㈱原材料本部植林部

原口直人殿

主題：大規模植林プロジェクト

謹啓

　貴殿が前回トアマシナに滞在された折、地域発展のため京都議定書に対応する大規模植

林プロジェクトを発案されました。

　本プロジェクトの可能性・環境への寄与・社会経済に関する調査を実施されました。我々

は 20000ヘクタールの土地の提供に同意する用意があり、貴殿らが対象地として考えてお
られるトアマシナ－ブリカビル－バトマンドリにおいて本案件を実施されるのをサポート

するつもりです。

　本件実施の際、貴殿らは特典を与えられたパートナーと位置づけられます。また当自治

州は、本件に関する全ての活動に関する情報を与えられること、関わっていくことを望み

ます。

　本件の実施を待ちつつ、貴殿らに期待し、近々貴殿らがおいでになることを楽しみにし

ております。

　敬具

州知事代理　　　 
治安･環境保護局長

コピー to
　・日本国大使

　・マダガスカル政府首相

　・外務大臣

　・財務大臣

　・環境治水森林大臣

　・農業畜産水産大臣
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3.9 在マダガスカル日本大使館、並びに国際協力事業団 JICA

当プロジェクトの概要、本調査の趣旨、並びに現地聞き取り結果等をもとに、在マダガス

カル日本大使館及び国際協力事業団(JICA)と面談した。下記に、概要を述べる。

3.9.1 在マ)日本大使館
1) 面談先
・先方 ：在マダガスカル日本大使館 吉原大使、西田三等書記官
・日時 ：2003年 11月 4日　16:00～16:45
・当方 ：原口調査員、中村調査員、船曳調査員

2) 要旨
・質問表への回答を手交され、当方より御礼。

・当方より現地調査の報告

土地や立木の所有権制度の実効性が不透明である点

次年度 100haのパイロット植林を行いたい旨
植林・森林管理の技術的側面はクリアーできる可能性が高い点

マダガスカルの森林管理制度が、政治・行政体制の問題から不備な部分がある点

・マダガスカル現政権は親米・親日である。在マダガスカル日本大使館としても、本事業

が日本とマダガスカルの間の良好な事業として進展できるように期待している。

3) 聞き取り表への回答を、以下に示す。

王子製紙調査表への回答

当館回答

平成 15年 10月 8日
在マダガスカル大使館

１． マダガスカルの政治情勢／日本からの投資状況

（１）マダガスカルの政治情勢

２００１年１２月に実施された大統領選挙において、ラヴァルマナナ候補及びラチラカ候

補（前大統領）が僅差で争い、翌２００２年、同選挙結果をめぐり、マダガスカル内政は

混乱状態に陥った。２００２年５月ラヴァルマナナ候補が大統領に就任し、同年７月対立

候補のラチラカ前大統領が仏に亡命したことで、事態は収拾にむかい、同年１２月国民議

会議員選挙においては、大統領政党（TIM）が圧勝し、２００３年１月第２次シラ内閣が
組閣された。

  その後ラヴァルマナナ政権は政治面で小政党を吸収、経済面では迅速で持続的経済発展
の実現を目指している。

  他方、現政権が必ずしも盤石な政治基盤を有しているとは言えず、対応を迫られている
課題は山積みしている。なお、現在のところ、本年１１月実施予定の地方選挙前後、政権

を揺るがすような、大きな政治混乱等は発生しないとの見通しが一般的である。
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（２）日本からの投資

  日本からは、伊藤忠商事（日本人常駐不在）、守谷商会、大豊建設が首都アンタナナリボ
に駐在事務所を置いているほか、マルハ、マダガスカル政府、仏民間企業の合弁会社ソマ

ペッシュ社（漁業）がマジュンガ市を拠点に活動を行っている。

２． 本事業における支援の姿勢確認

  本事業の位置付け及び財源が未だ明確ではないものの、進捗状況を見極めつつ、可能な
範囲で支援する所存。

３． マダガスカルにおけるODA実績・見通し
  マダガスカルは有償資金協力の対象外であることから、一般無償資金協力、草の根無償
資金協力のほか、研修員の受け入れ、専門家派遣等の技術協力を中心として援助を実施し

ている。２００２年末、青年海外協力隊が、初めてマダガスカルに派遣され、本年２月に

は国際協力事業団マダガスカル事務所が開設された。今後とも基盤生活分野（教育、保険

医療、水供給）、農業・水資源、環境、インフラ整備等を優先協力分野としてマダガスカル

の開発を支援していく予定。

４． マダガスカルにおける国家計画の実現性（過去の例により現行エネルギー計画の実現

性を推測する）

  現政権は昨年の政治危機を経た後発足したものであり、国家計画については今夏に経済
政策を発表したばかりである。同政策発表から２ヶ月しか経ていないこともあり、其の実

現の可能性については未知数である。なお、京都議定書については本年９月締結署名済み。

3.9.2  在マ)国際協力事業団(JICA)
1-1)面談先
・先方：JICA 佐々木所長、吉水所員
・日時：2003年 11月 4日　17：15～18：00
・当方：原口調査員、中村調査員、船曳調査員、通訳

1-2)要旨
①当方より現地調査の報告

・土地や立木の所有権制度の実効性が不透明である点

・次年度 100haのパイロット植林を行いたい旨
・植林・森林管理の技術的側面はクリアーできる可能性が高い点

・マダガスカルの森林管理制度が、政治・行政体制の問題から不備な部分がある点

②先方よりの指摘

・裁判制度も未整備で紛争が絶えない

・労働についても慣習が根強く残るので注意が必要

・タブー（例えば墳墓等）があるので注意が必要

③実際にやってみないと解らない面は確かにあるので、パイロット植林は良いのではない

か。
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④発電については、国レベルの電力供給計画はない。

⑤トアマシナの水力発電（チップ工場の動力源、JIRAMAが F/Sを行っている）につい
て、世銀等の協力で鉱物エネルギー省が電力計画を作成し、その上で、ここに発電所を

作るべきと要請する必要性がある。

・無償援助としては、規模が大きいと思われる。

・民間が出来る事業への無償援助は厳しい。

2-2) 面談先
・先方役職/氏名 ：JICA　大塚専門官
・日時 ：2003年 10月 29日 11：00～12：00
・当方出席者 ：原口調査員、中村調査員、船曳調査員、他通訳

2-2)要旨
①事前調査時に依頼した松の材積表は未入手。

②産業植林のユーカリについては、機能しているかは不明であるが､南部マンゴドに事例

がある。ただ、元々欧州に建築材として輸出を考えていたが基準に達していなかったた

めアフリカにパルプ材として原木の形で輸出。森林管理は行われていない。

③ 過去の森林火災の集計については､USAIDが PAGプロジェクトとしてMIRAI（NGO）
に委託している。総合プロジェクト調整室による’97に森林生態インベントリー（IFN）
は大塚氏も所有しているが大雑把。

④ 森林の減少は、森林局の伐採についての管理システムが、地方で脆弱であることも要因。

立ち木の伐採については、森林局に手数料を支払っている。

⑤ 国の植林も直接経営から、民間へ移管し国が管理するように移行し始めたが、民間の基

盤が脆弱なため、施行計画の基準などの整備が必要。
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3.10  環境治水森林大臣との面談

地元民、並びに関係機関への聞き取り調査終了後、植林、CDM 等の所轄官庁である環境
治水森林省大臣と面談する機会があり、面談の要旨を以下に述べる。

1) 面談者
・先方：環境治水森林大臣 Mr. Sylvain ROBOTOARISON

プロジェクト総調整担当局長Mme. Fleurette ANDRIANANTOANDRO
・ 日時：2003年 11月 4日、17:15～18:00
・ 当方：原口調査員、中村調査員、船曳調査員、通訳

2) 要旨
・ 当方より、調査目的、プロジェクトの概要を説明。

・ 大臣より、京都議定書を批准し、本プロジェクトと同様なプロジェクトが実施されるこ

とを期待する。また、現在、CDM制度の整備準備を進めており、この度、CDMに関す
る研修生を日本へ派遣する協定を当省と日本大使館の間で結んだ。

・ また、このプロジェクトが進行中であることを、議会・議員に広く伝えており、関係機

関ともどもこのプロジェクトの進捗に注目している。

・ 当方より、別紙、サポートレター要請状を提示し、プロジェクト実施にはCDM等諸制
度の整備の他、土地所有権の問題等解決しなければならない事項も多数ある。このため

大臣をはじめとする関係機関の協力が必要であり、その意志表示として、本プロジェク

トへのサポートレターを発行して欲しい旨要請した。

・ 大臣より、サポートレターを発行する旨のコメントあり。また、当国の森林減少、その

原因が木炭・薪に由来する等エネルギー事情は大きな問題である。このためバイオマス

を利用した新しいエネルギー技術の導入は高度に歓迎する。この分野においても全面的

に支援する方針である。

写真 3.10 環境治水森林大臣(左手前)との面談風景
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ついで、環境治水森林大臣から受領したサポートレター、並びに簡易訳を示す。
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(簡易訳)
Antananarivo、2003年 11月 7日

環境治水森林省大臣

王子製紙(株) 原材料本部 植林部
原口 直人殿

主題：マダガスカル国における CDMプロジェクトに関し、
参照：貴殿の 2003年 11月 4日付プロジェクトへの支援要請に関し

謹啓

プロジェクトへの支援要請、並びに京都議定書の枠組みのもと実施されるマダガスカル国

での CDM プロジェクトの F/S 調査に関し、先日、王子製紙(株)をはじめとする調査団と
面談した。

   

私は、マダガスカル政府が(プロジェクト実施に向けた)このプロセスに参加する意志があ

ることを正式に表明する。

この炭素吸収源活動の事業化調査の予備的実施はCDMの基準に合致する価値のあるもので

あり、基準とは直近の京都議定書批准に際し、我が国が示したものである。

マダガスカルは、議定書に基づくCDMへの参加、DNAの設置等の準備を進めている。

また、我々環境治水森林省は、貴下調査団がToamasina 州Brickavill 地区で予定している

CDM 実施に向けて全面的にサポートする。

私は、貴下が提案した本プロジェクトは京都議定書下で定められた温暖化ガスを削減する

だけでなく、我が国の貧困の縮小にも寄与することであると確信している。

したがって、我々環境治水森林省は本プロジェクトの実施に同意する。

環境治水森林大臣 RABOTOARISON Charles Sylvain

(写し)

・ 在マダガスカル 日本大使館

・ 経済・財務省

・ 外務省
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(サポート・レター要請状)
環境治水森林大臣 2003年 11月

王子製紙(株)　原材料本部　植林部　原口　直人

王子製紙㈱は、日本国政府（環境省）の委託を受けて、「温暖化対策クリーン開発メカニ

ズム(CDM)事業調査」の一環として、マダガスカル国トアマシナ州ブリッカビル地区を対
象として、チップ材用産業植林、地域社会用植林及び木炭等のバイオマスエネルギー利用

についてのCDM事業化のフィージビリティ・スタディ（F/S）を今年度に行います。プロ
ジェクト概要につきましては添付資料をご参照願いますが、F/S 作業を終えて、次のステ
ップであるフルスケールプロジェクト実現する為には大臣のご協力が不可欠であり、以下

２点をお願いしたく本状を提出させて頂きます。

1. 本プロジェクトへの貴国のご支援
本プロジェクトの実現の為には、法制度、経済面等さまざまな局面におきまして、環境

治水森林省のご指導、ご支援が不可欠であります。又、各局面におきまして関係省庁との

協同作業が必要になってくると考えており、ご担当の関係省庁のご紹介及びスムーズな関

係構築の為の調整役として機能も担って頂きたく、よろしくお願い致します。

　本調査の主旨は、日本国政府／日本民間企業との協同作業にて、海外におけるＣＤＭ事

業を行おうとする為のものであり、貴国政府との協同歩調をとらせて頂きたく、その点も

よくご考慮の上ご協力をお願い致します。

是非、本プロジェクトに関してご支援の意思を表示して頂く意味で、プロジェクト主体

である当社に対しオフィシャルなサポート・レターを発行して頂けることを希望致します。

2.　貴国におけるＣＤＭ対応体制の構築
本プロジェクトを実施するかどうか判断する重要なポイントの１つに、京都議定書第 12

条に基づき、本案件が国連気候変動枠組条約の下の CDM 理事会においてＣＤＭ案件とし
て認定されることがあります。我々にとって幸運なことに、貴国国会において本年９月に

京都議定書批准を決議されたとの朗報を伺いましたが、上記認定の為にはこれからクリア

していくべき問題が多々あるのは事実です。その為に、まずは貴国におけるＣＤＭ承認に

関する法整備、組織体制作りを早急に取り進めて頂きたく、よろしくお願い致します。こ

れは、貴国においては初めての試みであるかと考えますので、法整備、組織構築に関して

は、この取り進めにおける将来的カウンターパートの可能性のある日本国政府（環境省）

に対しアドバイスを求める等、貴国よりの積極的な働きかけをお願い致します。

本プロジェクトは、日本国及び日本国関係者にとってのみ価値のあるのではなく、マダガ

スカル国政府および国民にとりましても、雇用・環境保全・産業の育成など多くの分野で

価値があると考えております。まず、本年度の F/Sにつきまして、調査完了後ご報告致し
ますと共に、来年度以降のフルスケールプロジェクト実現に向けまして、マダガスカル国

政府と緊密にご連絡を取らせて頂きます。

以上
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第 4 章 吸収源 CDM について

4.1吸収源 CDMの定義
2003年 12月開催のCOP9において、吸収源関連プロジェクトの詳細な内容が決定した。

ここでは、COPと同時に公開された IPCC Good Practice Guidance1（以下 GPG）の記述
に従った2吸収源プロジェクトの定義と進め方の概要を示す。

吸収源プロジェクトとしての植林/再植林プロジェクトは、以下のような活動を指してい
る（GPG Box4.3.1）。

 非森林地での木材供給のための産業用植林
 在来種を用いた非産業用植林
 果樹・商品作物などの多目的樹木
 これらの複合植林

  プロジェクトにより変化が生じる温室効果ガスの種類は、CO2、CH4、N2Oの三種類で
あり、炭素プールの変化以外で、定量に必要な要素は

 プロジェクトの準備、モニタリング、伐採、木材輸送にともなう化石燃料の燃焼
 窒素肥料の投与に伴うN2Oの排出
 マメ科の木の植栽に伴うN2Oの排出
 地下水面の変化（特に有機物の含有率が高い土壌の場合）、植林、土壌管理に伴うCH4

の酸化過程からのGHG排出
となっている。

ベースラインに関する定義（GPG 4.3.3.1）はSBSTAの規定に従う（吸収源以外のプロ
ジェクトの場合と同様に設定される）が、2つの点について配慮が必要である。

 プロジェクトが行われるサイトにおける、プロジェクト開始以前に存在する炭素プー
ルの量と、CO2以外のGHG排出量を定量する必要がある。

 炭素プールと、CO2以外のGHG排出量推移を、プロジェクト実施以前に推量する必要
がある。この場合、PEERによるレビューを経たシミュレーションモデルを用いて、
対象エリアにおける経年のデータをもとに炭素プールとCO2以外のGHG排出量の推
移を定量する必要がある。

（ベースラインに関する考察は別項に記載）

4.2 プロジェクトの進め方
  吸収源CDMは、以下のような手順で進められる。

                                                
1 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/lulucf/gpglulucf_unedit.html よりダウンロード可能
2 本章の参照ナンバーは IPCC Good Practice Guidanceと符合させるようにした。また、参考文献等も
IPCC Good Practice Guidanceに記載されたものと符合するものとする。
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①バウンダリーの設定

②プロジェクトエリアの階層化

③炭素プールと、CO2以外のGHG排出の特定

④サンプルの数と形態の決定

⑤フィールド調査

⑥CO2以外GHG排出/吸収の定量

⑦QA/QC（品質保証/管理）

表 4.2-1 吸収源CDMプロジェクトの進め方

4.2.1バウンダリーの設定（GPG4.3.2）
  吸収源 CDMの排出/吸収量定量の対象となるバウンダリーは、以下のように定義される。
プロジェクトの参加者による全ての人為的な排出/吸収行動をもってプロジェクトのバウ
ンダリーとし、プロジェクトの

 地理的な領域
 事業期間
 炭素排出行為
 吸収活動（明確かつ合理的に説明する事が出来るもの）

をもってバウンダリーを定義する（GPG4.3.2）。また、吸収源CDMはその所有者との契約
に従い地理的なブロックに分割される為に、それぞれのブロックのサイズが異なる。その

ため、モニタリング、定量の精度を向上させる為に、地理的なプロジェクトの境界線を特

定することが必要となる。この境界線は、全てのステークホルダーとプロジェクト実施者

により認識されている必要がある。物理的なバウンダリーを規定する際には、以下の情報

が求められる。

1. プロジェクトエリアの名前
2. エリアの地図（紙、並びにデジタル：可能であれば）
3. 地理的な座標
4. 土地面積の総計
5. 土地所有者の詳細
6. サイトでの土地利用/管理履歴の詳細
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4.2.2 プロジェクトエリアの階層化（GPG：4.3.3.2）
  プロジェクトの開始に際して、背景となる情報と、重要な生物・物理学的情報、社会経
済的なサイトの特徴を収集する必要がある。この場合、

 土地利用
 土壌分布
 植生
 地形・地勢
 土地所有形態
のそれぞれの情報が含まれる必要がある。GISを用いてこのような情報を収集することが
好ましく、分類することによりモニタリングと定量の精度が向上する。分類はモニタリン

グと定量に対する直接的な変動を及ぼす要因に対して行われる。

プロジェクトエリアが均質なものでなければ、プロジェクトのエリアを均質と思われるユ

ニットごとに亜母集団化、階層化することが望ましい。この作業は定量とモニタリングの

以前に行われるが、フィールドでの定量後に得られた情報をもとにモニタリング後に行わ

れることも可能である。植林/再植林プロジェクトにおいては、階層は
 植林される樹種
 樹齢
 初期植生
 土壌・標高・勾配といったサイトの条件
といった要素に基づく。同様のプロジェクトではこうした要素が均質である場合があるが、

初回のモニタリング後に炭素蓄積の差異に応じて再分類することが出来る。その場合、サ

ンプリングの密度を変更する必要がある。最終的な目標は階層ごとのサンプリングが十分

に行えるよう、プロット数を調整することであり、プロジェクト事業者は専門家の意見を

参考に、階層の数を設定する必要がある。

4.2.3 炭素プールと、CO2以外のGHGの選択(GPG：4.3.3.3)
  炭素プールは地上/地下バイオマスと、リター、枯死木、土壌有機物に分類される。さら
に表4.3.1において詳しく分類される。CO2以外のGHGは、N2OとCH4である。どのプール

を定量するかは、

 予測される変化の割合と範囲
 変化の方向性
 変化を定量する手法の実現可能性と正確性
 定量コスト
に影響されるものである。定量はプロジェクトの結果として炭素蓄積の減少が予測される

全てのプールを含んでいる必要があるが、増加が予測される炭素プールが全て含まれてい

る必要はない。CO2以外のGHG排出は、GPG Box4.3.1に示されるものの他に、土壌有機
物を増加させる牧草地の変化などがある。

　植林/再植林プロジェクトにおいては、
 地上の樹木
 地下バイオマス（樹木の根）
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以上の炭素蓄積変化の定量が不可欠となる。

また、

 地上の樹木以外の植生
 リター
 枯死木
 土壌有機体炭素
以上の要素については、森林/管理のタイプによって定量を行うかどうかを定める。産業用
植林により枯死木が生まれない場合などには、枯死木の炭素蓄積変化の定量は不要になる

と考えられる。

　

4.2.4 サンプリング手法の決定（GPG：4.3.3.4）
  プロジェクトエリアの全地域において、各階層における定量とモニタリングのサイズを
定義することが望ましい。必要なサンプルプロットの数を定義するためには、まず各階層

における変動要因（炭素プール、土壌の炭素蓄積）の変動幅を、既存のデータを用いて定

量する必要がある。

サンプルプロットの数を設定するためにはまず、

 各階層の変動幅
 各階層の面積
 目標とする精度
 計算誤差
といった情報を整備する必要がある。また、将来的なプロットの予期しない喪失に備える

ために、算出された必要プロット数+10%のプロットを配置することが推奨されている。
LULUCF部門では、複層林における炭素蓄積の変化は、プロット間の平均値が±10%の範
囲内であれば、その確度は 95%となり、この確度を目標制度としてプロット数の設定を行
う。

　植生と森林のインベントリ作成に使用されるプロットは、入れ子式（Nested）、もしく
はクラスター式（Clustered）の、環状・点状・横断式（Tarnsects）のプロットを用いる。

カナダ、ブリティッシュコロンビア州森林局ホームページより。

半径 5.64m の環状プロットの中に、半径 3.99m の環状プロットが入
れ子（Nested）になっている状況。

http://www.for.gov.bc.ca/hfp/pubs/sicourse/lesson05e.htm

　図 4.2-1 プロット（入れ子）
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  植林/再植林プロジェクトでは、
 小型の環状ユニットで構成されるプロット（若木を対象）
 中型の環状ユニットで構成されるプロット（胸高直径：一般的には地上から 1.3m が

2.5cm～50cmの樹木を対象）
 大型の環状ユニットで構成されるプロット（胸高直径が 50cm以上の樹木を対象）
 4つで一組の小型方形プロット、もしくはサンプルプロットの 4分円にそれぞれ設け
られた円形プロット（下草とリターを対象）

といったものが用いられる。1ha当たり 1000本以上の樹木密度で立木のサイズがほぼ均
質、という植林/再植林プロジェクトにおいては、100㎡～600㎡のサイズのプロットが推
奨される。

4.2.5フィールド調査（GPG：4.3.3.5）
土壌と植生の炭素蓄積定量のための技術は、標準的な技術を用いることが望ましい。技

術の詳細は、MacDicken (1997) 、Schlegel (2001)らにより示されている。如何なる地上
のフィールド調査においても、正式な品質保証（Quality Control）を含んでいる必要があ
る（参照：4.3.4）。炭素プールのフィールドでの定量においては、恒久的な、固定の円形
ネスト化（Nested）プロットを用いることが推奨される。プロジェクトエリアは（4.3.3.2）
に従い階層化され、サンプルプロットの数はそれぞれの階層において算定される必要があ

る。フィールド定量において抽出される全てのバイオマスデータは、絶乾重量にて表され、

乾燥バイオマス重量の炭素換算値を積算することによって換算される。この換算値はバイ

オマスの種や構成部位（幹、枝、根、下草）によって若干変化する（3章、3.2を参照）。
しかし、IPCCのガイドラインは0.5という数値を概算値として提供しており、サイトにお
けるデータが利用できなければ、この値を用いることが出来る。

1. 地上バイオマスの炭素定量
A) 樹木
樹木の地上バイオマスを定量するには、2つのアプローチがある。相対成長式
（Allometric Equations）を用いた直接的なアプローチと、バイオマスの膨張
係数を用いた間接的なアプローチの2つである。LULUCFプロジェクトでは、
恒久的なプロットを用いた樹木の炭素蓄積の定量を、直接的なアプローチを用

いて求めることが推奨される。間接的なアプローチは、森林インベントリ作成

の際などの恒久的でないプロットを用いる場合に用いられる。

●　直接的なアプローチ

ステップ1：恒久的なサンプルプロット内の、最小胸高直径（最小dbh）以上
の全ての樹木のdbhを測定する。最小dbhは5cmの場合が多いが、樹木のサイ
ズによって変化する（樹木の生長が遅い乾燥した環境では最小dbhは2.5cm程
度、樹木の生長が早い湿潤環境では10cm以上）。植林/再植林プロジェクトで
は、小さい樹木（胸高以上の樹高だが、胸高直径が最小dbh未満の若木）が支
配的である。これらはそのsubplot内の本数をカウントしておくことにより、
このアプローチの中に組み込むことができる。
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ステップ2：ステップ1で定量した樹木に、適切な相対成長式（Allometric
Equations）を用いることにより、バイオマスと炭素蓄積を定量する。温帯林
と熱帯林を対象とした、数多くの相対成長式（Allometric Equations）が存在
する（GPG ：Araújo et al　1999、Brown　1997、Schroeder et al　1997、
Pérez and Kanninen　2002 and 2003、付属書4A.2、表4.A.1～表4A.3を参照。
式の詳細、更なる議論に関しては、Brown (1997) 、 Parresol (1999)らを参
照）。 若木の共通（平均）dbhを求めるための一般的な手法は、観察対象の
若木の、最小サイズと最大サイズの中間値をとり、若木の本数を積算する、と

いった手法が用いられる。もし相対成長式がこうした小型の樹木を含んだもの

でなければ、代替措置として10～15本の若木をプロジェクトサイトの近隣に植
栽・伐採してその地上バイオマス量を定量するという手法がある。

ステップ3: 相対成長式が生物群系（Biome-Wide）のデータベース（GPG 付
属書4A.2、表4.A.1、表4.A.2のようなもの）に基づいて構築されたものであれ
ば、サンプルプロット外でプロジェクトエリア内におけるサイズの異なる樹木

の皆伐によってこの検証を行い、そのバイオマス量を定量し、選択した相対成

長式と比較することが望ましい。もし伐採した樹木のバイオマス量と、選択し

た式の誤差が±10%の間に収まるようであれば、その式はプロジェクトに適し
ていると見ることが出来る。また、この値の中に収まらないようであれば、相

対成長式を改正することが推奨される。これによって、選択されて伐採された

各サイズそれぞれの代表的な樹木サンプルと、その地上バイオマスの総量が決

定される。選択伐採され、定量される樹木の数は、樹種と樹木サイズの分布の

幅に依存している。幅が大きいほど、サンプルの数も多くする必要がある。可

能であれば、樹種ごとの木質密度と、炭素含有量も、研究室において定量する

ことが望ましい。最後に、これら相対成長式は比較的簡易に定量できる変量

（dbhや平均樹高など）に基づくものである。更なる情報は、Brown (1997)、
MacDicken (1997)、Schlegel at al. (2001) 、Segura and Kanninen (2002)を
参照する必要がある。

付属書4A.2、表4.A.1 dbhを独立変量として用いた、森林タイプ別の
総合的な地上バイオマスの相対成長式

（kgdm/tree：dmはdry matter・絶乾重量)

付属書4A.2、表4.A.2 熱帯アメリカでのヤシ科の地上バイオマス量

の相対成長式

付属書4A.2、表4.A.3 熱帯で用いられる樹種の相対成長式

表 4.2-2　付属書 4A.2 中に記載される、相対成長式の例
しかし上で述べているように、全てのプロジェクトはこのような相対成長式

がサイトの状況に適用できるかどうかを検証する必要がある。樹種が複数に
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わたる場合はこの作業が不可欠であり、そうでない場合にもプロジェクトサ

イトで収集されるデータを基に既存の式を検証し、フィールドでの定量をも

とに式を改正していくことが望ましい。

●間接的なアプローチ

地上バイオマス量を定量する代替的なアプローチは、特に産業用植林にお

いて用いられ、多くの相対成長式が存在する。この間接的なアプローチは、

林冠の閉じた立木の森林に対して用いられ、個々の樹木に対しては用いるこ

とができない。このアプローチには二つの方法が提示される。

手法1：
 ステップ 1:　直接的なアプローチの場合と同様に、最小直径を超える大
きさの樹木の直径を測定する。

 ステップ 2： 各樹木の商用部分の体積を地域別の手法や式によって測定
し、エリア区分内の全ての樹木数に積算する（m3/ha)。

手法2：
ステップ1、2を平行して進める。Relascopeなどの器材を用いることにより、
樹木の体積を直接定量することが出来る。これらの器材・手段を用いて、プ

ロット内の各樹木の体積が定量され、さらに単位面積当りの体積に換算され

る。商用部分の定量後は、同様の手順で枝・葉などの部分を必要に応じて加

味していく。この方法はGPG 式4.3.1 (Brown, 1997)、 3.2.1.1、付属書 3A.1
の表3.A.1.10に応用されている。

http://www.geosystems.co.nz/products/relascope.html?index=APPLI CATIONS&page =
Forestry

写真 4.2-1 Relascope
式4.3.1　森林の地上バイオマス量の定量式
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Aboveground biomass＝地上バイオマス量、絶乾重量トン/ha
Commercial tree volume＝産業用木体積、m3 /ha
D = 体積に応じて加重平均された木質の平均密度、絶乾重量トン/バイオマス
体積（Green Volume）
BEF＝バイオマスの膨張係数（Expansion Factor：地上バイオマスの絶乾重
量中の、産業用木の絶乾重量の割合）

産業的に重要な樹種の木質密度は、GPG 付属書3A.1、表3A.1.9を参照する
ことが出来る。但し、ここでの木質密度は成木の個体のものであり、若木の

固体の密度に関しては定量する必要がある。BEF（バイオマスの膨張係数）
は、殆どのタイプの森林における産業用バイオマスに対応しており（この例

では樹皮を含めたdbhが10cm以上の、全ての樹木）、初期の値は4.0以上と高
く、その後バイオマス量の増大に従い1.3～1.8の値へと低下する。
　単一の BEFを用いて立木の全てのバイオマス量を測るのではなく、地域別
の BEFの算定や、既存の BEFの改正が求められる。GPG 付属書 3.A.1・表
3A.1.10、研究（Brown 1997、Brown and Schroeder1999、 Fang et al　2001)
を参照。ここでの議論の詳細は 3.2.1.1にて詳しく述べられる。

B) 樹木以外の植生の、地上バイオマス量の定量
樹木以外の植生（下草など）がプロジェクトの結果として創出される。円形、

方形の小さなフレーム（0.5㎡以下）がここでの作業を補助する。フレーム中
の植生は地上レベルで伐採され、プロットごとに定量される。このサンプル

を攪拌し乾燥（Oven Dry）させ、dry-to-wetのサンプルの比率が求められる。
これらの比率は全体のサンプルの絶燥重量を求める際に用いられる。

　低木、灌木といった樹木以外の大型の植生に関しては、破壊的伐採

（Destructive Harvesting）技術を用いることが望ましい。植生のサイズに
応じたサブプロットを配置し、（その中の）全ての低木、潅木を伐採し、定

量する。低木、潅木のサイズが大きい場合には代替措置として、相対成長式

（Allometric Equations）を設定する。

２．地下部のバイオマス

A) 樹木
地上バイオマスの測定、定量手法は比較的整備されているが、地下部のバイ

オマス（根）に関しては、殆どの生態系において未だ課題が多く、整備には

時間を要し、手法も未だ標準化されていない(Körner 1994、 Kurz et al 1996、
Cairns et al 1997、 Li et al 2003)。ここでは、土壌の空間的分布（spatially
distributed soil cores）、大型・中型以上の根に対するピッティング（pit）、
粗悪な根の比率を求めるための部分的な掘削などの手法を提示している。根

の生死は区別されずに、双方を合計してバイオマスの総計とする。

Cairns (1997)らによれば、地下/地上の乾物バイオマス比率の平均は、約
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0.26（0.18～0.30）としている。この比率は、緯度や土壌、樹種によって大
きくは左右されない。ここでの計算はGPG 付属書 4A.2、表 4.A.4に基づい
て進めるか、新たな（地域限定）データ、モデルを用いることが望ましい。

GPG 付属書 4A.2、表 4.A.4 のデータは自然の森林を対象としたもので、植
林の定量には適切ではないと考えられる。植林の場合には既存の研究を参照

するか、それが出来ない場合にはGPG 付属書 3A.1、表 3.A.1.8などを用い
て平均的な地下/地上のバイオマス比率を求めることが望ましい。

B) 樹木以外の植生（植林/再植林プロジェクト）では、樹木以外の地下部バイオ
マスの定量は行わない。

３．枯死有機物

A） リター
リターもまた、円形、方形の小さな（サンプルプロットの）フレーム（0.5
㎡以下）によって直接的にサンプリングされる。フレーム中のリターはプロ

ットごとに定量し、その後サンプルを攪拌・乾燥（Oven Dry）し、dry-to-
wet のサンプルの比率を求める。これらの比率は全体のサンプルの乾燥重量
を求める際に用いられる。リター層がはっきりと定義され、且つ 5cm以上の
厚みがある場合、このアプローチの代替的な手法として、リターの厚みと面

積あたりのリター重量を相関させた回帰方程式（regression equation）を用
いる。この方法は、上の方法でサンプリングされたリターと同時点で測定さ

れたリター層の深さを採用する。最低でも 10～15 のこうしたデータポイン
トが設置される必要があり、予想される全ての深度のリターがサンプリング

される必要がある。

B)　枯死木
地上の倒木の定量に際しては、腐敗状況による倒木の密度別に階級を設け、

測定された丸太の質量を階級に区分けし、階級ごとの炭素蓄積量を定量する。

定量手法は枯死木の発生量予測に応じて、2つある。（本プロジェクトでは枯
死木の発生量は少ないと予測されるため、手法1のみ要約）

手法1：（地上バイオマスの量が比較的小さいと予測される場合：専門家の判
断で10～15％）
効率的な方法は、line-intersect methodである。最短で100mの線を用い、
プロットを頂点にして直角に曲げ、二つの50mのセクションを設置する。こ
のラインと重なった全ての樹木の直径を測定し、またそれが枯死木であれば

密度階級別に分類する。もし線と重なった樹木が楕円形であれば、その最大

直径と最小直径を測定する（GPG 式4.3.2）。ヘクタールあたりの体積を各
密度階級別に定量する。（詳細はBrown 1974）
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式4.3.2　枯死木の体積

D1, D2,…, Dn =線と交差した各樹木の直径、cm。樹木が楕円形であったな
らば、最大直径と最小直径の自乗根。

L = 線の長さ(m)

４．土壌有機体炭素（4.3.3.4.2）
土壌有機体炭素は、サンプル（プロット）内の土壌サンプルを用いて定量する。

各プロット、各深度において、2～4の要素からなる複合サンプル（composite
sample）を採取することが推奨される。サンプルは各プロット、各深度別に攪
拌、均質化される。加えて、各プロット、深度別のバルク（bulk）密度を定量
するためのサンプルも必要となる（3.2.1.3.1.1、3.2.1.3.1.2に詳細な記述）。
　炭素測定、定量が必要となる深度は

 プロジェクトのタイプ
 サイトの状況
 樹種
 変化がおよぶことが予測される深度（3章、4章を参照）

によって異なる。殆どのケースでは、土壌有機体炭素は土壌の最も上部の層に

集中し、深度に従い飛躍的に少なくなってゆく。ここでは30cm以上の深度での
炭素蓄積の定量が推奨される。土壌が30cm未満の厚みしかなかった場合には、
プロジェクトに伴う土壌深度の増加に備えて各土壌サンプルを定量し、記録す

る必要がある。土壌炭素分析には、

 Dry combustion method
 Walkley Black method

の二つの手法があるが、Walkley Black methodは実験室において研究資源が少
ない場合において用いられ、（一般的には）Dry combustion methodを用いる
ことが推奨される。

また土壌中の炭素を求める手法も二つあり、

 質量から算出
 体積から算出

から選択する。質量から算出する場合は土壌中のバルク（bulk）密度の変化が
サンプリングの前に求められている必要がある。一般的には体積を用いて土壌

中の炭素蓄積を定量することが推奨される。この場合、以下の式を用いる

式4.3.3　土壌有機体炭素
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SOC = 対象の土壌有機体炭素の量、Mg C /ha
[SOC] = 土壌の質量あたりの炭素濃度、g C /kg soil（研究室での分析に基
づく）

Bulk Density =サンプルの体積あたりの土壌の質量、Mg m-3

Depth = サンプリングを行った深度、もしくは土壌の厚さ、m
CoarseFragments = 1 – (% 礫の体積 / 100)

4.2.6 CO2以外の温室効果ガス（GHG）の排出/吸収の定量（GPG：4.3.3.6）
  CO2以外の GHG の排出/吸収量は、LULUCFプロジェクトの期間を通した炭素蓄積の
純量の変化に比べれば、かなり小さなものとなると考えられる。そのため、プロジェクト

の実施以前に、こうしたプロジェクトに由来するプロジェクト期間全体でのGHG の排出/
吸収量を推計しておくことが推奨される。この際、IPCCのデフォルト手法や、GPGの 3
章に記載されたデフォルト係数を用いることが推奨される。予想されるCO2以外の GHG
排出/吸収が比較的小規模であった場合（プロジェクトによる年間の炭素蓄積変化の平均の、
CO2e 換算で 10%以下）、IPCCのデフォルト値を用いることで十分である。10%を超える
と予想される場合、定量やモデルを用いてプロジェクトに特化した排出係数を算出するこ

とが推奨される。排出/吸収が起こることが予測される活動別のGHGはGPG表 4.3.2に、
参照するGPGの項はGPG 表 4.3.3にそれぞれ記載される。

 プロジェクト運営に関わるGHG排出/吸収のモニタリング
サイトで使用する車両（Mobile sources）や固定設備（Stationary sources）からの
GHG 排出が定量される必要があるが、固定設備からの排出は、IPCC2000 のガイド
ラインに従い進める（消費燃料、消費電力に対する適切な排出係数の積算）。車両か

らの GHG 排出に関しては消費燃料を基準としたアプローチと、走行距離を基準とし
たアプローチのどちらかを用いる。消費燃料を基準としたアプローチが、より不確実

性が少ない。

4.2.7モニタリングプランに関する問題（GPG：4.3.3.8）
 小規模土地所有者を多く含んでいるサイトにおけるモニタリングプラン
多数の土地所有者を含むプロジェクトサイトにてモニタリングを行う場合、特に小規

模に散らばった土地ユニットで（サンプリングを）行う場合には、注意を払う必要が

ある。GPG4.3.3.2で触れられているように、土地の所有者の数（とその面積）の大小
に関わらず、プロジェクトに使用する土地は標準的な技術に従い線引きされ、階層化

される。プロジェクトごとにモニタリング手続きを改善し、プロジェクトのパフォー

マンスをより確実なものとするために、基準となる指標を設けることが推奨される

（GPG Box4.3.6）。

BOX 4.3.6の内容
複数の土地所有者を含むプロジェクトのモニタリングを行う場合、モニタリングのシ

ステムを二つに分割する必要がある。
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１. プロジェクト全体
　プロジェクトエリア内に導入される活動それぞれについて、

 専門的説明（Technical Description）
 プロジェクト実施の目的
 樹種
 土壌
 事業に適した気候と植生
 予測される労働力と資源の投入量
 予測される生産物の量

それぞれの考察が求められる。専門的説明（Technical Description）はまた事前に定
量された、parcel levelでの指標（例えば最高樹高の樹木の胸高直径など）の表を、炭
素蓄積の定量のために容易する必要がある。このような表は、GPG4.3.3.5の直接的、
間接的方法を参照する。こうした表を整備・保持していくために、プロジェクトエリ

ア内のサンプルプロットの数を記録しておくことが推奨される（GPG4.3.3.4参照）。
各専門的説明（Technical Description）は、ベースラインの炭素蓄積を決定するため
のパラメータも含んでいる必要がある。プロットレベルにおいて定量された同様の指

標のセットは、ベースラインの炭素蓄積に対して、一覧表にされる必要がある。

２. Parcel別
個々のparcel内での定量は、

A) Parcel内での事業が、専門的説明（Technical Description）に記載されたパラ
メータと合致しているか（樹種、植林密度、気候など）のクロスチェック

B) ベースライン指標の定量
C) 活動指標の定量

炭素蓄積の変化は、専門的説明（Technical Description）内の表を参照して進められ
る。品質保証（Quality assurance：QA）の際には、上記１．２．（プロジェクト全
体・Parcel別）双方のデータ収集過程を精査する必要がある。

 炭素定量の頻度
炭素変動の定量に際しては、コストに応じて定量の頻度を定める。熱帯における植林・

再植林活動における樹木と土壌の炭素蓄積の定量頻度は、3 年以下とされている
(Shepherd and Montagnini, 2001)。温帯では、一般的に 5年間隔で定量が行われる。
炭素プールへのプロジェクトの反映がより緩慢である土壌などに対しては、より長い

間隔での定量が用いられる。

 プロジェクトサイト全体のパフォーマンスに関して
プロジェクト全体でのモニタリング精度が均質で、かつ、目的とする精度に達してい

るかをチェックする必要がある。プロットの位置もまた重要であり、各プロットにお

いて均等なサンプリングを行うために経年での包括的なチェックが必要となる。この

過程は第三者による炭素蓄積の指標（植林/再植林プロジェクトの樹高）を用いた現地
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検証を行うことにより達成される。プロジェクト事業者は、プロジェクトエリアにお

いてこのような指標を事前に設置しておくことが望ましい。プロジェクト全体の事業

パフォーマンスを監視するためには、利用可能な技術と資源のレベルに応じて以下の

手法のうちの一つを用いる。

1. 写真資料。サイト内各地域における全てのエリアが撮影（日付を含む）され、精
査される。フィールドの報告書と写真は、恒久的に保存する。

2. 多スペクトル（multi-spectral）、特に赤外線のセンサーを用いたデジタル航空写
真。GPSを用いた各プランテーションエリアの横断（撮影）が必要。資料は恒久
的に保存する。

超高解像度の衛星データ（Ikonos、QuickBirdなど）、もしくは高解像の衛星データ
（Spot、Landsat、RadarSat、Envisat ASAR）など。どの衛星イメージを選択する
かは、プロジェクトのサイズと場所（雲量の大小）と、プロジェクトの資源（Resource）
に依存する。

4.2.8 品質保証（Quality Assurance：QA）と品質管理（Quality Contro l：QC）（GPG：
4.3.4）

  プロジェクトの文書化に際して、以下の手順をカバーしたQA/QCを行う必要がある。
(1) 信頼性のあるフィールド定量の収集
(2) フィールドデータを収集する方法の検証
(3) データ入力と分析技術の検証
(4)  データの保持と保存
QA/QCの後に目標とする精度の末達が発覚した場合、精度に達するまでの追加的なフィー
ルド定量が必要となる。

 フィールド定量の信頼性を向上させるための手順
フィールド定量の各ステップにおいて、信頼性のあるデータを収集するための標準実

施要綱（Standard Operating Procedures ：SOPs）を作成し、常に遵守される必要
がある。この標準実施要綱には、フィールド定量の全ての手順が詳細に記載される。

また文書は検証目的の文書のための項を含む必要があり、将来のスタッフが過去の（検

証）結果をチェックし、定量を一貫した方法で繰り返すことができるようにする必要

がある。

　フィールドデータ収集の確度を高めるためには、

 フィールドチームのメンバー全員にデータ収集の全過程を理解させ、データ収集
を可能な限り正確に行うことの重要性を認識させる。

 フィールドチームによる、標準実施要綱（SOPs）を用いたテスト用のプロット設
置と定量を行う。

 全てのフィールドデータの、責任者（Qualified person）によるチェックを行う。
この場合フィールドチームと協力してチェックし、技術的な誤差の補正を行う。

 資料をプロジェクトの資料とともにファイルし、全ての手順が踏まえられている
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ことを示す。また、資料にフィールドチームの全ての個人名と、チームを指導し

たリーダーの名前のリストを添付する。

 新たなスタッフの十分な訓練。
といったことが求められる。

 フィールドデータ収集の検証手順
設置されたプロットと、そこでの定量が正確に行われているかを検証する方法は、

 8～10プロットごとに1つのプロットを別個に（Independent）再定量し、誤差を
比較する。全ての誤差は修正され、記録される。恒久的なプロットの再定量は、

定量の手順が適切に行われていることを検証するものである。

 フィールド調査の仕上げに、10～20プロットを別個に（Independent）チェック
する。ここでチェックするフィールドデータは、オリジナルのデータと比較され

る。発見された誤差は修正され、記録される。

 データ入力と分析の検証手順
信頼性のある炭素定量には、集計表への適切な記入が求められる。この過程での誤差

は、入力されたデータと研究室でのデータ、両方が専門家のレビューを経ることによ

って、最小化される。また、必要であれば個別の（Independent）データと照会する
ことによってもデータの現実性を向上させることができる。定量と分析に関わる全て

のスタッフ間のコミュニケーションは、最終的なモニタリングデータの分析が終了す

るまえに、明らかな異常値を訂正することができる。プロットデータの問題が訂正さ

れていない場合には、そのプロットは分析に用いることができない。

 データの管理と保存
データの保存はいくつかの書式に保存され、全てのデータのコピーが各プロジェクト

参加者に提供される必要がある。

 フィールドデータ
 データ分析
 計算モデル
 炭素蓄積とCO2以外の温室効果ガスの変化

 GIS結果
 定量、モニタリングのレポート
のコピー（紙/電子）は全て専用の安全な場所に保存される必要があるが、この場合サ
イトの外が望ましい。また、これら文書（電子的なもの）は、記録するソフト、ハー

ドの性能向上に従い、アップデートされ続けることが推奨される。
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4.3  ベースラインの定量手法
IPCC　GPGのLULUCFプロジェクト部門の記述（GPG4.3）によれば、ベースラインは
SBSTAの規定に従う（sink以外のプロジェクトの場合と同様に設定される）が、2つの点
について配慮が必要である。

 プロジェクトが行われるサイトにおける、プロジェクト開始以前に存在する炭素プー
ルの量と、CO2以外のGHG排出量を定量する必要がある。

 炭素プールと、CO2以外のGHG排出量推移を、プロジェクト実施以前に推量する必要
がある。この場合、PEERによるレビューを経たシミュレーションモデルを用いて、
対象エリアにおける経年のデータをもとに炭素プールとCO2以外のGHG排出量の推
移を定量する必要がある。

とあるが、ここでの SBSTA の規定とはベースラインの純吸収量（Baseline net green
house gas removal by sinks）を、そのほかのCDMと同様に定義すると規定している。
すなわち

① 既存または過去の炭素蓄積の変化

② 投資に対する障害を考慮した、経済的な土地利用による炭素蓄積の変化

③ 事業開始時点における最もありえる形での土地利用による炭素蓄積の変化

から一つを選び、ベースラインがBAU（Business As Usual）であることを証明する。証
明する手法（CDM EB10 reportを参照）としては、
１. 起こりうるベースラインオプションを絞り込む設問群のフローチャート
２. 異なる起こりうるオプションの、定性的または定量的な評価（なぜ事業が起こりえな

いオプションが最も想定されるかの指摘）

３. 提案された事業活動が直面する 1つまたは複数の障害（投資バリア、技術的バリア、
支配的な制度などによるバリア等）の定性的、または定量的な評価

４. 事業形態が提案された事業分野の一般的な慣習でないこと、または締約国の法規・規
制により要求されていないことの指摘

などが挙げられる。マ国プロジェクトサイトの現状は大部分が草地であり、特別な介入が

なければ草地の現状が続いていくと考えられる。GPGのLULUCFプロジェクトの項（4.3）
には「PEERによるレビューを経たシミュレーションモデルを用いて、対象エリアにおけ
る経年のデータをもとに炭素プールとCO2以外のGHG排出量の推移を定量する必要があ
る。」とあるが、参考として以下にGPGの3.4で述べられている「恒久的な草地」の炭素
蓄積変化の定量手法のあらましを示す。植林/再植林を利用したCDMを受け入れようとす
る非付属書Ⅰ国は、GPGの3章の炭素定量手法に従って、自国の土地利用インベントリを
作成する必要がある。GPGは定量の対象と手法、ならびに定量に必要な係数とその算出方
法を細かく指示しており、収集可能な情報量に対応した算出手法を提示している。ここで

の定量手法は、LULUCFプロジェクトの炭素蓄積変化定量の手法とは別のものであり、以
下はあくまでも参考である。
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前提条件

炭素プール内での年間の炭素蓄積変化は、以下のような式で表される。

式 3.1.1　炭素プールにおける年間の炭素蓄積変化

ΔC＝炭素プール内での炭素蓄積の変化、トンC/ha/年
A＝土地の面積、ha
ijk＝気候区分(i)、森林区分(j)、管理状況(k)、など
Cl＝炭素獲得率、トン C/ha/年
CL＝炭素喪失率、トン C/ha/年

①森林の定義

森林とは、次の３つの最低値をすべて超えるものとされる。

 最低面積 0.05-1.0 ha
 最低樹冠率 10-30%
 成木の最低樹高 2-5ｍ
各国は閾値の中から適当な値を選択可能であり、選択した閾値を超えた土地が森林と

して定義される。

②炭素プールの定義

地上バイオマス 土壌の上にある全てのバイオマス。幹、枝、樹皮、種子、葉が
対象。

生体バイオ
マス

（ Living
Biomass）

地下バイオマス 地下にある全ての根（直径 2mm以上）が対象。2mm 以下の

根は、リターおよび土壌と区別できないために考慮されない。

枯死木 リターに含まれない枯死木（立ち木、倒木の区別はない。また、

土壌中の根も含まれる）。また、直径 xcm（x は国別に指定可
能）以上の切り株もこれに含まれる。

枯死体・枯

死有機物
（ Dead
Organic
mattar）

リター 直径 Xcm（この値は国別に指定可能）以下の全ての枯死木、
および有機土壌や無機土壌上のさまざまな形態の腐敗物。落

ち葉、腐敗層を含む。2mm（国別に指定可能）以下の根もここ
に区分される。

土壌 土壌有機物 地表から Xcm（国別に指定可能）以上の有機土壌および無機
土壌に含まれる炭素分。2mm（国別に指定可能）以下の根も
ここに区分される。

表 4.3-1 炭素プールの定義
③　有機土壌と無機土壌の定義

以下の基準中１および 2もしくは、1および 3を満たすものが有機土壌となる
1. 厚さ 10cm以上。層の厚さが 20cm以下の場合、深さ 20cmまで攪拌した際に 12%
以上の有機物を含有している。
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2. 数日間水分で飽和していなかった場合に、重量比で 20%以上の有機物を含有して
いる。

3. 土壌が水分で飽和している段階にあった場合、
　ⅰ　粘土を除いた重量比で 12%以上の有機物を含有している。
　ⅱ　60%以上の粘土が含まれていた場合重量比で 18%以上の有機物を含有し

ている。

　ⅲ　粘土の半分以上の有機物を含有している。

④　Tier（階層）別の定量手法
定量の方法は下表のとおり三つの tierが提示されている。Tierのレベルが低いほど、定
量手法は単純で精度が低い。Tier1は主にGPGが提供する各種のデフォルト値を用いる手
法であり、炭素蓄積定量に必要な情報が整備されていない段階で用いられる。Tier2 は信
頼性のある統計・データに基づき、国別に設定された係数を用いて炭素定量を行う手法で

ある。Tier3 は炭素蓄積定量のためのモデルを構築し、必要な入力値を与えて炭素蓄積量
を求める手法である。

土地利用状況や土壌などの詳細なデータが未整備な国では、Tier1 を炭素蓄積定量の手
法として採用し、データの整備に従い Tier2、Tier3 と階層を上げていく。IPCC はより
Tier の高い方法を採用するように指導している。下表（表 4.3-2）は一例として「草地で
あり続ける草地　Grass Land Remaining Grass Land：GG」での炭素蓄積量の定量手法
を、tier別に示したものである。
　　　　　 Tier（階層）１ Tier２ Tier３
生 体バイ
オマス

（ Living
biomass）

変化しないと仮定 国内限定の年間炭素収
支係数、通年または期間

限定の各気候に基づく草
地の調査

適切な空間定量を用い
た、国内限定のアプロー

チ（モデリング、定量など）

土壌 IPCC のデフォルト係数
を用いての算定。対象地

域は気候と土壌を層状
に特定される必要があ

る。

 無機土壌中の炭素
 有機土壌中の炭素
 石灰
それぞれにおいて係数

を積算する。

有機・無機土壌それぞれ
において、国別のデフォ

ルト値、ないし国別の係
数を用いる。石灰使用に

よる排出は、石灰の形態

別の式を用いる。

適切な空間定量を用い
た、国内限定のアプロー

チ（モデリング、定量など）

表 4.3-2　恒久的な草地における、Tier（階層）別の炭素蓄積変化の定量手法

⑤　土地利用区分

ⅰ）森林（Forest Land）
国家のGHGインベントリの森林定義の閾値に合致した全ての森林植生のこと。
さらに国家単位では、管理の有無、IPCC のガイドラインに従った生態系の種
類によっても区分される。区分には近年において森林の閾値から外れてしまっ

た地域は含まれるが、将来的に閾値を越えるだろうという地域は含まれない。
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ⅱ）耕地（Crop Land）
この区分には耕作可能地(arable)および耕作地(tillage)、さらに国の定めた森林
の区分には該当しないアグロフォレストリー地域が該当する。

ⅲ）草地（Grass Land）
この区分には耕地とはみなされない放牧地および牧草地までを含み、森林の区

分に人間の干渉なしでは該当することができないと思われる地域もここに該当

する。この区分は荒地からレクリエーションエリア、をも含み、管理の有無に

よってさらに区分される。

ⅳ）湿地（Wetlands）
この区分には、年間を通して水分に覆われた、もしくは浸透した地域（泥炭地

など）で、森林、耕地、草地に該当しない土地が含まれる。この区分は国の定

義に従い管理の有無によってさらに区分される。貯水池（ダム湖など）は管理

された区分に、河川や湖は、管理されていない区分に区分けされる。

Ⅴ）集落、居住地（Settlements）
この区分には、全てのサイズの住居および全ての開発された土地（交通インフ

ラ含む）が該当する。国の定めた基準に合致する必要がある。

ⅵ）その他の地域（Other Lands）
この区分は、むき出しの土壌、岩石、雪氷、また上記どの区分にも属さない、

管理されていない地域が該当する。土地利用面積の総計をあわせるために穴埋

め的に利用することができる。
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4.4 恒久的な草地における炭素変化
恒久的な草地における炭素変化は、人間活動の干渉と自然かく乱（植林、放牧、火入れ、

野火、rehabilitation、牧畜経営など）によって引き起こされる。草地が産出する年間のバ
イオマス量は他の区分と比較して大きいが、放牧や野火といった絶え間ない更新要因によ

って、地上のバイオマス量が数トン/ha を越えることは稀である。容量の大きいバイオマ
スは、草地の木質植生、もしくは根、土壌といった地下部に蓄積される。

恒久的な草地における炭素蓄積を定量する場合、以下のような手法が用いられる。

草地（GPG 3.4）
１. 恒久的な草地（GG）における生体バイオマス（Living Biomass）中の年間炭素変
化

表 4.4-1 恒久的な草地（GG）における生体バイオマス（Living Biomass）中の年間炭素変化

Tier1 Tier2 Tier3
3.4.1.1
草地での年間炭素蓄積

変化

変化しないとする。 式 3.4.3
式 3.4.4
式 3.4.5
式 3.4.6

インベン トリの

統計、草地の

種類、気候区
分などを加味し

たモデル。

3.4.1.1.1.2
排出/吸収係数

変化しないとしているた

め、デフォルト値はなし

式 3.4.4
式 3.4.5
を求める過程で求められ
る係数。

インベン トリに

基づく、炭素蓄

積変動モデル
の組み合わせ。

3.4.1.1.1.3
Activity Data
（利用状況）

バイオマス量が変化し

ないとしているため、算

出しない（CO2 以外の
GHG 排出は算出する
→3.4.1.3）

リモートセンシリングやデ

ータベースを用いた測

定。

高解像の土地

利用データ を

使用。

3.4.1.1.1.4
不確実性の検証

行わない。 土地面積の計算精度、土地の焼失、炭素

増加と減少、炭素蓄積、バイオマスの膨張

率、それぞれにおいての不確実性を求め
る。
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２. 恒久的な草地（GG）における土壌中の年間炭素蓄積変化（GPG 式 3.4.7）
Tier1 Tier2 Tier3

無機土壌
（式 3.4.8）

式 3.4.8
式 3.4.9
（3.4.1.2.1.2にデ
フォルト値）

Tier1 と同じ式を用い
るが、国別の係数を

使う必要がある。

有機土壌
（式 3.4.10）

デフォルト値を用
いる。

（表 3.4.6）

セクション 3.4.2.1.3
で求められる国別デ

ータを用いる。

炭素蓄積のインベントリ
に基づく、炭素蓄積変

動モデルの組み合わ

せ。

炭素蓄積
定量の手

法

石灰の 投

与
（式 3.4.11）

デフォルト値を用

いる。
（石灰の投与量ト

ン×0.12）

投与される石灰の種

類別の排出係数を使
用。

気候と土壌状態に基づ

く、より正確な石灰の種
類別の排出係数。

無機土壌 デフォルト値を用

いる。
（表 3.4.4）

国別の土壌分析、地

図解析を参照。

有機土壌 デフォルト値を用

いる。

（表 3.4.6）

参考研究が少ないた

め、可能であれば直

接的な炭素フラックス
の定量に基づく値。

炭素蓄積のインベントリ

に基づく、炭素蓄積変
動モデル。

排出 /吸
収 係 数
（ 3.4.1.2.
1.2）

石 灰の 投

与

3.4.2.1.1 を参照する。

無機土壌 気候区分、土壌タイプ別に分けられた統計デー

タを使用。

Tier1、Tier2と同
様だが、より詳細
なデータを用い

る。

Activity
Data
（ 利用状

況）

有機土壌 無機土壌の場合と同様だが、調査に基づく国別の土壌流出データ

を併用することが推奨される。

不確実性 GPG5章で述べられるガイダンスに従う。
表 4.4-2 恒久的な草地（GG）における土壌中の年間炭素蓄積変化

GPG3.4.1.3　CO2以外の温室効果ガスからの排出（GPG4章:Agriculture 項を参照）
(a) 有機/無機肥料の投入によるN2O 排出
(b) 草地の焼失に伴う N2O、NOx、CH4、COの排出
(c) 家畜放牧に伴うCH4排出
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4.5 吸収源 CDMからのクレジット獲得イメージ
ここでは、SBSTA19/COP9 で採択された、吸収源 CDM の実施ルールを定めた文書

（FCCC/SBSTA/2003/L.27）より、マ国プロジェクトからの排出権クレジット創出の仕組
みについて述べる。

クレジット獲得イメージとして、プロジェクトが行われた場合のGHG 吸収量/排出量か
ら、ベースラインのGHG 吸収量/排出量を差し引いたものがクレジット獲得量の純人為的
吸収量となる（図 4.5-1）。

純 人為 的 吸 収 量
N et  an th ro pogen ic  g reenho us e gas

rem ov als  by  si nk s
現 実 純 吸 収量 － ベ ース ライ ン純 吸 収量

－ リー ケー ジ

大
気
か
ら
の

G
H

G
除
去
量

（R
em

ov
al
）

時間

現 実 純吸 収 量
A ctu a l n et  g re e n h o u se  ga s r e mo b al  b y si nk s
プロ ジェク トに起 因 す る炭 素 蓄 積の 変 化 － プロ ジェクト に起 因し て
増 加 したG H G排出 量

ベ ースラ イン純 吸 収 量
B a se li ne  n e t g a s r em ov a ls  by  sin ks
草 地 の炭 素 蓄 積 － プロジ ェクトが 無 か った場 合 に起 こ るG H G排 出

※ 純 人為 的 吸 収 量が クレジ ッ トと し て発 行 される

図 4.5-1吸収源 CDMからのクレジット獲得イメージ

ベースライン純吸収量：

クレジット獲得量計算のベースとなるベースライン純吸収量としては、プロジェクトが無

いと仮定した場合の炭素蓄積の変化が該当する。マ国プロジェクトにおいては、プロジェ

クトが無かった場合には、特別な管理が加えられない限り現在の草地が存続することにな

ると考えられ、

 草地の炭素蓄積変化
 草地におけるGHG 排出（野火に伴う CH4、N2O排出など）
が定量対象になると考えられる。但し、草地におけるGHG 排出は、ベースラインを下方
向に押し下げ、クレジット獲得量の増加（ごくわずかと推察される）をもたらすことから、

必ずしも定量する必要は生じないと考えられる。

現実純吸収量：

プロジェクトが行われた場合のバウンダリー内における炭素プールの炭素蓄積量の変化と、

プロジェクトの開始、運営に伴うGHG の排出、並びにバウンダリー外での GHG 排出が
この現実純吸収量に該当する。具体的には、

 炭素プール（樹木、リター、枯死木、有機・無機土壌）中の炭素蓄積の変化。
 重機、運搬機等使用時の、化石燃料使用に伴う二酸化炭素の排出
 窒素肥料の投与に伴う亜酸化窒素（N2O）の排出など
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　ここの定量において、GHG 除去量が小さくなる方向での定量対象は全て定量する必要
があるが、GHG 除去量が大きくなる方向での定量対象は必ずしも定量する必要はない。
すなわち、最終的なクレジット算出の基準となる純人為的吸収量を水増しすることは許さ

れないが、コスト勘案で純人為的吸収量を低く見積もることは問題がない。

純人為的吸収量：

現実純吸収量から、ベースライン純吸収量とリーケージを差し引いたもの。この量に応じ

て排出削減クレジットが付与される。

リーケージ：

バウンダリー外のプロジェクトに起因する排出の増加。CDM のバウンダリー外の副次的

影響には、正負の影響が考えられるが、吸収源CDM のリーケージとしては負の影響のみ
を対象とする。マ国プロジェクトにおいては、プロジェクトに伴う周辺の人口増加に由来

する、GHG排出量の増加がリーケージとして定量する必要があると考えられる。

 窒素肥料投与に伴う N2Oの排出に関して
　本報告書では、マ国プロジェクトバウンダリー内における窒素肥料の投与に伴う、直接

的、間接的なN2O の排出に関しては触れられていない。但し、苗木の植樹の際に窒素肥料
を使用し、その量は約 300kg/ha であることから、年間の植林面積が 1000ha であるとす
ると数百~数千 CO2トン/年のN2O排出がバウンダリー内において発生する可能性がある。
　IPCC Good Practice Guidance においてはその 4.3、（Box4.3.1）において

 プロジェクトの準備、モニタリング、伐採、木材輸送にともなう化石燃料の燃焼
 窒素肥料の投与に伴うN2Oの排出
を産業用植林プロジェクトからのGHG排出源の一部として規定しており、今後施肥される
窒素肥料中の窒素分や施肥量を予測/定量した上で、N2Oの排出量を予測していく必要があ
ると推察される。ここでの予測、定量に関しては、2000年版のGPGの第4章、農業の項3

を参照するものとする（本報告書9章中3.4.1.1、LULUCFインベントリ作成時のCO2以外

のGHG排出量の定量に関する記述より）。現時点では情報量が不足しているため、この点
については次回以降の報告書の課題とする。

                                                
3 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/gpgaum.htm
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第 5章  植林及び木炭等バイオマスエネルギー利用に関する現地調査

5.1 目的

調査は、事業候補地であるブッリカビル地区において、下記を目的に行った。

1) 植林部門
① 植林木の成長量、並びに草地を含めたバイオマス量調査、炭素プール(地上部バイオマ
ス、落葉・落枝、土壌有機物)の整理と伐採時の炭素吸収量の推定

② 伐採、輸送、チップ加工、船積み等のプロセス評価、並びにこれらに伴う炭素排出量の

推定、

2) 木炭等バイオマスエネルギー利用部門

① 地元民の木炭等熱エネルギーへの依存量調査、現地が受け入れ可能な生産設備、並びに

プロジェクトから提供される苗木を利用した地元民植林による可能性、

② 植林木伐採時の枝・葉・バーク等の余剰バイオマス資源の発電への利用の可能性

5.2 事業候補地の概要

5.2.1 気候、土壌
1) 気候
・ プロジェクトエリアより、約 100km離れた Toamasina空港の気象データによれば、平
均気温は 24℃(最高 28℃、最低 20℃)、月平均降水量は 385ｍｍ(年平均で 3,179mm)、
月平均蒸散量は 66mmと、熱帯多雨気候区区分される。

2) 土壌
・ 粘土質を含み赤色のラテライト土壌が広く分布している。但し、海岸部付近は海岸線に

沿って砂質土壌が分布している。

・ ラテライト土壌は、砂質土壌より植林に適しており、我々が実施した試験植林の結果か

らも伺える。ラテライト土壌が分布する試験地LD3の植栽約 2年後の E.grandisの樹
高は約 10ｍ～15m、砂質土壌が分布するLD4の同林齢・同樹種の樹高は約 2m～3mで
あった。
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Toamasina空港付近(100km2)の気象データ
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5.2.2 植生
・ 前章 1.4.1で図示した天然林が分布する東部山岳地域と異なり、極めて貧相な植生であ
る。丘陵地は殆どイネ科Aristidaの草地である。他の植生は斜面部の樹高 1.5ｍ前後の
ハゴロモノキ G.banksii、タビビトノキ R.madagascariensis が多い。特に G.banksii
はやせ地でも繁殖力が旺盛なため 1960 年代に土壌侵食防止のために種子散布され、現
在、他の植生破壊の要因となっているとのことである。

5.2.3 土地利用
・ 地元民は、低地での水田耕作に依存し、焼畑は小規模に集落周囲の傾斜地を利用してい

る。栽培種はキャッサバ・タロイモ等が主なものである。また、一部の裕福な世帯は牛

を所有し、放牧を行っている。

・ 集落の世帯数及び土地利用の状況を概観する限り、植林適地とする草地等未利用地が多

く見受けられる。

・ 地元民の土地利用に関し、地元民への聞き取り調査を行ったので、詳細は第 12 章プロ
ジェクトの社会経済的・環境的影響で述べる。
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写真 5.2-1　プロジェクトエリアの代表的な地形、植生

写真 5.2-2　地元民の土地利用状況
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5.2.4 土地の所有形態
・ 全ての土地は国有地であるが、土地の登記が進んでおらず、地元民の多くが慣習的な土

地利用を行っている。現地案内した森林局の説明によれば、土地の利用権と所有権が存

在しており、両者は慣習的に区別されているとのことである。例えば未利用地に植林し

た場合、その植林木の所有権は植林者の所有となる。但し、その土地利用権を植林者が、

所有していなかった場合は完全に植林者の所有とはならない。その場合、多くは植林木

を伐採・販売した時に、その収入の一部を土地利用権者に還元するとのことである。

・ また、未利用地に対する利用権者が誰であるのか、過去にさかのぼって利用権者が存在

するのか、さらには未利用地と利用地の区分についてもあいまいであり、森林局を含め、

関係局の国土局の関係者も正確なところは把握していない。

・ 産業植林において、カントリーリスクとして最も懸念するのが、この土地及び植林木に

対する権利である。

5.3 産業植林事業

5.3.1 産業植林事業の前提

1) 植林部分
・ 植栽樹種：Eucalypts grandis
・ 目標植林面積：10,000ha
・ 年間植林面積：1,000ha/年
・ 伐期：10年
・ 事業期間：30年

(1年目～10年目は植林、11年目～20年目は伐採・再植林、21年目以降伐採のみ)
※実行では、21年目以降も伐採・再植林を行い事業を継続するが、本報告では計算上事業
期間を 30年と想定した。

2) 伐採、原木輸送・チップ加工・船積み部分
・伐採原木は、国道 2号線を利用し、Toamasinaのチップ工場へトラック輸送。
・チップ工場は、Toamasina港の隣接地(港より約 4km～5km)を想定。原木をチップ加工
後、港へトラック輸送。

・ Toamasina港より、日本向けに輸出。年間輸出量 10万BDT(200万m3)を想定。

5.3.1.1 植林木の成長量推定

  植林木の成長量推定は、既存植林地の測定データを解析することにより、求めることが
できる。即ち、同一林分の各年次の平均胸高直径 DBHと平均樹高 H、並びに樹幹解析を行
い、平均単木材積を計算する。これに植栽本数を乗じて各年次の林分蓄積量を求める。さ
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らに各年次の平均胸高直径と平均樹高から、単木の成長曲線を導くことができる。

  一般に、事業においては植林対象地周辺における過去の測定結果から単木材積式及び成
長予測式を求め、加えて植林開始後の測定結果を加えより精度の高い予測式を導く方法が

とられている。

  そこで Toamasina州森林局が実施した過去数例の植栽試験の成長量に関するデータの収
集を試みたが、①苗木の品質が悪く、無施肥・無除草等の粗放的な施業に加え森林火災・

サイクロン等により枯死率が高く現存の林分が極めて少なく、②過去の調査結果の管理が

未整備であった事などから充分なデータは得られなかった。

  このため唯一入手できた測定データ 2 例を用いて、本プロジェクトにおける成長量を推
定した。以下に、その手順を示す。

① 植栽後の樹高成長の推定

  森林局が実施した下記 2個所の試験は、現地採取産及び豪州産の種子を由来とし、約 7、
8種類のE. grandisを植栽している。測定時の生存率が約 20％～40％と極めて低いため、
全産地の平均樹高を基に植栽後の年数と樹高の関係を求め、推定樹高式を導いた。

・推定樹高H(m)＝6.0558×Ln(植栽後の年数)＋7.2586

Age H
0.9 5.8
1.9 10.9
3.0 15.6
5.1 18.3
8.5 19.4
9.3 19.9
10.5 22.8

植栽年 植栽密度 植栽後の平均樹高(m)

0 .9年 1.9年 3.0年 5.1年 8.5年 9.3年 

1987年2月 3ｍ×3ｍ 18.3 18.7 19.4
1994年3月 2ｍ×2ｍ 5.83 1 0.89 15.59

図5.3.1   E.grandis 植栽後の年数と平均樹高の関係
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② 単木材積式、林分材積式

  ついで我々が他国で実施している産業植林の実績、当地の気象・土地条件、並びに初期
成長を勘案し、下記の前提を基に当地における単木材積式及び林分材積式を求めた。

前提)
・MAI：20m3/ha
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・伐期：10年
・植栽本数:1,667本/ha
・伐採時の単木材積:0.1200 m3/ha
上記、前提に導かれる材積式は次式となる。

単木材積V(m3)＝0.0000139×胸高直径 DBH(cm)̂ 2×推定樹高(m)
林分材積(m3/ha)＝単木材積V(m3)×植栽本数(本/ha)

植栽後の年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
林分材積(m3/ha) 7.155129 24.4073 47.86678 70.92705 100.63654 134.13498 162.28109 179.91078 190.15927 200

表5.3.1 Brickavill地区におけるE.graｎdisの成長予測

植栽後の年数 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目
樹高(m) 7.3 11.5 13.9 15.7 17.0 18.1 19.0 19.9 20.6 21.2
胸高直径(cm) 6.5 9.6 12.2 14.0 16.0 17.9 19.2 19.8 20.0 20.2

単木材積(m
3
/本) 0.00 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12

林分材積(m
3
/ha) 7.16 24.41 47.87 70.93 100.64 134.13 162.28 179.91 190.16 200.00

植栽本数 1,667 本/ha

図5.3.1　E.grandisの成長曲線
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5.3.2.2 植林木、草地等の炭素量の測定

  前章 3.4では、炭素プールを地上部バイオマス、地下部バイオマス、枯死木、リター、土
壌有機物と定義した。本調査では、地上部バイオマス(幹、枝、葉、バーク)、リターとして
落葉・落枝、土壌有機物の炭素量を測定し、地下部バイオマスは時間的制約上、並びに定

量手法の未整備さから測定対象から除外した。また、本来ならば伐採時の炭素量を推定す

るために 10年生の植林木を測定対象とすべきだが、当地にはまとまった林分が極めて少な
いことから、2.5年生の植林木のバイオマス量及び炭素量を測定し、伐採時の炭素量を推定
した。

1) 調査地概要
  調査は、プロジェクトエリア内に位置する森林局が植栽したE. grandisの植林地、植林
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適地と区分する草地において地上部バイオマス量と土壌有機物を対象に調査した。また参

考までに、植林不適地と区分される低木林G. banksiiと湿地においても同様に行った。
①植林地

a) 2.5年生E. grandis植林地
・ 植栽密度 3m×4m(約 833本/ha)、植栽面積約 2ha、
・ 健全木の平均樹高約 14m(約 13m～17m)、平均胸高直径約 14cm(約 12cm～約 16cm)
・無施肥無除草で植栽。調査時には、自然枯死、サイクロン等の被害により現存率を約 80％
と推定した。

b) 10年生 E. grandis植林地
・ 植栽密度 3m×3m(約 1,111本/ha)、植栽面積約 0.5ha。
・自然枯死、火災、サイクロン等により現存率は約 30％以下と推定。特に 2003年 5月の サ
イクロンによる風倒木、梢端の欠いた個体が多く、比較的健全な個体 10本の平均樹高は
約 21m、平均胸高直径は約 20cmであった。
③ その他植生

・ 低木林G.banksii：樹高は約 0.8m～2.3m、根本直径樹高最大個体でも約 4cm。
・ 湿地の草地(種名は不明)

2)調査手法
① 2.5年生植林地
・ 2.5年生植林においては調査プロットを設け、プロット内(5列×10本)の胸高直径と樹高
を測定した。ついで伐倒後、主幹、枝、葉にわけて、枝・葉の全重量を測定した。主幹

は樹幹解析後、各主幹の円盤サンプルを日本へ持ち帰り、乾燥重量・炭素量を測定した。

・ 生枝・生葉は、サンプルを日本に持ち帰り、主幹と同様に乾燥重量・炭素量を測定した。

・ 落葉・落枝は、30cm×30cm のサンプルコドラートを設け、乾燥重量・炭素量を測定し
た。

・ 採土器(直径 15cm)を用いて、深さ別に 60cmまでの土壌を採取後、炭素量を測定した。
②草地

・ 草地は、落葉・落枝と同じく 30cm×30cmのサンプルコドラートを設け、全重量測定後、
乾燥重量・炭素量を測定した。土壌も同様に、深さ別に 60cmまでの土壌を採取後、炭素
量を測定した。

③10年生植林地
・ 2.5年生と同じく、落葉・落枝と土壌の炭素量を測定した。

5.3.3.3 炭素プール別、吸収・排出量の推定

測定した各サンプルの地上部バイオマス量、土壌有機物の炭素量を表 5.3.2に、2.5年生
植林木の樹幹解析結果を表 5.3.3に示す。
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表5.3.2  植生毎の地上部バイオマス量、並びに土壌の炭素量

ｻﾝﾌﾟﾙ 絶乾重量 全炭素
No 内容 (kg/各単位) (kg/各単位) (％)

2.5年生 E.grandis植林地
1 主幹　0.0m (kg/各単位) 10.69 5.31 49.69
2 主幹　1.3m (kg/各単位) 11.91 5.91 49.62
3 主幹　2.3m (kg/各単位) 9.93 4.93 49.61
4 主幹　4.3m (kg/各単位) 8.13 4.04 49.67
5 主幹　6.3m (kg/各単位) 6.58 3.26 49.67
6 主幹　8.3m (kg/各単位) 5.34 2.64 49.52
7 主幹　10.3m (kg/各単位) 3.11 1.55 49.51
8 主幹　12.3m (kg/各単位)

主幹部(小計) (kg/各単位) 55.69 27.64 49.64
9 生枝(梢端を含む) (kg/各単位) 5.90 2.97 50.26
10 生葉 (kg/各単位) 5.63 3.04 54.075

(地上部合計） (kg/各単位) 67.22 33.65 50.07

11 落葉・落枝 (kg/m2) 33.22 8.79 26.463

12 土壌(深さ 0-10cm) (kg/m
2
) 115.38 2.49 2.15

13 土壌(深さ10-30cm) (kg/m2) 235.96 3.43 1.45

14 土壌(深さ30-60cm) (kg/m2) 345.32 3.61 1.05

(土壌有機物小計) (kg/m
2
) 696.66 9.53 1.37

10年生 E.grandis植林地
15 落葉・落枝 (kg/m2) 3.78 0.80 21.23

16 土壌(深さ 0-10cm) (kg/m
2
) 114.88 2.31 2.01

17 土壌(深さ10-30cm) (kg/m2) 249.63 3.95 1.58

18 土壌(深さ30-60cm) (kg/m2) 352.53 4.13 1.17

(土壌有機物小計) (kg/m
2
) 717.04 10.39 1.45

草地Aristida（イネ科)
19 草地 (kg/m

2
) 1.00 0.49 48.95

20 土壌(深さ 0-10cm) (kg/m2) 98.08 3.14 3.20

21 土壌(深さ10-30cm) (kg/m2) 234.78 2.69 1.14

22 土壌(深さ30-60cm) (kg/m
2
) 356.21 3.40 0.96

(土壌有機物小計) (kg/m
2
) 689.06 9.23 1.34

(参考)

低木G.banksii
地上部 (kg/本) 14.00 6.91 49.34

土壌(深さ 0-10cm) (kg/m2) 117.20 1.83 1.56

湿地

地上部(草) (kg/m
2
) 1.22 0.60 48.89

土壌(深さ  0-10cm) (kg/m2) 85.03 5.27 6.20
注1)：No.1～No.10までの絶乾重量は樹幹解析木1本の値。

      但し、各部位の含有率は両木口の平均値で計算

注2)：No.11～No22は、1ｍ
2
当たりに換算した値
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表5.3.3 2.5年生E.gransidsの樹幹解析結果

(植栽密度：833本/ha)
部位 皮付 皮なし
(m) 直径 直径
0 18.1 16.4
1.3 15.0 14.1
2.3 14.2 13.1
4.3 12.2 11.3
6.3 10.8 9.7
8.3 9.8 8.8
10.3 8.3 7.5
12.3 5.0 4.3
梢頭部 梢頭樹高：15.8ｍ

区分材積(m
3
)

皮付 皮なし
0.0279 0.0236
0.0334 0.0288
0.0273 0.0233
0.0207 0.0173
0.0166 0.0134
0.0127 0.0104
0.0069 0.0054

0.0069 0.0051
単木材積 0.1523 0.1273

　ついで１haに換算した植林地と草地の炭素量を表 5.3.4 に示す。草地を森林に転換する
ことにより、約 2倍の炭素量が蓄積されている。

表5.3.4  2.5年生植林地と草地の炭素量比較
(単位：CO2･t/ha)

地上部バイオマス 落葉・落枝 土壌有機物 合計
主幹 生枝 生葉 小計 0-10cm 10-30cm 30-60cm 小計

(CO2･t/ha)(CO2･t/ha)(CO2･t/ha)(CO2･t/ha) (CO2･t/ha) (CO2･t/ha) (CO2･t/ha) (CO2･t/ha) (CO2･t/ha) (CO2･t/ha)

2.5年生植林地
植栽本数 833本/ha 84.5 9.1 9.3 102.9 322.7 91.2 125.8 132.7 349.7 775.2

草地 18.0 115.2 98.6 124.9 338.8 356.7

CO2換算係数 炭素重量×3.67
2.5年生地上部バイオマスは､単木当りの炭素量に植栽本数を乗じて､ha当りのCO2量に換算｡

落葉･落枝､草地地上部バイオマス､並びに土壌有機物は､m2当りの炭素量をha当りに換算｡

伐採時の蓄積量及び炭素量の推定

ついで 2.5年生植林木の各部位の重量費及び炭素率を基に、伐採時の 1ha当りの炭素量を
推定した。即ち、2.5年生単木の重量費及び炭素率を、伐採時の蓄積量に乗じた。
前提)
・ 伐採時の蓄積量：200ｍ3/ha
・ 容積重：0.5t/ｍ3
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表5.3.5 伐採時の植林地の各部位の重量及び炭素量の推定

伐採時の炭素量 2.5年生単木の測定結果 伐採時10年生当りの

(kg/本) 各部位/幹 炭素率(％) 重量(t/ha) (CO2t/ha)

幹 46.6 1.00 49.6% 100.0 182.0

バーク 9.1 0.20 49.6% 19.6 35.7

生枝 5.9 0.13 50.3% 12.7 23.4

生葉 5.6 0.12 54.0% 12.1 23.9

(小計) 67.2 1.44 144.4 265.0

上記、推定に基づけばプロジェクト開始後、10年目における炭素吸収量は 265CO2t/haと
見込まれる。

伐採時の落葉・落枝及び土壌有機物の炭素量は 10 年生の測定値を、草地の地上部及び土
壌有機物の炭素量は測定結果を採用した。

尚、落葉・落枝の炭素量は排出としてカウントした。

表5.3.6　伐採時の炭素量 表5.3.7　　草地の炭素量

(10年生測定結果より) (Ckg/m2) (CO2t/ha) (草地の測定結果より) (kg/m2) (CO2t/ha)

落葉・落枝 -0.80 -29.4 草地地上部 0.49 17.9

土壌有機物 10.39 380.8 土壌有機物 9.23 338.4

表5.3.8　植林地及び草地における炭素収支

(CO2t/ha)

幹 182.0

バーク 35.7

生枝 23.4

生葉 23.9

(小計) 265.0
落葉・落枝 -29.4 

地上部小計 235.6

土壌有機物 380.8

植林地小計 616.4

草地地上部 -17.9 

土壌有機物 -338.4 
草地小計 -356.4 

炭素収支 260.1

上記、推定に基づけばプロジェクト開始後、10年目における炭素収支は 260CO2t/haと見
込まれる。

下表にha当りの炭素収支の推移を示す。
植林 1年目は草地地上部の炭素排出により、炭素収支はマイナスとなるが主幹の成長に伴
い、炭素収支は吸収量のほうが多くなる。10年目において草地の土壌有機物を排出とした
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場合でも地上部の炭素吸収量が多いため、10年間の収支は吸収量がまさる。

表5.3.9　　植林地における炭素収支の推移

植栽後の年数 (年) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

主幹の成長量 (m3/ha) 7.2 24.4 47.9 70.9 100.6 134.1 162.3 179.9 190.2 200.0
(t/ha) 3.6 12.2 23.9 35.5 50.3 67.1 81.1 90.0 95.1 100.0

年増加量 (t/ha) 3.6 8.6 11.7 11.5 14.9 16.7 14.1 8.8 5.1 4.9

CO2換算

幹 (CO2t/ha) 6.5 15.7 21.3 21.0 27.0 30.5 25.6 16.0 9.3 9.0

バーク (CO2t/ha) 1.3 3.1 4.2 4.1 5.3 6.0 5.0 3.1 1.8 1.8

生枝 (CO2t/ha) 0.8 2.0 2.7 2.7 3.5 3.9 3.3 2.1 1.2 1.2

生葉 (CO2t/ha) 0.9 2.1 2.8 2.8 3.6 4.0 3.4 2.1 1.2 1.2

落葉・落枝 (CO2t/ha) -29.4 

土壌 (CO2t/ha) 380.8

合計 (CO2t/ha) 9.5 22.9 31.1 30.6 39.4 44.4 37.3 23.4 13.6 364.5

ベースライン (CO2t/ha)

草地(ﾊﾞｲｵﾏｽ) (CO2t/ha) -17.9 

草地(土壌) (CO2t/ha) -338.4 

(ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ小計) (CO2t/ha) -17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -338.4 

収支 (CO2t/ha) -8.5 22.9 31.1 30.6 39.4 44.4 37.3 23.4 13.6 26.0

収支累計 (CO2t/ha) -8.5 14.4 45.5 76.0 115.4 159.8 197.1 220.5 234.0 260.1

写真 5.3-1　2.5年生植林地の遠景
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写真 5.3-2　2.5年生植林地の林内、空間、落葉・落枝の状況

写真 5.3-3　10年生植林地の遠景
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写真 5.3-4　植林対象地の草地遠景

写真 5.3-5　周辺の低木林ハゴロモノキG.banksii
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写真 5.3-6　低地での土壌採取状況

5.3.6　伐採、輸送、チップ加工、船積み等のプロセス、評価
1)製紙原料用チップとしての一連のプロセスにおける作業内容は主に以下の通り。（図

5.3.2-1「各プロセスにおける燃料・電力想定消費量」、図 5.3.2-2以下のイメージ写真を
参照。）

①植林工程

・苗木生産作業（苗畑）

・道路敷設作業（伐開、苗木運搬用、作業労働者運搬用等）

・植付前作業（開墾、火入、地拵え、植付前除草等）

・植付作業（スコップによる人力植付、柵設置、施肥、補植等）

・植付後作業（施肥、除草、その他撫育）

②伐採工程

・道路敷設作業（伐採作業重機用、トラックによる集荷原木搬出用）

・人力（チェーンソー等）による伐採作業

・人力による剥皮作業

・搬出道、林地土場までの原木輸送及び椪積作業（トラクターによる集材）

③集材輸送工程

・集材原木のトラックへの積込作業

・林地土場からチップ加工工場までの原木のトラック輸送

④チップ加工工程

・トラックからの原木ヤードへの荷降し作業
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・原木ヤードから投入口への原木搬送作業

・チップ切削作業

・チップヤードでのパイリング作業

⑤船積出荷工程

・チップ工場～船積港へのトラックによる横持作業

・チップ輸送船への積込作業

2)各プロセス段階での燃料・電力消費量に関しては、以下の通り推定した。（詳細は図「各
プロセスにおける燃料・電力想定消費量」を参照）

2)-1　燃料消費量（リットル／年）　　　　　　　（軽　油）　　　　（ガソリン）
①植林工程（作業道開設、苗木運搬等）　　　　　４，７４２

②伐採工程（運搬道開設、原木集材等）　　　　４８，５６８

③原木集材輸送工程（トラック輸送）　　　　　　　　　　　　　　８８９，０００

④チップ加工工程（工場内原木、チップ横持）　５１，０００

⑤船積工程（チップ横持：工場～港）　　　　　　　　　　　　　　　４４，０００

　　　　　合　　計　　　　　　　　　　　　１０４，３１０　　　９３３，０００
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図5.3.6-1 各プロセスにおける燃料・電力想定消費量

① ② ③ ④ ⑤

(前提条件) (前提条件) （前提条件） （前提条件） ＜トラック横持＞

1.植林作業道開設 1.伐採作業道開設 ①トラック(/台)移動距離 ・チップ生産量：10万BDT/年 （前提条件）

①作業道延長距離100km/10年 ①作業道開設距離200ｋｍ/10年 　片道100km×2＝200km 　CHIPPER能力：直径96ｲﾝﾁ ①トラック(/台)移動距離

100 ｋｍ/1万ｈａ(10ｋｍ×10ｋｍ) 200 ｋｍ/1万ｈａ(10ｋｍ×10ｋｍ) ＊植林地～チップ工場～植林地 　　　　　　　　　　　1,250馬力 　片道5km×2＝10km

②重機の燃費：428.4ｌｔｒ/ｋｍ ②重機の燃費：428.4ｌｔｒ/ｋｍ ②トラック1台当り運搬量 ・使用重機：PAYLOADER×1 ＊ﾁｯﾌﾟ工場～港～ﾁｯﾌﾟ工場

(幅4ｍ×距離1ｋｍ×深さ0.3ｍ) (幅4ｍ×距離1ｋｍ×深さ0.3ｍ) 　15ｔ(=15m3) 　　　　　　    GRAPPER×1 ②トラック1台当り運搬量

③年間の開設：10km/年 ③年間の開設：20km/年 ＊総重量規制25t－ﾄﾗｯｸ自重10t 　15ｔ(=15m3)

※年間の燃料使用量： ※年間の燃料使用量： ③年間延トラック必要台数 （電力消費量） ③年間延トラック必要台数

4,2 8 4 ltr /年 8, 56 8 ltr /年 　13,333台 ・チップ工場：10 8, 00 0kwh /年 　13,333台

2.苗木他運搬 2.集材 ＊年間運搬量：20万m3÷15m3 　（90千kwh/月×12ｹ月) ＊年間運搬量：20万m3÷15m3

①トラック1台当りの苗木運搬数 ①トラクター移動距離 ④延年間走行距離(①×③) 　＊8時間×1ｼﾌﾄ ④延年間走行距離(①×③)

8,000 本/台( 20m2) 往復 10 km 　2,666,666km （燃料消費量） 　133,333km

②年間苗木本数 ②トラクタ1台当りの運搬量 ⑤トラック燃費：3km/ltr 　PAYLOADER：27,000ltr/年 ⑤トラック燃費：3km/ltr

1,833,700 本/年(植栽本数×面積) 10 m3/台 　GRAPPER：　　24,000ltr/年　　

③年間延トラック台数 ③年間運搬量 （燃料消費量）上記④÷⑤ 　合　計　　：　51 ,0 00 ltr /年 （燃料消費量）上記④÷⑤

229 台 200,000 m3/年 　8 89 ,0 00 ltr /年 　44 ,0 00 lt r/年

④運搬1回当りの走行距離 ④年間延台数

10 km/台(往復) 20,000 台 ＜SHIPLOADER＞

⑤年間走行距離 ⑤年間走行距離 （電力消費量）： 10 8, 00 0kwh /年

2,292 km/年 200,000 km/年 ＊LOADERの設備・仕様によるが

⑥燃費 5km/ｔｌｒ ⑥燃費 5 km/ltr 　左記ﾁｯﾌﾟ工場と同程度を想定

※年間延必要燃料使用量 ※燃料消費量

45 8 ltr /年 4 0,0 00 ltr /年

船
積
出
荷

植
林

伐
採

集
材
輸
送

チ
ッ
プ
加
工
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①植林　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②伐採 ③チップ加工

④チップ船積み
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5.3.7　植林部門の評価と課題

・ 気候に関しては、熱帯多雨気候であり植林木の成長性にとって特に問題となる部分ではな

い。但し、降水量が多すぎる（年平均 3,179mm）点は若干懸念され、その起伏がある草
地が続く地形にて低地は常時湿地化しており、植林不適地となるので植林実施時は低地を
避ける必要がある。又、産業植林展開時には、多雨は原木中の水分量を増加させ原木自体

の重量化に繋がり、集材、輸送工程におけるコスト増加要因（製紙原料として有償価値が
あるのは水分を除いた木質繊維部分のみ）となる可能性があり、伐採、輸送作業は乾期に

集中して実施、十分な乾燥時間をとる必要がある等の運営面における工夫が必要になろう。

・ 植林対象地は草地であり、今回の調査結果から新規植林(Afforestation)に区分した。
・既存植生は、草地を中心に極めて貧相であり、調査の限りにおいては希少天然植生等発見

できなかった。これは単一樹種の大規模植林を想定している本プロジェクトにとっては、

連続した広範囲の植栽地を確保し易いという点ではメリットとなろう。
・土地の所有形態は、登記制度の未整備、所有権と利用権の法的未整備等の現状のため、事

業者が植林木の所有権を確実に確保、主張でき、製紙原料として日本まで確実に持ち帰ら

れるか懸念が残る。大きなカントリーリスクである。
・その他想定されるリスクは、森林火災、気象害(サイクロン)、苗木・植林・撫育等の未熟
な植林技術等である。特に、既存植林地における生存率が異常に低い数字となっている点、

加えて年間成長率も、MAI＝20m3/年程度と低い傾向を示しており、この原因究明及び改
善は必須であり、この課題をクリアする為のアクションプランが必要。

・地元民の生活は水田を中心とした自給自足の生活であるが、一方で無計画な焼畑・放牧の

ための火入れを実施している。
・プロジェクトと地元民が持続的に発展するためには、地元民への植林、森林火災の防備、

環境や土壌保全等に関する技術移転や意識改善が必要であり、これらを指導・教育してい

くプログラムや人材の確保も本プロジェクトを成功に導く要因である。
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5.4  木炭等バイオマスエネルギー利用に関する調査結果

5.4.1  目的
　マダガスカル国の現地木炭利用は一般家庭での燃料として、もっぱら調理用として利用

されている。生産される木炭のほとんどが家庭用燃料として、そしてわずかな量が販売用

として道端で売られているのが現状である。

　プロジェクトエリア内から得られるチップ材、用材、伐採残さをバイオマスエネルギー

として利用することで地元民の持続的発展に寄与することが期待される。特に木炭は地元

民の活用範囲を広げるバイオマスエネルギーとしてその将来性に着目し、事項以降で詳細

な検討を行う。

5.4.2  地元民の木炭等熱エネルギーへの依存量調査結果
　最初にマダガスカル国でのユーカリ木炭の一般的な利用方法について述べることにした

い。ユーカリは薪、建築用材としても利用されるが、その大部分は農民によって木炭に加

工され販売されている。炭焼きの方法は、坑内製炭法（簡易な炭窯にユーカリを詰め込み、

上部を土で覆い、底部に点火して、下部に通風して炭化を行う方法）と伏焼法（ユーカリ

を積み重ねて、枝、草、土などで覆い製炭する方法）とがある。またこの二つの方法の中

間的な方法もある。1999年 6月発刊の「森林科学」によると、調査を行ったマダガスカル
国　マンタスア湖周辺の農家の炭焼きには農家の副業的なもののほか、炭焼き専門の業者

もみられたとのことである。なお炭焼きの生産構造は次の三種類となる。①自己の所有す

るユーカリ人工林で自ら副業として炭を焼く自営製炭、②人工林のユーカリ立木を購入し

て副業または専業的に炭を焼く自営製炭、③炭焼き労働者として雇用されて炭を焼く雇用

製炭である。また生産された木炭のほとんどは大消費地の首都アンタナナリボにトラック

で輸送される。その販売先は仲買業者で、木炭 1袋 20kg 当りの元売価格はマンタスア湖
周辺が、6,000～9,000FMG(150円～225円)とのことである。木炭の 1世帯当りの年間平
均販売量をみると、マンタスア湖周辺では 200袋以上の村が多くなっている。
　そこで今般検討するプロジェクトエリアはどうかというと、2003年 10月 30日に原口調
査員、中村調査員、船曳調査員が現地薪炭製造関係者に聴き取り調査を行ったのでその面

談記録を紹介する。

（面談の要旨）

・ 地元の薪炭業者は土地所有者から 136ha/5 年間の伐採権の権利を取得して薪炭業を営ん
でいる。

・ 地元雇用は最大で 90名ほどである。その内訳は伐採・薪炭製作・薪製作等の分業体制で
ある。

・ 現場作業員は雨季に農業に従事しており、乾季(4月～11月)に現場作業に従事するいわば
季節労働である。ただし雇用主の依頼があれば雨季でも作業を行うために現場に来ると
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のこと。

・ 伐採は 7年に 1回行う（法律の根拠があるとのことである）。伐採後は放置しておく。7
年目以降の取扱いについては地主の判断による。

・ 現場は地主が立木の所有権を保有しており、立木伐採の権利を業者に有償譲渡している

とのこと。

　また他の現場では、地主と立木の所有権者が異なる場合もある。

・ 伐採に際して森林局から伐採許可を得ており、これについては業者が対価を支払ってい

るとのこと。

・森林局が現場を巡視しているところを見たことがない。

・業者の数は不明である。

・炭焼き 1釜で木炭が約 20袋採集(1袋には 120kgの米が入るとのことである)出来る。現
地のトラック 1台当り 130袋積むことが出来る。月当り最大でトラック 6台の出荷を行
う（ただし雨季には半減する）。

・出荷先は首都アンタナナリボ方面である。

・現場作業員の月収は 20万MFG(約 4千円)とのことである。

　上記は薪炭製造業者からの聴き取りであるが、次に同日(2003年 10月 30 日)に行っ
た薪炭販売業者との面談記録を紹介する。この面談も原口調査員、中村調査員、船曳調

査員が行ったものである。

（面談の要旨）

・薪炭の販売価格は 13,500MFG(約 40kg),仕入価格は 12,000MFG 程度である。
・仕入は周辺の村落から行う。

・樹種はユーカリ。その他に松もある。

・販売量は 5袋/程度である。
・近郊で週末に山火事があったが、それほど頻発はしていない（昨年はなかったとのこと）。
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写真 5.4.2-1 聴き取り調査の様子

写真 5.4.2-2 伏せ焼きの様子
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　ここで聴き取り調査による地元民の木炭依存量の結果を以下によりデータ化した。

　　プロジェクトエリア内の一世帯当り月平均バイオマス使用量（聴き取り結果）

　　　　　 　　%              kg             年間使用量

木　炭　　　　0%              0 ×12ヶ月　　　　　　　 ＝    0kg

　薪　　　　 65%　         313kg ×12ヶ月               ＝3,756kg

作物茎  　   35%           343kg ×12ヶ月               ＝4,116kg

　計　      100%           656kg ×12ヶ月               ＝7,872kg

　　　　　　　　　プロジェクトエリア内の全集落当りの年間必要量

       全世帯数
               

    年間必要量（千 kg）

推定世帯数          　100 　　　　　　－

薪・作物茎の必要量 　　　　　　－           787.2

※薪・作物茎重量＝幹重量

　プロジェクトエリア内の地元民は木炭を使用しておらず、家庭内の煮炊きは薪・作物

茎を使用することで賄われているのが実情である。家庭内燃料としての需要は専ら煮炊

きに限られる。仮に寒冷地であれば木炭の暖房用としての利用が考えられるがプロジェ

クトエリア内は温暖な気候のために暖房用の需要もない。一方マダガスカルの他の地域

には比較的寒冷な地域があり暖房用の需要はわずかながら存在する。したがってバイオ

マスを木炭に変えて村外販売用という観点からみると地元民に経済効果が生まれる可

能性がある。

5.4.2.1  プロジェクトエリア内からの調達可能なバイオマス量の推定
　プロジェクトエリア内からの調達可能なバイオマス量を推定するうえで、ここでは一定

の仮説を立てることにより数量の結論を導き出すこととしたい。まず最初に仮説の諸元を

以下箇条書きで述べる。

・地元民の植林面積は 50ha/年間とする。地元民の植林する苗木はプロジェクトから無償で
提供されるものとする。
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・目標面積は 50ha/年間×10年間＝500haとする。
・プロジェクトの植林面積は 1,000ha/年間とする。

　植林に伴う地元民の用途は、①木炭生産・販売、②用材販売がある。木炭は生枝を利用

して製造し、自家消費用及び村外販売用とする。用材販売はプロジェクトへのチップ原木

販売用及び他の業者への建築材としての販売を見込む。

　それぞれの割合は以下のとおりとする。

① 木炭生産・販売      自家消費用      　　 50%

   　　　〃      販売用      　　 50%

② 用材販売      自家消費用      　　  0%

     　　〃      販売用    　　  100%

　次に地元民の木炭必要数量を検討する。一世帯当りの薪・茎等の消費量は前掲のとおり

7,872kg/年間である。世帯数は 100世帯であるので、地元民の年間必要数量を推定すると、
自家消費量は 787,200kg/年間である。そして同数量の 787,200kg/年間を販売用と想定する。
この販売用は地元民が村外に木炭を販売して収益をあげることが期待される。

　この自家消費量と販売用の合計 1,574,400kg/年間が地元民の必要とする薪・茎の消費量
に相当するものと想定する。

　生枝から木炭を製造する際に、重量比による換算係数を用いて木炭数量を推定する。こ

の換算係数は、日本の木炭製造会社であり、現地調査を行った奈良炭化工業㈱からの聴き

取りに基づき 0.3とする（生重量／木炭重量）。なお奈良炭化工業㈱での調査内容は次項に
て述べることとする。

　上記換算係数により地元民が必要とする木炭量は、1,574,400kg/年間×0.3＝472,320kg/
年間となる。

　更に伐採時のバイオマス量の推定について述べることとしたい。最初に諸元を述べる。

・幹の量は、200m3/haとする。
・ 幹に占める生枝の換算係数は 0.127とする。これは 2.5年生、幹に占める生枝の重量比で
ある。

・生枝量は 25 m3/haとする。
・m3から tへの換算係数は、0.5t/ m3とする。

・ 生枝量は、13t/haとする。よって 1,574,400kg/年間から推定すると、必要な面積は 124ha
となる。
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　年間の生枝発生量を①地元植林、②プロジェクト毎に峻別すると以下のとおり。

① 地元植林 　　　　 50ha/年 　　　　 634t/年

② プロジェクト 　　　1,000ha/年 　　　12,673t/年

　　　　　計 　　　1,050ha/年 　　　13,306t/年

　　　　　　　　　　　　10年生主幹に占めるバイオマス割合
      ( t/ha）       換算係数

  主幹（皮なし）         100.00         1.000

  生枝          12.67         0.127

  生葉          12.09         0.121

  バーク          19.62         0.196

  落葉落枝

　 　計         144.38         1.444

(注)各重量は主幹重量×2.5年生の重量費

　なお年間バイオマス量は、生枝 13.3千 t/年、生葉 12.7千 t/年、バーク 20.6千 t/年の内
訳となる。よって年間のバイオマス量は、46.6千 t/年となる。このうち木炭が 1.6千 t/年で
あり、残りがバイオマス残さである。

　　バイオマス発生量 　　　　　 46.6千 t/年

　　木炭への利用 　　　　　　1.6千 t/年

　　残さ 　　　　　 45.0千 t/年

　木炭及び用材は用途が決まっているが、残さを有効活用する方法はないだろうか。残さ

も貴重なバイオマス資源であることからこの活用は地元民の持続的発展にも寄与すること

が期待される。
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写真 5.4.2.1-1 路肩販売の様子

写真 5.4.2.1-2 路肩販売の様子
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5.4.2.2  木炭生産方法の実状、受入可能な生産設備他
　一般に木炭の生産方式にはいくつかの方式を見つけることが出来る。具体的な方式は

前述したがここで最初にマダガスカル国現地で現在行われている生産方式を簡単に言及し

ておきたい。

　①マダガスカル国で現在実施している生産方式

　マダガスカル国は原始的な生産方式により木炭を生産している。つまり村人が伐採した

木材のうち木炭として利用するものを「伏せ焼き」と呼ばれる方法で生産している。この

「伏せ焼き」という方法は、地面に穴を掘り、穴のなかに木炭となる木材を敷き詰める。

木材の上には小枝や草を木材が見えなくなるまで置き、更にその上に覆土する。そして木

材に火をつけて炭化するまで待つのである。よって大変シンプルな方法である。

　木炭生産方式についての調査を行い知見を深めるため、日本国内で木炭生産を行ってい

る木炭製造会社（工場）である奈良炭化工業㈱を訪問し現地調査を行った。調査内容は以

下のとおりである。

　②奈良炭化工業株式会社の木炭製造施設

　奈良炭化工業株式会社（本社：奈良県吉野郡大淀町下渕 1548）は昭和 27 年の創業であ
る。業務用木炭製造販売など創業以来、炭との関わりを業とする会社である。本社敷地内

に木炭製造の自家工場を保有し、一貫生産体制のもとにすぐれた品質管理を実現している。

　製造行程：①チップ状の木材をベルトコンベアによりペレットマシンに輸送

　　　　　　②乾燥設備により乾燥させながら成型機により成型を行い均一化

　　　　　　③釜入れ

　　　　　　④釜出し

　　　　　　⑤冷却

　　　　　　⑥梱包

　この一貫した製造行程がコンピュータを駆使して行われている。

　この炉はいわゆるオガ炭炉で煉瓦とセメントで出来ており、炉の大きさや構造は原料の

種類や地域の特性により変わるとのこと。

　奈良炭化工業株式会社の生産方式は一般的なオガ炭炉であるが、コンピュータ化による

先進的な製造方法であり、この方法をマダガスカル国にそのまま採用することは非現実的

である。しかし調査に協力いただいた奈良炭化工業株式会社　常務取締役である玉川甲泰

氏から有益な話をお聞きすることが出来た。
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③ 玉川常務取締役：談

　日本では当社のようなコンピュター化した設備はあるが、発展途上国ではそのような設

備を導入するよりも現地の事情に合った設備を作るのが良いだろう。マダガスカル国の木

炭生産方式は伏せ焼きとのことだが、原始的な伏せ焼きよりも土窯を使った木炭生産のほ

うが効率的である。土窯であれば土と煉瓦があれば簡単にできる。具体的には 10 m3程度

の土窯で木炭が 1.5 ﾄﾝ生産可能。土窯は簡単な技術で出来るのでこの土窯を必要なだけ作れ
ば良い。なお土窯を大きく作ればたくさんの木炭が出来るというわけでもなく逆に焼きむ

らが出来るので良くない。例えば 10 m3程度の土窯が規模としては適当なのではないかと

思う。より多くの木炭を生産したいなら必要に応じて土窯の数を増やせば良いだろう。ち

なみに土窯のなかの木炭を取り出すまで約 8日～10日かかる。土窯内の温度 500度くらい
だろうか。土窯製作の留意点を言えば煙突の場所に気をつけるということ。風向きによっ

ては煙突内に風が逆流して木炭製造に支障をきたす怖れがある。地形も大事だが風向きに

も留意が必要である。木炭の収率は材質により異なるが例えば紀州の備長炭の場合、10 ﾄﾝ
あたり 1.5 ﾄﾝの木炭が生産出来る。
　いずれにせよ土窯による方法は簡単に木炭を生産できるのでお勧めと言える。土窯は簡

単に出来るし、製造方法も平易である。ただし地域特性により加熱の加減や炭の取りだし

のタイミングなどに差があるのでこれは経験的に会得していくしかない。

　このようにマダガスカルでは土窯による木炭生産が地域ニーズを捉えたものと考えるこ

とが出来る。土窯による方法は築炉コストが安く、窯は長期間使用可能である。炭化時間

が長く窯の部位の温度差による焼きむら（炭のバラツキ）が出るが木炭の品質を一義的な

ものとしないのであれば十分使用に耐えうるものとなる。地元住民の煮炊き用あるいは国

内での販売用として将来活用され得る。ある程度まとまった木炭生産を目指すのであれば

この土窯による方法は最適である。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 5.4.2.2  土窯イメージ図
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写真 5.4.2.2-1 焼きあがり直後の窯出しの様子（奈良炭化工業㈱）

写真 5.4.2.2-2 焼きあがり後のオガ炭（奈良炭化工業㈱）
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5.4.2.3  木炭等バイオマスエネルギー利用の評価と課題
　前項で述べた土窯による木炭の生産は地元民の手を余りかけずに簡易かつ効率的な方法

として有益である。バイオマスの木炭利用は自家消費分としては地元民の一般家庭での生活

利便性を向上させ、また村外販売用としては近隣需要地に販売することによる販売収益が地

元民の生活水準向上に寄与することが期待される。

　ここでは余剰バイオマスのエネルギー利用の可能性として木炭に焦点をあて検討を行う

こととしたい。

　　　　　　　　　　　　　地元民の木炭使用量の推定結果

　自家消費用      236,160kg/年間

　村外販売用      236,160kg/年間

　　　計      472,320kg/年間

　　　　　　　　　　　　　木炭の売価（聴き取り結果及び推定）

  木 炭   FMG/40kg   FMG/kg   FMG/ m3     US$/t
店頭販売価格    13,500     338    1,125     56.25
仕入価格    12,000     300    1,000     50.00
運送費他     2,000      50     167      8.33
  差 額    10,000     250     833     41.67
（注）換算係数＝0.3kg/ m3　為替＝6,000FMG/US$

　上記のとおり木炭の売価は 41.67 US$/tとなる。
　売価は現地での聴き取りにより確認できたデータに基づき推定した。地元民が上記の

価格で木炭等の販売ができるものと仮定して、一方で地元民にとり木炭等の製造に係る

費用についてその内訳をみていくことにしたい。なおキャッシュフロー表の資金計画は

末尾に添付しているが、ここでは費用の概観について述べる。

　費用の内訳は、①植林費、②伐採・運材費、③木炭生産設備費、④加工運転費に分け

ることができる。

① 植林費　現地の植林は無施肥・無除草で実施している。苗木はプロジェクトから無

償で提供される。立木は地元民の資産として所有権を保有する。よって地元民が植

林にかけるコストは植林初年度の施肥のみである。

② 伐採・運材費　地元民が自ら行うことを前提とする。よってコストはかからない。

　③木炭製造設備　木炭生産のための年間伐採量は約 4,000 m3/年である。木炭製造設
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備が年間 10ヶ月稼動すると仮定して 400 m3/月となる。１回の窯焼きが 15日かかると
して 2回/月となる。つまり 200 m3/回となる。窯の大きさを 25 m3とすると 8つの窯が
必要となる。1窯当りの設備費を 1,000US$とすると 8窯×1,000US$＝8,000US$の設
備費が必要となる。

　④加工運転費　加工運転費は地場の人件費等を勘案し、4,000US$/年とした。

上記①②③④を合計すると 12,000US$/年＋初年度施肥となる。よってこの費用が指標
となり、収益いかんで地元民の持続的発展に資する経済性のあるものになるかどうかが

判断される。

　また木炭の利用の他に残さとして生じたバイオマスが 4.5 千 t/年あるのでこの活用が
望まれる。具体的には地元民及び近隣地域に対する発電供給が可能性として考えられる。そ

こで次項以降では余剰バイオマスの発電への可能性を探ることにしたい。
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資金計画
0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

植林面積 (ha) 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
伐採面積 (ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収入 木炭村外販売 (千US$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チップ材PJ販売 (千US$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
用材村外販売 (千US$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(千US$)
収入計 (千US$) 0

支出 植林費 (千US$) 0
木炭設備費 (千US$) 0
伐採・運材費 (千US$)
加工・運転費 (千US$) 0

(千US$)
支出計 (千US$) 0

収支 (年度) (千US$) 0
(累計) (千US$) 0

11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

植林面積 (ha) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

伐採面積 (ha) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

収入 木炭村外販売 (千US$) 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8

チップ材PJ販売 (千US$) 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131

用材村外販売 (千US$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(千US$)

収入計 (千US$) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

支出 植林費 (千US$) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

木炭設備費 (千US$) 8

伐採・運材費 (千US$)

加工・運転費 (千US$) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(千US$)

支出計 (千US$) 17 9 9 9 9 9 9 9 9 9

収支 (年度) (千US$) 124 132 132 132 132 132 132 132 132 132
(累計) (千US$) 124 255 387 519 651 782 914 1,046 1,177 1,309

21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
植林面積 (ha) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1,500

伐採面積 (ha) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1,000

収入 木炭村外販売 (千U S$) 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 196.8

チップ材PJ販売 (千U S$) 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 2,612

用材村外販売 (千U S$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(千U S$) 0

収入計 (千U S$) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2,809

支出 植林費 (千U S$) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 94

木炭設備費 (千U S$) 8

伐採・運材費 (千U S$) 0

加工・運転費 (千U S$) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80
(千U S$) 0

支出計 (千U S$) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 182

収支 (年度) (千U S$) 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 2,626
(累計) (千U S$) 1,441 1,573 1,704 1,836 1,968 2,099 2,231 2,363 2,495 2,626
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 5.4.3 余剰バイオマス資源の発電への利用の可能性
   本項では、5.4.2項で考察した木炭利用以外の余剰バイオマス資源の利用について考
察する。

 

 5.4.3.1マダガスカル共和国のエネルギー事情
   マダガスカル共和国のエネルギ分野の現状について、3.5 項で示したエネルギー・
鉱山省エネルギー局長より受領した「エネルギー政策」についての回答から以下に記

す。

 概観

  マダガスカルは豊富な水力資源を有しているが、全国的なエネルギー消費は未だ非
常に少ない。この少ないエネルギー消費においては薪炭利用が圧倒的であると同時に、

石油製品の輸入国である。電力普及率は約 21％に留まり、近代的なエネルギー源にア
クセスできる人口は少なく、国の発展に対する悪影響は深刻である。さらに、電力に

アクセスできない国民は、非効率的で環境負荷の大きなエネルギー源を利用しなけれ

ばならず、アクセス可能な国民よりも（エネルギー購入に）多額の支出する必要に迫

られている。電力でのエネルギー供給を受けていない家庭は、その照明のために 2倍
から 10倍の支出を、明らかに低品質な照明に対して行っている。
 石油部門

  石油部門はマダガスカルの発展において大きな役割を担っている。しかし、石油イ
ンフラは、安全基準を満たしていないだけでなく、国内の石油需要をも満たしていな

い。川下事業では、石油の輸入、精製、備蓄、販売が 93年に自由化された。また 1999
年 4月 17日の法律 99-010により、石油価格が需要と供給に従い競争的に設定される
ことが定められた。Malagasy Oil Agency  (OMH)に委託され、既に営業を開始して
いる公共発電所の一部は、この規制を受けている。

　新たな政府機構では、エネルギー・鉱山省は、エネルギー政策を示し、石油の川下

事業での運営許可と建設許可を与える所管官庁となる。 これにより、州政府の公営石
油部門業務を民間セクターが引き継いだ。 加えて、SOLIMA の民営化が完全に達成
され、数多くの民間ガソリンスタンドがマダガスカルで営業している。輸入は自由化

され、トアマシナ石油精製工場の製品と競合している。料金には上限価格が設定され

ている。川上の石油事業においては、政府は 96年 9月に制定した法律 96-018により、
国内での油田の探索、調査、採掘、原油の生産と備蓄活動、輸送と精製に対しての規

制を設けた。

 電力部門

  電力に関してはインフラが十分ではなく、電力生産/分配設備の大部分が老朽化し、
近年増加する電力需要を満たすことができないと考えられる。複数の電力生産設備が

既に飽和状態にあり、悪天候に対して非常に脆弱である。雨水/風力は、再生可能エネ
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ルギーの資源であるが、この国では上手く利用されていない。こうした状況は、この

国の発展を大きく阻害している。さらにここ数年は、電力供給の拡大は滞っており、

この状況は農村において顕著である（農村部における電気の普及率は 2%）。この状況
により、農村の電化は国内の社会/経済的発展において最上位に位置づけられており、
主要な目標は以下の 4点となる。

 農村住民の生活質向上

 農村住民の、土着の土地での生活安定化に対する貢献

 生産活動に参加する手段を提供することによる、（農村住民の）経済発展への

参画

 最新の機材や再生可能エネルギーを用いることによる環境負荷の低減

   JIRAMA社は国営の電力設備を引き受け、2000年末には国内の累積加入者数が
239万5357人となった。1986年から1996年の期間では、加入者数は年平均4.5%の
増加を示した。この増加率は1996年から2000年の期間で明らかに増加し、この期
間の増加率は7.9%（年間78000人の増加）に達した。今後10年の需要の増加は、年
間7%と予測される。投資のための資金源に対する厳しい規制により、公共機関に
よる電力供給はこの需要を満たすことができずにいる。国の電力系統は、

Anatananarivo地域、Fianarantsoa地域そしていくつかの州の中心との相互連絡に
よって構成されている。水力による電力供給は70%であり、残りが熱利用の発電によ
る供給となる。

   現在マダガスカルの電力の総出力は 233MW 前後である。また、相互接続された

Antananarivoの電力系統網では 2000年のピーク時に 111MWであり、その許容量を
超えている。Antananarivo の電力系統網の主要なリスク（故障、不具合）を避ける
ために、送電と配電のための十分な設備の建設が必要となっている。このニーズは重

要なものであるが、公共機関の電力事業収入のみに頼った実状では、将来これが建設

される可能性はない。

・ 電力部門の事業は 1999年 1月 20日に自由化され、この法律 98-032は以下の原
則に基づく。

 部門の構造は中長期的な競争の促進と、事業（発電、送電、配電）の垂直分散

を促進することを狙いとしている。

 公共の電気事業は、独立した団体の監督下に置かれる。

・ 電気の課金システムは、以下の原則に基づく。

 生産価格は競争原理により決定される。

 送電/配電の段階においては価格は規制され、上限価格が設定される。
 再生可能エネルギー

 再生可能エネルギーに対する投資拡大のニーズは、国家予算に対しては過大なもので

ある。公共機関の投資資金力は限定的で、需要に対応できるほど十分ではない。
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 水力

国内の潜在的な水力発電容量は 7800MWであるが、250MW（3%）程度しか利用さ
れていない。Andekaleka 水力発電所が最大のもので、29MW の出力のタービン 2
基が設置されている。

写真 5.4.3-1 AMENAGEMENT水力発電用のダム
首都アンタナナリボとムラマンガの中間にある

 太陽光

国内に年間 2000Wh/㎡/年の太陽光エネルギーが存在することを考えると、マダガス
カルは太陽光資源に恵まれているといえる。太陽光は水の加熱や農産物の乾燥に利

用され、また太陽光発電は電話基地、照明、薬品保存、ポンプなどに利用されてい

る。太陽光発電パネルの価格下落により、この技術は将来的な電力使用者にとって

魅力的なものとなる。また、太陽光発電のみが唯一の代替措置となりえるサイトも

数多くある。太陽熱利用の設備もまた農村地域に普及の期待がある。ホテル、病院、

家庭での段階的な導入により、電力のピーク時需要を低下させる。このエネルギー

源を利用可能な人口を増加させるために、施設の拡充が求められ、太陽光発電キッ

トによる農村の準電化がスタートし、農村電化のマスタープランの一部として進展

していく。

 風力
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風力によるエネルギー源は重要であるが、国内での施設は存在しない。この形態

のエネルギー源はポンプの動力及び発電において効果的であると考えられる（特

に北東部と南東部において）。複合式（ハイブリッド）の発電設備が今後開発さ

れると予想される。

 地熱

 複数の地熱発電に適したサイトが国内に存在する。しかし、このタイプの発電に

は多額のコストと高い技術が要求されるため、近年の経済状況では事業者にとっ

て魅力的なものではない。

木炭

 木炭はマダガスカルでは非常に豊富である、しかし、オペレーション・コストは

非常に高い。

 その他のエネルギー

 バガス： バガスはサトウキビの精糖工場で産出する副産物である。この工場で

のバガスの燃焼熱を用いたコジェネレーションからの電力が、

JIRAMAの電力系統に供給されている。
 糖蜜： 糖蜜はアルコールの製造に用いられる。ただし、化石燃料よりも経済

性があるとは言えない。

 稲藁： 稲藁は、煉瓦生産に用いられる。この資源は米生産を行う地域に、相

当の潜在的資源量はある。

 バイオガス： バイオガスは動植物の廃物から生産される。この技術は比較的簡易で

あり、農村地域への導入と普及が容易と期待される。

 薪炭材

   薪炭材の普及に関する評価結果の 80%は、薪炭材の利用が土地と水循環に相当のイ
ンパクトを与えていることを示している。地域によっては、樹木の乱伐により深刻な

環境劣化が引き起こされ、経済的な影響が報告されている。耕地、港（Mahajanga
など）が土砂に覆われ、耕地の灌漑用水路も土砂に覆われている（以前最大の米生産

地であった Marovoay、Ambatondrazakaでは 4分の 3の耕地が土砂に覆われている）。
研究によれば、とくに西海岸と、大都市周辺の米供給力のある盆地において生態系は

デリケートであり、環境影響が深刻となっている。家庭における調理と熱供給のため

の薪炭材伐採がその原因であり、都市化地域周辺の大規模な森林消失が、土壌流出と

それに伴う洪水、河川/港での土砂堆積を引き起こしている。
   また、薪炭材の調理への利用による健康被害が、多方面の調査で顕著となっている。
木材、木炭、植物残渣の燃焼による大気汚染が、特に女性/子供に対する複数の疾病を
引き起こすというものである。この傾向は木炭利用の増加に伴い日に日に悪化してい

るが、木炭は調理時の熱供給の最大の手段になりつつある。この傾向は中都市を含む

都市部においても圧倒的であり、裕福な村落においても定着しつつある。

   また、高い電力コスト（接続、内部設備、消費）は、住民の利用は困難にしている。
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 　薪炭林への投資は、需要による管理と、森林の自然再生の向上による複合効果によ

り野火を削減、GHGを削減し、また自然植生の CO2吸収能力を増大させる。伝統的
に導入されてきた方策は、電力が存在しない場合、さらに環境負荷が大きい。熱利用

方式の転換により、灯油の利用に比較して、50%のガス排出（削減）がある。
小規模水力、風力、太陽光発電も、こうしたガスの排出を削減する（設備建設時の排

出を除く）

 このように、マダガスカル共和国のエネルギー政策の中には、非化石燃料を起源とし
た電源の需要は強い（電力供給面のニーズ）。また、国策として、（都市部のみならず）

農村への電力の供給力の向上を計り、農村部の電化を計るという政策ニーズ（電力需

要の創出）もある。

5.4.3.2 バイオマス発電に対する現地のニーズ
  現地（トアマシナ州）の電力については、JIRAMA社のトアマシナ事務所の職員と
面談を行った。以下にプロジェクト実施候補地を含む系統連係の概況（図 5.3.4.1）と
面談録を付す。

図 5.4.3-1 プロジェクト候補地周辺の電力概況
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面談録

先方 ：JIRAMA（タマタブ）M.Williams　ヨナラバ氏
日時 ：2003年 10月 31日　8:30～9:30
当方 ：原口調査員、中村調査員、船曳調査員、通訳

要旨

 現在、タマタブでは 20MWの発電設備があるが、電力は不足傾向にある。
 20MWの内訳は、水力が 6MW、火力が 14MW1。火力は全て軽油（ディーゼル）

で 24000㍑/日使用。
 需要は民生中心で、昼間が 8MW 程度、夜間が 12～14MW 程度2であるが、来年

には 16MWに需要は増えると予想。
 10年以内に 20MWの発電設備増設が必要
 EDF（仏）とフルべ地区で 2箇所の水力発電の F/Sを実施したがコストが高い。
出来れば 90MWの発電設備である。

 全てにおいて資金がないので困っている。

 ブリッカビルは 230kWの設備で 160kW程度の発電をしている3。

 SIRAMA社がバガスを使用したバイオマス発電ブリッカビル近郊で行っている。
その他にはバイオマス発電は行われていない。

写真 5.4.3-2 プロジェクト候補地に最寄りの「町」であるブリッ
カビル市にある発電設備遠景

                                                  
1 但し、同時に受領した JIRAMA社の発電状況を示す資料によるとトアマシナ地区の発電設備は、
火力が 17.4MW、水力が 6.76MWの合計 24.160MWである。
2 JIRAMA社の発電状況を示す資料によると、2002年では 12.5MWが最大電力であった。
3 但し、同時に受領した JIRAMA社の発電状況を示す資料によると、ブリッカビル地区の火力発電
所の設備は 360kWである。また、2002年では 137KWが最大電力であった。
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写真 5.4.3-3ブリッカビル市で稼動しているディーゼル発電機

写真 5.4.3-4 バガスによるバイオマス発電を行う SERAMA社製糖工場の風景
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 このように、国全体や州レベルでも、そして実体面でも政策面でも電源の需要は大き
く、電源開発は緊近の課題である。水力に対するニーズが強いが、ダム建設等の環境

への影響を考えると、今後本プロジェクト候補地及び近郊に存在する比較的豊富なバ

イオマスの未利用資源を如何に有効に電力用原料として活用できるかは、マダガスカ

ル共和国におけるエネルギー政策への一つの解決アプローチとなると考えられる。

また、5.3.3項では地元住民による植林管理の際に生じる林地残材を利用した木炭の
製造および自宅での炊事利用ならびに余剰木炭の村外への販売を検討した。

一方、当該植林地から発生する林地残材等のバイオマスは、木炭利用を除いても相

当量が未利用で残ること、およびエネルギー供給源の乏しい地域では貴重な資源とな

りうることから、木炭製造以外の有効利用方法について検討した。

ここで検討する林地残材を利用したバイオマス発電は、マダガスカル国のエネルギ

ー政策で述べられているように、環境保護を図りつつ、地方の電化計画を推進させた

いとする国策に合致するものであり、エネルギー省、JIRAMAおよび地元トアマシナ
州の支援協力を得やすいものと考えられる。

また、発電所の建設から運転保守にいたるまで、大規模な地元雇用の創出も期待で

き、発電所立地に際して適切な環境対策が織り込まれるならば、地元住民からも歓迎

されるものと推察できる。

5.4.3.3 バイオマス発電規模の検討

(1) バイオマス燃料量
発電用燃料となるバイオマス量は、年間植林面積が 1,000haと 4,200haの場合の
2ケースについて検討し、表 5.3.4.3－1に検討結果を示す。

表 5.4.3.3－1  バイオマス燃料量の検討
項   目 Case-1 Case-2

植林面積         ha / 年 1,000 4,200

林地残渣量   千ﾄﾝ D.W./年 47.4 187.2

木炭への利用 千ﾄﾝ D.W./年  2.4   2.4

発電利用量   千ﾄﾝ D.W./年 45.0 184.8

(2) 発電方式の検討
  バイオマス利用の主な発電システムは現在のところ、

(i) 直接ボイラ燃焼による蒸気タービン発電
(ii) バイオマスガス化によるガスエンジンもしくはガスタービン発電
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(iii) バイオディーゼル油等によるディーゼル発電
が挙げられるが、(ⅱ)および(ⅲ)の発電方式は本格実用化の途上にあり、技術面お
よびコスト面で今後検証が必要であるため、本検討では広く一般的に利用されて

実績も豊富な(ⅰ)のストーカボイラ＋蒸気タービン発電技術を導入することとす
る。

(3) 発電規模の検討
林地残材は主としてバークおよび枝葉であり、その割合はおおよそ 40:60と想

定されるが、ここではバイオマス燃料の発熱量は概略値を用いる。発電所の基本

的諸元を次のように仮定すると、予想発電規模は表 5.3.4.3－2のように試算され
る。

① 燃料発熱量  ：  3,000 kcal/kg-D.W.
② 発電効率    ：  小型：10 %、中型：20%
③ 年間利用率  ：  75 %   （運転時間  6,600 時間）

表 5.4.3.3－2   発電容量の検討結果
項   目 Case-1 Case-2

植林面積        ha / 年 1,000 4,200

発電利用量  千ﾄﾝ D.W./年 45.0 184.8

燃料消費量       ﾄﾝ / hr  6.8  28.0

発電効率             % 10 20

所内率               % 30 20

発電規模           kW 2,400 19,500

送電端出力         kW 1,700 15,600

年間送電電力量    kWh 11,220,000 102,960,000

上表のとおり、年間植林面積を 4,200haとする Case－2の場合では、発電規模
は 20MW級となり、バイオマス発電所としては大規模なものが期待できる。

5.4.3.4 バイオマス発電利用への技術的課題
前項では概略の発電所規模を推算したが、今後詳細な技術検討が必要である。主要

な検討項目を次に整理する。

(1) 燃料発熱量、水分：
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植林に計画しているユーカリ材のバーク、枝および葉別に発熱量や含水分を調

査するとともに、それぞれの年間の変動幅も調査して数値を精査する。

(2) 燃料調達量：
バイオマス発電では、安定した燃料調達がプロジェクトリスクと密接に関係す

るので、計画段階でも正確な把握が必要である。したがって、植林管理における

年間のバイオマス資源の発生量の変動予測を検討する。

(3) プラント利用率の検討：
植物系バイオマス燃料は、一般的にカリウムや塩素分を多く含んでいるために、

ボイラ内での灰のスラッギングやファウリングがしばしば問題となり、定期的な

プラント停止による灰の除去作業を余儀なくされる場合がある。ここで利用する

ユーカリ材の燃焼に際して、技術的課題の洗い出しを行うと同時に、プラントの

必要停止日数を算定し、系統電力としてエネルギー供給を行う場合に重要となる

発電所利用率を精査していく必要がある。

(4) 送電網との接続検討：
植林地近傍での発電所建設を念頭に置く場合、最寄の送電網との接続を検討す

る必要があるが、発電規模や発生電力をどのエリアに供給するか国のエネルギー

供給計画、さらに送電線建設費の経済性も加味しながら、総合的に検討する必要

がある。

(5) 用水の確保：
火力発電所の立地においては、蒸気タービンで膨張仕事した後の蒸気の冷却水

確保が重要用件となる。特に内陸部のサイトでは冷却塔を用いた空冷方式を採用

するのが一般的であるが、この場合でもボイラ蒸発量相当の大量の補給水が冷却

塔に必要であるため、用水の確保について詳細検討が必要である。

(6) 燃焼灰の処理：
燃焼灰の処理に関しては、灰の性状を確認し、pＨ等の問題のないことを確認し

た上で、植林地や農地への肥料が望ましいが、マダガスカル国の産業廃棄物規制

や土壌管理基準、水質管理基準等を踏まえ、場合によっては廃棄物処理方法も視

野に検討する必要がある。

(7) 環境保護対策：
途上国における小規模なバイオマス発電では、サイクロンまたは電気集塵機に

よる煤塵除去装置の設置程度で一般的には十分とされるが、当該国のばい煙排出
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規制等の調査が必要である。

5.4.3.5 バイオマス発電利用の国内調査報告
今回の検討に参考とするために、国内での木質系バイオマス発電の事例調査を下記

のとおり行った。

(1) 調査先： 中国木材㈱ 郷原工場（広島県呉市郷原町）
(2) 対応者： 中国木材㈱ 加工部 山賀主任、王子製紙㈱ 呉工場 事務部 楠畑調査役
(3) 訪問者： 王子製紙 原口、ナットソースジャパン 船曳、電源開発㈱ 後藤、平岡
(4) 報告事項：

① 設置ボイラの仕様

設備 No. 型 式 蒸発量 t/h 用 途 主燃料

＃１ 煙管ボイラ 5 蒸気供給 柱の端材

＃２ 〃 5 〃 〃

＃３ ストーカ式 10 自家発電＋蒸気 乾燥オガ粉

＃４ 〃 13 〃 〃

＃５ 〃 13 自家発電 バーク

＃６ 〃 20 自家発電＋蒸気 バーク、生オガ粉

② 燃料取扱上の留意事項：

○ 燃料投入方法は端材の場合、バッチ処理でピストンでバルクを押し込む単
純な方式である。オガ粉の場合は、定量フィーダを用いた気流搬送方式を

採用。

○ 主な燃料材はベーマツ、レッドウッド。ベーマツは酸性材のため、燃料の

乾燥系統や供給系統で腐食が発生する。

○ 原料の含水量は燃焼の良し悪しを左右する重要な要素である。郷原工場で

は含水率 15%程度まで、蒸気乾燥させて利用している。
○ オガ粉は乾燥後、サイロ貯蔵している。その他燃料は飛散防止ネットによ

るばいじん飛散対策を行っている。

③ ボイラ運転上の留意事項：

○ メンテ不足のためボイラ蒸発量が設計値の 80%程度の落ちる。
○ メンテ周期は月 1 回運転停止する。炉内で硬い灰の固着が発生するので、
休転中に灰の払い出しを行う。ボイラの急速停止・再起動を避けるため、

それぞれ 2-3日かかり、灰出し作業に 3に程度要するので、1回の停止期間
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はおよそ 1 週間である。水管の詳細点検を行う場合は、さらに 4-5 日停止
期間が延びる。ちなみに、蒸気タービンは年 1回の定期点検のみ。

○ ボイラ起動方法は、軽油等の補助燃料を使わずに、新聞・木屑等を使って

徐々に昇温、昇圧する。ウォーミング時間は 3時間程度。
○ ボイラ運転要員は、＃1および＃2で 1名担当、＃3-5で 1名担当。

④ 蒸気タービン発電機の仕様と運転上の留意事項：

設備 No. 電気出力 kW 型 式 備 考

＃１ 330 背圧タービン 排気は工場に供給

＃２ 330 〃         〃

＃３ 2,000 再生タービン
工場用低圧蒸気（5K）を
一部利用して、出力増運転

○ 郷原工場では、復水冷却用に冷却塔方式を採用しているが、冷却塔からの

蒸発水量はボイラの蒸発量とほぼ同量（10 数 t/h）となり、相当のメーク
アップ水が必要となる。

○ 蒸気タービンの運転要員は特別配置しておらず、ボイラ運転員が監視する。

基本的には異常発生時は自動停止させる。郷原工場では電力よりも製品乾

燥用の蒸気確保が優先されている。

⑤ ボイラ燃焼灰の留意事項：

○ 燃焼灰は後段の電気集塵器で捕集されるが、未燃分があり黒色で、アルカ

リ性状を示す。郷原工場では産廃扱いとなっている。

         図 5.4.3-2  中国木材㈱ 郷原工場 ボイラ・タービン系統図（赤字は実運用値）

#1 ボイラ#1 ボイラ
5 t/h

#2 ボイラ
5 t/h

#3 ボイラ
10 t/h

#4 ボイラ
13 t/h

#5 ボイラ
13 t/h

#6 ボイラ
20 ｔ/h

#1 ﾀー ﾋﾞﾝ発電機
330 kW

#2 ﾀー ﾋﾞﾝ発電機
330 kW

#3 ﾀー ﾋﾞﾝ発電機
2,000 kW

端材
0.5－1 t/h

端材
0.5－1 t/h

乾燥オガ粉
1.69 t/h

乾燥オガ粉

粉砕バーク

生オガ粉
バーク

プロセス蒸気
（乾燥、暖房用）8 t/h

15K, 200℃

15K, 200℃

10 t/h
15K, 200℃

4-5 K
140-150℃

復水器
（冷却塔方式）

4-5 t/h

１２００－１３００ ｋW

3-4 t/h

3-4 t/h

10 t/h

10 t/h

増設中



117

写真 5.4.3-5  #2ボイラ缶前（蒸発量 5t/h）

写真 5.4.3-6  #2背圧式蒸気タービン発電機（電気出力 330kW）
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写真 5.4.3-7  #5ボイラ正面（蒸発量 13t/h）

写真 5.4.3-8  #3蒸気タービン発電機（電気出力 2000kW）
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写真 5.4.3-9  #3蒸気タービン発電機の制御装置

写真 5.4.3-10  #3蒸気タービンの復水冷却塔外観
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 5.4.3.6 バイオマス発電についての総括
   本項において、バイオマス発電に対する現地ニーズとその実現可能性についてみて
きた。本来、本調査におけるバイオマス部分の利用については、現在マダガスカル共

和国全体で使用されている薪炭材、特に木炭にフォーカスを当てて調査を行った。た

だし、その過程で、木炭利用以外の電力に対するニーズを掴んだ。

   本調査において木炭に注目した理由は、本プロジェクトにおける植林及び育林、林
地管理の技術移転により現地住民が育てた植林木を現地住民が獲得し、その一部を薪

炭材として利用することによって、現状の薪炭材の需要に対し森林管理が制度上機能

していないため壊滅の危機に晒されているマダガスカル共和国に残された天然林に対

する伐採圧力を低減する事になると考えたためである。天然林の減少は、単に樹木だ

けでなく、世界的に貴重な多くの生物の生存基盤を根底から破壊する事とも同義であ

る。

   ところが、現地では単にエネルギー資源を天然林起源の木炭から植林木起源の木炭
に変更し、天然林を保護するだけではなく、エネルギー構造を薪炭利用から非化石燃

料起源の電力に変えたいというニーズを確認した。特に木炭については、森林破壊の

元凶という事のみならず、その使用が国民の健康に害をもたらしている点も重要視さ

れている。

   ただし、エネルギー構造の転換は、一朝一夕に行えるものではない。特に需要サイ
ドのライフスタイルの転換と、発電・送配電等の電力インフラの整備が上手くマッチ

しなければならない。特にライフスタイルの変換は、生活の中で電力を安全且つ有効

に使う事を会得すると共に、新しいエネルギー源を購入する現金を獲得する労働/雇用
構造の変化も求められる。その変化をどのようなスピードで受け入れる事が出来るか

は、現地住民の生活や意識の変化に依存すると考える。

   本調査では、初期の目的である木炭の製造につき 5.3.3 項で検討した。当面、急激
な木炭を使用する生活からの脱却を考えるよりは、徐々に変化していくことを前提と

するならば、現地住民の薪炭材への需要は残ると思われる。

   ただし、それを加味しても一定量の未利用バイオマス資源が発生する事を 5.3.4.2
で示した。更にその利用方法として電力への転換を検討した。また、本事業により現

地住民に現金収入が発生する事は第 16章で示す。
   今後中期的な本プロジェクトから派生するエネルギー分野の課題として、如何に未
利用バイオマス資源を有効に現地に還流するかある。また、本プロジェクト外の現在

未利用のバイオマス資源（特にムラマンガ周辺）をマダガスカル共和国の電力ニーズ

に乗せるかは、本調査の範囲外であるが同国にとって重要な課題であり、我が国政府

からなんらかの解決策を提案する事は非常に有益な事と考える。
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第 6章. ベースラインの設定

　以下では、本プロジェクトにおけるベースライン設定手法の検討を行うとともに、プロ

ジェクトエリアの土地利用の現状評価および植林適地選定を行った。

6.1 COP9の現状と課題

6.1.1 森林と対象プロジェクトの定義

SBSTA19/COP9において採択された FCCC/SBSTA/2003/L.27では、CDMにおける森
林定義はマラケシュ合意(FCCC/CP/2001/13/Add.)と同様に、以下の定義とされた。

森林の定義（以下の 3つの最低値をすべて超えるものとする。）
■ 最低面積 0.05 - 1.0 ha
■ 最低樹冠率 10 - 30%
■ 成木の最低樹高 2 - 5m
（ただし、各国は閾値の中から適当な値を選択可能）

また、新規植林と再植林の定義はマラケシュ合意(FCCC/CP/2001/13/Add.)と同様であり、
新規植林(Afforestation)とは 50年間以上森林でない土地を森林に転換する行為、再植林と
は基準年(1989年末)以来森林でない土地を森林に転換する行為とされた。

　このため、プロジェクトバウンダリー設定およびベースライン設定においては、上記の

定義が判定可能となる手法を用いることが必要となる。

　なお、CDMプロジェクトにおける具体的なプロジェクト形態としては、4.1節にて示し
た以下の各事業が想定されているが、本プロジェクトはチップ材およびバイオマスエネル

ギー利用を目的とした非森林地域に対する植林活動であり、「産業植林」として位置づけら

れる。

 非森林地域での木材等供給のための産業植林（プランテーション）
 在来種を用いた非産業植林（環境植林）
 果実・作物などの多目的樹種の植林
 これらの複合森林
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6.1.2 ベースラインの設定方法

SBSTA19/COP9において採択された FCCC/SBSTA/2003/L.27では、ベースライン設定
方法として、次のいずれかを選択できることとされた。

プロジェクトのバウンダリー内における、

(1) 既存の実質的あるいは過去の、炭素蓄積の変化。
(2) 投資に対するバリアを考慮して、経済的に魅力的な活動を反映した、炭素蓄積の変化。
(3) プロジェクト開始時の最も起こりそうな土地利用を反映した、炭素蓄積の変化。

　以下では、プロジェクトエリアであるトアマシナ州ブリッカビル地区におけるベースラ

イン設定を目的として、以下の作業を実施した。

 プロジェクトタイプの定義
 土地被覆(利用)形態の分類
 プロジェクトバウンダリーの設定

　以下に、各作業の詳細を述べる。

6.2　データセットの作成と管理

　本調査では、プロジェクトエリアおよびバウンダリー内の各種評価を行うために必要と

なる、各種データの取得・整備を行った。取得・整備したデータは、「地理情報データ」、「リ

モートセンシングデータ」および「現地計測データ」に大別され、地理情報システム(GIS)
を用いて統合化を行った。

以下に、本調査において整備したデータセットを概説する。

6.2.1　地理情報データ

　本調査において整備した地理情報データは、ベクター型データとラスター型データの二

種類である。ベクター型データは、ポリゴン、ライン、ポイントの各形式で表示されるデ

ジタルデータであり、植生、地質、河川等の自然環境に関わる情報のほか、道路、鉄道、

都市等の人工物・インフラに関わる情報が含まれている。

一方、ラスター型データは、メッシュデータである標高データ(GTOPO30)を除き、現地
調査において入手した各種地図データをスキャニングしてデジタル化するとともに、緯度

経度情報を付加した地図画像である。なお、各地図は解像度を 400dpi とし、地図投影法
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は等緯度経度(WGS84)とした。また、ファイルフォーマットはGEOTIFF（緯度経度情報
が含まれないデータは TIFF）とした。本処理により、ベクター型の地理情報データ、リ
モートセンシングデータおよび現地取得データとラスター型地図画像を重ね合わせて表示

することが可能とした。

　整備した地理情報データの一覧を表 6.2-1に示す。

表 6.2-1　本プロジェクトにおいて整備した地理情報データ

データ種類 縮尺 概要

■ベクター型データ

VMAP Level 0
vector base map

1/100万
ベース

マダガスカル全域を対象とした、海岸線、

河川、道路、鉄道、都市等、行政区分の各
種レイヤー

Simplified Geology of
Madagascar

- マダガスカル全域を対象とした、地質情報

データ
（1997年作成）

Madagascar, Remaining
Primary Vegetation

- マダガスカル全域を対象とした、現存する
一次植生のデータ

（1997年作成）
Madagascar Remaining
Primary Vegetation
Classified by the
Underlying Geology

- マダガスカル全域を対象とした、上記の地

質情報データと現存一次植生データを統合
したデータ

■ラスター型データ

地形図 1/10万 現地より入手した紙地図を GEOTIFF フォ
ーマットにてデジタル化

植生図 1/20万 現地より入手した紙地図を GEOTIFF フォ
ーマットにてデジタル化

地質図 1/20万 現地より入手した紙地図を GEOTIFF フォ
ーマットにてデジタル化

土壌図 1/20万 現地より入手した紙地図を GEOTIFF フォ
ーマットにてデジタル化

試験林図 1/5万 現地より入手した紙地図を TIFF フォーマ
ットにてデジタル化 (緯度経度情報なし)

事業対象地概略図 1/50万 現地より入手した紙地図を TIFF フォーマ
ットにてデジタル化 (緯度経度情報なし)

GTOPO30 Global
Digital Elevation Model

1km
メッシュ

マダガスカル全域を対象とした、1kmメッ
シュのデジタル標高データ

6.2.2　リモートセンシングデータ

　リモートセンシングデータは、衛星から取得されたデータ(衛星データ)と航空機から取
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得したデータ(航空機データ)に大別される。また、リモートセンシングセンサには、太陽
光による地表物体の反射光を観測する光学センサー（可視~短波長赤外域）、温度を観測す
る熱赤外センサー、センサーから地表面に射出されるマイクロ波の後方散乱を観測する合

成開口レーダー（SAR）、パルス波により樹高等の高さ情報を取得するプロファイラーな
どの様々な種類がある（各センサーから得られる情報の特性および取得可能期間は、

GPG/LULUCF2.4.4.1項等においても記述されている）。このうち、本プロジェクトでは、
主に光学センサーデータについて整備を行った。整備した各データは、等緯度経度法

(WGS-84)による幾何補正を行うことにより、前述の地理情報データと統合的に利用可能と
した。

なお、プロジェクトエリアは雨季と乾季があることから、雨季となる 11月～3月は雲の
影響により光学センサーのデータ取得機会は大幅に低減する。このため、整備したデータ

も主に乾季に取得されたデータとなっているが、今後、継続的にデータ整備を行っていく

ためには、合成開口レーダー（SAR）により取得されたデータも考慮する必要がある。
リモートセンシングデータの利用にあたっては、観測時期と合わせて空間分解能(地上識
別能力)を考慮する必要がある。具体的には、CDM吸収源プロジェクトにおいて森林の最
低面積は 0.05 - 1.0 haの範囲とされており、設定した最低面積が算出可能な空間分解能を
有するデータを選択する必要がある（空間分解能と森林面積の推計誤差に関する議論は、

7.2.1項にて述べている）。
　また、衛星リモートセンシングデータと合わせて、現地において入手した 1950 年取得
のモノクロ航空写真のデジタル化およびモザイク処理を行った。デジタル化においては解

像度を 600dpiとし、TIFFフォーマットにて保存した。

　整備したリモートセンシングデータの一覧を表 6.2-2に示す。

表 6.2-2　本プロジェクトにおいて整備したリモートセンシングデータ

データ種類 取得日 概要

Terra MODIS
データ

2003年 6月 空間分解能：250m（可視~短波長赤外域）
MOD13Q1:Vegetation Indices 16-Day L3
Global 250m SIN Grid
マダガスカル全域のコンポジット画像

Landsat ETM+
データ

2000年 10月 28日 空間分解能：30m（可視~短波長赤外域）
プロジェクトエリア全体を含む

（一部に雲が含まれる）

Terra / ASTER
データ

2003年 10月 21日 空間分解能：15m（可視・近赤外域）
正射投影プロダクト(Level 3A)
プロジェクトエリアを含むが、80%以上が雲
となっているため、Landsat/ETM+データの
幾何補正のみに利用
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IKONOS
データ*

2003年 11月 10日 空間分解能：1m（パンシャープン）
プロジェクトエリアの東側沿岸域

現地土地被覆状況確認、検証用として利用

航空写真 1950年
（取得月日不明）

1950年代に取得されたモノクロ航空写真
デジタル化した後にモザイク処理を実施

　* IKONOSデータの著作権は、日本スペースイメージング株式会社に帰属する。

　なお、基準年(1990年)時点のリモートセンシングデータについては、今後、米国民間企
業により作成された LANDSAT/TM の正射投影プロダクトである「GeoCover Ortho
1990」と土地被覆分類プロダクト「Land Cover 1990」を取得予定である。また、モニタ
リングを目的として、新規取得データおよび他センサーにより取得されたデータを随時追

加することを予定している。

6.2.3　現地取得データ

　本調査における二回の現地調査(2003年 9月、同年 10月～11月)では、GPS受信機とデ
ジタルカメラを用いた現地観測を実施した。また、複数地点において、ユーカリ植林地、

草地、潅木および湿地のバイオマス計測を実施している。表 5.2-3に現地調査においてGPS
による緯度経度を計測した地点の一覧を示す。

表 6.2-3　現地調査においてGPSによる緯度経度を計測した地点

経度 緯度 GPS_N
O

年月日 現地調査地点名

48.53607 -18.94350 243 20030926 R2号線、峠からの遠望
49.36517 -18.18116 244 20030926 トアマシナ港

49.36512 -18.18135 245 20030927 港 3.4km造成地
49.36519 -18.18146 246 20030927 R2号線からの造成地入り口
49.35439 -18.17362 247 20030927 試験地LD4入り口
49.08491 -18.84014 248 20030927 試験地LD4Rep1の端、斜面下部
49.08315 -18.83954 251 20030927 試験地を挟み、湿地

49.08355 -18.84070 252 20030927 横へ 100m移動
49.08469 -18.84021 253 20030927 試験地横のG.banksii
49.08502 -18.84094 254 20030927 G.bの植生調査
49.07279 -18.82601 256 20030927 ブリッカビルの橋起点

49.07072 -18.82493 257 20030927 橋終点

48.95617 -19.05544 259 20030927 LD3 South入り口
48.95692 -19.05491 260 20030927 LD3 South右端
48.95634 -19.05457 261 20030927 土壌サンプル採取

48.95519 -19.05390 262 20030927 Rep.4
48.95646 -19.02518 264 20030927 E.grandis　10年生
48.95668 -19.02519 265 20030927 E.grandis　10年生
48.95694 -19.02501 266 20030927 E.grandis　2.5年生
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48.97227 -19.01622 267 20030927 試験地LD3 North
48.98780 -19.01743 268 20030927 試験地LD3 North
48.98729 -19.01804 269 20030927 試験地LD3 North
48.98789 -19.01914 270 20030927 試験地LD3 North
48.98827 -19.01902 271 20030927 試験地LD3 North
48.98803 -19.01774 272 20030927 試験地LD3 North
48.94310 -18.98188 273 20030927 試験地入り口のマーケット

48.94306 -19.00298 274 20030927 試験地入り口の集落A
48.95779 -19.06124 275 20030927 LD3　Northの先集落B
48.99411 -19.02091 276 20030929 集落C川の側
47.88584 -18.91964 277 20031030 RN2木炭業者
47.89487 -18.91751 278 20031030 RN2木炭業者
47.88988 -18.92091 279 20031030 RN2木炭業者
48.17682 -18.91992 280 20031030 ムラマンガへ道中､木炭販売

48.23188 -18.94766 281 20031030 ムラマンガへ道中､木炭販売

48.23184 -18.94830 282 20031030 ムラマンガの製材所

49.42765 -18.15876 283 20031031 トアマシナ港

49.08081 -18.81218 284 20031031 ジラマ・ブリッカビル　ディーゼル発

48.94153 -18.98191 285 20031031 試験地入り口/自家発電
48.94313 -19.00232 286 20031031 集落A
48.94597 -18.99649 287 20031031 苗畑

49.03358 -18.79914 288 20031031 試験地入り口への橋

49.10340 -18.73955 289 20031031 シラマ・サトウキビ・バガス発電

48.99436 -19.02073 290 20031101 集落C
48.99491 -19.02162 291 20031101 集落C
48.95822 -19.01904 292 20031101 2.5年生ユーカリ植林地/バイオマス調
48.95813 -19.01843 293 20031101 2.5年生ユーカリ植林地/バイオマス調
48.95762 -19.01839 294 20031101 2.5年生ユーカリ植林地/バイオマス調
48.95768 -19.01904 295 20031101 2.5年生ユーカリ植林地/バイオマス調
48.95867 -19.02112 296 20031101 10年生ユーカリ植林地/バイオマス調査
48.95885 -19.02138 297 20031101 10年生ユーカリ植林地/バイオマス調査
48.95910 -19.02069 298 20031101 10年生ユーカリ植林地/バイオマス調査
48.95879 -19.02056 299 20031101 10年生ユーカリ植林地/バイオマス調査
48.95787 -19.06111 300 20031102 集落B
48.95737 -19.06117 301 20031102 集落B/湿地/水田利用
48.95645 -19.06105 302 20031102 集落B/湿地/水田利用
48.95922 -19.06079 303 20031102 集落B/高台/全景
48.95954 -19.06053 304 20031102 集落B/高台/全景
48.95600 -19.05459 305 20031102 試験地/LD3South
48.95520 -19.05388 306 20031102 試験地/LD3South
48.97964 -19.01601 307 20031102 草地/バイオマス調査
48.97972 -19.01656 308 20031102 草地/バイオマス調査
48.98003 -19.01674 309 20031102 草地/バイオマス調査
48.97980 -19.01602 310 20031102 草地/バイオマス調査
48.97950 -19.01596 311 20031102 潅木G.merina/バイオマス調査
48.98010 -19.01518 312 20031102 潅木G.merina/バイオマス調査
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48.98031 -19.01501 313 20031102 潅木G.merina/バイオマス調査
48.98051 -19.01488 314 20031102 湿地/バイオマス調査
48.98051 -19.01488 315 20031102 湿地/バイオマス調査
48.98501 -19.01556 316 20031102 湿地/バイオマス調査
48.41997 -18.94132 317 20031103 RN2森林公園
48.23595 -18.94161 318 20031103 ムラマンガ森林局

48.15559 -18.90266 319 20031103 ムラマンガ/火災跡地/300ha焼失
48.15465 -18.90223 320 20031103 ムラマンガ/火災跡地/300ha焼失
47.94768 -18.92914 321 20031103 ジラマ/水力発電所
47.94738 -18.92899 322 20031103 ジラマ/水力発電所
47.92906 -18.92136 323 20031103 ジラマ/水力発電所

6.2.4　データの統合化

　上記の各データを効率的に活用するために、GIS ソフトウェア(ArcView)を用いて本調
査で整備したデータの統合化を行った。なお、今後、調査において新たに取得されたデー

タは、IPCC/GPG 4.3.4項における品質管理規定に則って逐次GISにて統合管理し、プロ
ジェクトの計画、実施、モニタリング、報告の各段階で有効に活用できるようにデータを

適切に管理するとともに、プロジェクトデータベースとしての機能を強化することを予定

している。
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6.3 プロジェクトタイプの定義

　Glen M. Green et. al (1990)1によると、本プロジェクトの対象地域が含まれるマダガス
カル東岸は、人為的な影響を受ける前には 1,120 万 ha の森林を有していた。しかしなが
ら、人口の増加に伴い 1950年には森林面積が 760万 haに減少し、さらに 1985年には
380万haまで減少している(図 6.1-1参照 –赤枠はプロジェクトエリア付近 -)。1950年か
ら 1985年までの 35年間における年平均の森林減少率は 1.5%(111,000ha)であり、特に標
高が低く地形傾斜が緩やかな地域において急激な森林減少が生じている。これは、図 6.3-
2に示すMODISデータ(2003年 6月取得)と標高データの重ね合わせによる立体画像にお
いても、読み取ることが出来る(森林（濃い赤）地域が、標高の高い地域にのみ分布してい
る)。また、森林減少の主要因は、薪炭等のエネルギー利用を目的とした伐採によるもので
あり、人口密度の高い地域ほど森林減少速度が早いこともGlen M. Green et. al (1990)の
研究において示されている。

図 6.3-1　マダガスカル東岸の森林分布の時系列変化(枠内がプロジェクトエリア)
(Glen M. Green et.al.(1990)より改変)

                                                
1 Glen M. Green and Robert W. Sussman “Deforestation History of the Eastan Rain
Forests of Madagascar from Satellite Images, Science, VOL. 248 p212 – 215, 1990
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図 6.3-2　MODISデータと標高データの重ね合わせによる立体画像
（プロジェクトエリアから内陸部を望む　左奥がアンタナナリボ）

　本プロジェクトのプロジェクトエリアであるトアマシナ州ブリッカビル地区は、図 6.3-
4および図 6.3-5において右下の黄色で囲まれた地域海岸沿いの低地帯であり、図 6.3-6と
図 6.3-7の現地写真に示すとおり緩やかな起伏が続く地域である。現地調査により、現在
は草地が全域に広がるとともに、窪地に灌木（樹高 2m以下）、農地および湿地が点在する
ことが確認されており、「非森林」と分類される。また、低地である同地域は、1950年時
点で既に非森林地域であったことGlen M. Green et. al (1990)の研究において示されてお
り（参照：図 6.3-1の赤枠内）、独自に入手した 1950 年撮影の航空写真（図 6.1-8）にお
いても、目視判読により当該地域が非森林地域と判断出来る（薄いグレーが草地、濃いグ

レーが潅木、農地、湿地）。また、各種地図および現地での聞き取り調査等により、1950
年から今日まで同地域の土地利用形態に大きな変化が無かったことが明らかになっている。

以上より、本プロジェクトにおける植林は「新規植林」と定義できる。また、プロジェ

クト形態は、チップ材およびバイオマスエネルギー供給を目的とした産業植林と位置づけ

られる。

プロジェクトエリア
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図 6.3-4　プロジェクトエリア周辺のMODISデータと地理情報データの重ね合わせ
（濃い赤が森林、薄い赤が農地・草地等）

図 6.3-5　プロジェクトエリア周辺の標高データ)と地理情報データの重ね合わせ
（濃い赤の地域が標高の高い地点(約 1500m)で青い地域が標高の低いとなる。）

プロジェクトエリア

プロジェクトエリア
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図 6.3-6　プロジェクトエリアの概観 1（全体に草地が広がる）

図 6.3-7　プロジェクトエリアの概観 2（凹地に潅木が点在する）
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図 6.3-8　プロジェクトエリアの航空写真モザイク（1950年撮影）
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6.4　植林部におけるバウンダリーの設定

　4.2.1節にて述べたように、GPG/LULUCF(3.4.2)ではプロジェクトのバウンダリーを、
“地理的な領域”、“事業期間”、“炭素排出・吸収活動（明確かつ合理的に説明することが

出来るもの）”により定義することとしている。特に、“地理的な領域”については、地理

的な座標、土地利用・管理履歴の詳細等の情報を整備することにより、全てのステークホ

ルダーとプロジェクト実施者の間において境界線を認識されるようにする必要があるとさ

れている。また、SBSTA19/COP9において採択された FCCC/SBSTA/2003/L.27では、プ
ロジェクトのバンダリーとは、「プロジェクトの新規植林・再植林を行う地理的境界であり、

分散した土地を含むことが可能」と定義され、吸収源プロジェクトにおけるバウンダリー

は複数の事業サイトに分散して設定することが出来る。

　本プロジェクトにおけるバウンダリーは、植林地である「植林部」、「輸送部」およびチ

ップ生産を行う「チップ工場部」の 3つのバウンダリーより形成される。このうち、本章
では、「植林部」におけるバウンダリーの設定を行う。

本プロジェクトにおいては、植林部におけるバウンダリーの定義を以下の通りとする。

本プロジェクトにおける植林部のバウンダリー定義

 本プロジェクトにおける植林部のバウンダリーは、プロジェクトエリア内における
「潜在植林適地」とする。

 「潜在植林適地」とは、プロジェクトエリア内における「草地」と「裸地」とし、
既存の潅木・樹木の植生が無く、畑地・水田等の人為的な生産活動が行われていな

いエリアにおいて、植林が可能な地域を言う。

 同地域では「草地」と「裸地」は人為的な活動無しに森林へ遷移しない。
 砂地等の森林の成長が望めない地域は除外する。

 植林部のバウンダリーは分散した複数の事業サイトより形成される。

　以下では、上記の定義に基づくバウンダリーの設定を目的として行った、リモートセン

シングデータ、地理情報データ等を用いた土地被覆(利用)状況の解析および、プロジェク
トエリアの選定・評価手法の検討を行った結果を示す。なお、本検討に用いたリモートセ

ンシングデータである Landsat/ETM+データは空間分解能が 30mであり、判別の最小単
位である１画素の面積は約 0.09haとなるが、後述(7.2.1項)するようにバウンダリーの境
界線においては 5%程度の面積推計誤差が想定される。
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6.4.1　バウンダリー設定手順

　以下に、本解析において用いた処理プロセスを示す。

(1) リモートセンシングデータ(Landsat ETM+データ)の幾何補正
ASTER の正射投影画像（オルソ・プロダクト）を用いて、Landsat/ETM+データの
幾何補正を行った。なお、地図投影法は他の整備データと同じ等緯度経度座標

(WGS-84)とした。

(3) 処理対象地域の切り出し
　トアマシナ港からプロジェクトエリアまでの範囲が含まれるよう、幾何補正を行っ

た Landsat/ETM+データの切り出しを行った。図 6.4-１に切り出した範囲を示す。

(4) トレーニングエリアの選定
　高空間分解能衛星データである IKONOS データと現地調査データを参照データと
し、Landsat/ETM+データより土地被覆分類のためのトレーニングエリア選定を行っ
た。なお、トレーニングエリアの選定にあたっては、プロジェクトエリアにおける土

地利用・土地被覆の特徴を考慮するとともに、分類に利用する Landsat/ETM+データ
において抽出可能となる土地被覆を対象とした。また、処理対象画像は雲が多く含ま

れることから、各土地被覆とともに判定不能地域として雲および雲影もトレーニング

エリアの対象とした。以下に、トレーニングエリアの分類項目を示す。

■ トレーニングエリア分類項目

 草地

 裸地

 粗な潅木・森林

 密な潅木・森林

 畑地

 水田・湿地

 砂地（海岸、内陸）

 水域（海域、河川・湖沼域）

 雲域（雲、雲影）

図 6.4-2～図 6.4-7に、IKONOSデータによる各トレーニングエリア周辺地域の画
像例を示す(砂地、水域、雲域は除く)。

　なお、GPG/LULUCF(2.2)では、土地利用のカテゴリーを森林(Forest Land)、農地
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(Cropland)、草地(Grassland)、湿地(Wetland)、居住地(Settlements)およびその他
(Other land)と分類し、プロジェクト実施前と実施後の土地利用形態の変化パターン
ごとにモニタリングに必要となる事項を定義している。本処理において設定したトレ

ーニングエリアと GPG/LULUCF(2.2)における土地利用カテゴリーの関係を表 6.4-1
に示す。

表 6.4-1　 GPG/LULUCFの土地利用カテゴリーとトレーニングエリアの関係
森林 農地 草地 湿地 居住地 その他

草地 ○

裸地 ○

粗な潅木・森林 △ ○

密な潅木・森林 ○ ○

畑地 ○

水田・湿地 ○ ○

砂地（海岸、内陸） ○

水域（海域、河川・湖沼域） ○

雲域（雲、雲影） ○

横軸：GPG/LULUCF(2.2)における土地利用カテゴリー
縦軸：本処理におけるトレーニングエリアのカテゴリー

(5) 分類処理の実施
　抽出したトレーニングエリアを教師として、対象データの教師つき分類を行った。

なお、分類手法は複数の手法による処理結果を検証した上で、「最短距離法」による分

類を採用した。また、IKONOSデータおよび現地調査データを基に、分類結果の精度
評価を行った。

(6) プロジェクトエリアの土地被覆状況解析
　精度評価後の分類画像より、プロジェクトエリアの土地被覆状況の解析を行った。

(7) バウンダリー(潜在植林適地)の抽出
　プロジェクト候補地域内において、植林事業が実施可能と想定される地域を抽出す

るための手順の検討を行うとともに、植林適地の抽出を行った。

(6) 周辺地域の土地被覆状況解析・潜在植林適地の抽出
　精度評価後の分類画像より、周辺地域の土地被覆状況の解析と潜在植林適地の抽出

を行った。
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図 6.4-1　処理対象とした範囲（Landsat/ETM+ R:Band1, G:Band2, B:Band3）
青枠がプロジェクトエリア(白く見えるのは雲)
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図 6.4-2　草地（線状の緑地は窪地に生育する潅木）-IKONOS画像∗-

図 6.4-3　裸地の例　-IKONOS画像*-

                                                
∗ Copyright 日本スペースイメージング株式会社
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図 6.4-4　疎な潅木・森林の例　-IKONOS画像∗-

図 6.4-5　密な潅木・森林の例　-IKONOS画像*-

                                                
∗ Copyright 日本スペースイメージング株式会社
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図 6.4-6　畑地の例(サトウキビ)-IKONOS画像∗-

図 6.4-7　水田の例-IKONOS画像-

                                                
∗ Copyright 日本スペースイメージング株式会社
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6.4.2　土地被覆分類精度の評価

　前節の(3)において実施した分類処理結果の精度評価を、分類に利用したトレーニングエ
リアを用いた方法と高空間分解能(空間分解能：1m)の IKONOSデータを用いた方法の手
法により実施した。

(1) トレーニングエリアの分類精度評価
　採用した分類手法（最短距離法）の妥当性を検証するために、分類に用いたトレーニン

グエリアの分類結果画像における分類精度の評価を行った。評価結果を表 6.4-2に示す。
これより、「裸地」、「疎な潅木・森林」、「畑地」、「砂地」、「水域」および「雲域」について

は誤分類がほとんど無く、良好な分類結果が得られていることが判る。一方、「草地」は「裸

地」と誤分類されている割合が 15%程度となっており、「水田・湿地」と「密な潅木・森
林」の間でも誤分類が生じている。しかしながら、本調査における「潜在植林適地」（＝植

林部のバウンダリー）は、プロジェクトエリア内における「草地」と「裸地」として定義

していることから、バウンダリー抽出は十分な精度にて評価可能と判断される。

表 6.4-2　トレーニングエリアの分類精度評価結果（％）
草地 裸地 粗な潅

木・森林

密な潅

木・森林

畑地 水田・

湿地

砂地 水域 雲域

草地 79.75 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00
裸地 15.19 93.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
粗な潅木・森林 5.06 0.00 100.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
密な潅木・森林 0.00 0.00 0.00 73.46 0.00 30.19 0.00 0.00 0.00
畑地 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2.19 0.00 0.00
水田・湿地 0.00 0.00 0.00 22.84 0.00 69.81 0.00 0.00 0.00
砂地 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.50 0.00 1.07
水域 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
雲域 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.9

3
# 横軸：トレーニングエリア、縦軸：分類結果画像　（数字は一致率を示す）

(2) IKONOSデータを用いた分類精度評価
分類において用いたトレーニングエリアとは別に、精度評価用のサンプルエリアを

IKONOSデータを用いて土地被覆毎に設定し、各土地被覆のサンプルエリアが分類処理結
果の画像においてどのように分類されているかを評価することにより実施した。なお、精

度評価の対象地域は、前節の(3)において処理対象とした範囲のうち IKONOSデータと重
複する約 3km×2kmの範囲とした。図 6.4-8および図 6.4-9に対象地域の IKONOS デー
タと Landsat/ETM+画像を、図 6.4-10に土地被覆分類結果の画像を示す。



141

表 6.4-3に分類結果の精度評価結果を示す。分類結果の精度評価結果によると、「草地」、
「畑地」、「砂地」および密な森林・潅木において分類処理結果とサンプルエリアが高い一

致率となっている一方で、「疎な森林・潅木」、「裸地」および「水田・湿地」において誤分

類を生じており、特に、「裸地」が「疎な森林・潅木」と誤分類されている割合が大きくな

っている。しかしながら、全般的に各カテゴリーの分類結果は良好と判断される。なお、

使用した Landsat/ETM+データと IKONOSデータの取得期間に 3年間の差があることも
誤分類の原因の一つとして挙げられ、今後の精度評価においては取得時期も考慮に入れる

必要がある。

これらの結果より、以下では本結果に基づいた土地被覆分類を行うこととした。
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図 6.4-8　検証対象地域の IKONOS画像∗

図 6.4-9　検証対象地域の Landsat/ETM+画像

                                                
∗ Copyright 日本スペースイメージング株式会社
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図 6.4-10　検証対象地域の土地被覆分類結果

表 6.4-3 検証対象地域の分類精度評価結果（％）

Class 草地 裸地
疎な潅

木・森林

密な潅

木・森林
畑地

水田・

湿地
砂地

草地 85.45 11.36 3.23 0 0 0 2.38
裸地 0 31.82 0 0 0 0 0

疎な潅木・森林 14.55 47.73 70.97 0 6.78 6.9 0
密な潅木・森林 0 0 0 100 0 10.34 0

畑地 2 2 22.58 0 77.97 9.09 2.38
水田・湿地 0 0 3.23 0 15.25 68.97 0

砂地 0 0 0 0 0 0 95.24
Total 100 100 100 100 100 100 100

# 横軸：検証用サンプルサイト、縦軸：分類結果画像　（数字は一致率を示す）
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6.4.3　プロジェクトエリアにおける土地被覆状況と植林適地

　6.4.2項において精度評価を行った分類結果に基づき、プロジェクトエリアとなるブリッ
カビル地区の土地被覆状況を評価するとともに、潜在植林適地の推計を行った。図 6.4-11
に対象地域の衛星画像例(可視域)を示す。分類結果によると、同地域は草地と疎な潅木が
中心となっており、河川周辺地域には水田（湿地を含む）と畑地が分布している。これは、

現地調査結果とも一致しており、土地利用分類としても同様の結果となることが類推され

る。

　ここで、本解析により得られた土地被覆分類結果を本プロジェクトにおけるバウンダリ

ーの定義に基づき、「潜在植林適地」、「人為活動・保護地域」、「既森林・潅木地域」、「植林

不適地」および「判定不能地域」の５つの地域に再分類した（図 5.4-6参照）。表 6.4-4に
示すに再分類結果を示す。これより、プロジェクトエリアにおける潜在的な植林適地面積

は、6426.16ha（32.9%）となった。ただし、本面積には雲および雲の影により判定不能
となった地域は含まれていないことから、さらに多くの植林適地面積が予想される。

なお、前述のように、プロジェクトエリアであるブリッカビル地区の総面積は約

23000ha とされているが、本処理において推計した面積は約 19533ha となっている。こ
のため、事業開始にあたっては、GPS等を用いた実測によりプロジェクトエリアの総面積
を正確に設定する必要がある。

表 6.4-4　プロジェクトエリアにおける植林適地面積と比率
面積(ha) 比率 備考

潜在植林適地 6426.16 32.90% Grassland + Bare Soil
人為活動・保護地域 2007.72 10.28% Crop + Rice (Wetland)

既森林・潅木地域 8951.76 45.83% Thick Shrub + Low
Shrub

植林不適地 949.88 4.86% Sand + Others
判定不能地域 1197.07 6.13% Cloud + Cloud Shadow
Total 19532.59 100.00% 　
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図 6.4-11 プロジェクトエリアの画像（可視域画像）　　　　図 6.4-12 プロジェクトエリアの分類画像（色分けは表 6.4-3参照）
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6.4.4　植林部におけるバウンダリーの決定

　前項までの解析結果より、ブリッカビル地区のプロジェクトエリア内において

は総面積の 32.9％にあたる 6,426.16haが潜在植林適地と推計された。これより、
本プロジェクトにおける植林部のバウンダリーの面積も 6,426.16ha として決定
する。図 6.4-13 にプロジェクトエリアと植林部のバウンダリー分布を示す。

図 6.4-13　プロジェクトエリアとバウンダリー(植林部)
（地図中で青枠がプロジェクトエリア、黄色の範囲がバウンダリー）

なお、本プロジェクトにおいては、植林の総面積は 11,000ha を計画している
が、ブリッカビル地区のプロジェクトエリア内のみでは計画を達成することが困

難であると予想される。このため、プロジェクトエリア周辺も含めた地域におけ

る、植林の実施を視野に入れる必要がある。このため、次項では、周辺地域も含

めた土地被覆状況と潜在植林適地の評価を行う。
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6.4.5　周辺地域を含めた土地被覆状況と植林適地

　6.4.3 項の処理と同様に、プロジェクトエリア周辺地域における植林適地の推
計を行った。対象とした地域は、ブリッカビル地区のプロジェクトエリアからチ

ップ工場の設置が予定されているトアマシナ港までの範囲（南北約 75km×東西
約 117km）とした。図 6.4-14に対象地域の衛星画像例(可視域)を示す。

ここで、6.4.3 項と同様に、本解析により得られた土地被覆分類結果を本プロ
ジェクトにおけるバウンダリーの定義に基づき、「潜在植林適地」、「人為活動・保

護地域」、「既森林・潅木地域」、「植林不適地」および「判定不能地域」の５つの

地域に再分類した（図 5.4-6参照）。表 6.4-5 に示すに再分類結果を示す。これよ
り周辺地域を含めた潜在的な植林適地面積は、42,407.64ha（6.50%）となった。
ただし、本面積には雲および雲の影により判定不能となった地域は含まれていな

いことから、さらに多くの植林適地面積が予想される。本分類結果によると、同

地域の土地被覆は、森林・潅木と農地等の開墾地が優勢であり、植林適地となる

草地および裸地はプロジェクトエリアを含む沿岸域に集中していることがわかる。

表 6.4-5　周辺地域における潜在植林地域の面積と比率
面積(ha) 比率 備考

潜在植林適地 42,407.64 6.50% Grassland + Bare  So il
人為活動・保護地域 192,548.36 29.51% Crop +  Rice  (Wetland)
既森林・潅木地域 308,742.59 47.32% Thick Shrub + Low Shrub
植林不適地 55,620.25 8.52% Sand + Others
判定不能地域（雲） 53,191.08 8.15% Cloud +  Cloud Shadow

Total 652,509.92 100.00% 　
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図 6.4-14 周辺地域を含めた画像（可視域画像）　　　　　　図 6.4-15 周辺地域を含めた分類画像
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6.4.6　潜在植林適地面積に対する考察

　前項までの解析結果より、ブリッカビル地区のプロジェクトエリア内においては総面積の 32.9％
にあたる 6,426.16haが植林適地と推計された。また、周辺地域を含む広域を対象とした場合には、
42,407.64haが植林適地して推計されている。本プロジェクトにおける植林面積は 11,000haを計画
しており、ブリッカビル地区のプロジェクトエリア内のみでは計画を達成することが困難であると予

想される。しかしながら、周辺地域には計画面積を大きく上回る植林適地が存在しており、プロジェ

クトエリアを拡張することにより計画を達成することは可能と判断できる。

　なお、ブリッカビル地区は、周辺地域を含む広域の解析結果からも植林適地が集中する地域として

評価されることから、本プロジェクトを開始する地域として妥当であると考えられる。

6.4.7　バウンダリー設定における留意点

　前項までに、プロジェクトエリアにおける境界設定を目的として、リモートセンシングデータおよ

び地理情報データを用いた土地被覆(利用)状況の解析および、プロジェクトエリアの選定・評価手法
の検討を行った。以下では、検討結果を踏まえた境界設定における今後の課題および留意点を整理す

る。

■ フェノロジー等の季節変動の考慮

 今回用いたリモートセンシングデータは、乾季終了直前に取得されたデータである。こ
のため、草地は立ち枯れ状態となっており、畑地、水田も本格的な農耕時期とはなって

いない。プロジェクトエリアにおける正確な土地被覆(利用)を評価するためには、異なる
季節(雨季、乾季)におけるデータの利用が有効であり、今後の課題とした。

■ 森林定義と利用データの関係

 本解析において主に用いた Landsat/ETM+データは、空間分解能が 30mであることから、
判別の最小単位である１画素の面積は約 0.09haとなる。ただし、異なる土地被覆の境界
線においては、１画素内に複数の土地被覆分類カテゴリーが混在することから、面積の

誤差は大きくなることを考慮する必要がある。

 本解析では分類において樹冠率および樹高を考慮していない。このため、今後は現地観
測、航空写真、プロファイラーデータ等の利用により樹幹率、樹高を定量的に評価可能

となるアプローチを検討する必要がある。

 空間分解能 1mである IKONOSなどの高空間分解能データは、高額であるが高精度での
面積推定を行えるほか、樹冠率の推計も行える可能性がある。また、本プロジェクトエ

リアのように航空写真の新規取得が困難な地域においては、航空写真の代替となる。こ

のため、モニタリングコストを考慮したうえで活用することが望ましい。
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■ 精度評価・品質管理

 リモートセンシング、地理情報データおよび現地計測データを適切に組み合わせること
により、GPG/LULUCF においても求められている精度および品質を低コストにて達成
するためのアプローチを検討する必要がある。

6.5　ベースラインの方法論、採択

　以下では、本プロジェクトにおけるベースラインの設定方法および設定における留意点を示す。

6.5.1　ベースライン設定手法

　本プロジェクトにおけるベースライン設定手法として、バウンダリー内における炭素固定量は地

域・季節依存性がなく一定と仮定して、現地調査(2003年 11月 2日)において実施した草地内のバイ
オマス計測結果を用いて、バウンダリー内全域におけるバイオマス量および炭素固定量を推計する手

法を採用した（「草地」と「裸地」は区分しないこととする）。本手法を用いた理由は、4.3節に記述
したベースラインの定量手法が 2003年 12月のCOP9にて決定したことから、11月の時点で実施し
た現地調査では必要となるデータが十分に収集できなかったことによる。

　以下に、本手法によるベースラインの算出結果を示す。

ベースライン＝植林部バウンダリー内における草地地上部のCO2固定総量

草地地上部のCO2固定量 ：17.9 t CO2/ha
植林部バウンダリー面積 ：6,426ha
ベースライン：17.9 t CO2/ha×6,426ha = 115,025.4 t CO2

　　　CO2固定量＝蓄積量(/m3)×乾重量比(0.52)×バイオマス量×炭素量比(0.5)×CO2換算(3.67)

　本プロジェクトの実施によりバウンダリー内の「草地」を「森林」に転換することから、植林時に

はベースラインとなるCO2固定量は植林面積分の排出としてカウントされることとなる。

また、バウンダリー内の土壌有機物（草地土壌）のCO2固定量は同様の計算により、338.4 t CO2/ha
となるが、土壌有機物の CO2固定量は植林により増加することから、本プロジェクトにおいて伐採

が開始される予定年である 11年目以降にベースラインを見直すことにより計上することとする。ま
た、21年目以降は、ベースラインを再度見直し、11年目以降の植林により土壌有機物に固定された
CO2量の増加分を上乗せした 380.3 t CO2/haをベースラインとして計上することとする。

6.5.2　ベースライン設定における留意点

　前項においては、バウンダリー内における炭素固定量は一定と仮定して、ベースライン設定を行っ

た。しかしながら、実際にはバウンダリー内には草地と裸地が混在していること、同一の土地利用形



151

態においても炭素固定量（地上・地下部バイオマス、土壌）にばらつきがある。また、ベースライン

設定においては、ベースラインがBAU（Business As Usual）であることを証明する必要がある。
このため、事業実施においては、プロジェクトエリアにおける利用に適した正確なベースライン設定

の手法を検討することが不可欠である。

　炭素固定量のばらつきを評価するための手法としては、現地計測データ、気象データ、リモートセ

ンシングデータ等を組み合わせた方法が考えられる。具体的には、土地利用形態ごとに複数地点の炭

素固定量計測結果を基に、リモートセンシングデータとの相関関係もしくは生態系モデルの利用によ

りバウンダリー全域の地上部バイオマスによる炭素固定量を類推する方法が想定される(地下部につ
いてはリモートセンシングデータ以外の方法が必要とされる)。また、設定したベースラインが BAU
であることを証明するためには、起こりうるベースラインオプションの絞込みと採用ベースラインシ

ナリオの評価を実施することが必要とされる。

前述のように本年度調査においては、現地計測データが十分でないこと、最適なモデルの選定行わ

れていないこと、リモートセンシングデータの処理手法が確立していないことなどから、同手法によ

るベースライン設定は今後の課題としたい。

　なお、モデルの利用については、IPCC/GPG の 4.3 節において「ピアレビューを経たシミュレー
ションモデルを用いて、対象エリアにおける経年のデータをもとに炭素プールと CO2以外の GHG
排出量の推移を定量化する必要がある。」とされており、具体的なモデル名として森林成長モデルで

あるCO2FIX1と農業土壌炭素モデルである Century Model2が挙げられている。本プロジェクトのバ
ウンダリーの現在の土地利用形態は草地と裸地であることから、Century Model の利用が想定され
るが、その他の炭素モデルであるBiome-BGC3, TEM4, SiBD5等の利用も検討することとする。なお、

本プロジェクトにおいて利用が想定されるモデルの概要は、第 7章において概説する。

また、リモートセンシングデータを用いた、地上部バイオマス量の簡易的な評価手法例として正規

化植生指数(NDVI)による画像を図 6.5-1に示す。同図では、6.4.3項においてバウンダリーと設定さ
れた地域を対象として正規化植生指数値（NDVI値）の分布を示している。一般に、NDVI値は植生
の活性度、葉面積指数(LAI)等の植生の物理量と相関が高いとされ、値が 0以上であれば植生地域と
判断される。植林適地には「草地」と「裸地」が含まれているが、処理対象とした画像が乾季終了直

前の 10月 28日に取得されたデータであることから、「草地」は立ち枯れとなっておりNDVI値は低
い値となっている。しかしながら、NDVI値のばらつきは大きく、地上部バイオマス量が異なること

                                                
1 http://www.efi.fi/projects/casfor/CO2FIX/
2 http://www.nrel.colostate.edu/projects/century5/
3 http://gaim.unh.edu/Structure/Intercomparison/EMDI/models/bgc.html
4 http://www-eosdis.ornl.gov/NPP/other_files/tem_des.html
5 http://www.cnr.berkeley.edu/~tdebiase/sib/
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が推測される。なお、表 5.4-4にプロジェクトエリアにおける土地被覆分類ごとのNDVI値の統計値
を示す。

図 6.5-1　プロジェクトエリア内の植林適地における正規化植生指数(NDVI)分布

表 6.5--1　土地被覆分類毎の正規化植生指数（NDVI）

Min Max Mean Stdev
密な森林・潅木 0.028571 0.489051 0.281528 0.068879
疎な森林・潅木 -0.069767 0.440559 0.136229 0.071211
水田・湿地 0.236842 0.481928 0.341798 0.052403
畑地 -0.234286 0.411111 -0.044573 0.11234
草地 -0.299145 0.184615 -0.056453 0.061114
裸地 -0.326087 0.184466 -0.075361 0.122511
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第 7章　モニタリング方法論・計画、不確実性(リスク)の評価

7.1　COP9の現状と課題

　京都議定書において土地利用・土地利用変化および林業(LULUCF)活動は、「健全な科学
をベースとすること」、「長期間中一貫した方法論を使用すること」が必要とされている。

COP9 では、吸収源プロジェクトのモニタリングは「IPCC Good Practice Guideline for
LULUCF」(以下 IPCC/GPG)において示された手法を用いることと決定され、プロジェクト
形態、地域特性、取得可能データ等を考慮にいれた上で同文書に基づくモニタリング手法

を開発・運用することが求められることとなった。また、クレジットの検証・認証は、第

1回目は事業参加者が時点を選択可能であるが、第 2回目以降は 5 年ごとの実施が義務付
けられ、炭素蓄積のピーク時点を狙った検証・認証は行えないこととされた。

　一方、不確実性(リスク)については病虫害、気象害、野火(森林火災)などのリスク評価を
定量的に評価するとともに、リスク軽減のための具体的な対策が求められている。また、

リーケージは、プロジェクトのバウンダリー外における、プロジェクト起因の排出の増加

とされ、負の影響(排出増)のみを対象とすることとされた。

7.2　モニタリング手法・計画

　以下では、本プロジェクトにおけるプロジェクトモニタリング手法および計画について

概説する。

　IPCC/GPGの 2.3節では、プロジェクトエリアのモニタリング手法として、以下の 3つの
アプローチが提示されている。

Approach 1（基本土地利用データ）
 既存の土地利用データを基本としたアプローチであり、土地利用形態ごとの利
用面積の変化を統計情報のみで求める。

Approach 2（土地利用・土地利用変化調査）
 土地利用変化に着目したアプローチであり、プロジェクト実施前と実施後の土
地利用形態を行列形式にて表記することにより、土地利用変化量を利用形態ご

とに管理する。

Approach 3（地理的土地利用データ）
 土地利用・土地利用変化を空間的に把握するアプローチであり、グリット、ポ
リゴン等のデータの利用により土地利用変化を空間的に管理する。
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　また、IPCC/GPGの 4.2.2.3節ではプロジェクトのレポーティング手法として、複数の
土地利用形態が一つのユニットに含まれる第一手法と、単一の土地利用形態をユニット単

位とする第二手法が提示されている。（参照：図 7.2-1）

図 7.2-1　レポーティング手法のオプション [IPCC/GPG Fig.4.2.3]

なお、第 4章にて述べたように IPCC/GPG4.3項では、炭素蓄積量の定量の方法として三
つのTierが提示されている。Tierはレベルが低いほど、定量手法は単純で精度が低い。Tier1
は主に GPGが提供する各種のデフォルト値を用いる手法であり、炭素蓄積定量に必要な情
報が整備されていない段階で用いられる。Tier2は信頼性のある統計・データに基づき、国
別に設定された係数を用いて炭素定量を行う手法である。また、Tier3は炭素蓄積定量のた
めのモデルを構築し、必要な入力値を与えて炭素蓄積量を求める手法である。土地利用状

況や土壌などの詳細なデータが未整備な国では、t ier1を炭素蓄積定量の手法として採用し、
データの整備に従い tier2、t ier3と階層を上げていくこととされている。

本プロジェクトにおいては、プロジェクトエリアにおいて必要となるデータを統合的に

整備することにより、「Approach3」に基づく第二手法によるプロジェクトエリアのモニタ
リングを行うとともに、「Tier 3」の炭素蓄積量定量化を目標とする。

以下では、「Approach3」に基づく第二手法および「Tier3」の利用を前提として、リモー
トセンシングデータおよび地理情報データ等を統合的に活用したモニタリング手法の適用
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可能性について検討を行う。なお、本プロジェクトにおける吸収源タイプは草地または

裸地から森林へ土地利用を転換する「新規植林」である。このため、本節では、IPCC/GPG
の 3.2.2節(Land Converted to Forest Land)および 4.3節(LULUCF Projects)を対象とする。

7.2.1　衛星画像解析手法の適用可能性

　吸収源プロジェクトのモニタリング手法としては、衛星データをはじめとするリモート

センシングデータ、サンプリング調査、フラックスタワー等によるフラックス計測、生態

系モデル等の利用が想定される。各モニタリング手法は、空間的精度、時間的精度、コス

ト、モニタリング対象範囲が異なっており、観測対象とする吸収源を考慮した上で各手法

を組み合わせて最適なモニタリング手法を開発する必要がある。特にリモートセンシング

データは、基本的に地上部のバイオマスのみがモニタリング対象となるため、地下部につ

いてはサンプリング調査および土壌呼吸モデル等を組み合わせることが必要となる。

　以下に、モニタリングにおいて必要となるデータの要求条件を示す。

 吸収源活動の各タイプに対応した時期のデータが確保できること
 市販データについては、データの取得・提供が定常的に行われていること
 市販データについては、データの流通体制が整備されていること
 取得データの信頼性および継続性が高いこと
 データ取得・処理コストが低廉であること
 目的レベルに応じたデータ精度(情報の精度)が確保され、第三者からの検証
が可能であること

 土地被覆変化、森林の成長量、バイオマスの計測に有効な情報を与えること

　また、表 7.2-1に、IPCC/GPGの 5.7節にて提示されている、吸収源プロジェクトにおい
て適用可能なデータおよびアプローチの一覧を示す。
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表 7.2-1　適用可能なデータおよびアプローチ-検証時-(IPCC/GPG Table 5.7.1)
Approach 1
その他のイン

ベントリ・デ

ータセットと

の比較

Approach 2

高い Tier
の適用

Approach 3

直接計測

Approach 4

リモート

センシング

Approach 5

モデリング

土地面積 適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適用外 適合 適用外

炭素プール

地上部バイ

オマス

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(資源集約)
適合

(地上データが
必要)

適合

(回帰分析、生
態系・成長モ

デル)
地下部バイ

オマス

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(資源集約)
適用外 適合

(回帰分析、生
態系・成長モ

デル)
枯死木 適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(資源集約)
適用外 適合

(回帰分析、生
態系・成長モ

デル)
リター 適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(資源集約)
適用外 適合

(回帰分析、生
態系・成長モ

デル)
土壌有機物 適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(資源集約)
適用外 適合

(生態系・イン
ベントリモデ

ル)
CO2 以外の
GHG

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(資源集約)
適用外 適合

(生態系モデ
ル)

排出ファク

ター

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(資源集約)
適用外 適合

(生態系モデ
ル)

活動・土地ベース

森林、草地、

農地、その他

の土地利用

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(資源集約)
適合

(特に、土地被
覆/利用および
変化の識別)

適合

(直接計測・リ
モートセンシ

ングによるデ

ータが入手で

きない場合の

代替的手法)

新規植林、

再植林、

森林減少

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(データが入手
可能な場合)

適合

(資源集約)
適合

(特に、土地被
覆/利用および
変化の識別)

非実用的
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7.2.1.1　リモートセンシングデータに必要とされる条件
IPCC/GPG 2.4.4.1項では、吸収源プロジェクトにおいて利用が想定されるリモートセ

ンシングデータとして、“航空写真”、“可視～近赤外域の衛星画像”および“レーダ画像

(SAR)”が挙げられており、データおよびプロダクトを選択する場合の要件として以下が
示されている。

 土地利用分類が適切に行えること
 適切な空間分解能を有すること
 京都議定書における土地利用変化の最小単位は 0.05ha
 土地利用変化および炭素吸収量変化を推計するのに適切な時間分解能（観測
周期）を有すること

 精度評価が可能なこと
 適用するデータ取得および処理手法が透明性を有すること
 継続して一貫性と有効性を確保すること

　このうち、土地利用分類については、吸収源プロジェクトが「土地利用ベース」で定義

されているのに対し、リモートセンシングデータより得られる情報は「土地被覆ベース」

である。このため、いずれのデータを用いた場合でも、土地利用に関する情報を必要であ

ることに留意する必要がある。

　一方、継続性についても、「再植林」の場合は、過去 50 年以内において一度は森林地帯
であり、他の土地利用が行われた後に 1990年 1月 1日以降に再び直接人為的な活動により
森林となった場所と定義されていることから、1990年以前に取得されたリモートセンシン
グデータを利用することにより、評価を行うことが可能となる。特に、1972年より継続し
て運用されているLandsat/MSS、1982年より運用しているLandsat/TMおよび 1986 年より
運用している SPOT/HRVは有効なデータとなる。一方、新規植林については、少なくとも
過去 50 年間は森林状態に無かった土地が対象となるため、1940 年以前のデータが必要と
なる。1960年代～1970年代については、米国偵察衛星(CORONA)が取得したデータがUSGS
より公開されており利用可能と考えられるが、それ以前のデータについては、航空写真お

よび現地データに頼らざるを得ないが、本プロジェクト地域においては 1950年代に航空写
真が取得されていることから、これを用いることが可能である。また、第一約束期間にお

けるモニタリングを考慮した場合、同期間内で取得可能なデータを視野に入れたデータの

選定を行うことが必要となる。

表 7.2-2 に、IPCC･GPGにて提示されている、モニタリングにおいて利用可能な主な衛
星データの一覧を示す。
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表 7.2-2　主な利用可能衛星データ (IPCC/GPG 5.7)
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7.2.1.2　プロジェクトタイプとバウンダリーの設定

　以下では、プロジェクトタイプとバウンダリーの設定方法について、第 4 章および第 6
章に基づいて述べる。

(1) プロジェクトタイプの設定
　新規植林と再植林の定義はマラケシュ合意(FCCC/CP/2001/13/Add.)と同様であり、新規
植林(Afforestation)とは 50年間以上森林でない土地を森林に転換する行為、再植林とは基準
年(1989 年末)以来森林でない土地を森林に転換する行為とされ、プロジェクトにおける植
林の定義を明確にすることが求められている。本プロジェクトは、6.3節において示したと
おり「新規植林」と定義されるが、プロジェクトタイプの設定においては、以下に示すデ

ータが必要とされる。

表 7.2-3　プロジェクトタイプと必要データ
プロジェクトタイプ 必要となるデータ 本プロジェクトでの適用

新規植林 土地利用が 50年間以上森林で
ないことを示すデータ

- ピアレビューされた論文の引用
- 現地での聞き取り調査結果
- 1950年に取得された航空写真
- 2003年に取得された衛星データ

再植林 基準年(1989 年末)以来森林で
ないことを示すデータ

（基準年および最近の衛星データの利
用が可能）

(2) バウンダリーの定義と設定
IPCC/GPG 3.4.2 項ではプロジェクトバウンダリーを、“地理的な領域”、“事業期間”、

“炭素排出・吸収活動”により定義している。特に、“地理的な領域”については、以下の

情報を整備することにより、全てのステークホルダーとプロジェクト実施者の間において

境界線を認識されるようにする必要があるとされている。

 プロジェクトエリアの名前
 エリアの地図（紙・デジタルフォーマット）
 地理的な座標（緯度経度、UTM座標など）
 土地面積の総計
 土地利用者の詳細
 選定されたサイト内での土地利用・管理履歴の詳細

　このうち、“地理的な座標”、“土地面積の総計”については GPS等を用いた現地計測と
リモートセンシングデータの組み合わせにより、評価される。また、サイト内での土地利

用・管理履歴については、リモートセンシングデータから得られる情報は「土地被覆」で
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あるが、土地の管理台帳および地図データを補完的に用い、プロジェクト実施前(基準年
以前)から現時点までに取得されたリモートセンシングデータを時系列に解析すること
が可能である。

　なお、ステークホルダーとプロジェクト実施者の間の境界線の設定においては、リモー

トセンシングデータおよびデジタル化された地図データを統合化した地理情報システムと、

GPSを用いた現地計測を組み合わせることにより、合意形成を円滑に進めることが可能と
なる。

本プロジェクトは、植林地である「植林部」、「輸送部」およびチップ生産を行う「チッ

プ工場部」の 3つのバウンダリーより形成されることから、それぞれの部門において明確
なバウンダリーを設定することが必要とされるが、植林部におけるバウンダリーの定義を

以下の通りとしている。

本プロジェクトにおける植林部のバウンダリー定義

 本プロジェクトにおける植林部のバウンダリーは、プロジェクトエリア内における
「潜在植林適地」とする。

 「潜在植林適地」とは、プロジェクトエリア内における「草地」と「裸地」とし、
既存の潅木・樹木の植生が無く、畑地・水田等の人為的な生産活動が行われていな

いエリアにおいて、植林が可能な地域を言う。

 同地域では「草地」と「裸地」は人為的な活動無しに森林へ遷移しない。
 砂地等の森林の成長が望めない地域は除外する。

 植林部のバウンダリーは分散した複数の事業サイトより形成される。

　本調査の段階では、最低面積を除きバウンダリー設定における潅木・樹木の定義は定

量化で出来ていない。しかしながら、前述のように、SBSTA19/COP9において採択された
FCCC/SBSTA/2003/L.27 で は、 CDM に おけ る森 林定 義は マラ ケシ ュ合 意

(FCCC/CP/2001/13/Add.)と同様に、「最低面積」、「最低樹冠率」および「成木の最低樹高」
の各項目により規定されており、プロジェクトの実施においてはそれぞれを定量的に示す

ことが求められる。

以下に、森林の定義項目と定量化するための想定アプローチを示す。
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表 7.2-4　森林定義項目とアプローチ

規定項目 閾値 アプローチ（適用データ）

最低面積 0.05 - 1.0 ha - 適切なリモートセンシングデータの利用
（面積評価精度は本項(3)を参照）

最低樹冠率 10 - 30% - 現地調査における樹冠計測（サンプリング調査）
- 適切なリモートセンシングデータの利用
（樹冠レベルの情報抽出が可能な、高空間分解能

衛星データ、航空機写真が必要）
- 航空機プロファイラデータの取得

成木の最低樹 2 - 5m - 現地調査における樹高計測（サンプリング調査）
- 衛星データ・航空写真のステレオ視
- 航空機プロファイラデータの取得

(3) リモートセンシングデータを用いた面積評価における留意点
吸収源プロジェクトにおいて評価が必要となる精度には、バウンダリー面積精度、土地

利用分類精度、バイオマス変化量の計測精度、土壌評価精度等があり、それぞれの計測に

おける誤差が最終的な炭素吸収量の計測精度誤差となる。以下では、これらの精度のうち、

バウンダリーの面積精度について衛星データの空間分解能との関係から考察を行った。民

間高空間分解能衛星の出現により、一般に入手可能な衛星データの空間分解能は、約 0.6m
～1km以上の範囲で様々な種類のデータの選択が出来るようになった。一般には、分解能
が高いほど面積精度が高くなることは明白であるが、プロジェクトモニタリングにおいて

は、モニタリングコストが重要な要素となることから、コスト対効果が最も高い空間分解

能を有するデータを用いること求められる。このため、森林の単位面積別にみた空間分解

能と面積精度の関係について検討を行った。検討においては、森林の単位区画を正方形の

場合と縦横比が 1:5の長方形の二種類を想定し、10haから 400haまでのバウンダリー面積
を想定し、各空間分解能(1m、10ｍ、20m、30m)における面積精度誤差を算出した。検討に
あたっては、面積は画素単位で算出することとし、ミクセル分解等のサブピクセルレベル

での解析は考慮していない。また、1画素あたりの誤差は 1画素の面積の 50%として、単
位区画の外周画素においてその影響を考慮した。

図 7.2-1 の a)および b)に正方形および長方形の場合の精度の推移をそれぞれ示す。
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正方形の場合
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図 7.2-1a バウンダリー面積精度誤差（正方形の場合）

長方形(1:5)の場合

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400

ha

誤
差

SR1m
SR10m
SR20m
SR30m

図 7.2-1b バウンダリー面積精度誤差（長方形[1:5]の場合）

　面積誤差を 10%と想定した場合には、70ha以上の単位区画を有する森林であれば空間分
解能 30mのデータであっても要求条件を満たすことが分かる。また、面積誤差を 5%と想
定した場合にも、空間分解能 10mであれば 40ha以上の単位区画を有する森林においては、
要求条件を満たしている。実際には、森林の単位区画の形状は様々であり、面積計測にお

ける誤差要因も分類精度など今回想定したもの以外に考えられる。しかしながら、本算出

結果を一つの目安として見ることは可能であり、今後のデータ選定において参考とする必

要がある。

7.2.1.3　ベースラインの設定

本調査では 6.5 節においては、バウンダリー内における炭素固定量は一定と仮定して、
ベースライン設定を行った。しかしながら、実際にはバウンダリー内には草地と裸地が混
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在していること、同一の土地利用形態においても炭素固定量（地上・地下部バイオマス、

土壌）にばらつきがある。また、ベースライン設定においては、ベースラインが BAU
（Business As Usual）であることを証明する必要がある。

　4.3節において示したように、IPCC/GPGではベースラインの設定において以下の配慮が
必要とされている。

 プロジェクトが行われるサイトにおける、プロジェクト開始以前に存在する
炭素プール量と、CO2以外の GHG排出量推移を定量化する必要がある。

 炭素プールと、CO2以外の GHG排出量推移を、プロジェクト実施以前に推
量する必要がある。この場合、ピアレビューを経たシミュレーションモデル

を用いて、対象エリアにおける経年のデータをもとに、炭素プールとCO２
以外の GHG排出量の推移を定量化する必要がある。

　また、SBSTA19/COP9において採択された FCCC/SBSTA/2003/L.27 では、ベースライ
ン設定方法として、次のいずれかを選択できるとされている。

プロジェクトのバウンダリー内における、

(1) 既存の実質的あるいは過去の炭素蓄積の変化。
(2) 投資に対するバリアを考慮して、経済的に魅力的な活動を反映した、炭素蓄積の変化。
(3) プロジェクト開始時の最も起こりそうな土地利用を反映した、炭素蓄積の変化。

　本プロジェクトにおいてはベースライン設定方法として、上記の(1)「既存の実質的ある
いは過去の炭素蓄積量の変化」を採用することとする。具体的な設定方法としては、現地

サンプリング調査における直接的なバイオマス計測、リモートセンシングデータおよび設

置を予定している簡易型のフラックス・気象タワーにより取得される各種の気象データを

入力データとして、適切なモデルを用いた炭素蓄積の動的なシミュレーションを行うこと

によりベースラインを決定する。本手法は、IPCC/GPGにおけるTier 3に該当する(表 4.3-
2参照)。

　表 7.2-5 に、IPCC/GPG4.3.3.1における推奨モデルである Century Modelを含む、本プロ
ジェクト（草地・裸地から森林への転換）のベースライン設定において適用可能と考えら

れる炭素モデルと必要となる入力パラメータの一覧を示す。なお、入力パラメータは現時

点では未整備のデータが多いが、複数のモデル結果の相互比較による本プロジェクトにお

ける最適モデルを選定するために、今後、必要となる入力パラメータの整備を進めること

とする。
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表 7.2-5　ベースライン設定において適用可能な炭素モデルとパラメータの一覧1

炭素モデル

入力パラメータ Century Biome-
BGC

TEM PnET LoTEC SiBD

気象パラメータ 月毎 日毎 月毎 月毎/
日毎

日毎 /
時毎

時毎 /
30分毎

平均気温 X X X X
平均最高気温 X X X
平均最低気温 X X X
総降雨量 X X X X X 対流性・大域降

雨を分離

相対湿度 X
露点湿度 X
蒸気圧 日照時の平

均損失

X

太陽放射量 平均 X 平均 X 合計
PAR X 算出

長波放射量 X
日照時間 X X
風速 X
大気パラメータ

窒素 X
二酸化炭素 X X X X X X
酸素 X
土壌パラメータ

土壌/リター区分 15 3 1 C,　2 N 1
土壌構成
()%sand/silt/clay)

X X X

深度 X X X
傾斜 X
涵養能力 X X X
孔隙率 X
初期土壌窒素量 X 導出 X
初期土壌炭素量 X 導出

初期積雪 X X X
植生パラメータ

植生タイプ X X X
葉面積指数(LAI) 日毎 月平均

植生構成 8 4 1 C,　2 N 5
生物形態 X X X 月毎

窒素 X X X
その他の栄養分
(e.g., P, S, Lignin)

オプション

樹冠形状 X 動的

根深度 X X 月毎

                                                
1 http://www.archive.arm.gov/Carbon/dataneeds/dataneeds.html
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降雨遮蔽率 X X
光合成活性 X X
水・炭素交換 利用 - VP 損出 Farquhar RuBP

モデル

サイトパラメータ

標高 X X X
緯度 参照用 X X 参照用 参照用

経度 参照用 X 参照用 参照用

短波 有効 月毎

7.2.1.4　プロジェクトエリアの階層化

　IPCC/GPG 4.3.3.3 項ではプロジェクト実施時に、プロジェクトのバウンダリーとリーケ
ージ範囲内における背景情報、重要な生物・物理的情報、社会経済的な情報を整備するこ

とが求められている。また、これらの整備データは、地理情報システム(GIS)により統合的
に管理することが推奨されている。本プロジェクトにおいては、IPCC/GPG において整備
が求められている各項目に対して必要となるデータの整備を表 7.2-6に示す通り実施する。

表 7.2-6　プロジェクトにおける情報整備
項目 整備想定データ 整備方法

土地利用 - 現地調査データ
- 衛星データ（土地被覆）
- 地形図

基本となるデータ・図面は整備済み

現地調査と衛星データの活用により
詳細な土地利用図を作成

土壌分布 - 土壌図
- 地質図
- 土壌サンプリング

基本となるデータ・図面は整備済み

現地調査による土壌サンプリングに

より土壌成分等のデータ整備

植生 - 植生図
- 衛星データ

基本となるデータ・図面は整備済み

地形・地勢 - 標高データ
- 傾斜方向・傾斜角データ

GTOPO30 により 1km メッシュによ
るデータは整備済み

今後、高解像度の標高データを整備
するとともに、傾斜方向、傾斜角当

の地形解析を行う。

土地所有形態 - 現地調査データ
　（住民・政府機関調査）

GPSを用いた聞き取り調査等により
バウンダリー内の土地所有形態を明
確化し管理

　また、「植林される樹種」、「樹齢」、「初期植生」、「土壌・標高・勾配当のサイト条件」に

よりプロジェクトエリアを階層化することが求められており、これに準拠した地理情報シ

ステムを用いた階層的なデータ整備を実施することとする。
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7.2.1.5　炭素プールと CO2以外のGHG の選択

　IPCC/GPG 4.3.3.3項では、プロジェクトによる CO2およびその他の GHG(N2O、CH2)の
吸収・排出の定量化対象は、以下の条件により規定されている。

■ 予測される変化の割合と範囲

■ 変化の方向性

■ 変化を定量する手法の実現可能性と正確性

■ 定量コスト

　本プロジェクトにおける炭素プールの定量化対象は、表 7.2-7 の通りとする。

表 7.2-7　炭素プールの定量化対象
炭素プール 本プロジェクトでの取り扱い 計測手法

地上部バイオマス 計測対象に含める 現地サンプリング計測
衛星データ

モデリング

地下部バイオマス 本調査では計測対象に含めないが、

今後の調査において考慮する。

現地サンプリング計測

モデリング

落葉落枝 計測対象に含める 現地サンプリング計測

枯死木 本調査では計測対象に含めないが、

今後の調査において考慮する。

現地サンプリング計測

土壌有機物 計測対象に含める 現地サンプリング計測
モデリング

　また、窒素施肥等の植林活動において排出が予想される、N2Oおよび CH4も定量化の対

象とする。

　なお、植林部以外の各部門(輸送、木炭工場、チップ工場)における GHG排出はエネルギ
ー使用に基づくものであり、定量化は部門毎に実測ベースにて IPCC のガイドラインに従
って定量化することとする。
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7.2.1.6　サンプリング手法の決定

　IPCC/GPG 4.3.3.4項では、サンプルプロットの設定にあたって、「各階層の変動幅」、「各
階層の面積」、「目標とする精度」および「計算誤差」といった情報を整備することが求め

られている。また、設定プロットの予期しない喪失を考慮して、必要プロット数に 10%分
を上積みしたプロットを配置することが推奨されている。本プロジェクトにおいては、プ

ロットの配置の決定においては階層情報として地理情報システムを利用するとともに、リ

モートセンシングデータを活用することにより、必要精度を確保した上でサンプルプロッ

ト数を低減することによりコスト削減するための方策を検討することとする。

7.2.1.7　フィールド調査と炭素蓄積量の計測

　IPCC/GPG 4.3.3.5 項では、計測対象とした炭素プールの炭素蓄積量の計測は、標準的な
技術を用いることが望ましいとされる。フィールド調査においては、7.2.1.6 項において設
定したサンプリングプロットにおけるバイオマス計測をプロジェクト期間において継続的

に実施するとともに、GISを用いたプロット単位でのデータ管理を行う。

　なお、本プロジェクトにおける炭素吸収量計測においては、ベースライン設定と同様に

IPCC/GPGにおけるTier 3の採用を計画している。具体的には、IPCC/GPGに従った現地サ
ンプリング調査における直接的なバイオマス計測(4.2.5 項参照)、リモートセンシングデー
タおよび設置を予定している簡易型のフラックス・気象タワーにより取得される各種の気

象データを入力データとして、適切なモデルを用いた炭素蓄積の動的なシミュレーション

を行うことにより実施する。なお、プロジェクト初期段階においてはデータの整備が十分

でないことから、Tier 2による手法を基本としながら、Tier 3採用に向けたデータ整備およ
び解析技術の開発を進めることとする。

7.2.1.8　 CO2以外の GHG 排出/吸収の定量

　本プロジェクトにおける CO2以外の GHG排出・吸収は、プロジェクト期間における炭
素蓄積の純量変化に比べて、小さいものと予想される。ただし、プロジェクト実施前に排

出/吸収項目の洗い出しと、想定される GHG種類および計測方法を明確化しておくことと
する。

また、植林部以外の各部門(輸送、木炭工場、チップ工場)における GHG排出はエネルギ
ー使用に基づくものであり、定量化は部門毎に実測ベースにて IPCC のガイドラインに従
って行うこととする。
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7.2.1.8　品質保証と管理

　プロジェクトのレポーティングにおいては、以下の手順を網羅した品質保証・管理を行

うことが求められている。

　

■ 信頼性のあるフィールド計測データの収集

■ フィールド計測データを収集する方法の検証

■ データの入力と分析・解析技術の検証

■ データの保守管理と保存

　このうち、フィールド計測データの信頼性および収集手法については、7.2.1.6 項および
7.2.17項において規定するデータ収集・計測手法において、IPCC/GPGに準拠する手法を採
用するとともに、定常的にサンプルプロット単位での誤差分析を実施することが必要とな

る。また、データ入力と分析・解析技術については、科学的かつ第三者に対して透明性の

ある手法の利用が京都議定書においても求められており、解析アルゴリズム、モデルへの

入力パラメータ等を文書において明確化し、専門家によるレビューが可能とする。

　なお、データの保守管理と保存については、本プロジェクトにおいては、プロジェクト

に関わる全ての計測データは GISにおいて統合的に管理・保存する予定であり、プロジェ
クト関係者間においてデータの共有が行われる。

7.2.1.9　モニタリングコストに対する考察

プロジェクトにおいて吸収した炭素量は、検証可能な方法により計測および算出するこ

とが求められている。このため、可能な限り高精度の計測データの取得と透明性の高い算

出手法を用いることが求められる。その一方で、モニタリングコストの増加は、プロジェ

クト総経費を増加させる大きな要素のひとつであり、コスト対精度を考慮したモニタリン

グ手法が必要とされる。これまでに、パイロットプロジェクトとして各国で実施された吸

収源プロジェクトにおけるプロジェクト総経費に占めるモニタリングコストは、対象国、

地域、プロジェクト方法、要求精度、対象とする吸収源(地下部も含めるか等)、モニタリ
ング方法により大幅に異なる。IPCC Special Report (LULUC&F)の調査結果においては、吸
収量の誤差精度を 10%とした場合のモニタリングコストは、年間あたりUS$1～$5/haであ
り、共同実施活動(AIJ)プロジェクトにおいて炭素換算ではUS$0.10～0.50/Ctとされている。
このコストは、調査対象プロジェクトにおける事業総経費の 10%前後と考えられる。CDM
プロジェクトにおいては、AIJ プロジェクトよりも詳細かつ正確なモニタリングが必要と
されることから、さらなるコストが必要となる。

　

なお、モニタリングコストにおいて大きな割合を占めるのは、現地調査における人件費、
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インベントリ作成費用であり、フラックスタワー、リモートセンシングデータ等の有効

な利用によりこれらの経費をいかに削減できるかが重要な要素となる。なお、リモート

センシングによるモニタリングを実施する場合には、データの価格が大きな要素となる。

例えば、高空間分解能衛星である IKONOSより取得された 1m分解能のデータを用いた場
合には、100haあたりのデータ価格は約1万円となるが、空間分解能30mのLanbdsat-7/ETM+
データもしくはTerra/ASTERデータを用いた場合には、同じく 100haあたりのデータ価格
は 3 円程度となり、大幅なコスト差が生じることとなる。

　以下に、本プロジェクトの実施において必要となるモニタリングコストの概算を示す。

表 7.2-8　モニタリングコストの概算
初期投入コスト（概算：1700万円）
簡易フラックス・気象タワー機器 高さ 30mのタワー設置

フラックス計測、気象計測機器

無電源地域対応の独立電源

ロガーによるデータ取得

1000万円

GISシステム・データ整備 衛星・地理情報整備
現地データ整備

データベース開発

ツール開発

700万円

定常運用コスト - 毎年 - 　（概算 1～2US$/ha）
衛星データ購入 ETM+、ASTER、PALSAR相当

（MODISデータは無償）
地理情報データ購入 情報の逐次更新

サンプリングプロット調査 現地における定常計測

データ処理・解析 上記データの処理・解析と管理

概算
1～2US$/ha

検証・認証コスト- 初回、5年毎 -
衛星データ購入 IKONOS相当（取得要求含む）
地理情報データ購入 情報の逐次更新、詳細データ作成

サンプリングプロット調査 定常計測項目に詳細調査を追加

データ処理・解析 上記データの処理・解析と管理

モデル計算 吸収量シミュレーション計算

概算

15～20US$/ha

バリデーションコスト OEによる審査コスト 300～500万円
ベリフィケーションコスト
サーティフィケーションコスト

OEによる審査コスト 300～500万円
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7.2.2　モニターされるデータ

　以下に、本プロジェクトのバウンダリー内外において、モニターされる GHG およびデ
ータ取得手段を整理する。

表 7.2-9　モニターされる GHGとデータ取得手段
モニタリング項目 GHG種類 排出/吸収 データ取得手段

植林部門

地上部バイオマス CO2 排出/吸収 現地サンプリング計測

衛星データ
モデリング

地下部バイオマス CO2 吸収 現地サンプリング計測

モデリング

落葉落枝 CO2 排出 現地サンプリング計測

枯死木 CO2 排出 現地サンプリング計測

土壌有機物 CO2 排出/吸収 現地サンプリング計測

モデリング

窒素施肥量 N2O 排出 使用実績

植林地整備のための重機使用 CO2 排出 使用実績（化石燃料）

輸送部門

苗木・伐採木運搬のための車使用 CO2 排出 使用実績（化石燃料）

木炭工場部門

木炭製造過程 CO2 排出 生産実績

チップ工場部門

港湾整備過程 CO2 排出 使用実績（化石燃料）

チップ製造過程 CO2 排出 使用実績（化石燃料）

チップ船積み過程 CO2 排出 使用実績（化石燃料）

7.2.3　採用した手法の評価と課題

　これまでに述べたように、本プロジェクトにおいては、プロジェクトエリアにおいて必

要となるデータを統合的に整備することにより、「Approach3」に基づく第二手法によるプ
ロジェクトエリアのモニタリングを行うとともに、「Tier 3」の炭素蓄積量定量化を目標と
している。同手法は、多様なモニタリングデータを高精度に収集する必要があるが、途上

国であるマダガスカルにおいては既存のデータは限られており、定常的にデータを収集す

る体制も構築されていない。このため、プロジェクト実施にあたっては、低コストで

IPCC/GPGの基準を満たすデータ整備手法を確立する必要がある。
　特に、本調査は COP9を挟んでの調査となったことから、データ整備において IPCC/GPG
との整合性が十分には取れていない。このため、今後は 9.2 節において述べる課題を踏ま
えたデータ整備および手法の確立を進めていくことが必要である。



171

7.3 不確実性（リスク）・リーケージの計測・評価
7.3.1  不確実性(リスク)・リーケージの定義

  リスクとは、プロジェクト実施に伴う GHG排出/吸収に対する負の影響が期待される事
象で、プロジェクト内で発生した場合はベースライン及びモニタリングにおいて、プロジ

ェクト外において発生した場合はリーケージとして、現実の純吸収量から差し引かれる。

また、リスク及びリーケージの発生は、GHGへの影響以外に、採算性の悪化等プロジェク
トの持続性に影響を及ぼす場合もある。吸収源プロジェクトの場合、森林火災、気象害、

病虫害、さらには土地利用の変化に伴う焼畑・違法伐採等がこれにあたる。

  また、リーケージに関してはその発生の可能性を最小限とする対策について PDDへ記述
することが定義づけられている。下記に記載部分を抜粋する。

A. Definitions
(e) “Leakage” is the increase in greenhouse gas emissions by sources which occurs outside the

boundary of an afforestation or reforestation project activity under the CDM which is easurable
and attributable to the afforestation or reforestation project activity;

(e)「リーケージ」とは、プロジェクトバウンダリーの外で起きる温暖化ガスの増加であり、
その増加が計測可能なものであり、また、「再植林」「新規植林」活動との連関が示され

得るものである。

(f) “Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks” is the actual net greenhouse gas removals
by sinks minus the baseline net greenhouse gas removals by sinks minus leakage;

(f)「人為活動がもたらす吸収源による温暖化ガス固定総量」とは、「吸収源によるアクチュ
アルな温暖化ガス固定量」から、「ベースライン吸収源による温暖化ガス固定総量」と「リ

ーケージ」を引いたものである。

APPENDIX B.2
(f) Measures to be implemented to minimize potential leakage;
(f) リーケージの発生可能性を最小限とする対策についての記述。

  上記の通り、純人為活動による吸収量を算出するためには、リスク・リーケージを定量
化しなければならない。しかしながら、将来起こりうる事象を予測し、定量化することは

困難が伴うのも事実である。具体的にバウンダリー内外のどこで、いつ、どの規模でこれ

らの負の影響が発生するのか、その傾向を予測し、定量化するためには時間的・空間的な

検証と解析が必要である。さらにこれらの対策を講じるためには、地元民の土地利用、若

しくはニーズの変化、地域の社会的・経済的構造変化等を把握し、その負の影響が最小限

になるべく、これらの変化を導かなければならない。

  こうした対策はプロジェクト事業者のみならず、当該政府関係者、並びに先進国の支援
策等の協力体制が必要であり、ひいては負の影響の最小限、対策の持続性につながるもの

と期待する。

  本章では、当社、電源開発(株)、並びに住友商事(株)が当プロジェクトエリア内で実施し
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た試験植林におけるリスクの事例を紹介し、本プロジェクトにおけるリスク・リーケー

ジを予測し、その対策、並びに定量化を試みた。

7.3.2  試験植林におけるリスクの事例
  当社、電源開発(株)、並びに住友商事(株)は、Toamasina州森林局(DIREF)をカウンターパ
ートとして、当プロジェクトエリア内の 3個所で試験植林を行っている。下記に試験の概
要並びにリスクの事例を述べる。

1)目的
・植林木の成長性、植林コスト等の確認、

・法制度、地元慣習、植林技術の確認、

・当国におけるCDM適用の可能性
2) 試験地概況
・試験地：砂地土壌の Land department４、ラテライト土壌の LD３の北地区及び南地区の
計 3 個所。
・面積 3.8ha×3個所の計 11.4ha。
・植栽樹種：Acacia3 種、Eucalupts3種 9産地(内、地元産 1種)、計 12産地
・植栽密度：4m×2m(1,250 本/ha)、49本/プロット、4反復。
・試験地周囲には、約 10mの防火帯を設置。
・植栽前の試験地の状況を写真 7.3.1に示す。
※前治水森林省総局長承認の元、Toamasina州森林局(DIREF)が国有地である試験地 3個所
を選定した。

・ LD３南地区においては植付時に施肥(NPK200g/本)と、3地区とも除草剤と手刈りによる
作業を行った。その他作業は治水森林局の標準作業に基づき実施した。

3) カウンターパートの植林技術
  カウンターパートの植林技術は直接本章のリスク・リーケージに影響しないが、次項で
述べる対策の成否に係る重要な要因である。試験植林において実際の土地選定、植林作業、

並びに管理等の実務を行ったToamasina州森林局(DIREF)は、本プロジェクト実施の場合で
も重要なカウンターパート候補者であり、次項で対策を考察すべく、下記に森林局の植林

技術等に関する事例を述べる。

・試験植林地の選定に関し、事前の説明では森林局と管轄する国土局の承認を得れば良い

との説明であったが、実際は地元の村長に未利用地での植林許可を口頭で受けており、

許可書となる文書ない。また、森林局及び国土局は、地元民の土地利用実態、並びに試

験地を含めた周囲の未利用地の所有権、もしくは慣習的使用権を誰が所有しているのか

把握できていない。

・ 森林局はこれまで一回当たり数百本程度(1ha以下)の育苗・植林の経験はあったが、試
験植林の約 14 千本(約 11ha)の育苗・植林は今回はじめてであった。このため通常播種
～山出しまでに約 3ヶ月を要する育苗が、実際は約 6ヶ月を要した。原因は事前に作業
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マニュアルを渡していたが、苗木の潅水回数の不足、作業員への施肥作業の不徹底等初

歩的な技術不足が多い。

4) 野火による試験地被災
①発生状況

・森林局の説明によれば、発生原因は①発生時期は乾期(9 月～10 月)で乾燥状態であった
こと、②慣習的に雨期前に放牧のための野焼きが頻繁に行われていたこと、③政治的な

不満による現政権への嫌がらせによるつけ火ではないかとのことである。

・2001年 12月(植栽約 10ヶ月後)、 火元は試験地より 20 数 km離れているBrickavill地区
で発生し、その後、数日を経て自然鎮火した。Brickavill地区全体の被災面積はおよそ数
百 haとのこと。火災延焼の警告・消火体制等公的な体制は整っていないため、正確な被
災面積、発生原因等は不明である。

・試験地の被災面積は、試験地LD4 で約 1.9ha(被災率 50％)、LD3 の北地区で約 0.6ha(被
災率 16％)であり、LD3の南地区の被災はなかった。
②対策

・試験地においては、事前の 10月末に防火帯を除草し、村民による週 2回の監視体制等行
っていた。さらにLD3では村民が協力し火勢の侵入を防いだことにより、被災面積は小
規模におさまった。

5) サイクロン
2003年 5月、大型のサイクロンがToamasina州を通過し、試験地LD3南地区では倒伏、
幹折れ、根切れによる胴吹等多数の被害が発生した。被害前と被害状況を写真 7.3.2、
7.3.3に示す。

6) 現在の生育状況
2001年 2月植栽後のLD3 の北地区と南地区における各樹種の生存率と樹高の推移を下
表に示す。



174

表7.3.1 試験植林地における野火、サイクロンの被害率

A.mangium（豪州産） A.auriculiformis （豪州産） E.grandis（地元産) E.grandis（南ァ産) 生存率
生存率 樹高 生存率 樹高 生存率 樹高 生存率 樹高 平均 前回測定
（％） （m） （％） （m） （％） （m） （％） （m） （％） 差異

試験地ＬＤ３（北地区）
2002年2月 （測定値） 78.6% 1.13 67.3% 1.05 91.4% 1.45 94.4% 1.40 82.9% ▲17.1%
2003年2月 （測定値） 75.0% 3.57 65.8% 3.07 91.3% 2.91 93.4% 3.34 81.4% ▲1.6%
2003年10月 （測定値） 42.9% 6.04 44.9% 5.38 86.2% 6.94 68.4% 7.50 60.6% ▲20.8%

試験地ＬＤ３（南地区）
2002年2月 （測定値） 100.0% 4.64 98.0% 4.98 93.9% 4.58 96.9% 4.67 97.2% ▲2.8%
2003年2月 （測定値） 98.0% 9.08 98.0% 10.89 92.9% 13.58 95.9% 14.45 96.2% ▲1.0%
2003年10月 （測定値） 0.3% 10.04 1.7% 9.38 68.4% 15.00 41.3% 21.98 27.9% ▲68.3%

野火の被害率注1) 2002年2月 21.4% 3.51 30.6% 3.93 2.4% 3.13 2.6% 3.27 14.3%

サイクロンの被害率
注2) 2003年10月 ▲64.9% ▲58.6% ▲14.8% ▲39.8% ▲44.5%

参考：トアマシナ森林局（DIREF）植栽地
植栽樹種 E.grandis（地元産）
植栽密度 833 本/ha 自然枯死率 ▲14.0%
植栽 2003年4月 サイクロン被害率▲32.0%
測定 2003年10月 生存率 54.0% 14.64

注1）：2002年2月の測定値は自然枯死の個体を含むため、野火の被害率は被害のあったＬＤ３北地区と被害のなかった
       南地区の生存率の差異を求めた。
注2）：北地区と南地区の2003年2月測定の生存率と同年3月測定の生存率の差異平均を求めた。

①野火による試験地被害率

・ Eucalypts2種は被災後の萌芽率が高いため被害率は約 3％と、Acacia2種の約21％～31％
に対し明らかに低い。

・野火の発生した北地区の樹高は南地区の約半分以下であり、成長は明らかに劣っている。

②サイクロンの被害率

・ Acacia2 種はEucalyptsより着葉量が多いため倒伏個体が多く、サイクロンの被害率は約
59％～65％と高い結果となった。一方、Eucalypts2種は着葉量が少ないため倒伏個体は
Acaciaより少ないが、幹折れ、胴吹個体が多数みられた。

・ 2003年 10 月に測定した北地区の生存率は約 61％、南地区で 28％であった。北地区の
生存率が高いのは野火の被災により樹高成長が南地区より遅れたためである。

※ 　我々は、2001年 2月植栽後約 3年間で野火・サイクロンというリスクを経験したが、
本プロジェクトにおいても同様なリスクの発生が予想される。しかしながら、その被害

はプロジェクト全体に均一に、または定期的に発生するのではなく、局所的、若しくは

突発的に発生するため、これらのリスクの将来予測を定量化するのは困難であろう。

  このため、次項において当国におけるリスクの現状と対策を考察した。

7.3.3  野火による森林火災の現状、対策
7.3.3.1 野火の現状
  現在、マダガスカル政府は森林整備・保護政策の柱として無許可での野火を禁止してお
り、治水森林省並びに森林局が地元民への指導、森林の消失面積等の管理を行っている。

しかしながら、これらの指導・管理等は関係省局の人員・財源不足等により充分に進展し

ておらず、我々の現地調査事に無許可の野火、森林火災等が散見された。写真 7.3.4と 7.3.5
に示す。
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  野火の目的は焼畑と放牧のための野焼きであり、まれに地元民の感情的な問題が絡ん
だ火付け等があると聞く。

・焼畑の場合、通常低潅木を焼き払い、陸稲・キャッサバ等を栽培する。農民は収穫量が

低下すれば新たな焼畑を開墾する。この間約 3年～6年の短期サイクルで元の農地へ戻
るので植生が完全に回復しないまま火入れ・開墾等を行った結果、地力の衰えた農地は

放棄され、荒廃地として草地へ植生を変化させる。

・ 放牧は、枯れ草を野焼きし、牧草を生育させるためで、乾期の終わり頃の 9 月～11 月
頃にかけて集中する。

※ 牛を所有する世帯は比較的裕福な農民が多く、所有世帯数は比較的少ないが、実際の飼

育頭数に比較し野焼き面積が多い感がある。

※ 野焼きは単独、若しくは共同作業で実施しているが、火叩きの準備、防火帯設置等の消

火・延焼防止策を行わず基本的に自然鎮火に期待するところが多く、度々延焼するとの

ことであった。

7.3.3.2 野火の対策
  対策として、現地で面談した JICA 緑川専門官、並びに大塚専門官のコメントを紹介す
るとともに、本プロジェクトにおける対策を考察する。

1) JICA緑川専門官
・放牧・野焼き面積に比較し、実際の牛の数は少ない。本来、野焼きの際は、集落の共同

作業で、地形、風向き、消火・防火対策を施した後実施すべきなのだが、実際は単独で、

無計画に実施する場合が多く、延焼の被害も多い。

・対策として、集落共通の放牧地をあらかじめ選定し、実際の野焼き作業等は防火帯を設

置し共同で実施するのがよい。

・この手法を定着させるためには、その効果を農民に目に見える形で提示することが必要

である。例えば野焼きが減り地力が低下しないため水田の収量が増加したとか、従来牛

は草と同時に野焼き後の炭も食べていたため短命で太りも悪かったが、一個所で放牧す

れば糞による施肥の効果が期待でき、牛も健康になった等。

2) JICA大塚専門官
・ 森林における直接的な防火対策として、既に我々が実施の通り防火帯の設置に加え、背

負い式ポンプ、水槽、火叩き、鍬等の消火器材を準備し、消火チーム等の体制を整える。

・ 樹皮が比較的厚く水分を多く含む例えばカシューナッツ、メリナ等の耐火性の樹種を混

植することも考えられる。

・ 植林地は地元民の利用する土地に隣接しており、事業実施前には土地の境界区分、地元

民への経済的な効果を十二分に地元民へ説明し、理解を得た後に実施すべきである。さ

らに地元民が事業へ積極的に参加する機会をつくれば、必然的に彼らの理解と協力が期

待できる。

3) 本プロジェクトにおける森林火災への対策
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①本プロジェクトは事業者自らが行う産業植林部門と、事業者が苗木を地元民へ提供

し②地元民自らが植林・管理する地元民植林からなる。地元民は、伐採後の立木の一部

を自家消費または他村販売用として木炭を自給・生産すると同時に、チップ材を事業者へ

販売、若しくは建築材として自家消費、若しくは販売等の選択することも可能である。地

元民へ木炭・材の販売による経済的な自立を促すと同時に、従来乏しかった森林を集落の

共有財産として保護・管理する意識が芽生えることを期待している。下記に、本プロジェ

クトにおける対策を考察する。

①直接的対策

・ 植林地周囲への防火帯、監視塔等の設置

・ 背負いポンプ、火叩き、鋤、山刀等の消火器材の設置

・ 消火チーム、暴政無線等の体制整備

②間接的対策

・ 地元民への延焼防止を考慮した野焼き方法の指導、

・ 地元民への防火意識の定着と消防体制の整備

地元民への指導、意識改革、消防体制作り等は、事業者単独での実施は困難であるため、

森林局をはじめとした政府関係者、JICA、NGO 等の地元経験者、並びに対外的な支援等
の連携した体制での実施が望まれる。

7.3.4  気象害(サイクロン)の現状、対策
1) サイクロンの発生状況   
  雨期に発生する集中豪雨やサイクロンの襲来によって、橋の流出や道路の冠水によって
地域の道路網は著しく寸断される等、毎年様々な被害が発生している。また、森林面積が

乏しいため雨水による表土の流亡は著しいものは著しいものであり、低地の水田の埋没、

排水路の決壊等農作業に与える影響は大きい。

  過去 10年間でプロジェクトエリアであるToamasina州を通過したサイクロンは年 1回発
生し、発生時期は 1 月～5 月頃である。しかし、そのコースは一定でないため被害量を予
測するのは困難である(図 7.3.1参照)。
2) 対策
  サイクロンの発生は突発的で通過コースも一定でなく、被害も局所的に発生するため、
基本的な対策は少ない。このため現状考えられる対策を下記に述べる。

①耐風性の高い樹種の植栽：試験植林では着葉量が比較的多く、枝張りの広い Acacia 種
の植栽を避け、比較的風倒被害の少なかったEucalypts種を植栽する。

②被害率をあらかじめ織り込み、植栽密度を 3m×2m(約 1,667本/ha)とする。

7.3.5  病虫害
①病虫害

  単一樹種を大面積に植栽した場合、小規模で複数の樹種を植林した場合と比較し、病虫
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害のリスクは高まる。マダガスカルでは当プロジェクトのような大規模な植林をした事

例が少ないこともあり、これまで枯死等の甚大な被害例は報告されていない。というの

も、 病虫害にあっても成長は遅れるが、必ずしも枯死したり、倒れたりせず、被害木とし
て生き続けるためであり、かつ CO2 の吸収量に大きな変化はない場合が多い。
  当プロジェクトでは、前項 7.2 で述べたモニタリング手法を実施し、発生予察、並びに
発生初期段階での薬剤、若しくは除伐等が対策として考えられる。

7.3.6  リーケージの顕在化と対策
リーケージとして、最も大きなものが土地利用の変化に伴うものと推察する。即ち当地域

で産業が創出されれば地元民の経済状況が変化し、加えてエリア外から新たな住民の流入

が予測される。これら人口増加に伴う焼畑・薪炭材確保ための違法伐採等のリスクが発生

する可能性がある。

  対策としては地元住民、関係当局と連携し、地元民の要望を考慮した計画的な土地の利
用区分の再編成が必要である。また、これらリスクは人口増加と密接に関連しており、定

量化においては人口の増加率を考慮しなければならない。

7.3.7  リスク・リーケージの評価
  前項では当プロジェクト実施に伴うリスク及びリーケージとして、下記の事項をリスト
アップした。

①バウンダリー内で予測されるリスク

・ 野火による森林火災

・ サイクロンによる気象害

・ その他病虫害

②バウンダリー外で予測されるリーケージ

・ 土地利用変化に伴う違法伐採の増加

  これらのリスク・リーケージはプロジェクトの炭素吸収に対し直接負の影響を及ぼすも
のであり、純人為的吸収量を算出するためにはこの影響を定量化しなければならない。し

かし、これらの影響は自然発生要因、並びに人的要因により発生が左右される等不確定な

要素が多く、定量化にあたっては困難が伴う。本来、これらの定量化は十分なデータを基

に、時間軸・空間軸を考慮し評価しなければならない。さらに類型化されモデル化された

手法により将来予測を行い、定量化することが望ましい。

  一方、過去の森林減少率は、上記の自然発生要因並びに人的要因により発生した結果で
あると推察される。Glen.M.Green et al(1990)1は、プロジェクトエリアを含む 1950年撮影の
航空写真と 1985 年撮影の衛星画像による森林被覆率と人口の増加率の関連を解析してお
り、その中で森林被覆率は年平均 1.5%で減少し、人口増加率 3.1%と高い相関があること
を述べている。

このため本書では、当地域における過去の森林減少率を採用し、リスク・リーケージの
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定量化を試算した。即ち、リスク・リーケージによる炭素排出量は、プロジェクトの年

間炭素収支に対し毎年▲0.5％～▲1.5％の減少率を乗じることとした。
① 植林開始 1年目～10年目は、リスク・リーケージとも発生し、減少率は▲1.5％。
② 11 年目以降、人為的要因により発生する森林火災は地元民の防火意識の向上、防火対
策等により減少する。しかしながら、サイクロン等自然要因の発生は予測できないた

め、1～10年目と同じく、減少率を▲0.5％と仮定。
③ リーケージは、11 年目以降、地元民は木炭・材の販売を行い経済的に自立し、植林・
伐採・輸送・チップ加工等の事業地が固定されるため、人口の移動に伴う土地利用の変

化は生じないと仮定。即ち、リーケージは発生しない。

④ 事業者はこれら負の影響を最小限にするために前項で述べた対策を実施する。

表 7.3.2　リスク・リーケージによる炭素排出量の前提

1～10年目 11～30年目

森林火災 ▲０.２％
気象害(サイクロン) ▲０.２％

その他病虫害 ▲０.１％

リスク

リスク(小計) ▲０.５％ ▲０.５％

リーケージ 土地利用変化 ▲１.０％ －

合　計 ▲１.５％ ▲１.５％
注：年間の炭素収支(プロジェクトによる炭素収支－ベースラインの炭素収支)×削減率

R.madagascari ensis

Gravellia banksiiE.　roubsta Aristida(イネ科草地)

試験地周囲の防火帯(約 10m幅)
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写真 7.3.1　試験地 LD4全景

図7.3.1　マダガスカル、トアマシナ州ブリッカビル地区通過のサイクロン（1993-2003)

（Service de Climatorogie/気象台調べ)

Dates de

passages

サイクロン名 通過月日 通過地、24時間最大雨量 最大風速

C.T. MANOU 2003/5/8 Toamasina 20.0 50

Brickaville 150.0 >100
C.T. KENSINY 2002/5/10 Toamasina 484.0 －

Brickaville － －

C.T.I. ELINE 2000/2/17 Toamasina 98.7 >180
Moramanga － >180

Brickaville － >180

C.T.T.I. GERALDA 1994/2/2 Toamasina 189.8 >280
Brickaville － －

C.T. DAISY 1994/1/13 Toamasina 39.0 108
Brickaville － －

D.T.F. HUTELLE 1993/3/2 Toamasina 28.7 45

Brickaville － －
D.T.M. FINELLA 1993/2/12 Toamasina － －

Brickaville － －

D.T.F.： Depression Tropicale Faible(弱熱帯性低気圧)
D.T.M.： Depression Tropicale Moderee(中熱帯性低気圧)

C.T.： Cyclone Tropicale(熱帯性サイクロン)
C.T.I.： Cyclone Tropicale Intense(強熱帯性サイクロン)

C.T.T.I.： Cyclone Tropicale Tres Intense(超強熱帯性サイクロン)

Noms des perturbations
Cyc loniqutes

Quantite de pluies maximales

en 24h(mm)

Vitesse de vents

maximales en km/h

(93/03/02)

(93/02/12)
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写真 7.3.2　試験地 LD3南地区、2003年 3月撮影(2.0年生)

写真 7.3.3　試験地 LD3南地区、サイクロンによる風倒木(Acacia)
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写真 7.3.4　国道 2号線、ブリッカビル近辺の野焼きの状況

写真 7.3.5　国道 2号線　ムラマンガ付近での森林火災跡地(約 300haが焼失)
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第 8章 プロジェクトの実施期間/クレジットの発生期間

8.1 COP9の現状と課題
8.1.1 tCERと lCER
2.2において COP9までに規定されたルールについて概略を述べたが、本項では、本プロジェ
クトから発生させるクレジットについて検討をする。

8.1.1.1 tCER（Temporary CER）
特徴

 クレジットが発行された次の約束期間で全量が失効。
 失効の際には、他のクレジットによる補填が必要。
 発生可能期間内は、炭素蓄積量に応じて全量再発行。
 補填に使えるクレジットは AAU、ERU、CER、RMU、及び tCER。

約束期間内に発行された tCERは、翌約束期間末の遵守に使用することができる。遵守に使
用された後、tCERは事業者の保有口座から国の償却口座（Retirement Account）へと移転さ
れ、翌約束期間末に全量が失効する。この際、失効分を他のクレジットによって補填する必要

があり、翌約束期間中に発行された tCERがあれば、この tCERをもって補填することができ
る。また、プロジェクト期間の終了と同時に全てのクレジットが失効し、この場合も補填する

必要がある。

炭
素
蓄
積

時間（年数）

約束期間

発行されるtCER量
翌約束期間末に失効し、補填義務が

生じる部分

　　　　

炭
素
蓄
積

時間（年数）

約束期間

発行されるtCER量
翌約束期間末に失効し、補填義務

が生じる部分

定量は5
年置き

図 8.1-1約束期間内に発行される tCER    図 8.1-2翌約束期間に発生する tCERの補填義務

8.1.1.2 lCER（Long term CER）
特徴 

 炭素蓄積の変化がなければ、クレジット発生可能期間末で失効。補填に使えるクレジット
は、AAU、ERU、CER、RMU。

 炭素蓄積が増加していれば、増加分を発行。
 炭素蓄積が減少していれば、減少分が失効し、補填する必要がある。補填に使えるクレジ
ットは、AAU、ERU、CER、RMU、及び同一事業からの lCER。
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　約束期間内発行された lCERは、当該約束期間末の遵守に使用することができる。翌約束期
間でさらに炭素蓄積が増加した場合には、その分の炭素蓄積量に応じた lCERが交付される。
仮に翌約束期間で炭素蓄積が減少していた場合には、マイナスのクレジットが交付され、この

分は他のクレジットで補填する必要がある。クレジット発生可能期間の最後に、それまで発行

されたクレジット全量が失効し、この分をほかのクレジットで補填する必要がある。

炭
素
蓄
積

時間（年数）

約束期間

発行されるlCER量
プロジェクト期間末に失効し、補

填義務が生じる部分

　　　

炭
素
蓄
積

時間（年数）

約束期間

定量は5
年置き

前回発行分のlCER量
前回発行分との差額が交付される

（ここではマイナス）

　図 8.1-3約束期間で創出される lCER    図 8.1-4翌約束期間に発生する lCERの補填/交付

 8.1.2 t/lCERの活用方法と問題点
　期限付きで、将来的には発行された全量を補填する必要があるというこれらのクレジットは、

発行された約束期間でのみ遵守に利用できる。但しその後の補填責任に追われるというリスク

を図らずとも保有してしまうため、クレジットの活用は複雑なものになると予想される。創出

される t/lCERを単独で購入しようとする場合、以下のような活用方法が考えられる。
 tCER
将来の約束期間において大量の AAU創出が見込まれ（新技術の導入見込みなど）、tCER
が発行される約束機関の遵守さえ達成できれば、その後市場でのクレジット価格に関わら

ず容易にクレジット調達することが見込める場合などに利用。

 lCER
プロジェクトの終了時（20 年後～60 年後）までに大量の AAU 創出が見込まれる場合、
もしくは、プロジェクトの終了時において lCER相当分のクレジットを安価で購入できる
という確信がある場合などに利用。

　また、あらかじめ翌約束期間以降のクレジット（AAU、ERU、CER）を抱き合わせて購入
し、将来的な補填に充てるといった手法も考えられる。

 但し、t/lCERのクレジット活用には以下の点の注意が必要である。
 プロジェクト・リスクの加味

t/lCERは、プロジェクトの進行過程で補填義務が生じる可能性がある。これは他の京
都議定書上のクレジットが一旦発行されたら遵守に対して基本的に等価であると言う

性質とは全く異なった性質のクレジットである事を意味する。つまり、クレジットに

プロジェクト（の成否の）リスクを内包している。そのため、t/lCERはプロジェクト
毎に個別のプロジェクト・リスクが割引かれる事が考えられる。これは、t/lCERは起
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因するプロジェクトによって価格が異なる事になる。

 リスク・マネージメント
t/lCER は、プロジェクトの進行過程で補填義務が生じる可能性がある。補填義務を負っ
た政府又は企業は、他のクレジットに比べより慎重なリスク・マネージメントを持って対

応しないと、気候変動枠組条約や京都議定書の主旨である地球温暖化に対する責務を十分

に果たせない、または想定外の費用の負担を求められる可能性がある。

 世代間の負担の公平性
京都議定書は、気候変動枠組条約に対する解決策の第一歩である。条約の「究極の目標」

に対して、将来世代は、現在の世代よりもより厳しい排出抑制又が吸収増大を求められる

事は明白である。持続可能な発展のため、技術革新の進展等を図る時間的猶予を京都議定

書の目標は締結国に認めたとも言える。ところが、t/lCER は利用の仕方によっては、本
来現在の世代が負うべき温室効果ガスに対する責務を将来世代に先送りする事が起こる。

つまり、現在の責務を果たすため t/lCER の補填義務を現在のクレジット又は資金で担保
しないと、補填義務が生じた世代のクレジットを余分に「消費」してしまい、その世代の

発展に対し阻害要因となるのである。本来、地球温暖化対応には現在の世代が将来の世代

に、差異のある責任において、如何により良い地球環境を残していく事が出来るかという

側面があり、将来世代への負担の先送りは、その主旨から大きく逸脱するため、極めて慎

重に対応しなければならない。現在の吸収源活動のクレジットの価値を上げるために、将

来世代へ負担を先送りする事は、吸収源活動自身の持つ持続可能な発展への貢献を大きく

毀損する可能性がある。

 プロジェクト継続のインセンティブの喪失
t/lCER の補填義務に対するリスク回避は、補填クレジットの手当を如何にするかにかか
る。早期に手当をした場合、tCERではクレジットの再発行を、ｌCERではクレジットの
増減をモニタリング、ベリフィケーション、サーティフィケーションのプロセスを踏まな

くても、手当したクレジットで補填すれば良い、という状況が起こる。特に約束期間に対

応する tCERについては、次期の約束期間のクレジットを先渡しで廉価に購入し、次期約
束期間終了時に（基本となる事業は継続していても）CDM としての部分の作業（モニタ

リングなど）を行わずとも、（クレジットの種類と数量のみを見るという）遵守という面

からは許容される。現在の市場価格を考えると、とくに第二約束期間以降の条件が不明な

なか、排出削減起源で CERになるであろうクレジット（VER段階）の価格は相当低い可
能性が有り、第一約束期間の tCERと第二約束期間の VER（将来 CERになる確度が高い
のも）の組み合わせにより、廉価な第一約束期間遵守のクレジットの創出（不確実性は含

むが）も可能性がある。しかし、これは第二約束期間以降、当該吸収源プロジェクトの

CDM における永続性についての責務から事業者が「開放」される可能性も秘めている。
果たして、このようなスキーム（申請されたクレジット期間より前に補填をし、以後プロ

ジェクト自体が CDMとして不適格な状態と練ったケースなど）が、制度上可能でも地球
温暖化への対応という大義に叶うものかは議論が必要かもしれない。また、
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8.2 クレジット期間
　2.2において COP9までに規定されたルールについて概略を述べたが、本項では、本プロジ
ェクトで採用するクレジット期間について検討をする。

  ミラノ合意ではシンクプロジェクトのクレジット期間について、
① 20年をクレジット期間とし 2回更新可能→最大 60年
② 30年をクレジット期間とし更新は不可

という整理になった。

8.2.1 本プロジェクトが採用するクレジット期間
  本プロジェクトは、プロジェクト実施期間を 30 年としている。それ以降の継続はプロジェ
クト実施期間終了時までに判断する事となる。プロジェクトなくしてクレジットは無いのであ

るから、クレジット期間もプロジェクト実施期間と一致又はそれよりも短期とする事が適当で

ある。依って、本プロジェクトではプロジェクト期間と同じ 30 年をクレジット期間とし、先
述②の「30年をクレジット期間とし更新は不可」を採用する。

8.3 クレジットの選択
　クレジットの種類については、林野庁の『2004年 1月 13日 CDM吸収源事業説明会「COP9
報告会」（国際緑化推進センター主催）』1の 10～12ページにも優しく解説されている。本章の
8.1でも整理を行った。これを勘案し、本プロジェクトにおけるクレジットの選択を行う。

8.3.1 本プロジェクトが採用するクレジット期間
  本プロジェクトにおけるクレジットは l CERを採用する。理由は以下の点である。

① 価格変動リスクの回避：t CERは約束期間終了前後で補填措置を行う可能性がある。他のプ
ロジェクトも多くが tCERを選択した場合、約束期間終了時前後の価格変動のボラティリテ
ィーは高くなる可能性がある。また、約束期間終了時前後は政府による遵守のための調整が

行われる可能性や、民間の流動性の低下もボラティリティーを高くする要素である。この価

格変動リスクは現状計測不能かつ回避不能である。

② クレジット増減への対応：tCER の場合、発行されたクレジットの全量の再発行が必要とな
る。これに対し lCERは変化分に対してだけ対応すれば良い。本プロジェクト起因のクレジ
ットの移転規制を想定していないので、クレジットの増減に対する対応体制としては lCER
の方が容易である。また、プロジェクト・リスクの管理も一元化しやすい。特定企業が劣後

債の形でクレジットの事業リスクを一定限度負うスキームも考え易くなる。

                                                
1 http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/20040113report2.pdf
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第 9章 温室効果ガス

9.1 本事業における温室効果ガスの変化
  本事業における温室効果ガスの変化は、第 1章 1項で示した事業計画と第 6章で示した
バウンダリー、ベースライン及びモニタリングの定義の下では、表 9.1-1のように変化す
る。

 この様に、30年ですべて伐採をし、再植林を行わないと僅かな炭素蓄積しか、BAUと比
較しても起こらない。但し、初期 10年間では 100 万トン以上の炭素蓄積を行っており、
クレジットの獲得には有効である。今後の事業構築にあたり、21年目以降の伐採跡地に対
して現地政府/住民と如何に協力して森林を維持するかが課題となる。因みに植林樹種（ユ
ーカリ種）は、伐採後自然に萌芽するので、チップ工場をより長期に稼動できれば、現地

住民よって、チップ工場への原料供給源として管理された森林が維持される事が期待でき

る。本プロジェクトは、このような技術移転も視野にある。

9.2　グッドプラクティスガイダンスで用いられる手法 /データとの整合性
  ここでは、Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）Good Practice
Guidance （以下GPG）に基づく、草地（Glassland remaining Glassland：GG）の炭素
蓄積量定量手法を参考に、マ国プロジェクトにおけるベースライン定量手法案について考

察を行う。参考となる GPG の項目として、国別の LULUCF インベントリ作成プログラ
ムにおいて必要とされる、草地であり続ける草地（GG）の炭素蓄積定量手法を一例とし
て提示する。手法は大きく 3階層に分類されており、ここでは Tier2手法を定量手法とし
て採用した場合を想定し、その手順を以下に示す。

9.2.1　前提条件
炭素プール内での年間の炭素蓄積変化は、第 4章 3項で示した前提条件の他に以下の前提
条件が加わる。

⑥温度による気候区分

区分 年平均気温

冷帯 0℃以下
寒帯 0～10℃
温帯 10～20℃
熱帯 20℃以上

⑦-1　温帯、寒帯における、降水量による森林の区分
区分 年平均降水量／最大蒸発散量

乾燥 1未満
湿潤 1以上

⑧-2　熱帯における、降水量による森林の区分
乾燥 1000mm以下
湿潤 1000mm～2000mm
熱帯雨林 2000mm以上
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9.2.2　炭素蓄積量定量の対象
草地における炭素蓄積を定量する場合、以下を定量する必要がある

１. 生体バイオマス（Living Biomass）中の炭素変化
２. 土壌中の炭素蓄積の変化

(a) 有機土壌中の炭素蓄積変化
(b) 無機土壌中の炭素蓄積変化
(c) 石灰肥料の投与に伴うGHG 排出

３. CO2以外の温室効果ガスからの排出
(a) 有機/無機肥料の投入によるN2O排出
(b) 草地の焼失に伴うN2O、NOx、CH4、COの排出
(c) 家畜放牧に伴う CH4排出

４. それぞれの不確実性

9.2.3　対象別の炭素蓄積、GHG排出定量手法
　草地であり続ける草地（Grassland Remaining Grassland:GG）における、年間の炭素
蓄積量の変化は、以下のような式で表される（GPG 3.4.1）。なお、以下本項（9.3.3）は
GPGの記載に基づき項建等GPGに準拠する。

∆CGG＝草地における、年間の炭素量変化

∆CGGLB＝草地における生体バイオマスの、年間の炭素量変化

∆CGGSoils＝草地における土壌中の炭素蓄積の、年間の収支

 3.4.1.1　GGにおける生体バイオマス（Living Biomass）中の炭素蓄積変化

方法論

式 3.4.2　草地における生体バイオマス蓄積の年変化

△CGGLB = GGにおける、気候区分、草地の種類、管理状況を勘案した、生体バイオマス中
の炭素蓄積量変化の合計、トンC/年

△CGGLB(c,i,m) ＝気候区分（c）、草地の種類（i）、管理状況（m）別の、生体バイオマス中
の炭素蓄積変化、トンC/年

草地における生体バイオマスのプールには、地上/地下のバイオマスが含まれるが、地上部
の草本のバイオマスとしての容量は比較的小さいため、焼失によるCO2以外のGHGの排出
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はカウントされない。地下部のバイオマスはより容量が大きく、管理状況に対して敏感で

あるため、草地の炭素蓄積変化に含まれる。

 3.4.1.1.1 生体バイオマス中の炭素蓄積変化定量手法の選択
式3.4.3　GGにおける生体バイオマス中の年間の炭素蓄積の変化

　　　

△CGGLB(c,i,m) ＝気候区分（c）、草地の種類（i）、管理状況（m）別の、生体バイオマス中
の炭素蓄積変化、トンC/年

△Bperennial ＝地上部の、多年性木質バイオマスの蓄積の変化、トン（絶乾重量）/年
△Bgrasses ＝地下部の、草本バイオマスの蓄積の変化、（絶乾重量）/年
CF＝炭素換算値　デフォルト値は0.5　（炭素重量/絶乾重量）
ここでの△Bの算定方法は、バイオマスの成長率・喪失率に基づく手法（式3.4.4）、と、
異なる2時点間でのバイオマス量の差に基づく手法（式3.4.5）のうち一つを選ぶことがで
きる。

式3.4.4　バイオマスの成長率・喪失率に基づく年間の炭素蓄積変化

△Bi＝草地タイプ “i”の土地における、生体バイオマスの年間変化 、トン（絶乾重量）/
年

Ai＝草地タイプ“i”の面積、ha
G＝年平均のバイオマス成長量、トン（絶乾重量）/ha/年
L＝年平均のバイオマス喪失量、トン（絶乾重量）/ha/年

式3.4.5　異なる2時点間でのバイオマス量の差異に基づく手法

△B =生体バイオマス量の年間変化、 トン（絶乾重量）/年
B t2 =時間2におけるバイオマス量、トン（絶乾重量）
B t1 =時間1におけるバイオマス量、トン（絶乾重量）

式3.4.4、3.4.5は地上、地下バイオマス双方に共通のものである。長期間に渡り形成された
草地では、バイオマス量の変化は近年（過去20年程度）における管理状況による変化が占
める部分が大部分である。そのため、特定の管理状況（可能であれば気候と草地のタイプ
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により分類）、により算出することが求められる。

また式3.4.4、3.4.5を使用する際は、地下部のバイオマス量に関しては直接式を利用する
ことができる。地下部のバイオマスの蓄積は、地上バイオマス量の膨張率（expansion
factors）を用いることによって算出することができる。このような膨張率は、地下部のバ
イオマスと地上バイオマスの比率であり、root to shoot 比として知られ、この比率は①草
地タイプ、②気候区分、③草地の管理状況により異なる。式3.4.6は地上、地下部のバイオ
マスの総量を求める方法を示すものである。地上バイオマスを最初に定量し、式3.4.6に用
いる。この式3.4.6で求められたバイオマス蓄積の総量、地下部のバイオマス蓄積量、地上
バイオマス蓄積量をもって、式3.4.5の経年でのバイマス蓄積量を求める。
   

式3.4.6　バイオマスの総量

　　　

BTotal = 地上、地下バイオマスを含むバイオマス量の総量、トン（絶乾重量）
BAG =地上バイオマス量、トン（絶乾重量）
BBG =地下バイオマス量、トン（絶乾重量）
R＝root-to-shoot ratio

 3.4.1.1.1.2 炭素吸収/排出係数の選択
年平均のバイオマス成長量（G）・喪失量(L)、もしくは、multiple points：重複点（Bt、
Bt-1）におけるバイオマス蓄積量、地下部バイオマス膨張率のそれぞれの係数が、Tier2
での定量には必要となる。

率ベースでの定量手法（式3.4.4）は、
 木質バイオマスの喪失率（植林や潅木の除去に伴う喪失など。式3.4.4の係数L）
 草本植物の地下バイオマスの喪失率（牧草地の荒廃など。式3.4.4の係数L）
 木質、地下バイオマスの純成長率（式3.4.4の係数G）
それぞれが要求される。

炭素蓄積/喪失の相関をレポートするためには、最低でも2時点での定量が必要となる。2
時点間の炭素蓄積の変化を定量することにより、年間の変化率を求めることが可能となる。

変化率は特定の土地活動別に定量される必要があり、（牧草地への肥料投下、潅木の除

去、savannah thickeningなど）ここでのフィールド定量の結果は、その他の情報源と文
書上にて比較し、検証を行う必要がある。定量された炭素蓄積/喪失率は、追加的な情報と
専門家の意見に基づいてモデル化されることになるが、これらはインベントリ報告に明確

に記載される必要がある。

重要な留意点として、バイオマスの純変化量を定量するための正確な変化率は、管理の

行われる期間の初期（例えば20年）に定量される必要がある。この時期を過ぎると炭素蓄
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積は新たなステージへと移り変わってしまうためである。

式3.4.5においては、経年での炭素蓄積を定量する地域/国別のデータが求められる。一例
として航空写真（もしくは高解像度の衛星写真）による樹木植生の密度（樹冠の被覆度）

や、地上でのサンプリングによる定量などがここでのデータとなる。種の構成、密度、地

上対地下のバイオマス比率といった要素は草地の種類と状態により大きく差異が生じるた

め、草地タイプ別の統計的なサンプリングが最も効果的と考えられる。調査とサンプリン

グに関する総合的なガイダンスはGPG5章(5.3)に記載される。
地上バイオマス蓄積と、年間の地上バイオマスの生産性のデフォルト値は、表3.4.2に記
載される。これらは全地球的な平均値であり、大気候区分ごとに区分されたものである。

しかし、Tier2の定量のための情報として用いることは好ましくない。例外として、バイオ
マスの燃焼に伴うCO2以外の温室効果ガスの排出定量（3.4.1.3）および、初期の国別の値
との比較などに用いることは可能である。

表 3.4.2　草地における、気候区分別の（乾物重量）地上バイオマスの一次生産からの炭素
量のデフォルト値

IPCCによる気候区分 地上バイオマスのピーク値
（乾物重量）

トン/ha

地上バイオマスの一次生産量
（乾物重量）

トン/ha/年
研究による

平均値

誤差 研究による

平均値

誤差

冷帯 1.7 1.8
寒帯（乾燥） 1.7 2.2
寒帯（湿潤） 2.4 5.6
温帯（乾燥） 1.6 2.4
温帯（湿潤） 2.7 5.8
熱帯（乾燥） 2.3 3.8
熱帯（湿潤・雨林） 6.2

±75%

8.2

±75%

地下バイオマスの定量は、草地におけるバイオマスの定量において非常に重要な部分であ

る。しかし、フィールド定量は労働力を必要とし、また困難であることから、地上バイオ

マス量をもとに地下バイオマスの膨張係数を用いる方法が一般的である。野焼きや牧畜は、

草地のroot-to-shoot 比を他の生態系と比較して高いものへと誘導する。そのため、森林の
バイオマス膨張率は、モデル化することなしには草地へ適用することはできない。Root-
to-shoot 比はそれぞれの種(Anderson et al.1972)と集団の規模( Jackson et al. 1996,
Cairns et al. 1997)によって大きく異なる。そのため、できる限り実験で求められた植生/
地域別のroot-to-shoot 比を用いることが推奨される。表3.4.3では世界各地での主要な草
地生態系におけるroot-to-shoot 比のデフォルト値を示しているが、このデータの利用は対
象国において地域的なroot-to-shoot 比が利用できない場合にのみ利用可能である。また、
潅木林、サバンナ、森林におけるroot-to-shoot 比は、その土地が国別インベントリ内で草
地として区分されている場合、草地の膨張係数を用いることができる。
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表3.4.3　区分別のバイオマス膨張係数のデフォルト値
植生タイプ IPCCによる気候区分 root-to-shoot 比 N 誤差

ステップ/サ
バンナ/プレ
ーリー

冷帯（乾燥・湿潤）、

寒帯（湿潤）、温暖（湿
潤）

4.0 7 ±150%

乾燥草地 乾燥（寒帯、温帯、熱
帯）

2.8 9 ±95%

草地

亜熱帯、熱帯

草地

熱帯湿潤 1.6 7 ±130%

サバンナ 0.5 19 ±80%その他

潅木地 2.8 9 ±144%

 3.4.1.1.1.3 Activity Dataの選択
このセクションでのActivity dataは、長期間に渡る草地（近年において転換されたもの
ではない）の面積を参照する必要がある。加えて、国は毎年焼失する面積からのCO2以外
の温室効果ガスの排出を定量する必要がある。このレポートでは土地をその種別ごとに区

分する手法を提示している（GPG第2章）。毎年の、もしくは定期的な調査はGPG2章に
述べられる手法と組み合わせて実施される必要がある。土地定量においてGやLといった係
数を正確に求めるためには、大気候区分のもとでさらに細かく分類を行う必要がある。

FAOの統計やIPCC報告（1996）、またそのほかのデータを、草地の面積の定量に用いる
ことができる。草地の燃焼面積は、草地のタイプ別の平均的な野火の頻度、もしくはより

信頼性のあるデータ（リモートセンシリングなど）に基づく必要がある。精度の高い国別

のデータを一部しか利用できない場合、国は全ての土地ベースでの草地面積を、最大限利

用可能な知識に基づいて推計する必要がある。

 3.4.1.1.1.4 不確実性の検証
不確実性は、土地面積の定量（Ai）、焼失面積(fburned,i)、炭素蓄積/喪失率（Gおよび

L）、炭素蓄積（B）、バイオマス膨張率（EF）それぞれの係数の精度に影響を及ぼす。
そのため、誤差定量（例えば、標準偏差、標準誤差とその幅）を国別に定めたインベント

リ間隔で行う必要がある。不確実性検証のデフォルト値は表3.4.3に提示され、この値をバ
イオマス膨張係数に利用することができる。Tier2では、高精度のactivity data（気候区分
別の土地面積、国境内の草地管理システム）を用いる必要があり、高精度のデータを利用

することによって不確実性を低減することができる。この情報は、2章での炭素排出/吸収
の不確実性検証と、5.2の不確実性の検証と定量の項を参照して行う。
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 3.4.1.2 土壌中の炭素蓄積変化
3.4.1.2.1 方法論
ここでの方法論は、無機土壌中の有機炭素の炭素蓄積変化（CO2排出/吸収）、有機土壌

（泥炭や黒泥土）が牧草地に転換することによるCO2排出、草地土壌のliming（肥料とし
ての石灰投与）による炭素排出に関するものである。無機土壌中の炭素蓄積変化に関して

は、このガイダンスでは30cmまでの深度の無機土壌層の有機炭素としており、炭素を含む
表面残渣（枯死有機物）または非有機体炭素（carbonate mineralsなど）は含まないとし
ている。殆どの草地においては、表面残渣は土壌中の炭素に比べて少量である。式3.4.7に
おいては、上記の土壌中の炭素蓄積量の変化の定量手法を提示している。

式 3.4.7　草地における土壌の炭素蓄積

△CGGSoils ＝草地における年間の炭素蓄積量の変化（トン）/年
△CGGMineral＝草地における年間の無機土壌中の炭素蓄積量の変化（トン）/年
△CGGOrganic ＝草地における年間の有機土壌中の炭素蓄積量の変化：算定された純流動量

（Fllux）（トン）/年
△CGGLime ＝草地への石灰投与に伴う年間の炭素排出量（トン）/年

Tier1とTier2においては、枯死有機物および非有機炭素蓄積はゼロとしてカウントされる。
最も適切なTierを選択する方法は、
① 草地管理と経年での管理状況の変化における、利用可能なactivity dataの精度。
② 基本となる炭素蓄積量変化に関する適切な情報と、炭素蓄積定量に用いる係数の利用

可能性。

③ 土壌の炭素蓄積に特化した国別インベントリの利用可能性。

それぞれに依存している。全ての国はインベントリ作成と報告において、より高い Tier
を用いることができるよう尽力する必要がある。

 3.4.1.2.1.1 方法の選択
無機土壌の炭素蓄積変化の定量手法

無機土壌に関しては、定量手法は、炭素量に変化を及ぼす管理が行われる期間中におけ

る土壌中の炭素蓄積量を定量するものである（式3.4.8）。インベントリ年のT年前の炭素
蓄積量(SOC(0-T) )と、インベントリ年の炭素蓄積量(SOC0)のそれぞれは、表3.4.4と炭素
蓄積係数（表3.4.5）を参照して行われる。気候区分別の草地生態系は、土壌とその管理状
況との組み合わせを参照する必要がある。炭素の吸収/排出の年間変化率は、インベントリ
期間ごとの吸収/排出量の差異を、年換算して求める。デフォルトとなる期間は20年間であ
る。
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式3.4.8　無機土壌中の年間炭素蓄積量変化

△ CGGMineral＝無機土壌中の年間炭素蓄積量変化
△ SOC0＝インベントリ登録年のヘクタールあたり土壌有機炭素量（トン/年）
△ SOC(0-T)＝インベントリ登録年のT年前のヘクタールあたり土壌有機炭素量（トン/年）
T＝インベントリ期間の間隔（デフォルトは20年）
A＝各パーセル（区分された土地）の面積（ha）
SOCRef＝参照炭素蓄積（トン/ha）→表3.4.4
FLU＝土地利用、土地利用変化別の炭素蓄積係数→表3.4.5
FMG＝管理状況による炭素蓄積変化係数→表 3.4.5
FI＝有機物インプットの炭素蓄積変化係数→表 3.4.5

表 3.4.4　土壌種類別含有炭素量デフォルト値（深度 0～30cmにおけるトン/ha）

地域
高活性土
壌　HAC
Soils

低活性土壌
LAC Soils

砂質土壌
Sandy
Soils

ポトゾル
性集積土

壌

Spodic
soils

火山性
土壌

Volcani
c soils

湿地帯
土壌

Wetlan
d soils

寒帯 68 NA 10 117 20 146
乾燥冷帯 50 33 34 NA 20
湿潤冷帯 95 85 71 115 130 87

乾燥温帯 38 24 19 NA 70
湿潤温帯 88 63 34 NA 80 88

乾燥熱帯 38 35 31 NA 50
湿潤熱帯 65 47 39 NA 70
熱帯雨林帯 44 60 66 NA 130

86
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表 3.4.5　草地の管理状況による、炭素蓄積の変動に関わる係数
要素 程度 気候 IPCC ガ

イドライ

ンのデフ
ォルト値

GPC改
訂デフ

ォルト
値

誤差 定義

土地利用

FLU

全て 全て 1 1 NA 全ての恒久的な草地は、

土地利用係数を 1とする
殆ど管

理され
ていな

い（荒

廃して
い な

い）

全て 1 1 NA 荒廃せず持続的に管理

される草地。ただし極端
な改善もない。

寒帯 NA 0.95 ±12%適度に

管理さ
れる荒

廃した
草地

熱帯 NA 0.97 ±10%
過放牧、もしくは緩慢に

荒廃した草地。若干生産
性が低下しており、イン

プット（肥料など）はな
い。

極度に
荒廃し

た草地

全て 0.7 0.7 ±50 植生と土壌に対する長
期間の機械的なダメー

ジ・土壌流出により、生
産性と植生が著しく低

下した状態

寒帯 1.1 1.1 ±10%

管理状況

FMG

改善さ

れた草
地

熱帯 1.1 1.17 ±10%
適度な放牧などにより

持続可能な形で管理さ
れ、1つ以上の改善手法
（品種改良、肥料の導

入、灌漑など）が導入さ
れた場合

ごくわ

ずか

全て NA 1 ±8% 既存の改善手法が施さ

れていない改善済み草

地に手法が持ち込まれ
た場合

寒帯 NA 1.11 ±8%

新たな改善

手法の導入

による有機
物インプッ

ト
FI

大規模

熱帯 NA 1.11 ±8%
既に 1つ以上の改善手法
が導入されている、改善

された草地に、新たに導
入された場合。

草地の種別と管理状況の係数は広く定義され、

① 国別の炭素蓄積レベルを反映した土地利用係数(FLU)
② 改良/荒廃した草地の管理係数（FMG）

③ 広義での土壌への炭素投入を示すインプット係数（FI）、改良された草地のみが対象

SOC0 およびSOC(0-T)、およびヘクタールあたりの土壌炭素蓄積の純量は、以下のステ
ップで定量される。

ステップ①：インベントリ対象の各エリア別に、参照炭素蓄積量(SOCREF)を選択する
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ステップ②：インベントリ年の最初の年（例20年前）の草地の管理状況（FMG）と、炭素

インプットレベル（FI）を求める。これらの係数は、参照炭素蓄積に積算さ

れ、炭素蓄積量の初期値(SOC(0-T))を求めることができる。但し、草地にお
いては、FLUは常に1となる。

ステップ③：ステップ②を、同一の(SOCREF) とFLU=1を用いて、繰り返すことによって
SOC0を求める。但し、管理状況とインプットに関わる係数は、近年のイン

ベントリ年のものを用いる。

ステップ④：エリアにおける年平均の炭素蓄積変化を求める(△CGGMineral)

式 3.4.9　エリア別の炭素蓄積変化量の総計

適切なモデルを選択する基準は、モデルが国内の全ての草地の管理状況に対応しているか

どうかという点である。重要な事項として、モデルは独立した第三者によって検証される

必要がある。①国別、地域別のロケーション、②気候の多様性、③土壌と草地の管理状況

などが検証の対象である。適切な検証データの例として、長期の草地における実験(Conant
et al. 2001)、もしくは、長期の生態系炭素蓄積フラックスの定量（例、渦共分散流束：eddy
covariance）、などがある。理想的には、恒久的なインベントリシステムは統計的に草地
プロットを代表するものであり、①気候区分、②土壌タイプ、③管理状況とその変化、そ

れぞれが経年で繰り返し測定され、反映される必要がある。殆どのケースにおいて推奨さ

れるサンプリング頻度は、3～5年である。
可能であれば、炭素蓄積量の定量は質量相当量で計測される必要がある。これは経年で

サンプリングが繰り返されることによる空間変化の影響を最小化するためのものである。

このようなインベントリ計測は、プロセスモデルベースのインベントリと融合される。

有機土壌の炭素蓄積変化の定量手法

管理された草地における炭素蓄積量変化の定量は、年間の炭素喪失率（土壌流出などに

よる）を定量することである。牧草地の管理と土壌流出は、無酸素状態にあった有機物の

酸化を促す（しかし、排出率は耕地などといったその他の土地利用状況に比べて低い）。

各気候タイプ別の草地の有機土壌面積に、排出係数を積算することによって、年間の炭素

排出量を求める（式 3.4.10）

式 3.4.10　草地における有機土壌の耕運により排出される二酸化炭素
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△ CGGOrganic＝草地において耕運により排出されるCO2（トン/年）
A＝気候区分下での有機土壌面積
EF＝気候区分Cにおける、炭素排出係数（表3.4.6）、トンC/ha/年

Tier2アプローチでは、式 3.4.10を用いて、排出係数は国別のデータを用い、気候区分別
に統計化する（3.4.2.1.3）。定量は、2章にしたがってすすめる。

石灰投与に伴う炭素排出量の定量手法

GPGでは、石灰投与に伴う炭素排出もその定量対象に含んでいる（CaCO3、CaMg(CO3)2）。
湿潤地域においては、牧草地への集中的な石灰投与は、土壌の酸性を低減するために定期

的に行われる。ここで、炭化した石灰が土壌に溶出する際にCO2を排出する。しかし、こ
の石灰投与の効果は、一般的に石灰が投与された後数年間にとどまるため、基本的な方法

論においては、単純に石灰が投与された期間と、投与された石灰の形態に炭素排出量が依

存するとしている。

式 3.4.11　農業上の石灰投与に伴う年間の炭素排出量

△CGGLime ＝農業上の石灰投与に伴う年間の炭素排出量、トンC/年
M ＝年間の生石灰(CaCO3) もしくはドロマイト (CaMg(CO3)2) トン/年
EF＝排出係数トンC/石灰もしくはドロマイト中の炭素含有率（生石灰12%、ドロマイト
12.2%）

Tier2においては、データが利用可能であれば、異なる石灰の形態別に排出係数を定量す
る。

 3.4.1.2.1.2 炭素排出/吸収係数の選択
無機土壌の炭素蓄積定量における係数

(SOCREF)
Tier2においては、参照炭素蓄積は、国別の土壌測量などの土壌データによって決定さ
れる。また、この際各国別に正式な不確実性検証を用い、より正確な検証を行う。標準的

な土壌有機炭素のサンプリングと分析を行うとともに、バルク密度の測定も必要となる。
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(FLU, FMG, FI)
Tier2の導入に際しては、炭素蓄積の変化係数は、長期間の実験や他の場所での定量によ

って求められる（時間軸的定量）。科学的な不確実性検証を行うことにより、さらに正確

な値を求めることができる。長期間に渡って反復された草地の炭素定量研究は殆ど存在し

ないのが現状であり、そのため草地における排出係数の不確実性はその他の耕地のものよ

りも大きい。

多くの研究では、二つのプロット間の炭素蓄積の差異を定量しているが、これに類似し

た土地利用/管理の履歴を管理の実施以前に定量することが重要となる。もし、十分な隔離
/吸収率と土地利用データが利用可能であれば、係数は特定の草地利用状況ごとに定量され
ることになる（肥料投与、草とマメ科植物種の播種による改良、牧草地管理など）。発表

された研究による情報と、その他情報源は、炭素蓄積（面積あたり、深度別での炭素質量）、

その他SOC蓄積を定量する全ての情報（例、バルク密度1と有機物含有率の相関）を含んで

いる必要がある。

もし、有機物密度と有機体炭素のパーセンテージに関する研究が利用できなければ、変

換係数として0.58が土壌有機体中の炭素量として用いることができる。そのほかの方法は
土壌タイプ、定量深度、管理状況の変化が起きる時間フレームが記載される必要がある。

炭素蓄積変化の係数は、管理により炭素蓄積量の変化が生じると予測される十分な深度と、

バルク密度の変化を含んでいる必要がある(Ellert et al. 2001)。最低30cm以上の深度が推
奨されるが、もし十分な研究データが利用可能であり、統計的に明らかな炭素蓄積量の変

化が見られるようであれば、より深い深度での炭素蓄積変化定量が望ましい。

有機土壌の炭素蓄積定量における係数

有機土壌からの炭素排出（人為的な土壌流出、その他の草地管理に伴う）を定量する際

には、排出係数（EF）が気候区分別に設定され導入される必要がある。Tier2においては、
管理された草地の有機土壌からの炭素排出に関して、限定的な文書データのみしか利用で

きない。発表された研究は常に炭素沈降に基づいており、有機土壌からの直接的なCO2フ
ラックスの定量に関しては限定的である(Ogle et al. 2003)。炭素沈降に関わるプロセスで
ある、土壌流出、圧縮（compaction）、燃焼と腐敗プロセスのうち、後者のみが排出係数
の定量に含まれる必要がある。炭素沈降データを利用する際には、適切な地域的変換係数

を用い、酸化に起因する沈降の比率を、沈降およびCO2フラックスデータを用いて採集す
る必要がある。このような情報が不足している場合には、デフォルト係数として0.5を酸化
/沈降係数として用い、これはグラム/グラムで表される必要がある。また、この定量に際
しては、Armentano and Menges (1986)の研究を参照する必要がある。可能であれば、炭
素フラックスの直接的な定量が推奨され、この方法が有機土壌からの炭素排出量の定量に

最適の手段である。

石灰投与からの炭素排出係数

                                                
1　物質の質量をかさ容積で除した数値
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3.4.1.2.1.1.を参照すること。

 3.4.1.2.1.3Activity Data2の選択

無機土壌のActivity Data
無機土壌の炭素排出/吸収量の定量のためには、管理状況別の草地の面積を求める必要が

ある。既存の草地においては、activity dataは管理状況の変化や、その他の無機土壌の炭
素蓄積に影響を与えると考えられる利用の、変化履歴もしくは傾向の記録を含んでいる必

要がある。主に二つのタイプのactivity dataが存在する。
① 国別、地方行政区別の農業統計

② 定点観測の土地利用/管理インベントリによる、統計的な国内土地利用サンプル
この二つのタイプのactivity dataは2章において記述される。ここで述べられるすべての
Tierにおいて、その定量精度は、このactivity dataの空間的解像度と時間的頻度に大きく
左右される。Tier1、Tier2インベントリにおいては、activity dataは大気候帯別、土壌タ
イプ別に異なるため、土壌中の炭素蓄積量はこの要素に大きく左右される。FAOのデータ
ベース(http://www.fao.org/waicent/portal/glossary_en.asp)のような世界的な土地利用統
計が、大気候区分別の年間の土地面積の総計を提示しているが、①草地管理状況、②気候、

③土壌それぞれの詳細は記載されていない。このように、FAOや類似した国別の統計は、
さらに国内の①草地管理状況、②気候、③土壌タイプ別の面積の統計といった更なる情報

を追加的に必要とするものである。このような情報が利用できない場合には、初期のアプ

ローチとして土地利用、土地被覆図（国別のもの、または、IGBP_DISといった世界的な
データベースのもの）と、国内やFAOが作成した土壌分布図を併用して利用する。
特徴的な草地管理が行われている可能性がある面積は、別に区分される必要があり、適

切な総合的情報（荒廃している、人間活動に供されていない、改良されているといった概

況）と、その詳細（肥料、放牧密度）それぞれの程度が記載される必要がある。

土壌流出図が草地の管理状況の統計作成の際に有効となる。国別の土地利用と資源のイ

ンベントリは、恒久的なサンプルプロット（定期的にデータが採取される）と比較検証さ

れる必要がある。インベントリ中の観測ポイントは、さらに容易に特定の草地管理システ

ムと関連付けることができ、地域ロケーション別の土壌タイプはサンプリングや適切な土

壌マップによって決定付けられる。インベントリ中の観測ポイントは適切な統計デザイン

（activity dataの変動幅を定量するもの）および正規の不確実性分析の中に用いられる必
要がある。サンプリングの原則はGPG2章において記載されており、点ベースでの資源イ
ンベントリの例は、米国の国内インベントリ(Nusser and Goebel 1997)を参照する。

有機土壌のActivity Data
気候区分別の「耕された有機土壌の面積」（A）は、類似したデータベースやアプロー
チを利用して定量を進める。草地の有機土壌分布図（空間分布Overlay）が草地における
有機土壌定量の初期情報を提供する。国別の土壌流出状況のデータは、土壌分布図と調査

によりその精度を向上させ草地の管理状況と有機土壌の情報をより正確に示す必要がある。

                                                
2　定量対象となる土地の利用/管理状況を示すデータ
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 3.4.1.2.1.4 不確実性の検証
不確実性の検証は、

① 面積あたりの炭素排出/吸収率の不確実性
② activity dataの不確実性
の二つと、その相互作用によるものを定量する必要がある。用可能であれば、このレポー

トが提示している全地球的なデフォルト値との標準偏差（およびサンプルのサイズ）を記

載することが望ましい。これらはactivity dataの不確実性検証の際に、その変動幅
（variability）の適切な算出に用いることができる（GPG5章を参照）。
インベントリ作成を行う機関は、このレポートに示される全地球的デフォルト値を国別

に適用しようとする場合、高いレベルでの不確実性が存在するということを認識しておく

必要がある。加えて、全球的デフォルト値の作成に利用可能であるフィールド調査が気候

区分、土壌タイプ、管理状況別にも分配されていないことから（特に熱帯地域において）、

不確実なものであるといえる。

Tier2の手法を採用する際には、平均値とその変動幅の算定が①炭素蓄積係数、②有機
土壌の排出係数、③参照炭素蓄積（SOCREF）、それぞれの国別/地域別データの定量プロ
セスにおいて必要となる。土壌の炭素排出/吸収係数率の不確実性は、①主要な管理状況別、
②草地タイプ別に、炭素蓄積に影響を与える管理状況のフィールド調査を行うことにより

低減することができる。時間的連続軸（chronosequence）データを用いる際には、炭素蓄
積変化の不確実性はかなり高いレベルで存在し、多くの「反復」研究の平均値を求めるこ

とが、より正確な値を求めるために必要となる。

 3.4.1.1CO2以外のGHG排出
IPCCガイドラインでは、その2000年版の4章、農業の項においてすでにここからのGHG
排出について記載している。以下の三点

 有機、無機肥料の投入、有機残渣、生体窒素固定によるN2Oの排出。
 熱帯地域での草地の燃焼にともなうN2O、NOx、CH4の排出。
 家畜の放牧に伴うCH4の排出
がここでの定量対象となり、2000年版のGPG4章を参照して定量を進めることが望ましい。
草地有機土壌での無機化の増強にともなうN2O排出データ、および管理状況にともなう
CH4固定量の減少データ、それぞれが不十分であることから、このレポートにおいて個別
の方法論を提示することができない。殆どの環境下では、ここでの数値は相当小さいもの

であり、今後の研究によってこの情報は明らかになっていくことが予想される。

熱帯以外の地域での草地燃焼においては、その定量の方法論がGPG2000の4章に記載さ
れており、N2O、NOx、CH4、COのそれぞれの定量手法（3.2.1.4）に利用することがで
きる。また、Standing biomassのデフォルトとなる計算値は、バイオマス燃料の燃焼にと
もなう排出として、表3.4.2に示される。燃料として燃焼するバイオマスの量は、その期間
の年数と、放牧状況に依存しているため、国別のバイオマス定量はいつどこでバイオマス

が燃焼したのか/しているのかを特定しておく必要がある。

 3.4.3 データの集計
土地エリアの集計は、以下のものを最低限含んでいる必要がある。
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イ) 期間内に国境ないにおいて草地と考えられる土地の面積（土地調査やその他の情報源
に基づく）。

ロ) LULUCFセクター内のどのGHGの排出/吸収の定量であるか。
インベントリの方法論において草地であると換算された土地の総面積は、草地であり続け

る草地（GG）と、草地に転換された草地（GC）の合計面積となる。このインベントリの
方法論では、GHGの排出/吸収が顕著でない、もしくはインベントリ期間を通して一定で
あると考えられる土地（適度な放牧のみが存在し、顕著なインプットがない牧草地など）

は含まれない可能性がある。その場合インベントリ内の草地面積の総計は、国境内の草地

面積の実際の総計よりも少なくなる。この場合、国は二つの統計間の差異を文書化し、説

明することが望ましい。国は国境内の草地面積の総計を経年で記録し、二酸化炭素吸収/
定量データの定量のためにその透明性を保ち続けることが推奨される。2章で述べられて
いるように、インベントリに含まれない草地も含んだすべての草地面積は、ダブルカウン

トや遺漏を防ぐために定期的にチェックされる必要がある。

草地バイオマスと土壌プールの炭素蓄積の定量にTier2、Tier3を用いる国は、そのイン
ベントリにおいてより詳細なデータを含んでいる必要がある。この場合、国はその①気候

区分と②土壌タイプ別に草地面積を統計し、それぞれのインベントリ対象、対象外の草地

面積を記載する必要がある。

インベントリに用いられた土地面積統計を作成する際、同様の土地分類がバイオマスと

土壌プールにおいてなされる必要がある。この作業は、データの透明性と一貫性を向上さ

せ、効果的な土地調査とその他の情報収集手段の高精度化を可能とし、バイオマスと土壌

プールにおける二酸化炭素炭素排出/吸収との、信頼性のあるリンクを構築することができ
る。

 3.4.4 時系列の一貫性の向上
一貫性のある時系列を保つために、国はインベントリ内での草地面積のレポートを経年

で保持し続けることが推奨される。このレポートは、インベントリ内の草地面積に含まれ

る草地の総面積を記載し続けたもので、GG、GCにより区別される。また、国は国境内の
すべての草地面積の統計も記録し続ける必要がある。この面積統計の時間的一貫性をより

確実なものとするために、土地利用の定義は明確に定義され、維持され続ける必要がある。

もし土地利用の定義に変更が生じた場合、どのように定義が変更されたかを明確に記載す

る必要がある。ここでの定義の一貫性はインベントリ内の草地タイプ、管理状況のそれぞ

れにおいても求められる。

加えて、期間内での炭素吸収/排出の継続的な定量を円滑にするために、土地利用転換の
履歴情報も必要となる。この作業は、将来のインベントリ作成にとって有益となる。一貫

した定量はまた、インベントリ期間内における①活動（activities）、②気候、③土壌タイ
プそれぞれの共通した定義を必要とし、インベントリ作成に関わるすべての機関において

共通したものである必要がある（GPG2章）。

 3.4.5 文書化と報告
3.4のカテゴリー内のデータは、付属書3A.2の表を用いて報告することができる。草地
カテゴリー内の定量によって求められた値は、下記のガイドラインと比較する必要がある。
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 GGにおける木質のバイオマスの炭素排出/吸収→5A
 GGにおける二酸化炭素の排出/吸収→5D
 土地利用変化に伴う二酸化炭素排出/吸収→5B、5D、5E
インベントリ情報の作成に用いたすべての情報を維持管理していくことが望ましく、国別

の係数とその平均値、変動幅を算定する際に用いたメタデータ3などの情報源も文書化して

おく必要がある。国別の係数を用いる際のデータ算定に用いられた実際のデータベースと

手順（統計プログラムなど）も保存しておく必要がある。Activity dataとその定義に用い
られたデータも文書化し、保存する。Activity dataを土壌、気候区分別に分類（Tier1、
Tier2）したデータも、明確に文書化される必要がある。

 3.4.6 品質保証と品質管理(QA/QC)
定量手法と作成されたインベントリデータは、外部の専門家によるレビューと品質管理

チェックを経る必要がある。特に、①国別の炭素蓄積定量と②排出係数に関しては、専門

家の意見と高度な品質管理が求められる。草地のQA/QCは、③草地のバイオマス蓄積変化
が起こった面積、④草地土壌の炭素蓄積変化が起こった面積が一致している必要がある。

透明性を高め誤差を低減するために、いかなる炭素蓄積変化が起こった/起こらなかった土
地も定量し報告する必要がある。Tier1、Tier2の双方において各気候/土壌区分の面積は、
インベントリの開始年と終了年において一致していなければならない（式3.4.9）。

9.2.4考察
　ここではあくまでもベースライン定量の参照として、LULUCFインベントリ作成時に必
要な定量手法を提示したものである。しかし、現実のベースライン定量においても、ここ

で触れられる定量対象、すなわち、

① 生体バイオマス（Living Biomass）中の炭素変化
② 土壌中の炭素蓄積の変化

(a) 有機土壌中の炭素蓄積変化
(b) 無機土壌中の炭素蓄積変化
(c) 石灰肥料の投与に伴うGHG 排出

③ CO2以外の温室効果ガスからの排出

(a) 有機/無機肥料の投入によるN2O排出
(b) 草地の焼失に伴うN2O、NOx、CH4、COの排出
(c) 家畜放牧に伴う CH4排出

を、それぞれの不確実性を考慮したうえで定量することが望ましい。但し、このうち①

-(c)、②-(a)、③-(c)、に関しては、対象地（バウンダリー内）の牧畜や耕運といった管理状
況に依存するが、管理が行われていないことが明確に証明することにより、定量対象から

外すことが可能であると考えられる。

また、このGPGのLULUCFプロジェクトの項においてはベースラインに関する定義
                                                
3 Metadata:情報を記述するデータ。データ要素。
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（4.3.3.1）は以下
 プロジェクトが行われるサイトにおける、プロジェクト開始以前に存在する炭素プー
ルの量と、CO2以外のGHG排出量を定量する必要がある。

 炭素プールと、CO2以外のGHG排出量推移を、プロジェクト実施以前に推量する必要
がある。この場合、PEERによるレビューを経たシミュレーションモデルを用いて、
対象エリアにおける経年のデータをもとに炭素プールとCO2以外のGHG排出量の推
移を定量する必要がある。

のように記載されているため、ベースラインの定量手法としては、上記の定量対象を網羅

した炭素蓄積変動のシミュレーションモデルの構築が最適と考えられる。GPG4.3.3.1で推
奨されている炭素蓄積変動モデルとして、CO2fix4、CENTURY5、もしくは地域的に構築

されたモデルという記載があるため、この文言に準拠することが望ましい。但しCO2fixは
森林がモデルの対象として限定されているため、草地であるベースラインの炭素蓄積変動

モデルの定量にはCENTURY、もしくはより精度が高く、マダガスカル共和国の生態系に
適したモデルの使用が推奨されると考えられる。

○ モデル概要：CENTURY

CENTURYモデルは総合的な植物・土壌の養分サイクルのモデルであり、草地や農地、森
林やサバンナを含む生態系における炭素と養分の循環のシミュレートに用いられてきた。

このモデルは①土壌有機体炭素/分解、②水収支、③草地/農地、④森林生産の 4つのサブ
モデルと、管理状況、イベントスケジュールの関数によって構成される。モデルはその対

象区画内の炭素、窒素、リン、硫黄、の収支を定量するものであり、モデルにおける最小

の構成単位は炭素と窒素となっている。モデルには対象区画内における以下の変数の入力

が必要となる。

 月単位での最高/最低気温の平均値
 月降水量
 土壌組成
 植物中の窒素、リン、硫黄の含有率
 植物中のリグニン含有率
 大気、土壌からの窒素インプット
 土壌中の炭素、窒素の初期含有率（可能であればリン、硫黄の含有率）

　正確なベースライン純吸収量を求めようとする場合、炭素蓄積量変動モデルとは別にシ

CH4、N2O発生量のシミュレーションを行う必要があると考えられる。野火の頻度分析か
ら年平均のバイオマス焼失量を定量し、GHGの排出係数を積算する、という手法が適当
であると考えられる。この数値を、モデルにより導かれた生体、土壌への年間バイオマス

蓄積量から除いた数値をもって、ベースラインの炭素蓄積量変化とするのが適当であると

考察する。但し、クレジットの獲得量を増加させる要素（ベースラインからのGHG排出

                                                
4 http://www.efi.fi/projects/casfor/CO2FIX/
5 http://www.cgd.ucar.edu/vemap/abstracts/CENTURY.html
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量は、ベースラインを押し下げ、クレジットの獲得量を増加させる）は必ずしも定量する

必要はなく、かつ、野火によるGHG排出量は微量であると推察されることから、定量が
困難であった場合、定量しないという選択肢も考えるべきである。ここで定量されたベー

スラインと、GPG 第 4章（4.3）で示される手法によって定量される現実の炭素蓄積量の
差をもって、クレジット獲得量となる。
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表9.1.-1　　第9章　本事業における温室効果ガスの変化

前提：蓄積量推移 unit:ha
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
蓄積 (m3/ha) 7.2 24.4 47.9 70.9 100.6 134.1 162.3 179.9 190.2 200.0 3,114

1．植林・伐採計画
0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

植林 リース地 (国有地) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000
(民有地) 0

合計 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000
伐採 リース地 (国有地) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000

(民有地) 0
合計 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000

植林残存面積 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

2．蓄積量の推移(植林面積*成長量－伐採量)
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
植林面積の推移 植林 unit: ha 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000
伐採面積の推移 伐採 unit: ha 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000
蓄積量の推移 蓄積量 (,000m3) 7.2 31.6 79.4 150.4 251.0 385.1 547.4 727.3 917.5 1,117.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,310.3 1,285.9 1,238.0 1,167.1 1,066.5 932.4 770.1 590.2 400.0 200.0 26,349.6

伐採量 (,000m3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 4,000.0
収支(蓄積量－伐採(,000m3) 7.2 31.6 79.4 150.4 251.0 385.1 547.4 727.3 917.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,110.3 1,085.9 1,038.0 967.1 866.5 732.4 570.1 390.2 200.0 0.0 22,349.6
Netの蓄積量 (,000m3) 7.2 24.4 47.9 70.9 100.6 134.1 162.3 179.9 190.2 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2 -24.4 -47.9 -70.9 -100.6 -134.1 -162.3 -179.9 -190.2 -200.0 -0.0 
Netの蓄積量 (,000t) 3.6 12.2 23.9 35.5 50.3 67.1 81.1 90.0 95.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.6 -12.2 -23.9 -35.5 -50.3 -67.1 -81.1 -90.0 -95.1 -100.0 

3.バイオマス部分以外の排出
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

前提 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
軽油 ①植林工程 4,742 Liter 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 42,678

②伐採工程 48,568 Liter 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 48,568 971,360
③集材輸送工程 0 Liter 0
④チップ加工工程 51,000 Liter 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 1,020,000
⑤船積出荷工程 0 Liter 0

（小計） Liter 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 4,742 104,310 104,310 104,310 104,310 104,310 104,310 104,310 104,310 104,310 99,568 99,568 99,568 99,568 99,568 99,568 99,568 99,568 99,568 99,568 99,568 2,086,200
（炭素換算） 0.00000231 (,000tCO2) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 4.82

ガソリン ①植林工程 0 Liter 0
②伐採工程 0 Liter 0
③集材輸送工程 889,000 Liter 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 889,000 17,780,000
④チップ加工工程 0 Liter 0
⑤船積出荷工程 44,000 Liter 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 880,000

（小計） Liter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 933000 18,660,000
（炭素換算） 0.00000209 (,000tCO2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 39.00

電力 ①植林工程 0 kWh 0
②伐採工程 0 kWh 0
③集材輸送工程 0 kWh 0
④チップ加工工程 108,000 kWh 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 2,160,000
⑤船積出荷工程 108,000 kWh 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 2,160,000

（小計） kWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 4,320,000
（炭素換算） 0.00000039 (,000tCO2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.68
年度収支 (,000tCO2) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 45.50
累計収支 (,000tCO3) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 2.40 4.67 6.95 9.22 11.50 13.77 16.05 18.32 20.60 22.86 25.12 27.39 29.65 31.92 34.18 36.44 38.71 40.97 43.24 45.50
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表9.1.-1(2) 　　第9章　本事業における温室効果ガスの変化

4．プロジェクトの炭素吸収、排出 3.667 ベースライン見直しにより、2伐期目の増加分を上乗せ→ 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

前提 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
吸収 主幹 1.8198 (,000tCO2) 6.5 22.2 43.6 64.5 91.6 122.0 147.7 163.7 173.0 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0 182.0 175.5 159.8 138.4 117.4 90.4 59.9 34.3 18.3 9.0 0.0 3,639.5

バーク 0.3571 (,000tCO2) 1.3 4.4 8.5 12.7 18.0 23.9 29.0 32.1 34.0 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 34.4 31.4 27.2 23.0 17.7 11.8 6.7 3.6 1.8 0.0 714.2
生枝 0.2339 (,000tCO2) 0.8 2.9 5.6 8.3 11.8 15.7 19.0 21.0 22.2 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 22.6 20.5 17.8 15.1 11.6 7.7 4.4 2.3 1.2 0.0 467.9
生葉 0.2395 (,000tCO2) 0.9 2.9 5.7 8.5 12.0 16.1 19.4 21.5 22.8 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.1 21.0 18.2 15.5 11.9 7.9 4.5 2.4 1.2 0.0 478.9
地下部ﾊ ｲ゙ｵﾏｽ(根) (,000tCO2) 0.0
土壌有機物(植林10年後) 380.83tCO2/ha (,000tCO2) 380.8 380.8 380.8 380.8 380.8 380.8 380.8 380.8 380.8 380.8 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 423.2 8,040.6
その他 (,000tCO2) 0.0

(小計) (,000tCO2) 0.0 9.5 32.3 63.4 94.0 133.4 177.7 215.0 238.4 252.0 265.0 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 678.8 655.9 624.8 594.3 554.9 510.5 473.2 449.8 436.3 423.2 13,341.1
排出 主幹 1.8198 (,000tCO2) -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -182.0 -3,639.5 

バーク 0.3571 (,000tCO2) -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -35.7 -714.2 
生枝 0.2339 (,000tCO2) -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -23.4 -467.9 
生葉 0.2395 (,000tCO2) -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9 -478.9 
地下部ﾊ ｲ゙ｵﾏｽ(根) (,000tCO2) 0.0
落葉・落枝 -29.41tCO2/ha (,000tCO2) -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -29.4 -588.2 
枯死木 (,000tCO2) 0.0
その他(重機､燃料等) (,000tCO2) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -45.5 

(小計) (,000tCO2) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -5,934.2 
年度収支 (,000tCO2) -0.0 9.5 32.3 63.4 94.0 133.3 177.7 215.0 238.4 252.0 265.0 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.2 382.1 359.2 328.1 297.6 258.2 213.8 176.5 153.1 139.6 126.5 7,406.9
累計収支 (,000tCO2) -0.0 9.5 41.8 105.2 199.2 332.5 510.3 725.3 963.7 1,215.7 1,480.7 1,829.8 2,179.0 2,528.1 2,877.3 3,226.4 3,575.6 3,924.7 4,273.9 4,623.0 4,972.2 5,354.3 5,713.5 6,041.6 6,339.2 6,597.3 6,811.2 6,987.7 7,140.8 7,280.4 7,406.9

5．ベースラインの炭素の吸収/排出 3.667

Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計
前提 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

吸収 草地(地上部ﾊﾞｲｵﾏｽ) (,000tCO2) 0.0
草地(地下部ﾊﾞｲｵﾏｽ) (,000tCO2)

土壌有機物(植栽前の草地土壌) (,000tCO2) 0
（小計） (,000tCO2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

排出 草地(地上部ﾊﾞｲｵﾏｽ) -17.95tCO2/ha (,000tCO2) -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 0
草地(地下部ﾊﾞｲｵﾏｽ) (,000tCO2) 0.0
土壌有機物(植栽前の草地土壌) ############# (,000tCO2) -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -7,192.8 

(小計) (,000tCO2) 0.0 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -7,372.3 
年度収支 (,000tCO2) 0.0 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -7,372.3 
累計収支 (,000tCO2) 0.0 -17.9 -35.9 -53.8 -71.8 -89.7 -107.7 -125.6 -143.6 -161.5 -179.5 -517.9 -856.4 -1,194.8 -1,533.2 -1,871.7 -2,210.1 -2,548.6 -2,887.0 -3,225.5 -3,563.9 -3,944.7 -4,325.6 -4,706.4 -5,087.2 -5,468.1 -5,848.9 -6,229.8 -6,610.6 -6,991.4 -7,372.3 

6．プロジェクト､ベースラインにおける炭素収支
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

前提 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
吸収 プロジェクト (,000tCO2) 0.0 9.5 32.3 63.4 94.0 133.4 177.7 215.0 238.4 252.0 265.0 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 678.8 655.9 624.8 594.3 554.9 510.5 473.2 449.8 436.3 423.2 13,341.1

ベースライン (,000tCO2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
（小計） (,000tCO2) 0.0 9.5 32.3 63.4 94.0 133.4 177.7 215.0 238.4 252.0 265.0 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 678.8 655.9 624.8 594.3 554.9 510.5 473.2 449.8 436.3 423.2 13,341.1

排出 プロジェクト (,000tCO2) (0.0) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -5,934.2 
ベースライン (,000tCO2) 0.0 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -7,372.3 

(小計) (,000tCO2) -0.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.1 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -13,306.5 
年度収支 (,000tCO2) -0.0 -8.5 14.4 45.5 76.0 115.4 159.8 197.1 220.4 234.0 247.1 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 1.2 -21.6 -52.7 -83.3 -122.6 -167.0 -204.3 -227.7 -241.3 -254.3 34.7
累計収支 (,000tCO2) -0.0 -8.5 5.9 51.4 127.4 242.8 402.6 599.7 820.1 1,054.1 1,301.2 1,311.9 1,322.6 1,333.3 1,344.0 1,354.7 1,365.4 1,376.1 1,386.9 1,397.6 1,408.3 1,409.5 1,387.9 1,335.2 1,251.9 1,129.3 962.2 757.9 530.2 289.0 34.7

７．ベースライン、リーケージ、リスクによる炭素吸収量/排出量
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 0

前提 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1)リスク･リーケージ

吸収 (地元民植林) (,000tCO2) 0.0
排出 リスク(森林火災) -0.2% (,000tCO2) -0.0 -0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -2.6 

リスク(サイクロン) -0.2% (,000tCO2) -0.0 -0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -2.6 
リスク(病虫害) -0.1% (,000tCO2) -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -1.3 

リスク小計 -0.5% (,000tCO2) 0.0 -0.0 -0.1 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.1 -1.2 -1.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -14.0 
リーケージ(土地利用変化) -1.0% (,000tCO2) -0.1 -0.1 -0.5 -0.8 -1.2 -1.6 -2.0 -2.2 -2.3 -2.5 -13.2 

排出小計 -1.50% /年ベースで吸収(,000tCO2) 0.0 -0.1 -0.2 -0.7 -1.1 -1.7 -2.4 -3.0 -3.3 -3.5 -3.7 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -27.2 
(小計) (,000tCO2) 0.0 -0.1 -0.2 -0.7 -1.1 -1.7 -2.4 -3.0 -3.3 -3.5 -3.7 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -27.2 

2) リスクを織込んだ場合の吸収量変化
プロジェクトの炭素収支 (,000tCO2) -0.0 9.5 32.3 63.4 94.0 133.3 177.7 215.0 238.4 252.0 265.0 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.2 382.1 359.2 328.1 297.6 258.2 213.8 176.5 153.1 139.6 126.5 7,406.9
ベースラインの炭素収支 (,000tCO2) 0.0 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -7,372.3 

リスク･リーケージの炭素収支 (,000tCO2) 0.0 -0.1 -0.2 -0.7 -1.1 -1.7 -2.4 -3.0 -3.3 -3.5 -3.7 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -27.2 
年度収支 (,000tCO2) -0.0 -8.6 14.2 44.8 74.9 113.7 157.4 194.1 217.1 230.5 243.4 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 1.2 -21.7 -53.0 -83.7 -123.3 -167.9 -205.3 -228.8 -242.5 -255.6 7.5
累計収支 (,000tCO2) -0.0 -8.6 5.6 50.3 125.2 238.9 396.3 590.4 807.6 1,038.1 1,281.4 1,292.1 1,302.7 1,313.4 1,324.0 1,334.7 1,345.3 1,356.0 1,366.7 1,377.3 1,388.0 1,389.2 1,367.5 1,314.5 1,230.8 1,107.5 939.7 734.3 505.5 263.0 7.5
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第 10章 クレジットの移転、売買等を考慮したプロジェクトの採算性

10.1クレジットの価格
  本調査におけるクレジットの価格の検討にあたり、以下の点を考慮した。第一に、世界銀行が設立
を進めているバイオ・カーボン・ファンドである。次に、（クレジット保有者である）一般事業者が本プロ

ジェクトから発生するクレジットを取扱う場合の評価である。

10.1.1バイオ・カーボン・ファンド（BioCF）
  バイオ・カーボン・ファンド（BioCF）は、世界銀行がプロトタイプ・カーボン・ファンド
（PCF）の次に、温暖化対応策の一つとして提供を検討しているファンドである。このファン
ドの特徴は、世界銀行のノウハウ等を活用した徹底的なリスク管理と、第 2約束期間以降を見
据えたウィンドウ（第 1約束期間ではクレジットが獲得できないが、以降では可能性があるプ
ロジェクトへの対応）を有している事である。

  特に、吸収源活動による価格には、前者のリスク管理が極めて重要になる。未だ、BioCFの
スキームは検討段階にあり確定したスキームは公表されていないが、BioCF の場合、t/lCER
が持つ「補填義務」を BioCFが持つ方向である。それは、t/lCERが持つ有効期間中に発生す
るクレジットの価値の減損や、有効期限終了時の全量のクレジットの補填につき、事前に「バ

イオ燃料等の排出削減事業のクレジットの保有」「現時点では廉価である第 2 約束期間以降の
クレジットの先渡しやオプションによる獲得」等によるリスク回避を行う事により可能となる。

また、ファンド形態であるので、多くの事業のリスクを集積する事により、特定の事業に対す

る投資に比べて安定的なリスク管理が可能となる。上記のようなリスク回避策は世界銀行のよ

うなノウハウがある機関/企業でないと不可能に近い。
  世界銀行は、このようなリスク回避策を廉価で行う事により、「クレジットの補填義務が買
い手にある形態」のクレジットを 3 ドル台/CO２ｅで購入し、出資者には「遵守に対し安定し
た」クレジットを 5～6ドル台/CO２ｅで提供すべく、鋭意検討しているとの事である。

10.1.2一般事業者にとっての t/lCER
  世界銀行と異なり、（クレジット保有者である）一般事業者が特定の事業からの先述のよう
なリスクを保有する事は相当厳しい。特に、補填義務が発生するリスク、補填時の代替クレジ

ットの価格変動リスク、のコントロールは現状極めて困難である。また、ホスト国に対する政

治的リスクについても、1民間企業と世界銀行とでは全く異なる立場にある。
  （クレジット保有者である）一般事業者が、現状どのような価格であれば t/lCER の購買に
動くかをサウンドしたが、ほぼ全ての企業（現在の温室効果ガス排出量取引参加者）が、上記

リスクの算出が困難であり、かつ上記リスクを保有したくないとの意向から、購入希望価格の

提示は困難であると返答した。これは、現状では合理的な返答ではないだろうか。誰が、最大

60年間のプロジェクトリスクや企業リスク、価格変動リスクを負う又はヘッジ出来るかと言う
事である。

10.1.3 本調査で使用するクレジットの価格
  本調査では、本プロジェクト（特定の事業）に起因するクレジットの価格を下記のように設
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定する。全く不透明な状況であるため、いくつかの前提と割り切りの基に、本調査における検

討の前提条件とする。

（価格の条件）

ケース 1） 本プロジェクト起因のｔCER またはｌCER の補填義務等をクレジットの
売り手が負う（売り手責任）場合で、現状の EU域内排出権市場価格を参考
にすした上方ケース：4.5ドル/CO２eトン

ケース 2） 本プロジェクト起因のｔCER またはｌCER の補填義務等をクレジットの
売り手が負う（売り手責任）場合で、現状の京都議定書の遵守用件を前提と

した VER（Verified Emission Reduction）市場価格を参考にした下方ケー
ス：1.5ドル/CO２eトン

ケース 3） 本プロジェクト起因のｔCER またはｌCER の補填義務等をクレジットの
買い手が負う（買い手責任）場合：0.20ドル/CO２eトン

前提：

制度が明確だが、EU域内の需給が基本となる EU域内排出枠市場（法律に基づく市場）価格
は 12ユーロ強（約 16ドル程度）/CO２eトン
議定書発効リスクを抱えているが、京都議定書の遵守用件を前提とした VER（Verified
Emission Reduction）市場価格は５～6ドル程度/CO２eトン
事業会社のクレジットは投資適格の範囲（将来も不変）とする

また、事業については、下記の項目を後程検討する。

 事業期間は 30年とする
 プロジェクトにおける森林消失（火災、サイクロン等）のリスクは別途で算定する。

（価格決定の理由）

  １．及び２．については、買い主にとってシンク起源の CER に事業期間又は約束期間にお
ける期間終了時やモニタリング認証時の補填につき、補填事項が発生すると言うプロジェクト

リスクと、売り主が補填をすることに対するコーポレートリスクが存在する。ただし、売り主

の倒産等のコーポレートリスクが顕在化しない限り、買い手はプロジェクトリスク発生時のク

レジット管理等の手間を除けば、他の排出削減クレジットまたは排出枠と遵守の価値としては

遜色を持たない。現在排出量取引を行っている関係者にサウンドしたところ、30年間のコーポ
レートリスクの設定とクレジット管理（これには制度運用上の改変のリスクも含まれるであろ

う）の問題から、シンク起源の CER の取扱いに消極的な意見が多い。価格についても、その
他のクレジットの半値以下ではないか、との声程度しか拾えない。よって、前提の現状の温室

効果ガス排出権価格に対し半分以下である 30％程度をシンク起源の CERの価格と推定し、そ
の近似のやや低めの価格を本検討の価格とする。その結果が、本検討の上方価格（現在の EU
域内排出枠価格をベースとする）である１．では 4.5ドル/CO2eトンであり、下方価格（現在
の VER市場価格をベースとする）である２．では 1.5ドル/CO2eトンとなる。また、将来時
点における価格変化も予想が困難なため、本価格をその時点での価格として使用する。（現在

価値は、金利分減価する）
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  ３．については、買い手が補填義務を負うため、プロジェクトリスクとクレジット補填時の
クレジット価格が重要な要素となる。また、プロジェクト存続というコーポレートリスクも含

まれる。通常京都議定書（又は各国制度）上遵守に有効なクレジットは、バンキング等の制約

を除けば等価またはそれに近似である。しかし、シンク起源のクレジットは起因プロジェクト

によって価値に差異が発生する。３．は現在の AAU 等のクレジットの価格から補填にかかる
費用の現在価値の和を差し引いたものとなる。実際には、先述のようにクレジットの将来価格

は制度リスク等もあり第 2約束期間以降は不明である。我が国政府が、技術革新等で将来のク
レジット供給力の増大かを図っている事もあり、本検討においても将来価格の高騰はないとい

う前提を置く（インフレ率以上にクレジット高騰する場合、補填のクレジットの現在価値は上

昇し、３．はマイナスになる可能性がある）。そうした中で遵守のためのクレジットの時間的

猶予のみの価値である３．の価格について、上記１．及び２．の価格の 5～10％程度の価値と
推測し 0.20 ドル/CO2e トンを本件検討におけるクレジットの価格とする。また、将来時点に
おける価格変化も予想が困難なため、本価格をその時点での価格として使用する。

  これは、BioCFと比較すると非常に廉価になっている。BioCFが世銀のノウハウとブランド
力（政治的、経済的）や、ファンドと言う形態でのリスクの軽減を図る事により買取り価格の

上昇を試みようとしているのに対し、一般の事業が特定のプロジェクト起因のクレジットにつ

いてのリスク回避を価格で代替する場合、（特に補填についてのノウハウは、少なくとも）こ

の程度の価値を持つと判断している。

  なお、日本国政府によって補填が行われる事も考えられるが、その政策的がもつ意味（吸収
源 CDMは促進されるが、補填に使用するクレジットを確保すると言う意味で別途負担が生じ
る。特に現在時点で担保しない場合、将来世代への負担の先送りとなる）を考慮した場合、し

っかりした政策的議論が必要と考えるので、今回は考慮から除外する。

10.2 評価と課題
10.2.1 課題
  本章における価格の考察には、不確定な要素が多い。まず考察時点で COP９から 2～3ヶ月
しか経過していないので、市場関係者に t/l CERの価値に対する情報がほとんど提供されてい
ない。また、他の京都議定書上のクレジットに比べ事業リスクを内包しているため、事業毎に

クレジットの価値を検討しなければならない。また、支援措置についても、シンク事業を現在

進める価値と、将来の負担で議論が必要である。30年や 60年後の事は分からないでは、政策
は進める事は出来ても営利の事業は出来ないのである。他にも不確定な点が多々あるが、一応

（比較的コンサバティブと考えているが）価格を想定した。今後、クレジットが発生し、その

ハンドリングが行われる事、そして政府の支援策等が見えてくる事で、（事業リスクを含まな

い仮想の）t/ｌCER価格が出来、そこから事業リスクを差し引く事で、各事業におけるクレジ
ット価格が出てくるものと考えられる。事例の蓄積がクレジット価格における課題である。

10.2.2 本事業のクレジット部門の評価
  本プロジェクトにおけるクレジット部門の収支は、ケース１及びケース２は赤字、ケース 3
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が収益に寄与する。

  但し、キャッシュフローから見ると、ケース 1 が 10 年目に大きな収入をもたらし、それま
での先行投資の累積赤字部分を大きくカバーできるのに対して、ケース２、３の順で、フロン

ト部分のキャシュフローは劣後していく。これは、10年目に発行されるクレジットの売却単価
の差である。これは、第 8章で示した補填義務のリスクを誰が取るかという事と、補填する時
点のクレジットの価格想定に起因している。

  クレジットの補填の面からキャッシュフローを見てみると、ケース 3は補填義務が無いので
キャッシュアウトが無いのに対し、ケース２と 3は特にクレジット期間が終了し、残存クレジ
ットの全量を補填しなければならない 30 年目でのキャッシュアウトが大きく、時にケース 3
では累積黒字の相当量を吐き出す事となる。

  このキャッシュバランスの是正には、事業開始前後又は累積黒字化の時期に補填クレジット
を廉価に購入する事が有効である。事業開始前後では、キャッシュフローの窮屈さから、コー

ルオプションの買いが有望であろう。また、累積黒字化時点では、先渡し（フォワード）取引

とオプションの組み合わせが有望と思われる。ただし、この事前の補填クレジットの確保は 8．
1.2 で示した CDM 部分の事業継続の点を考慮する必要があると思われる。今回は、この点の
整理が現状の社会環境では成熟した議論になっていない事から、キャッシュバランスの是正は

議論の範囲から外した。

  今回の検討では、全体の IRRに与えるインパクト、時にリスケ中のマダガスカル共和国への
投資という資金的クレジットリスクを考えた場合なるべく高い IRRが必要なことから、ケース
３を前提とする。10.1.1 で示した BioCF のようなリスク管理を整えた買手の創出が強く求め
られる。今後、t/lCER と AAU 等のクレジットの交換市場（当然掛け目が発生する、例えば
1AAU＝３lCER[本プロジェクト起因]のようなもの）の形成がされた場合、より効率的なリス
ク回避が可能となるであろう。
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第 11章　プロジェクトの環境影響

11.1　当国の環境影響評価の準備状況
1)マダガスカルの環境影響評価に関し、現状及び準備状況を聴取する為に、生物多様性保護
局への面談を以下の通り実施した。

①面談者：Ministry of Environment and Forestry (Minenvef)
General Manager of Biodiversity

　　　  （氏名）Randrianatoandro Jean Philippe
②主要議事：

・マダガスカルにおける保護対象森林面積：１．７百万 ha
・生物多様性保護局の機能は、植林・土地肥沃化、生物多様性保護、調査、企画、モニタ

リング等である。

・主な組織体制は、以下より構成される。

Reforestation and enrichment department
Biodiversity conservation department
Faun and flora management department
Forest fire struggle department
Restoration research department
Restoration planning monitoring department

・現在、マダガスカルにおける深刻な問題である森林再生に関してプロジェクト・チーム

を組織中。

・森林消滅の大きな原因は森林火災と違法伐採と考えており、特に前者に対しては様々な

森林火災対策諸施策を講じている最中である。対策に関しては、地元民の意識徹底、指

導プログラムを全国規模で実施しており、かなりの成果に結びついている。

・環境影響評価に関しては、マダガスカル環境政策に基づいて行うことになっているが、

植林プロジェクトに対して詳細法規は定まっていないのが現状であり、実績は未だ無い。

主要ポイントとしては水源・水質等への影響、水田への影響、事業構築による産業・雇

用創出影響、それに伴う貧困化対策等が考えられるのではないか。

植林プロジュクトは環境の為には非常に良好な案件と考えており、特に規制を厳しくす

ることはないであろう。但し、地元住民との融和の中で進めて貰いたい。

・関連法規は以下の通り。

＊Forestry legislation :
＋law n° 97/017 of 08/08/97 providing forestry legislation revision
＋Decree 97-1200 of 10/02/97 providing malagasy forestry policy adoption
＊Reforestation :
＋Decree n° 2000/383 of 06/07/2000 related to reforestation
＋Order n° 9398/2000 of 09/05/2000 fixing the decree n°2000/383 application modality
＊土地関係については、Lands/National area departmentが担当。
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11.2 当国の環境影響評価ガイドライン
・マダガスカルの環境影響評価に関しては、そのガイドラインを MECIE （Mise En

Compatibilité Des Investissements Avec L’environnement、Decree n° 99-954）に定め
られている。

1) MECIE概要
・マダガスカル環境指針の第 10 条*に基づき、公共及び民間投資に対し、それらが環境に
影響を及ぼすおそれのある場合は、環境影響評価（Environmental Impact Aassessment）
実施を法的に定めるものである。

*マダガスカル環境指針第 10条
　いかなる公共及び民間投資に対しても、それが関係認証機関等への申請・認可があろう

がなかろうが、その事業が環境に影響を及ぼすおそれのある場合には、環境影響評価

(EIA)を実施しなければならない。

2)MECIEの基本コンセプト
①マダガスカルの持続的発展の為に、今日現在及び将来世代への影響も考慮して、環境保

全を行うこと。

②３つの主要目的：経済的整合性の維持、経済的効率性の改善、社会的公平性の改善

3)MECIEの目的
・投資事業（及びそれによる恩恵、貢献）と環境（特に自然）との互換性を確たるものす

ることを目的に、規則及び手続きを定めるもの。

４)MECIEの形式、様式
①環境に重大影響を及ぼすと思われるプロジェクトに対しては環境影響評価（EIA）の実施
②環境に軽微な影響と思われるプロジェクトに対しては環境遵守宣言（Environmental

Commitment Program）の実行
③既存プロジェクトに対しても、この法令に基づく環境影響評価を行って、必要あれば見

直し要請を実施

5)MECIE関係機関
・ マダガスカル環境省が所管し、関連機関に以下がある。

  National Office for the Environment (ONE)
  Interdepartmental Committee for the Environment
  Sectoral Ministry
  Local government (地方自治体)
  Consultants
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6)ＥＩＡ手続き概要
①プロジェクト背景の説明

・事業主体者（投資家）の紹介

・プロジェクト背景及びその正当性の説明

・環境問題への言及

・当該プロジェクト実施の必要性

・複合、派生プロジェクトに関する説明　etc.
②プロジェクト概要の説明

・プロジェクト構成及び技術専門性の記述

・プロジェクト必要性

・社会、経済、技術、環境へのメリットの説明

③プロジェクト対象地区の説明

・プロジェクト対象地区の境界線

・プロジェクトの必要とする資源（人的資源、天然資源）の記述

④プロジェクトのよる環境への影響分析

・予想される潜在的影響の洗い出し

・重要な影響に対する評価

・環境問題の洗い出し

・影響緩和策及び補償プランの提案

⑤リスク及び障害の分析

⑥補償プランを含むプロジェクト総括

⑦環境マネジメントプラン

・モニタリング、管理プログラムの提案

・環境マネジメントプランの実行

7)ＥＩＡ手続きのレビューと環境認可交付
①National Office for the Environment (ONE)へのＥＩＡレポートの提出
・ONE責任者宛の書面による認可依頼状とレビュー費用の支払証明も同時提出
・ONEへの提出資料には、完了済ＥＩＡレポートが含まれなければならず、その
　executive summary及び必要とされた関連資料、情報に関しては、広く公への開示を目
的として、マダガスカル語とフランス語の両方にて記述されなければならない。

②提出されたＥＩＡレポート評価の為に Technical Evaluation Committee（CTE）が組織
される。CTE により提出されたレポートに対し管理、技術的側面よりの分析・評価がな
され、技術的コメントが出される。CTEのメンバー選出は、ONE及び関係省庁の推薦に
基づき、環境担当大臣によって選定される。CTE はレポートの内容により、その分野の
専門家に協力、意見を求めることができる。CTEの委員長には環境担当大臣が就任し、
書記には ONEから就任する。
③マダガスカル環境指針に基づき、広く国民からの意見、感想等を求める為に、ＥＩＡレ

ビューは一般に公開される。

④環境認可が交付されるか否かは、プロジェクト主体者からのＥＩＡレポート、一般意見



213

書、ＣＴＥレポートの全てを受領してから 15日以内に環境省により公表される。

11.3　他国の事例紹介
他国における植林に対する一般的環境影響評価手続きは以下の通り。

1)環境影響評価（EIA）の法令関係、承認手続の確認
・現地政府、現地弁護士等への確認、聞取調査

＊法令存在しない場合

・政府関連部署と打合せの上取り進め、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ取進に対する政府承認レターの取得

＊法令等存在する場合

・その法令に基づくプロジェクトエリアを対象とした環境評価レポート作成

・専門ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業者存在の有無確認

・過去承認案件等参考事例の check
・プロジェクト開始前状況の確認、check　→　想定される環境変化、影響
→想定される環境変化、影響に対するマネジメント・プランの提出

・プロジェクト実施後のモニタリング手法、体制の確立

2)各プロセスにおける調査項目
・11.4プロジェクト実施における留意事項を参照

3)政府承認手続
・所定要領に基づく一連の手続きを完了し、政府からの正式ライセンス取得

・法律存在しても詳細法規、細目等未設定、過去実例等の参考案件乏しい等場合は

　関係官庁（治水森林環境省等）と CO-WORKする必要有
・プロジェクトに対する担当相のコメント入手

4)モニタリング実施、マネジメント・プラン実行状況 CHECK



214

11.4プロジェクト実施における留意事項

1)植林ステージ
・植林地伐開の為の重機使用（基本的には農牧放棄地中心の展開にて手作業中心？）

・苗畑建設関係

・苗畑、植林作業労働者運搬の為の車両使用

・苗木運搬の為の車両使用

・植林作業用道路建設の為の重機使用

・植付前作業（開墾、火入れ、地拵え等）の為の重機、車両使用

・植付後作業（施肥、除草、その他撫育）の為の重機、車両使用

2)伐採ステージ
・伐採作業（ﾁｪｰﾝｿｰ or重機伐採、林内輸送用ｽｷｯﾀﾞｰ等）の為の重機、車両使用
・搬出道路建設の為の重機、車両使用

・原木搬出、輸送（積込、搬送トラック）の為の重機、車両使用

・各作業労働者運搬の為の車両使用

3)チップ加工ステージ
・チップ工場建設関係

・チップ加工の daily operation関係

4)チップ船積ステージ
・チップ工場～船積港までのチップ搬送の為の重機、車両使用

・チップ船積作業の為の重機、車両使用

5)その他環境的側面への影響調査項目
①大気及び水源（水質）への環境的影響

・植林に関する各作業工程における環境変化の影響を推察。

　＊苗畑、植林地開墾、除草剤散布、植付け、害虫駆除、施肥、育林、伐採、輸送

・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施に伴う就労人口増加等に伴う影響を推察。

・定量的把握迄は困難と思われるので、水質変化（汚染）、水枯、水体系変化等の negative
な影響ないだろう点を検証目的に試験植林地周辺部を中心に聞取調査を実施。

・現状確認の為、大気、水質等の何らかの定量サンプルデータ入手の必要

②土壌成分への環境的影響

・植林作業に関係する土壌（土壌 ph等指標）への変化要因の考察、推察。過去の他植林
案件での典型的事例等あれば、そのデータを参考。

＋土壌の化学物質の特性及び変化（窒素、燐等）

　＋土壌の物理的特性及び変化（溶脱、浸食等）

　＋土壌の生物学的特性及び変化
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　＋火の土壌に対する影響

　＋農薬の土壌に対する影響

　＋有機物の土壌に対する影響

③生物的側面での環境影響の考察

・植林に関する各作業工程における環境変化の影響を推察。

　＊苗畑、植林地開墾、除草剤散布、植付け、害虫駆除、施肥、育林、伐採、輸送

・森林火災による影響の考察。

・現状確認の為、既存資料、聞取調査等にて現有生息生物に関するデータ入手の必要

6)経済的側面での影響
・対象地域における産業分布、伝統的産業等の確認

・地元経済振興への影響

　＋直接的産業振興及び雇用創出

　＋間接的雇用創出及びサービス産業の発達

・土地利用形態変化に伴う影響

　＋現状の土地利用形態の確認

　＋隣接、周辺地への影響考察

・プロジェクト開始に伴い、駆逐される可能性のある産業への考察、配慮

　＋農作物収穫量の変化

・産業構造変化の考察

7)経済的側面での影響
・既存人口統計調査

・既存住宅統計調査

・地域コミュニティ構造の確認

・生活形態、意識変化等の考察

・先住民及び少数部族への影響

・異質文化の進出に伴う既存文化との衝突（カルチャーショック）による影響

・文化遺産等の文化保護に対する影響

・貨幣経済浸透による影響

・新規流入者増加に伴う影響

・生産活動の結果として地域に与える社会的影響

・伝染病

・犯罪
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第 12章  プロジェクトの社会経済的・環境的影響

12.1  プロジェクトバウンダリーの定義
  先のCOP９では、プロジェクトバウンダリーとは“新規植林、再植林を行う地理的境界、
ただし、プロジェクト活動としては分散した土地を含むことが可能”と定義された。我々

は、前章５で｢プロジェクトバウンダリーとは、人為活動・保護地域、既森林・潅木地等

を除く潜在事業対象地、即ち植林適地｣と定義し、地図上に図示し確定した。

  本章では、プロジェクトエリア周辺の社会経済的動態を把握し、プロジェクトを実施し
た場合の社会経済的影響、並びに環境的影響を予測し、評価した。

12.2  社会経済的・環境的影響に関する COP9での定義
  先のCOP９では、プロジェクト設計書記載事項の一部として、事業者が社会経済的・環
境的影響を分析するための項目が示された。社会経済的・環境的影響が重大であると事業

者またはホスト国が判断するときには、社会経済的・環境的影響の評価を行うこととされ、

同評価については、ホスト国の基準・手続きに基づいて行うこととされた。

下記に、記載部分を抜粋する。

APPENDIX B
(j) Environmental impacts of the project activity:
プロジェクト活動による環境影響

(i) Documentation on the analysis of the environmental impacts, including impacts on
biodiversity, natural ecosystems, and impacts outside the project boundary of the proposed
afforestation or reforestation project activity under the CDM. This analysis should include,
where applicable, information on, inter alia, hydrology, soils, risk of fires, pests and diseases;
環境影響についての分析記述。そこには生物多様性や自然生態系に対する影響、また、

プロジェクトバウンダリー外部に対する影響についての記述が含まれる。この分析には

できるだけ、水分、土壌、火災や病虫害の危険性についての記述を含めるべきである。

(ii)If any negative impact is considered significant by the project participants or the host Party, a
statement that project participants have undertaken an environmental impact assessment, in
accordance with the procedures required by the host Party, including conclusions and all
references to support documentation.
プロジェクト参加者、あるいはホスト国が、当該プロジェクト活動によって深刻な悪影

響がでる可能性があると考えた場合は、プロジェクト参加者が、環境影響を評価を受け

るという記述。環境影響評価は、当該ホスト国の手続きに従って行われる。また、その

結果と、それを裏付ける文書。

(k) Socio-economic impacts of the project activity:
プロジェクト活動による社会経済影響

(i) Documentation on the analysis of the socio-economic impacts, including impacts outside the
project boundary of the proposed afforestation or reforestation project activity under the
CDM. This analysis should include, where applicable, information on, inter alia, local
communities, indigenous peoples, land tenure, local employment, food production, cultural
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and religious sites, access to fuelwood and other forest products;
社会経済影響を分析した文書。そこにはプロジェクトバウンダリー外への影響も含まれ

る。この分析では、できる限り、地域コミュニティ、先住民、土地財産権、雇用状況、

食料生産、薪炭林やその他の林産物へのアクセス等の記述を含めるべきである。

(ii) If any negative impact is considered significant by the project participants or the host Party,
a statement that project participants have undertaken a socioeconomic impact assessment, in
accordance with the procedures required by the host Party, including conclusions and all
references to support documentation.
プロジェクト参加者、あるいはホスト国が、当該プロジェクト活動によって深刻な悪影

響がでる可能性があると考えた場合、プロジェクト参加者が、社会経済影響評価を受け

るという記述。環境影響評価は、当該ホスト国の手続きに従って行われる。また、その

結果と、それを裏付ける文書。

(l) A description of planned monitoring and remedial measures to address significant impacts
referred to in paragraphs 2 (j) (ii) and (k) (ii) above;
上記2(ｊ)(ⅱ)と(ｋ)(ⅱ)にしたがって、重大な影響に関するモニタリング計画と対策法。

  マダガスカルにおいては、前章 11 で述べた通り、上記の社会経済的影響及び環境影響
に関する管理基準、評価手法、これに係る法規・法制度等は未整備の段階であり、実施し

た例もない。この背景は当プロジェクトのような産業植林を実施した例が少ないことに加

え、省庁の当事者は現在の土地の所有権、土地利用区分、さらには地域住民の人口、職業

等の社会経済的動態を充分に把握できていないことも一因であると推察する。仮にプロジ

ェクト実施後においてもプロジェクト外部からの経済的、かつ技術的な支援が継続されな

ければ、関係省庁の自助努力のみでは充分なフォローは望めない。

  このため我々は、まず地元住民の土地利用区分、社会経済的動態、さらには本プロジェ
クトに対する地元民の意向を把握評価するために、直接聞き取り調査を行った。

12.3  社会経済的・環境的影響に関する地元民への聞き取り
12.3.1  調査目的
  本調査は、プロジェクトエリア周辺における地元住民の土地の権利、土地利用区分、社
会的経済的動態、並びに本プロジェクトに対する地元民の意向を聞き取り調査する。調査

結果は、第三者の専門家を交え、プロジェクト実施後の社会経済的影響及び環境影響を予

測し、プロジェクト立案に反映させることを目的とする。

12.3.2  調査手法
  地元民への聞き取り調査は、プロジェクトエリア周辺で、できるだけ多くの地域を対象
に調査することが望ましい。このため本調査は環境治水森林省から本プロジェクトの候補

地として提示されたBrickaville郡Mahastara市を対象に行った。
環境治水森林省の説明によれば、プロジェクト対象地の面積は約 2万ha、居住している住
民数は約 100世帯 1,000人とのことであるが、関係省庁、関係機関とも地図情報、住民数、
集落の位置等具体的な情報に乏しく、かつ充分に管理把握できていないため、実際の数は
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不明である。

  このためToamasina治水森林局(DIREF)のMr．Henri局長、並びに森林研究センター
局(FOFIA)のMs.Vololona局長と協議し、バウンダリー外に位置し、主に農業を生活基盤
とするMahastara市の 3地区を調査対象地として選定した。さらに下記のA地区に近接
し、レストラン、農産物の販売等商業を基盤するMahastara市Antsampanana 村を対象
に簡易の聞き取り調査を行った。

1) 調査地区
①生活基盤：農業中心の集落

A地区：Ampitabe地区Ambodimanaga村、Marolakana村、Vohijana村、Antsahasaka
村、Morafeno村、Ampitabe村。

 ※ Mr．Henri局長の説明によれば、世帯数はAmbodimanaga村が最も多く約 40世帯、
残り 5村は世帯数 1～3世帯数とのこと。同地区の世帯数を約 50世帯と推定した。

B地区：Anivoranokely地区 Andranomanalina村
※村長の説明によれば、世帯数は約 20世帯。

C地区：Sahaovy地区Ambodimanga村、Sahaovy村
※村長の説明によれば、世帯数は約 30世帯。

②生活基盤：商業中心の集落

・ Ampitabe村：Toamasinaから約 125km、Antanariboから約 253kmの国道 2号線に
位置し、トラック、バス、旅行者等を対象としたレストラン、農産物・工芸品・衣類・

薪炭等のマーケットが発達している。

※Mr．Henri局長の説明によれば、世帯数は約 100世帯。

2)調査手順
①調査表は、財団法人 地球環境センター｢温暖化対策クリーン開発メカニズム事業調査
実施マニュアル(Ver.6)：平成 15年 3 月、2-97p．｣、社団法人 海外林業コンサルツ協
会編｢マダガスカル国マンタスア及びチアゾンパニリ地域流域管理計画調査：平成 12
年 12月、147p．～168p．｣、並びに住本林業株式会社｢地球温暖化対策クリーン開発メ
カニズム事業調査 “インドネシア共和国東カリマンタン州及び東ジャワ州における植
林事業調査”実施マニュアル(Ver.6)：平成 15年 3月、88p．-94p．｣を参考に、表 12-
1を作成した。尚、調査表は現地語(マラガシー)に翻訳した。

② 調査表は、下記の構成からなる。

・ 地元民の社会的経済的動態を把握するために、生活の概況、生産活動、人工林・天然林

の利用、並びに年間家計総収入/支出等の質問表からなる。
・ 当プロジェクトへの期待、プロジェクト実施に伴う影響を予測するために、当地域での

望まれる開発案件及び土地利用の観点からみた影響予測等の質問表からなる。

③ 現 地調 査は 、地 元民 への 聞き 取り を行 う前 に、 Brickaville 郡 知事
Ms.RANDRIANANTOABDROと面談し、調査の趣旨並びに調査への協力を依頼した。
ついで、村落の有力者に調査の趣旨並び調査への協力を依頼し、各地区より 10世帯の
代表者を選定してもらい、調査当日に参集してもらうよう依頼した。
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④調査当日は、参集した各地区の世帯主と面談し、調査表に基づき、聞き取り調査を行っ

た。調査世帯数はA地区 10世帯、B地区 10世帯、C地区 7世帯の合計 27世帯である。
   表 12-2に回答例を示した。
⑤調査結果は集計表に集計し、分析と評価を行った。さらに第三者の評価を求めるために、

集計結果、分析、並びに評価結果を専門家へ提示し、我々の評価に対する聞き取りを行

った。第三者の評価は第 13章利害関係者のコメントに記載した。

12.3.3  調査結果
1)調査 3地区の地形的要因
GPSで測定した各地区の位置図を、図 12.1に示す。
・ A地区は、Anntananarivoと Toamasinaを結ぶ国道 2号線の支線に位置し、道路に沿
って居住している(写真 12-1)。他の地区と同じく、低地での農業に依存している。
※A地区は、コンクリート製の集会所兼学校があり、他のB地区C地区に比べ、裕福な感
がある。治水森林局(DIREF)のMr．Henri 局長によれば、“A地区は、他村に比べ、州
及び郡からの道路改修・保全等による賃金労働の機会が多いためであろう”とのことで

ある。

・B地区は、A地区より南西へ約 5km程入り、低地に集落を形成している。周囲の高台か
らの集落を遠望でき、低地での水田と斜面部での畑作等土地利用の状況が概観できる(写
真 12-2)。
・ C地区は、B地区よりさらに南西へ約 10km程進み、河川を挟んだ対岸に集落を形成し
ている(写真 12-3)。

・ Antsampanana 村：国道 2 号線の往来者を対象とした商業を主とする集落。近隣では
最大の集落であり、上記 3地区において農産物を販売できる最も近い集落である。電気
は系統では供給されていないため、レストランの冷蔵庫、テレビ、灯火は発電機でまか

なっている(写真 12-4)。
※ A地区からB地区、さらにC地区をつなぐ道路はない。特にB地区、C地区において
は 12月～3月の雨季の間、水位が上昇するため通学や農産物の運搬には小船、または
遠路を迂回しなければならない。また低地には排水路がないため、水田等の農作業を行

うには自然に雨水がはけるのを待たなければならない。

※ 雨期の間は水田が水没するため、稲作は 10月～2月に行う一期作が普通である。また
水田周囲の植生は草地、低木、並びにユーカリの疎林である。このため毎年大量の土砂

が低地に流れ込み、水田が埋没する等の被害が多いとのことである。

  聞き取り結果に基づく各地区の特徴は、以下のとおりである。

2)生活の概況について
  家族構成、住所の所有形態、水源・燃料・灯火等の利用形態等に関し、3 地区で大きな
相違はみられない。結果を表 12-3に示す。
① 家族構成、年齢構成割合、世帯主の居住年数、並びに 14歳以上の主な職業等
・ 家族構成は、通常、父親を家長とし、母親、子供、並びに孫からなる。まれに祖父母、

または親族が含まれる場合もある。



220

・ 一世帯あたりの人数は 3地区平均約 6人、家族数が最多で 11人、最少で 2人であった。
男女比は約半数ずつと大きな偏りはみられない。また 20 歳以下の年齢構成割合が約
62％、世帯主の平均年齢約 40歳に対し、比較的若い世代構成と推察される。

・ 就学年齢は 5歳であり、全ての子供が就学するが、13歳になると家業である農業を手伝
うため就学をやめる。

・ 祖父母、もしくは曾祖父の代が近隣のAndrianiania市、Brickaville市、並びにMahatsra
市より農地確保のために移住し、世帯主は現在まで居住している。現在地での平均居住

年数は世帯主の平均年齢から約 40年以上と推察される。
・ 14歳以上の主な職業は、農業に従事しているものが約 86％、ついで家畜の飼育が約 12％、
日雇が約 2％であった。また、集落Aは道路に沿って集落を形成していることもあり、
他地区に比べ日雇の割合は約 7％と高い。

② 主要な家庭用水源、燃料、灯火等の利用形態と月平均の使用量

・ 家庭用水源は、A地区の一部世帯で井戸を利用している事例を除けば、ほとんどの世帯
が河川、湧き水等を利用している。

・ 主要な家庭用燃料は、薪、トウモロコシ・キャッサバ等の作物の茎を利用し、木炭、灯

油等を利用しているものはいない。一世帯あたりの月平均の使用量は、家族数、家族構

成によっても異なるが、薪が約 313kg、作物茎が約 341kg、合計 654kg/月であった。尚、
当地域は、年平均気温 24℃、最低平均気温 18℃であり、これらの薪、作物茎を暖房用
燃料として利用することはないとのことである。

・ 主要な家庭用灯火は、灯油がほとんどであり、一世帯あたりの月平均の使用量は 4.7L/
月であった。

3)生産活動について
 結果を表 12-4に示す。
①一世帯あたりの平均月収、主要な現金収入の割合

・ 一世帯あたりの平均月収が 20万 fmg(33US$、ﾚｰﾄ=6,000fmg/US$)以下の世帯がほとん
どであり、うち 10万 fmg(17US$)以下の世帯が調査世帯の約 4割を占める。現金収入源
は日雇賃金約 7％に対し、コメ約 22％、果実約 13％、ラフィエ約 14％等の農産物の販
売による割合が高い。

・ A地区は、国道 2号線沿いの Antsampanana 村のマーケットが近いため、他地区に比
べ果実の販売割合が高い。

・ B地区、C地区は、ラフィエの販売割合がA地区より高く、貴重な現金収入源となって
いる。ラフィエは、低地で天然更新し、幼苗の間引き・収穫等の作業・収穫後の一次加

工(繊維をテープ状に裂き、乾燥)等は村単位の共同作業となっており、村の共有資産の
概念である。以前、過剰に収穫したこともあり、最近は収穫量が減少し、年間の収穫量

は約 10トン、月間最大で約 2トン程度とのことである。
②現在の土地利用、土地の権利関係

・ 現在の土地利用は、全調査世帯とも水田、畑作、森林を所有しており、一世帯あたりの

平均所有面積は水田が約 169ａ、畑作が約 191ａ、森林が 152ａ、合計 512ａ(約 5.1ha)
である。ただし、所有面積は世帯間で大きく異なり、水田の場合、最低 50ａ～最大 400
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ａとなっている。この背景は、村民は未利用地であれば自由に耕作し収穫物は個人のも

のとなる等慣習的な所有権が広く認められており、扶養している家族数、その年度の農

作物の収穫量に応じて、毎年、所有面積は増減するためである。

・ 利用地の多くが先代、または先々代より引き継いだものであるが、土地の登記はほとん

ど進んでいない。調査世帯の内、A地区の一部を除き、ほとんどの世帯が慣習的所有で
あり、土地登記の有無にかかわらず、地域住民相互の合意により実態として土地の所有

(慣習的土地所有者)が確定している。さらに、土地所有者のほとんどが今後登記を行い
土地の権利を取得予定としているが、マダガスカルの土地登記制度をみるかぎり、申請

費用、申請から登記まで数年を要することから、実際の登記は遅々として進まないもの

と推察する。

③ 農産物の生産量と販売価格

・ 主要な農産物は、低地における稲作と低地周辺の傾斜地を利用した果樹、キャッサバ、

トウモロコシ等の畑作である。施肥の有無、土地の利用歴等により、コメの収量は 10
ａあたり平均 67kg～367kgと大きく異なる。平均自家消費率は約 85％とほとんどの世
帯が自家消費している。さらに土地の収量はその年の水害等気象要因により、大きく変

動する。このため自家消費量より収量が多い年は販売できるが、2003年はサイクロンの
影響(2003年 5月発生)により収量が激減したため、食料を確保するために畑作面積を増
やしたとのことである。土地利用の目的のほとんどが自家消費分を確保するためであり、

さらに不足分を補うために新たな土地の開墾を行っている状況である。

・ 畑作は、主食用としてトウモロコシ・キャッサバ・サツマイモ・タロイモ等を栽培し、

ほとんど自家消費用である。

・ 果樹は、販売用としてオレンジ、パイナップル、コーヒー、お茶等を栽培しているが、

栽培面積、栽培本数等が少ないため、現金収入に占める割合は低い。

④ 家畜の飼育頭数、自家消費率地

・ ウシの所有世帯数の割合は平均約 25％、所有世帯の平均飼育数は約 7頭で、ほとんどが
農耕用に飼育している。販売用はなく、老齢になると食用にする。ウシは乾期には低地

に放牧し、雨期には集落周囲の高台に放牧している。村長の説明によれば、｢現在、放牧

のための火入れ、野焼きは行っていない。慣習的に他の村の者が行っている｣とのことで

ある。しかしながら、現地調査時(2003年 11月)には火入れ、野焼きの跡が散見され、
実際には雨期前に枯れ草を焼き、新芽をふかせ、放牧する火入れ・野焼き作業が一般的

にに行われていると推察する。

・ ブタ、ヤギ(慣習的に禁忌)を飼育している世帯はない。家畜の内、ニワトリの約半数が
販売用に飼育されており、唯一の現金収入源となっている。ニワトリの年平均販売数は

14羽/年、平均販売単価は 1,275fmg(約 0.2US$羽)である。

4)人工林、天然林の利用について
  結果を表 12-5に示す。
①人工林(樹高 2m以上)の利用
・ 人工林は、ユーカリで祖父の代より引き継いだものである。現世帯主が植林した実績は

ないとのことである。一世帯あたりの平均所有面積は 152ａ(約 1.5ha)であるが、実際の



222

立木の蓄積、本数等は把握されていない。概観すると、樹高約 10m～20m、立木密度
1.0本/ａ(100本/ha)以下

・ 利用目的は、枯れ枝等の薪採取用が約 10％、木炭生産用は約 5%と木炭への利用は少な
い。また用材生産用他が約 85％であるが、実際の利用はサイクロン等で倒木した場合に
限り、家、家畜小屋等の補修に利用しており、販売用はほとんどない。このため森林利

用のほとんどが自家消費用であると推察する。

・ 天然林は、集落周囲に存在していないこともあり、所有世帯、利用ともみられない。ま

た、集落周囲の低木、平均樹高 2.0ｍ以下 Gavellia banksii(バンクス ハゴロモノキ)等
を薪採取に利用している。

②木炭、薪、その他林産物の生産と販売

・ 調査 27世帯の内、木炭を生産している世帯は 2世帯のみである。両世帯とも専業では
なく、サイクロンや野火等により風倒木が発生した場合に木炭を生産する。また道路が

ないため、小売業者へ運ぶのに約 12kmの人力で運ばなければならず、安定した木炭生
産が望めないとのことである。

・ 薪は、ほぼ毎日、集落周囲 1km以内より採取し、自家消費が 100％で販売用の採取はみ
られない。また、その他林産物収入はみられなかた。

5)年間の家計総収入と総支出について
  結果を表 12-6に示す。
①年間の総家計収入

・ 回答世帯数の年間総収入は、土地利用面積、日雇賃金及び農産物の販売割合等世帯によ

って異なるが、3地区平均総収入は約 189千fmg(約32US$)で、最低世帯で 100千 fmg(約
16US$)～189千 fmg(約 133US$)であった。
・ 収入の割合は、日雇賃金が約 61％と、農産物の販売と漁業約 49％に比べ高く、収入差
は日雇賃金の機会の有無に左右されるものと推察する。

②年間の総家計支出

・ 回答世帯数の年間総支出は、3地区平均総支出は約 1,573千 fmg(約 262US$)で、最低世
帯で 500千 fmg(約 83US$)～7,000千 fmg(約 1,177US$)であった。
・ 支出の割合は、食費が約 73％と最も高く、ついで被服費、教育費となる。
・ その他は疾病等に係る医療費が主なものである。

※ 各世帯とも正確な家計管理を行っていないため、上記の総収入額と総支出額は割引いて

考えなければないが、収入と支出に占める割合は各世帯の経済的動態を反映しているも

のと考える。即ち調査世帯の多くが、水田・畑作等により自給自足の生活を営んでおり、

必要な物品、例えば灯火用の灯油、塩・砂糖等の調味量等は日雇賃金、または農産物の

販売により得た現金収入をあてている。さらに所有する水田・畑作からの農産物だけで

は食料が不足しているため、支出に占める食費の割合が高くなったと推察する。また、

教育費が約 11％、その他として病気や疾病等に係る医療費が約 5％であった。

6)当該地域における望まれる開発案件
  望まれる開発案件として、調査世帯のほとんどが道路・橋・電気等のインフラ整備、並
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びに学校・病院の整備等社会資本整備に関するものである(表 12-7参照)。この背景は、総
家計収入に占める賃金労働と農産物販売が全体の約 93％と高く、一方総家計支出に占める
教育費とその他医療費等が食費に次いで全体の約 16％と高いためである。こうした社会資
本整備の立ち後れが、調査世帯の疾病の軽減や教育水準の向上の機会、並びに農産物の販

売や賃金労働等現金収入の機会を喪失させているためと推察する。

  聞き取り調査終了後、調査地区の各村長より、本プロジェクトは①地元民の未利用地へ
の植林であること、②苗木の一部が地元民へ提供されその用途は地元民自らが選択可能で

あること、さらには③同地域では初めての開発案件であり、今後、雇用機会が生まれ、病

院・道路等のインフラ整備も期待されることから、地区及び村民全員でプロジェクトの実

施に向けて協力する旨の発言があった。

12.4 地元民への社会経済的・環境的影響に対する聞き取り
1)調査目的及び手法
・前項 10.1.1で述べた通り、マダガスカルにおいては社会経済的影響及び環境影響に関す
る評価手法等未整備であり、実施した例もない。このため、産業植林と地元民植林をあわ

せた当プロジェクトが及ぼす影響を予測するために、地元民の意向を調査した。

・調査は、表 12-8を用いて、プロジェクトを実施した場合、影響を受けることが予想され
る土地利用区分(水田、畑作、牧畜等)に、その影響を 4段階で評価した。
2)調査結果
・ 調査世帯 27 世帯、全て未回答の調査結果であった。聞き取り時、調査世帯主からは、
下記の主なコメントがあった。

・ 調査の趣旨が良く解らない。集落の周囲は祖先の代から草地のままであり、森林があれ

ばもっと生活は豊かになると思う。

・ 我々は、植林をしたくても苗木が手に入らないし、このプロジェクトに参加すれば苗木

が手に入り、将来の現金収入へ繋がる。

・ 毎年、水田の生産量が落ちており、その原因は周囲に森林がないためと聞く。植林をす

ることは水田にも我々の生活に対してもいいことである。

※ 当地域では、本プロジェクト規模の開発案件がなかったこと、地元民の土地利用が低地

の水田等に限られ、プロジェクト対象地が未利用地の草地であることから、調査世帯主

のほとんどが調査の意図、プロジェクトの規模、並びに影響等を具体的に想像、または

実感できなかったためであると推察する。

12.5 事業者による社会経済的・環境的影響の評価
12.5.1 事業者による社会経済的・環境的影響の評価手法、並びに評価結果
  前項 12.3では当プロジェクト周辺の地元民の社会経済的動態を把握し評価した。ついで
プロジェクト実施による社会経済的影響、並びに環境影響評価を試みたが、これらを評価

する手法・法令等が未整備なこと、当該規模の開発案件等を実施した経験がないこと等か

ら地元民の意向を把握できなかった。

 これらの影響評価は、本来ならば、時間軸を考慮し、例えば過去の実績を解析・評価し、
ついで現在の社会経済的動態から将来を予測しその影響を評価するものである。さらに影
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響評価は、将来発生が予測される影響に対し、その対策をプロジェクト立案に反映させる

ことを目的に実施した。しかしながら、当地域においては過去の実績がないこと、社会経

済的動態を示す統計的資料が未整備なことから、将来の発生事例を予測することは困難で

あった。

  このため近視眼的ではあるが、事業者の立場において当プロジェクトが現存の社会経済
的環境及び自然環境に対する影響の評価を行った。

1) 評価手法
・ 前項 12.4で使用した質問表に基づき、事業者の立場で評価した。
・ 評価は、生活基盤を農業中心と商業中心の 2つに分けて、土地利用を総括し評価した。
・ 評価はその影響度に応じて 4段階に分類し、さらにそれぞれの分類毎に－2.0～＋2.0の
重みづけを行い、各調査項目の平均値を用いて評価を行った。

① プロジェクトの規模

・ 植栽樹種：ユーカリ、アカシア

・ 植栽面積：産業植林   毎年 1,000ha植栽し、10年間で 10,000ha。
地元民植林 毎年 100ha植栽し、10年間で 1,000ha

・伐採：産業植林は 11 年目以降、伐採、チップ加工し、日本へ輸出。伐採後は再植林を
継続。

・ 地元民は、11年目以降、伐採木の一部、または伐採残木を用いて木炭を生産し、残りを
産業植林へチップ材として販売、若しくは建築材として自家消費または業者へ販売。

・ 期待される効果：雇用機会の創出、チップ工場、道路・電気等のインフラ整備、森林再

生による環境保全、違法伐採の減少等。

② 評価基準

・ P：好影響が期待される。＋2.0
・ A：マイナスの影響が期待される。－2.0
・ B：わずかなマイナスの影響が期待される。－1.0
・ 無印：特に影響のないもの。±0.0

2)評価結果
  事業者による当プロジェクトを実施した場合の社会経済的影響、並びに環境影響の評価
結果を表 12-9に示す。次項において、各環境項目に対する評価を農業中心と商業中心に分
け述べる。

12.5.2 経済的側面
①農業中心の世帯

・ 正の影響として、水田を中心とした土地利用の生活様式は変わらないまでも、植林従事

者としての就労、木炭・用材等の販売収入、並びに道路等の整備による農産物販売収入

等現金収入の機会が増大し、地元民の生活内容はより充実したものへ変化する。

・ 従来、現金収入の約 6割を日雇賃金に依存していたが、植林従事者として雇用され安定
した収入が得られれば、支出割合の内、教育費、医療費等に振り向けられる割合が高く

なる。
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・ 負の影響として、収入が安定しても地元民の水田を中心とした自給自足の姿勢は変わら

ない。このためより安定した食糧確保、さらには増加するであろう扶養家族を支えるた

めに土地の生産性を求め、従来乏しかった肥料の投入や排水設備等の農業施設関連の支

出が増大する。

・ 従来利用しなかった低地を開拓し水田の拡大を行うこと等、未利用地での新たな住民間

の軋轢や土地利用権の再調整が生ずる可能性が潜在する。

・ 当プロジェクトへの参加度合いにより、住民間で所得格差が拡大する可能性が潜在する。

②商業中心の世帯

・ 正の影響として、同地域唯一の商業地である Antsampanana 村は周辺住民の衣服・食
料・肥料等の購買量、並びに植林・伐採・原木輸送等の就労者による購買量が増え、商

業地としてより発展が予想される。

・ 負の影響として、商業を目的とした住人、または社会資本整備に伴う建設労働者等新た

な住民が同村に流入、若しくは定着することにより住民間の軋轢や土地利用権の再調整

が生ずる可能性がある。

12.5.3 社会・文化的側面
①農業中心の集落

・ 正の影響として、従来の自給自足生活、村長を頂点とする社会構造に大きな変化はみら

れないが、教育水準の向上や収入増に伴い新たな技術や情報、例えば農業、漁業等関連

等の技術や情報が入手、若しくは移転されるため、より豊かな社会生活になることが予

想される。

・ 負の影響として、経済的側面で述べた食料確保のための住民間の軋轢や土地利用権の再

調整が生ずる可能性がある。

②商業中心の集落

・ 正の影響として、商業地の発展・拡大等の好影響が期待される。

・ 負の影響として、経済的側面で述べた新たな住民の流入、または定着による住民間の軋

轢や土地利用権の再調整が生ずる可能性がある。

12.5.4 GHG 以外の環境的側面(生物多様性、生態系への影響、水分学他)
①農業中心の集落

・ 保健衛生：農薬使用に関し、プロジェクトで使用が予想される場面は苗畑と植林地であ

り、使用される薬剤の種類と使用量は認可・許容されている範囲を想定しており、適切

な管理によって付近への薬剤の浸出を防止することは可能である。風土病、伝染性疾患

等は、地元民の収入増による疾病・疾患の軽減、道路整備により通院の困難差が解消さ

れるため、負の影響は予想されない。その他残留毒物、廃棄・排泄物等には、特に負の

影響はみいだせない。

・ 景観等：当地域は主に草地、低木、疎林からなり、天然林、貴重な文化遺産等はみられ

ないため、特に負の影響はみいだせない。

・ 貴重な生物、生態系：当地域は、草地及び低木が主な植生であり、植林は草地を対象と

している。このため草地から森林への植生変化は、現存の生物・生態系の多様性を豊か
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にすると同時に土壌を保全することから好影響が期待される。

・ 土壌、土地：プロジェクト事業者と地元民によって計画的な土地利用がなされ、従来無

計画であった焼畑、放牧のための火入れ等が減少し、植林による荒廃地の回復、土地生

産性の向上等好影響が期待される。

・ 水分、水質、大気等：現存の草地から森林の植生転換により、従来雨期には冠水し埋土

していた水田の被害の軽減、家庭用水源地への土砂流入による水質汚染等の軽減等、好

影響が期待される。

・ 森林資源、機能の持続性：地元民植林により、自らが植林し、ついで村内で消費する薪、

さらには木炭等を調達することが可能となり、プロジェクト実施前の既存の低木林を保

護することが可能となる等の好影響が期待される。

②商業中心の集落

・ 周辺は、社会資本整備が遅れていること、草地及び低木が主な植生であり、貴重な生物・

文化的遺産等もないため、特に負の影響はみいだせない。

・ また、地元民により生産された木炭の一部は販売されるため、従来の木炭生産により伐

採されていた低木林、場合によっては天然林を保護することが可能となる等の好影響が

期待される。

12.6  評価と課題
  COP9での定義によれば環境的影響はホスト国の基準、例えば環境影響評価に準じて実
施することとされており、さらに社会経済的影響評価の記述が含められている。

  マダガスカルの場合、前述のとおり、これらの評価基準、評価手法等が未整備の状態で
あり、加えて地元民の土地利用区分、人口、経済状況等をあらわす統計的資料も充分に管

理されていない。このため我々は、まずプロジェクト周辺の地元民の社会・経済的動態を

把握し、社会経済的・環境的影響を評価した。

  前項を総括すると、当プロジェクト実施により、雇用機会の創出、道路等のインフラ整
備による病気や疾病等が軽減、草地から森林への植生変化による土壌保全、生物多様性の

改善等の好影響が期待される。加えて従来自給自足していた地元民においては、苗木の一

部を地元民自らが植林・管理し、伐採木は木炭生産とチップ材、若しく建築材として自家

消費、若しくは他村へ販売する等、持続的かつ循環型の新たな経済効果が期待される。さ

らに薪炭材を計画的に管理することによりプロジェクトエリア周辺の既存の森林を保護す

ることが可能となる。

  当プロジェクトは産業植林と地域住民参加型のプロジェクトであり、伐採を前提したプ
ロジェクトであることから経済的にも持続可能であり、かつ植林・伐採・再植林を計画的

に行うことは地元民の社会経済的・環境的好影響ははかりしれない。一方、負の影響とし

て、食料確保並びに土地の生産性を求めて未利用地の低地での水田の開発、これに伴う住

民の軋轢や土地利用権の再調整が生ずる可能性が潜在する。

  本調査は、過去の事例・統計的データの少なさ、並びに評価の指標となる基準、例えば
国際的な基準がない中で事業者自らが行ったため、近視眼的な評価であることはぬぐえな

い。このため第三者、例えば専門家、研究者、NGO 等を交えて、これらの影響を評価する

指標を開発することが必要であると考える。
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図 12.1　地元民聞き取り集落位置図

Antsampanana

村
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表12-1 地元民への聞き取り調査表(1)

調査表（1）
記入年月日

記入者

地区
群

村名

Ⅰ.生活概況について

1 家族構成

名前 世帯主との
関係

性別 年齢 出身地 居住年数 居住理由 過去3ヶ月の職業

1）
2）

3）

4）
  ～

10）

（質問表コード： 1.世帯主 1.男性 1.当村 1.　1年以内1.自営 1.日雇
2.妻 2.女性 2. 2.　1年 2.結婚 2.家畜飼育

3.子供 3. 3.　2年 3.その他 3.農民

4.子供配偶者 4. 4.　3年 4.商業
5.孫 5. 5.　4年 5.公務員

6.親 6.その他 6.　5年 6.漁業
7.親戚 7.　6年以上 7.事務員

8.お手伝い 8.軍人
9.その他 9.薪収集/木炭

10．その他（  ）

2 住居の所有形態

（質問コード： 1.　持ち家 2.　借家 3.　慣習的占有 4.　その他 ）

3 家庭用水源の利用形態

（質問コード： 1.　湧き水 2.　河川 3.　井戸 4.　天水 5.　上水道 6.　その他 ）

4 主要な家庭用燃料の形態と月平均の使用量

1)燃料の形態と月平均の使用量

a) 燃料の形態

b) 月平均の使用量 /kg・リットル・束

（質問コード： 1.　薪 2.　作物茎 3.　木炭 4.　灯油 5.　電気 5.　その他 ）

2)木炭・薪炭利用の長期モニター（半年から1年）の協力の可否

（質問コード： 1.協力可能 2.協力不可 ）
5 主要な家庭用燃料の用途別の燃料形態と月平均の使用量

1)厨房用

a) 燃料の形態

b) 月平均の使用量 /kg・リットル・束

（質問コード： 1.　薪 2.　作物茎 3.　木炭 4.　灯油 5.　電気 5.　その他 ）

2)灯火用

a) 燃料の形態

b) 月平均の使用量 /kg・リットル・束

（質問コード： 1.　薪 2.　作物茎 3.　木炭 4.　灯油 5.　電気 5.　その他 ）

Ⅱ 生産活動について

1 過去5ヶ月以内の平均月収

（質問コード： 1.　100,000以下 2.　～200,000 3.　～4 00,000 4.　～600,000

5.　～800,000 6.　～1,000,000 7.　～2 ,000,000 8.　2,000,000以上

2 主要な現金収入の割合（％）

賃金労働 換金作物の販売（％） その他
（％） コメ 薪・木炭 家畜 ジャガイモ 果実 水産物 （％）

3 現在の利用地について

水田 畑作 人工林 その他

a） 土地利用面積（a)

b) 土地の権利
c) 権利の取得時期

d) 土地の利用の目的

（質問コード：

b）： 1.　登記地 2.　登記予定 3.　慣習的使用 4.　その他

c）： 1.　1990年以前 2.　～2000年 3.　今後権利取得予定 4.　その他

d）： 1.　収入を増やすため 2.　農業生産量を増やすため

3.　農地の不足のため 4.　土地生産性が低下したため
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表12-1 地元民への聞き取り調査表(2)

Ⅱ 生産活動について

1 過去5ヶ月以内の平均月収

（質問コード： 1.　100,000以下 2.　～200,000 3.　～400,000 4.　～600,000

5.　～800,000 6.　～1,000,000 7.　～2,000,000 8.　2,000,000以上
2 主要な現金収入の割合（％）

賃金労働 換金作物の販売（％） その他
（％） コメ 薪・木炭 家畜 ジャガイモ 果実 水産物 （％）

3 現在の利用地について

水田 畑作 人工林 その他
a） 土地利用面積（a)

b) 土地の権利
c) 権利の取得時期

d) 土地の利用の目的

（質問コード：

b）： 1.　登記地 2.　登記予定 3.　慣習的使用 4.　その他
c）： 1.　1990年以前 2.　～2000年 3.　今後権利取得予定 4.　その他

d）： 1.　収入を増やすため 2.　農業生産量を増やすため
3.　農地の不足のため 4.　土地生産性が低下したため

4 水田の耕作面積と所有形態

a) 耕作面積（ａ）

b) 所有形態

（質問コード： 1.　所有 2.　借地 3.　所有と借地 ）

5 畑作の耕作面積と所有形態

a) 耕作面積（ａ）

b) 所有形態

c） 主要栽培作物の割合（％） ジャガイモ キャッサバ トウモロコシ サツマイモ サトイモ その他

（質問コード： 1.　所有 2.　借地 3.　所有と借地 ）

6 家畜の飼育頭数

a） 飼育頭数 ウシ ヤギ ブタ ニワトリ アヒル その他

b) 放牧面積（a)

7 農産物の生産量と価格等

耕作面積

（a）

収穫

（Kg/10a)

平均自家消

費率（％）

平均販売比

率（％）

平均単価

（FMG/Kｇ）

① コメ
② ジャガイモ

③ トウモロコシ
④ サツマイモ

⑤ サトイモ
⑥ キャッサバ

⑦ その他

8 家畜の販売頭数と価格等

年間平均飼
育頭数

年間平均販
売頭数

販売価格
（FMG）

その他

① ウシ
② ヤギ

③ ブタ
④ ニワトリ

⑤ アヒル
⑥ その他

Ⅲ 人工林/天然林の利用について

1 人工林/森林の利用について

人工林（樹

高2.0m～
5.0m）

人工林（樹

高5.0m以
上）

天然林 その他

a） 土地利用面積（a)

b) 利用目的
c) 主要樹種

d） 植栽年
e) 植栽本数（本）

f) 植栽前の植生

（質問コード：

b）： 1.　薪採取 2.　木炭材採取 3.　用材 4.　その他
c）： 1.　Eucalyptus 2.　Acacia 3.　Gmerina 4.　その他

d）： 1.　1990年以前 3.　～2000年 3.　2001年以降
f）： 1.　草地 2.　人工林 3.　天然林
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表12-1 地元民への聞き取り調査表(3)

2 木炭の生産と販売

a) 利用面積（ａ）

b) 製炭目的の割合（％） 1.　販売用 2.　自家用

c） 1ヶ月の平均製炭回数

d) 用材の入手方法割合（％） 所有地 購入材 無料購入 その他

e) 樹種割合（％） Eucalyptus Ａｃａｃｉａ Gmerina その他

f) 1回の製炭当りの平均製炭量（袋）
g) 年間平均販売量（袋）
h) 過去5年間の平均販売量（推定）（袋）

I) 平均販売価格（FMG/袋）

j) 販売先別割合（％） 仲買業者 農業組合 消費者 小売店 その他

k) 販売地域割合（％） Antananarivo その他

3 薪の採取状況

a) 利用面積（ａ）

b) 採取目的の割合（％） 1.　販売用 2.　自家用

c） 1ヶ月の平均採取回数

d) 採取範囲 1km以内 1～4km 5～10km 10km以上

e) 年間平均販売量（袋）
f) 過去5年間の平均販売量（推定）（袋）

g) 平均販売価格（FMG/袋）

h) 販売先別割合（％） 仲買業者 農業組合 消費者 小売店 その他

ｉ) 販売地域割合（％） Antananarivo その他

4 その他林産物収入

建築用材 蜂蜜 その他
年間林産物収入（FMG）

Ⅳ その他収入及び年間家計支出

1 その他収入

漁労 商店経営 賃金労働 その他

a） 月平均収入額（FMG)

2 年間家計支出

a) 年間総支出額（FMG)

b)
内訳（％） 食費 被服費 教育費

農業関連費
用

その他

4 その他林産物収入

建築用材 蜂蜜 その他

年間林産物収入（FMG）

Ⅴ 当該地域における望まれる開発案件

1位 2位 3位 4位 5位
a) 望まれる開発案件

b） 理由

（質問コード）

a)： 1.　1次産業（農林水産業）の誘致 2.　工場・加工設備の誘致 3.　観光産業の誘致

4.　道路・橋の整備 5.　病院・学校の整備 6.　その他

b）： 1.　雇用機会の創出 2.　所得の増大 3.　電気・水道等のインフラの向上

4.　疾病の軽減、教育水準の向上 5.　その他
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表 12-2　地元民の聞き取り表への回答例(1)
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表 12-2　地元民の聞き取り表への回答例(2)



233

1 聞き取り調査対象地区

MAHATSARA市
Ａ地区： Ampitabe地区、Ambodimanga村、 Marolakana村、Vohijana村、Antsahasaka村、Morafeno村、Ampitabe村 

Ｂ地区： Anivoranokely地区、Andranomanalina村
Ｃ地区： SAHAOVY地区、Ambodimanga村、Sahaovy村

2 調査実施日 2003年10月30日～11月2日

 表12-3  生活の概況について

表12-3-1 一世帯あたりの家族構成
全世帯数 調査世帯 家族構成 年齢構成割合（％）

（数） （％） （数/世帯） （男性％） （女性％） 0歳～13歳 14歳～20歳 21歳～40歳 41歳以上
A地区 50.0 10.0 20.0 7.1 49.3 50.7 35.2 23.2 26.3 26.5

B地区 20.0 10.0 50.0 5.0 48.2 51.8 41.3 14.8 27.8 15.9
C地区 30.0 7.0 23.3 5.4 48.2 51.8 43.4 25.5 29.5 3.2

合計 100.0 27.0 93.3 17.5 145.7 154.3 119.9 63.5 83.6 45.6
平均 33.3 9.0 31.1 5.8 48.6 51.4 40.0 21.2 27.9 15.2

表12-3-2 世帯主の年齢、居住年数等と14歳以上の主な職業
世帯主の 世帯主の 世帯主の現在地への 14歳以上の主な職業

平均年齢 当村出身 居住年数（6年以上） 居住理由（自営による） 人数 農業 日雇 家畜飼育 その他
（％） （％） （％） （人） （％） （％） （％） （％）

A地区 47.7 20.0 90.0 100.0 45.0 77.8 6.7 15.6 0.0
B地区 36.7 40.0 70.0 100.0 27.0 92.6 0.0 7.4 0.0

C地区 34.6 14.3 71.4 85.7 22.0 86.4 0.0 13.6 0.0
合計 119.0 74.3 231.4 285.7 94.0 256.8 6.7 36.6 0.0

平均 39.7 24.8 77.1 95.2 31.3 85.6 2.2 12.2 0.0

表12-3-3 住居の所有形態、家庭用水源、燃料、灯火の利用形態と月平均の使用量

住居の所有形態 家庭用水源の利用形態 主要な家庭用燃料の形態と月平均使用量 モニターへ 主要な家庭用灯火の形態

持ち家の割合 河川 湧き水・池 その他 薪 作物茎 の協力可 灯油
（％） （％） （％） （％） （％） （kg/月） （％） （kg/月） （％） （％） （Ｌ/月）

A地区 100.0 60.0 20.0 20.0 70.0 330.0 30.0 233.0 100.0 90.0 3.8
B地区 100.0 50.0 50.0 0.0 70.0 291.0 30.0 250.0 100.0 90.0 2.8

C地区 100.0 100.0 0.0 0.0 57.0 318.0 43.0 540.0 100.0 100.0 7.4
合計 300.0 210.0 70.0 20.0 197.0 939.0 103.0 1,023.0 300.0 280.0 14.0

平均 100.0 70.0 23.3 6.7 65.7 313.0 34.3 341.0 100.0 93.3 4.7

 表10-4  生産活動について

表12-4-1 一世帯あたりの平均月収割合
世帯数 調査世帯 1世帯あたりの過去5ヶ月以内の平均月収割合

100,000fmg以下 100,000～200,000fmg 201,000～400,000fmg 401,000fmg以上
（数） （％） （17US$以下）    (％) （18～33US$）  (％) （34～66US$）  (％) （67US$以上）  (％)

A地区 50.0 10.0 20.0 50.0 40.0 10.0 0.0
B地区 20.0 10.0 50.0 60.0 40.0 0.0 0.0

C地区 30.0 7.0 23.3 14.3 57.1 28.6 0.0

合計 100.0 27.0 93.3 124.3 137.1 38.6 0.0
平均 33.3 9.0 31.1 41.4 45.7 12.9 0.0

注）：為替レート 6,000fmg/US$

表12-4-2 主要な現金収入の割合

日雇賃金 販売
コメ 薪・木炭 キャッサバ 果実 家畜 ラフィエ 漁業 その他

（％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）
A地区 12.8 26.4 0.6 12.0 33.0 0.0 0.0 0.0 15.2

B地区 8.3 21.3 0.5 10.8 2.3 1.0 22.5 3.7 29.6
C地区 0.7 18.4 0.0 10.3 4.3 0.3 18.3 10.2 37.5

合計 21.8 66.1 1.1 33.1 39.6 1.3 40.8 13.9 82.3
平均 7.3 22.0 0.4 11.0 13.2 0.4 13.6 4.6 27.4

表12-4-3 現在の土地利用について

水田 畑作 森林

所有世帯 利用面積 所有世帯 利用面積 所有世帯 利用面積

数の割合 平均 最大 最小 数の割合 平均 最大 最小 数の割合 平均 最大 最小

（％） （ａ） （ａ） （ａ） （％） （ａ） （ａ） （ａ） （％） （ａ） （ａ） （ａ）

A地区 100.0 205.0 400.0 50.0 100.0 250.0 400.0 50.0 60.0 77.0 400.0 20.0

B地区 100.0 123.0 400.0 50.0 70.0 167.0 200.0 50.0 70.0 154.0 600.0 25.0

C地区 100.0 178.0 200.0 50.0 50.0 157.0 300.0 25.0 100.0 225.0 400.0 50.0

合計 300.0 506.0 1,000.0 150.0 220.0 574.0 900.0 125.0 230.0 456.0 1,400.0 95.0

平均 100.0 168.7 333.3 50.0 73.3 191.3 300.0 41.7 76.7 152.0 466.7 31.7

表12-4-4 土地利用（水田）の権利関係について

所有世帯 利用面積 土地の権利 土地の権利取得時期 土地の利用目的

数の割合 登記済み 慣習的所有 登記予定 1990年以前 90～2000年 取得予定 収入増 生産性増 収量不足

（％） （ａ） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

A地区 100.0 205.0 20.0 80.0 0.0 20.0 0.0 80.0 10.0 50.0 40.0

B地区 100.0 123.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 60.0 30.0 10.0

C地区 100.0 178.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 57.1 28.6 14.3

合計 300.0 506.0 20.0 280.0 0.0 20.0 0.0 280.0 127.1 108.6 64.3

平均 100.0 168.7 6.7 93.3 0.0 6.7 0.0 93.3 42.4 36.2 21.4

表12-4-5 土地利用（畑作）の権利関係について

所有世帯 利用面積 土地の権利 土地の権利取得時期 土地の利用目的

数の割合 登記済み 慣習的所有 登記予定 1990年以前 90～2000年 取得予定 収入増 生産性増 収量不足

（％） （ａ） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

A地区 100.0 250.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 40.0 30.0 30.0

B地区 70.0 167.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 50.0 20.0 30.0

C地区 50.0 157.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 42.9 28.6 28.5

合計 220.0 574.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 300.0 132.9 78.6 88.5

平均 73.3 191.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 44.3 26.2 29.5
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表12-4-6 土地利用（森林）の権利関係について

所有世帯 利用面積 土地の権利 土地の権利取得時期 土地の利用目的

数の割合 登記済み 慣習的所有 登記予定 1990年以前 90～2000年 取得予定 収入増 生産性増 薪他採取

（％） （ａ） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

A地区 60.0 77.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 10.0 90.0

B地区 70.0 154.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0

C地区 100.0 225.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0

合計 230.0 456.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 10.0 290.0

平均 76.7 152.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 3.3 96.7

表12-4-7 農産物（コメ、キャッサバ）の生産量と販売価格について

コメ キャッサバ

所有世帯 面積 収量 平均自家 平均販売 所有世帯 面積 平均 平均 平均販売

数の割合 平均 最大 最小 消費率 価格 数の割合 収量 自家消費率 価格

（％） （ａ） （Kg/10ａ） （Kg/10ａ） （Kg/10ａ） （％） （fmg/kg） （％） （ａ） （kg/10a） （％） （fmg/kg）

A地区 100.0 205.0 331.0 500.0 100.0 91.0 700.0 90.0 95.0 630.0 73.0 243.0

B地区 100.0 123.0 226.0 400.0 50.0 88.0 1,500.0 50.0 70.0 150.0 88.0 300.0

C地区 100.0 178.0 179.0 200.0 50.0 77.0 950.0 42.9 85.0 150.0 75.0 500.0

合計 300.0 506.0 736.0 1,100.0 200.0 256.0 3,150.0 182.9 250.0 930.0 236.0 1,043.0

平均 100.0 168.7 245.3 366.7 66.7 85.3 1,050.0 61.0 83.3 310.0 78.7 347.7

表12-4-8 農産物（トウモロコシ、ラフィエ）の生産量と販売価格について

トウモロコシ その他

所有世帯 面積 平均 平均自家 平均販売 平均自家 平均販売 備考

数の割合 収量 消費率 価格 消費率 価格

（％） （ａ） （kg/10a） （％） （fmg/kg） （％） （fmg/kg）

A地区 40.0 12.0 233.0 73.0 750.0 65.0 200.0 主にコーヒー、果実

B地区 20.0 38.0 350.0 88.0 875.0 100.0 650.0 主にラフィエ、お茶

C地区 57.1 35.0 170.0 75.0 1,000.0 87.0 1,375.0 主にラフィエ、お茶

合計 117.1 85.0 753.0 236.0 2,625.0 252.0 2,225.0

平均 39.0 28.3 251.0 78.7 875.0 84.0 741.7

表12-4-9 家畜の飼育頭数、自家消費率、販売単価等について

ウシ ニワトリ アヒル
所有世帯 放牧 飼育 平均自家 平均販売 所有世帯 年平均 平均自家 平均 平均販売 所有世帯 年平均

数の割合 面積 頭数 消費率 価格 数の割合 飼育数 消費率 販売数 価格 数の割合 飼育数

（％） （10ａ） （頭/世帯） （％） （fmg/頭） （％） （羽/年） （％） （羽/年） （fmg/羽） （％） （羽/年）
A地区 20.0 75.0 4.0 100.0 － 60.0 18.5 54.1 10.0 1,000.0 50.0 4.2

B地区 40.0 125.0 7.0 100.0 － 80.0 41.0 48.5 20.0 1,225.0 80.0 13.0

C地区 14.3 100.0 10.0 100.0 － 85.7 25.4 47.2 12.0 1,600.0 14.3 8.0

合計 74.3 300.0 21.0 300.0 0.0 225.7 84.9 149.8 42.0 3,825.0 144.3 25.2
平均 24.8 100.0 7.0 100.0 － 75.2 28.3 49.9 14.0 1,275.0 48.1 8.4

表10-5  人工林・天然林の利用について

表12-5-1 人工林（樹高2m以上）の利用について

調査 利用世帯 利用目的 主要樹種 植栽年数の割合 植栽前の植生

世帯 薪採取 木炭生産 用材生産 その他 Eucalyptus 1990年以前 1991年以降 草地の割合
（数） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

A地区 10.0 6.0 60.0 16.7 0.0 16.7 66.7 100.0 100.0 0.0 100.0

B地区 10.0 7.0 70.0 14.3 14.3 14.3 57.1 100.0 100.0 0.0 100.0
C地区 7.0 7.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0

合計 27.0 20.0 230.0 31.0 14.3 31.0 223.8 300.0 300.0 0.0 300.0

平均 9.0 6.7 76.7 10.3 4.8 10.3 74.6 100.0 100.0 0.0 100.0

表12-5-2 天然林他の利用について

調査 天然林 その他

世帯 利用世帯 利用世帯 利用目的

薪採取 その他

（数） （％） （数） （％） （％） （％）

A地区 10.0 0.0 0.0 10.0 100.0 100.0 0.0 主な利用樹種は、

B地区 10.0 0.0 0.0 10.0 100.0 100.0 0.0 Grave llia banksi i

C地区 7.0 0.0 0.0 7.0 100.0 100.0 0.0

合計 27.0 0.0 0.0 27.0 300.0 300.0 0.0

平均 9.0 0.0 0.0 9.0 100.0 100.0 0.0

表12-5-3 木炭の生産と販売について

生産世帯 土地利用 利用目的の割合 主要樹種 1回あたりの 過去5年間の 平均販売 販売先別割合 販売地域別割合
数の割合 面積 販売用 自家用 Eucalyptus 平均製炭量 平均販売量 価格 小売業者 その他 Annta その他

（％） （ａ） （ａ） （ａ） （％） （袋/回） （袋） （fmg/袋） （％） （％） （％） （％）

A地区 0.0 － 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B地区 10.0 － 100.0 0.0 100.0 10.0 10.0 5,000.0 100.0 0.0 100.0 0.0

C地区 14.3 － 100.0 0.0 100.0 30.0 120.0 13,500.0 100.0 0.0 100.0 0.0

合計 24.3 0.0 200.0 0.0 200.0 40.0 130.0 18,500.0 200.0 0.0 200.0 0.0
平均 8.1 － 66.7 0.0 66.7 13.3 43.3 6,166.7 66.7 0.0 66.7 0.0

表12-5-4 薪及びその他林産物について
採取世帯 利用面積 利用目的の割合 月平均 採取範囲 販売地域別割合 その他林産物収入

数の割合 販売用 自家用 採取回数 1km以内 1km～4km Anntanana その他 利用世帯数

（％） （ａ） （ａ） （ａ） （回/月） （％） （％） （％） （％） （％）
A地区 100.0 － 0.0 0.0 ほぼ毎日 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0

B地区 100.0 － 0.0 100.0 ほぼ毎日 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

C地区 100.0 － 0.0 100.0 ほぼ毎日 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0
合計 300.0 0.0 0.0 200.0 － 280.0 20.0 200.0 0.0 0.0

平均 100.0 － 0.0 66.7 － 93.3 6.7 66.7 0.0 0.0
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表12-6  年間の家計の総収入と総支出について
表12-6- 1 年間家計総収入

調査回答世帯 年間平均総収入 総収入の割合
数 割合 （千fmg） (US$） 日雇賃金 販売 漁業 その他

（％） （ａ） （％） （％） （％） （％）
A地区 0.0 0.0 － － － － － －

B地区 6.0 6 0.0 15 4.0 2 5.7 7 0.2 26. 1 3.7 0. 0
C地区 7.0 10 0.0 22 5.0 3 7.5 5 2.4 37. 4 1 0.2 0. 0
合計 13. 0 16 0.0 37 9.0 6 3.2 12 2.6 63. 5 1 3.9 0. 0

平均 4.3 5 3.3 18 9.5 3 1.6 6 1.3 31. 8 7.0 0. 0
注）：為替レート 6,0 00 fmg/ US$

表12-6- 2 年間家計総支出

調査回答世帯 年間平均総収入 総収入の割合

数 割合 （千fmg） (US$） 食費 被服費 教育費 肥料他 その他
（％） （ａ） （％） （％） （％） （％） （％）

A地区 10. 0 10 0.0 1,69 8.6 28 3.1 7 9.0 10. 0 8.0 3. 0 5. 0
B地区 10. 0 10 0.0 1,03 2.9 17 2.1 6 1.0 16. 0 1 1.0 12. 0 5. 0

C地区 7.0 10 0.0 1,98 6.9 33 1.1 7 9.0 4. 0 1 3.0 4. 0 5. 0
合計 27. 0 30 0.0 4,71 8.3 78 6.4 21 9.0 30. 0 3 2.0 19. 0 15. 0
平均 9.0 10 0.0 1,57 2.8 26 2.1 7 3.0 10. 0 1 0.7 6. 3 5. 0

注）：為替レート 6,0 00 fmg/ US$

表1 2-7 当地域に望まれる開発案件

表12-7- 1 当地域に望まれる開発案件

調査回答世帯 学校・病院の整備 道路・橋・電気等整備 工場・加工設備の整備 一次産業の整備

数 割合
（％） （ａ） (％) (％) (％) (％)

A地区 10. 0 10 0.0 2 0.0 80. 0 0. 0 0.0

B地区 10. 0 10 0.0 3 3.3 44. 5 22. 2 0.0
C地区 7.0 10 0.0 6 6.7 33. 3 0. 0 0.0
合計 27. 0 30 0.0 12 0.0 157. 8 22. 2 0.0
平均 9.0 10 0.0 4 0.0 52. 6 7. 4 0.0

表10-7- 2 その主な理由

調査回答世帯 疾病の軽減、 雇用機会の 電気、インフラ等 その他
数 割合 教育水準の向上 創出 の整備

（％） （ａ） (％) (％) (％) (％)

A地区 10. 0 10 0.0 4 5.0 20. 0 35. 0 0.0
B地区 10. 0 10 0.0 4 4.5 33. 3 22. 2 0.0
C地区 7.0 10 0.0 6 6.7 33. 3 0. 0 0.0

合計 27. 0 30 0.0 15 6.2 86. 6 57. 2 0.0
平均 9.0 10 0.0 5 2.1 28. 9 19. 1 0.0

表12- 8 産業植林に係る環境影響について(※全調査世帯数とも、未回答）

土地利用の観点から見た影響

水田 畑作 牧畜 人工林 漁業 商業 その他
1 社会生活
①住民生活 (非自発的移住、無許可の移住、生活様式の変化、住民間の軋轢等）
②人口問題 (人口増加、人口構成の急激な変化等）所得格差の拡大等）

③住民の経済活動
(経済活動の基盤移転、経済活動の転換・失業、所得格差の拡大等）)

④制度、習慣
(土地利用権の再調整）

2 保健衛生 (農薬使用量の増加、風土病の発生、伝染性疾患の伝播、残留毒物の蓄積、廃棄物・排泄物の増加等）
3 景観等 (貴重な景観の喪失、埋蔵資源の影響等）

4 貴重な生物、生態系

(植生の変化、貴重種、固有動物への影響、植生の多様性低下、
有害生物の進入、繁殖、湿地、泥炭地の消失、天然林の劣化)

5 土壌、土地

①土壌 (土壌浸食、土壌塩類化、肥沃土の低下、土壌汚染等)
②土地 (土地の荒廃、崩壊地の発生、防風・砂防・防火等の機能低下、地盤沈下等）
6 水分、水質
①水分 (表流水の流状変化、地下水の流状、水位の変化、渇水、洪水の発生、河床の上昇、船運への影響等）

②水質 (水質汚染・低下、富栄養化、塩水の浸入、水温の変化等）
③大気 (大気汚染、二酸化炭素の発生、微気象の変化、騒音発生等）
7 森林資源、機能の持続性

(原料資源の持続性、環境保全機能の持続性の断絶等）
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表12-9  事業者によるプロジェクト周辺の社会経済的・環境的影響評価

環境項目 農業を中心とした集落 商業中心の集落
水田 畑作 牧畜 人工林 漁業 商業 平均

## 社会生活
民
生
非自発的移住 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

無許可の移住 -1.0 -1.0 0. 0 0.0 0.0 -1.0 -0 .5 -2.0

生活様式の変化 2.0 2.0 0. 0 0.0 0.0 2.0 1. 0 0.0
住民間の軋轢 -1.0 -1.0 0. 0 0.0 0.0 -1.0 -0 .5 -1.0

人口問題

人口増加 -1.0 -1.0 0. 0 0.0 0.0 -1.0 -0 .5 -1.0

人口構成の急激な変化 -1.0 -1.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 -0 .3 0.0

住民の経済活動

経済活動の基盤移転 2.0 2.0 0. 0 2.0 0.0 2.0 1. 3 0.0

経済活動の転換、失業 2.0 2.0 0. 0 2.0 0.0 2.0 1. 3 0.0

所得格差の拡大 -1.0 -1.0 0. 0 -1.0 0.0 -1.0 -0 .7 0.0

制度、習慣

土地利用権の再調整 -1.0 -1.0 0. 0 -1.0 0.0 -1.0 -0 .7 0.0

## 保健衛生

農薬使用量の増加 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

風土病の発生 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

伝染性疾患の伝播 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

残留毒物の蓄積 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

廃棄物、排泄物の増加 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

## 景観等

貴重な景観の喪失 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

埋蔵資源の影響 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

## 貴重な生物、生態系

植生の変化 0.0 0.0 0. 0 2.0 0.0 0.0 0. 3 0.0

貴重種、固有動物への影響 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

植生の多様性低下 0.0 0.0 0. 0 2.0 0.0 0.0 0. 3 0.0

有害生物の進入、繁殖 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

湿地、泥炭地の消失 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

天然林の劣化 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

## 土壌、土地
土
壌
土壌浸食 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

土壌塩類化 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

肥沃土の低下 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

土壌汚染 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0
土
地
土地の荒廃 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

崩壊地の発生 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

防風、砂防、防火等の機能低下 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 2.0 1. 7 0.0

地盤沈下 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

## 水分、水質、大気
水
分
表流水の流状変化 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

地下水の流状、水位の変化 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

渇水、洪水の発生 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

河床の上昇 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

船運への影響 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0
水

質
水質汚染、低下 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

富栄養化 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

塩水の浸入 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

水温の変化 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0
大
気
大気汚染 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

二酸化炭素の発生 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

微気象の変化 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

騒音発生 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0

## 森林資源、機能の持続性

原料資源の持続性 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0

環境保全機能の持続性の断絶 2.0 2.0 2. 0 2.0 0.0 0.0 1. 3 0.0
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写真 12-1　調査対象地区A:道路沿いに集落を形成

写真 12-2　調査対象地区B
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写真 12-3　調査対象地区C:集落への道路・橋はなく、雨期は通学・農産物の輸送等困難

写真 12-4　Antsampana村。レストラン、農産物のマーケットが発達している。
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写真 12-5　かまどの風景。煮炊きには。薪・作物の茎を利用(B地区)

写真 12-6　低地のラフィエ。幼苗の間引き・収穫等は集落の共同作業(B地区)
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写真 12-7　採取したラフィエの繊維の加工風景(B地区)

写真 12-8　低地の水田を中心に、傾斜地は畑作に利用(B地区)
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写真 12-9　牛の放牧風景。農作業用に飼育、他村への販売は少ない(B地区)

写真 12-10　集落の周囲は全面草地(B地区)
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第 13章　利害関係者のコメント

13.1 専門家、ＮＧＯ等への聞取り結果
13.1.1　現地の専門家、ＮＧＯ等への聞取り結果
・本プロジェクトに対する第三者のコメント聴取を目的に以下の面談を実施した。

1)CIRAD（Centre de cooperation internationale en recherche agromique pour le
　　　　developpement、フランス共和国国際農業開発センター）

①面談者：Mr. Pascal DANTHU、Mr. Philippe Collas de Chatelperron
②主要議事：

・CIRADは、1984年に農業、獣医、林学、食品工学の研究所が統合されてできたもので、
モンペリエを本拠地としている。一年生作物（CA）、多年生作物（CP）、果樹蔬菜（FLHOR）、
畜産獣医（EMVT）、林学（Foret）、食品工学（SAR）、研究管理（GERDAT）の７部門
にわかれ、プロジェクト、プログラムを通じて熱帯、亜熱帯諸国に多くの研究者を派遣

している。このうち Foret は、熱帯諸国における森林の保護、現地社会やプランテーシ
ョンの持続的管理、森林産物の利用などに関して、研究、プロジェクトの立案、プロジ

ェクトドナーに対する技術的支援、トレーニングなどを行っている。現在、90人の研究
者を擁し、45人が熱帯諸国に派遣されている。仏領ギアナ、コンゴ、カメルーン、セネ
ガル、象牙海岸、中央アフリカの各地において、衛星写真、GIS を用いた長期間のモニ
タリングにより、森林生態系のモデリング、自然更新、持続的な植林地（ユーカリ）の

利用などの研究を行っている。

・植林に関して、コンゴ（10年）やマダガスカル（8 年）で経験のあるフランス人の同僚
を紹介する。

・サイクロンは 10年毎に来襲する。その際には、グランディスも倒れた経験がある。
・現在、FOFIA、アンタタナリボ大学と共同で天然林や生物多様性の調査を行っている。
・本件、現地の住民の考え方を尊重する事が重要。

2)　LDI　(Landscape Development Interventions)
①面談者：Mr. Jean Robert Estime
②主要議事：

・LDIは、USAIDの資金等を背景に CHEMONICS International（米国ﾜｼﾝﾄﾝ D.C.を本拠
　のNGO）等が中心になって活動している組織。マダガスカルでの活動としては、環境治
水森林省等のタイアップしながら、同国固有の生物多様性の保護を主目的として、農業、

林業分野等において種々活動を行っている。主要活動実績としては、サイクロン被害か

らの自然復興プログラム、稲作商業化プログラム等がある。

・事業概容を聞いたが限りでは素晴らしいプロジェクトであると考え期待している。

・貧しい地元住民への貢献を考えて、地元との共存型のプロジェクトに是非とも仕上げて
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ほしい。

・現状の現金収入源であるラフィアは、中国資本の買い付けにより輸出が過大になり、過

剰伐採状態である。この面からも現地の現金収入源を創出する本件は現地ニーズに合致

している。

・製紙原料用ユーカリだけではなく、是非とも cash cropや周縁地に地元民の食料となる米、
キャッサバ、バナナ等のを植え付けも検討して欲しい。

・LDIとしても、環境イニシアティブをとるため、植林候補地で新しい活動をしたい。
・当該地区では、ブリッカビルで魚の養殖を行い、これは上手くいった。

・本件は、マダガスカルで初めてのシンクCDM事業であり、今後のモデルとなる。
・過去の植林では、国有地でのみ行っていたため土地所有権問題では経験はない。

3)ANGAP（Association Nationale pour la Gestion des Aires Prots）
①面談者：Mr. Charles Alfred Rakotondrainibe
②主要議事：

・マダガスカルにおける固有生物多用性保存を主目的に活動しているNGO。
・同氏は、フィラマンガの植林事業（パイン材、81000haの植林実施）に従事経験有り。
・フィラマンガの事業は、現状では残存 20000ha程度になっている。これは、地元住民と
のコミュニケーション、リレーションが悪かったため。

・地元住民/コミュニティーとのリレーションが悪かったため、「ひがみ」などから嫌がらせ
で火を付けられた。

・事業概容を聞いたが限りでは素晴らしいプロジェクトであると考え期待しているので、

必要なアドバイスをするので、フィラマンガの二の舞にならないようにして欲しい。

・土壌、水質への影響にも配慮して欲しい。

・フィラマンガの場合は、伐採後土壌のメンテナンスをしなかったため、地力を落してし

まった。

・本件を動かすには、地元でのパートナー選定が重要な鍵になる。

・本件の地元民への植林木の一部還元は地元社会への貢献、関係構築の上で非常に良い試

みだと考える。また、雇用創出も地元に歓迎されるので、良い点を地元民に十分理解し

てもらう努力することが肝要。
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13.1.2　国内の専門家への聞取り結果

  本プロジェクト実施に伴う地元民への影響に関し、前章 12章で述べた地元民の社会経済
的動態、事業者による社会経済的・環境的影響評価結果を提示し、専門家への聞き取りを

行った。コメントを、下記に、紹介する。

環境・社会経済的影響評価に関するコメント

東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻

博士課程　野村恭子

CDMはその直接の目的であるGHG 削減効果と同時に、ホスト国およびその地域に対し
て、地域環境保全や雇用など社会面での副次的な効果をもたらすことが期待され、またプ

ロジェクトは持続的であることが前提とされている。環境、社会経済（Socio-economic）へ
の影響（正及び負）をモニタ、評価するための具体的な評価手法や制度は、本報告書 12.2
で述べられているように、CDMで定められたガイドラインはなく、またマダガスカル国の
環境・社会経済的影響評価制度は未整備である。このような状況下で今回実施された環境・

社会経済的影響の調査結果について、ここでは評価手法のあり方を中心に論評することに

したい。

1. 評価項目の設定・スクリーニングの根拠
現時点で、CDMの評価手法のガイドライン（日本国政府による標準的なガイドライン整
備の動きは見えない）、マダガスカル国の法制度等が未整備である状況下で実施するには、

オーソライズされた既存の影響評価手法やその考え方を参考にする、あるいは独自の評価

手法を用いる等の方法が考えられる。今回、調査を実施するにあたり、参考にした評価事

例や手法の出展、また独自の評価項目、手法について明示されていない。評価項目の設定

（７つのメイン項目とサブ項目）やその定義（説明、指標など）は、評価の考え方の根拠

を示す重要な情報であるため、明確にしておく必要があると考える。例えば、持続的な森

林経営の観点からは、国際的な森林認証制度（熱帯林を対象とする FSC、ITTO 等）の基
準や指標（Criteria, Indicator）、環境事業および発電事業の観点からは、ODAの環境・社
会経済評価のガイドラインなどを参考することもできよう。

2. 複合プロジェクトとしての包括的な影響評価
CDMの環境・社会経済影響評価は、吸収源プロジェクトで強調されてきたが、必ずしも
吸収源プロジェクトに対してのみ問題なのではなく、他のプロジェクトタイプにおいても、

大規模な開発事業を伴う場合、当然考慮しなければならない。例えば、植林事業では流域

の生態系や水収支などへの影響への配慮が求められ、バイオマス発電事業では化学物質や

鉱物系燃料の使用に伴う周辺環境への負荷の抑制が求められ、各事業で地元住民の雇用創
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出や技能習得の効果が期待される。当該プロジェクトは、森林事業とバイオマスの利用・

発電事業を一連とする複合的事業を構想しているため、事業全体を通じて影響を及ぼす環

境・社会経済の範囲、側面、モニタする評価対象項目の設定が必要ではないかと考える。

現状の CDM のプロジェクト分類は吸収源とバイオマス発電は別々に扱われる縦割りの仕
組みとなっているが、複合的なCDMプロジェクトの炭素収支および環境・社会経済的影響
を事業分野毎に分けて評価することによって見落とされる側面が出てきたりやあるいはオ

フセット効果や相乗効果の良さが評価されないなど、複合プロジェクトとしての特性が十

分に捉えることができない可能性がある。今回は植林に焦点をあてた評価であるが、今後

は、複合的プロジェクトとして、一連の事業をLCA的、俯瞰的に捉えた環境・社会経済的
影響の把握、マネジメントについて検討されることが望まれる。CDMでは今後も森林由来、
農業作物由来のバイオマスを発電利用するプロジェクトが増えることが予想され、それら

に対して多くの知見を提供できることになろう。

3. 評価項目の定義（ワーディング）
　７つの評価項目（表 12-9の環境項目）はサブ項目に細分化され、サブ項目毎に 5段階評
価する採点制によって評価されている。環境、社会経済については必ずしも定量的に計量

化できない事象が含まれるため、かつ多様な側面を総合的に評価するためには、今回とら

れたような定性的な評価を数値に変換する評価手法も有用と考える。ただし、細かい点を

見ていくと、評価基準は影響の強度・変化の大小ではなく、増減や優劣を正・負で点数化

する方法を定めているが（12.5.1）、評価項目名の解釈・定義が適当でないものがみうけら
れる。例えば、「植生の変化」の正・負の意味するところが不明瞭であり、「所得格差の拡

大」「貴重な景観の喪失」は価値評価軸が相反した項目名となっている。実際に筆者が採点

作業を行う際にもいくつか迷った箇所があった。項目名の定義が不適切であると、評価者

による解釈の差異、誤解の誘因となる可能性があり、また各項目の評点、合計点の分析結

果、考察にも影響を及ぼすなど、評価手法の信頼性にかかわってくる。評価項目の項目名

の見直しとあわせて説明を加えるなど明解な定義とすることが望まれる。

4. 時間的な予測評価
　影響の予測と評価にあたって、今回時間的にも費用的にも制約のある中で、多様な角度

から現況調査がなされ、現況調査結果をもとに将来の変化の推測がなされている。ただし、

現況からどのような変化が予測されるのか、総括表の表 12-9にいたる根拠、予測の部分が
あいまいである。炭素収支の評価と同様に、環境・社会経済影響評価においても、ベース

ラインシナリオとプロジェクトシナリオ（ミチゲーション対策のある場合・ない場合）の

差が評価の対象であり、原則論としてはそれぞれの場合を推計し、比較評価する必要があ

る。ただし、この考え方はアセスメントの評価フレームとしてはある程度オーソライズさ

れているが、計量手法において計測可能性(measurable)、不確実性(uncertainty)、基準や
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指標（C&I）など科学的に未解決の問題があり、実際に時間的な変化を長期的に予測するこ
とは非常に難しいと考える。少なくともどのような仮説シナリオを設定して将来予測を行

ったか考え方は明示する必要がある。

5. 副次的便益の強調
　吸収源プロジェクトの環境・社会経済影響評価の重要性とマイナス影響の未然防止・低

減について強調されているが、CDMの本来の意義である発展途上国、地元地域にもたらす
様々な副次的便益についてあまり議論されていない傾向がある。環境・社会経済影響評価

の影響（impact）は負の影響と、便益として正の効果を予測評価するものであるが、今回
の調査は負の影響に着目した評価項目の設定がなされ、当該プロジェクトがもたらすと期

待される副次的な便益は必ずしもアピールできていないように思われる。第 1 章、第 2章
にあげる事業の意義とリンクさせた評価、モニタを行うことが望ましく、特に当該プロジ

ェクトの環境事業、技術移転としての特性を浮き彫りにする便益の評価が望まれる。例え

ば、吸収源プロジェクトを地元住民と共に実施することにより、当該国での林産業の振興

（林業とパルプ・チップ製造業）、バイオマスを含む林産物の自給率の向上、持続的な森林

経営やバイオマスの利用の生活・技術の定着など、ホスト国および地元住民への社会経済

面の便益が期待される。これらはプロジェクトの意義と効果を直接的に明示化するもので

あり、評価、モニタの対象として重要であると考える。

6. 総合評価
　今回、７つの評価項目（46のサブ項目）について評価がなされているが、当該プロジェ
クトの特性から重要な評価項目はどれなのか評価項目間の優先順位や、最終的に個別の評

価結果をどのように総合評価するかなどについては触れられていない。評価結果の総括で

ある表 12-9を総合評価する場合、単純に等価的に総計を算出して評価する方法と、評価項
目の重み付けをして総計を算出して評価する方法などが想定される。評価項目のランキン

グ、重み付けについては、利害関係者や専門家など第 3 者によって行う方法があり、また
AHP法などの意思決定手法を用いて行うことができよう。
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13.2　コメントに対する対策、方向性
  上述のコメント、7.3章の不確実性・リーケージの評価、第 11章の環境影響、並びに第
12章の社会経済的・環境的影響をレビューすると、｢本プロジェクトは地元民の理解・協力・
参加なくしてはプロジェクトの継続は困難｣なことが予想される。即ち、プロジェクトが継

続し、事業者及び地元民の双方が持続的に発展するためには、事業者と地元民の双方が経

済的便益を享受し、加えて地元民は社会的環境的便益を持続的に享受できなければならな

い。

  現時点では地元民、加えて地元政府関係者も本プロジェクト実施に対する期待は大きい。
しかしながら、事業開始後の地元民の社会的経済的動向を予測することは困難なことから、

例えば、植林により環境的便益が生じ賃金雇用・木炭・用材販売等により地元民の経済的

便益は向上するが、一方、負の影響として人口等社会的変化が予想され、加えて食料確保

による土地利用変化が生じるかもしれない。また、地元民のニーズ、道路・学校・病院・

電力等、本来当国が整備すべきインフラ整備のニーズが事業者に振り向けられた場合、事

業者単独でこれらのニーズをまかなうことはできない。さらに事業者と地元民のニーズに

齟齬が生じれば、ひいては双方の軋轢となることが予想される。

  CDMの目的は、先進国が途上国において行われる温室効果ガス排出削減のためのプロジ
ェクトに対して資金･技術の拠出を行い、それによって達成された削減分の一部を自国の削

減分としてカウントできる仕組みであり、CDMによって得られる利益や技術などは途上国
における持続可能な発展を助成するである。

  このため本プロジェクトが継続し、事業者及び地元民の双方が持続的に発展するために
は、事業者、地元民、当国、日本国、若しくは第 3者としてNGO等の関係者が協力した体
制を構築する必要がある。即ちこれらの関係者はプロジェクトが及ぼす社会経済的・環境

的影響(正・負、または便益・損失)を客観的に、かつ透明性のある評価・認識しなければな
らない。このためプロジェクトが継続するために以下の方向性を模索し地元民のニーズや

社会経済的変化に対する対策を実施検証していかなければならないと考える。但し、下記

の方向性及び実施検証するためには時間と多くのデータを収集しなければならず、現時点

では深く考察できないため、考えられるポイントのみを列記する。

①環境教育プログラムの構築と定着に向けた技術的支援

  本プロジェクトへの地元民の理解・参加・協力に加え、森林の火災予防等のために下記
のような技術的支援が必要と考える。

・ 森林火災予防のため、野火の防火コントロール、

・ 焼畑、水田の地力改善・維持のための堆肥作り、水位コントロール

・ 森林は地元民の共有財産である等の森林保全の意識改善、

・ 農地、放牧地、森林の土地利用の再編成と定着、

・ これらを組み合わせた社会林業教育
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・ 上記環境教育プログラム導入のための人的・技術的支援

②社会経済的・環境的影響の評価ツールの構築

・事業者、地元民、当国、日本国、若しくは第 3者としてNGO等の関係者がプロジェクト
の及ぼす影響をモニターし、評価するためのツール。
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第 14章　プロジェクトの立案

14.1　プロジェクトの前提

本プロジェクトの内容は、以下の通りである。

マダガスカル・トアマシナ州ブリッカビル地区において、

①製紙原料確保のために、ユーカリ、アカシア等を年間 1,000ha～1,500ha 程度植林し、
植林 8年～10年後に伐採する(最終目標面積 10,000ha～15,000ha）。伐採木は、紙・パ
ルプ原料として、チップに加工し、日本へ輸出する。伐採後は、再植林を行い、持続的

に植林、伐採、チップ加工を行う。

②地元民は必要とする熱エネルギー源として伐採木の一部で木炭等バイオマス・エネルギ

ーを生産し、伐採跡地は再植林を行う。

③CDM制度を利用した吸収源カーボンクレジットの獲得

14.2　プロジェクトの内容
本プロジェクトの内容は、以下の通りである。

14.2.1　産業植林部門
1)プロジェクト実施場所
・マダガスカル、トアマシナ州ブリッカビル地区。

・所轄官庁である環境治水森林省及びトアマシナ州政府の提案のあったプロジェクトエリア約

23,000haとその周囲。
2)事業期間：30年。可能ならば植林・伐採・チップ加工・再植林を行い、事業を継続する。
3)植林事業部門
・用地：国有地からのリースを対象

・目標植林面積：10,000 ha
・年間植林面積：1,000 ha
・伐期：10年、伐採後、再植林。2伐期 2ローテーション。
・植栽樹種：ユーカリ

4)伐採、チップ加工部門
・植栽 11年目より、初年度植栽分 1,000 ha伐採し、伐採跡地には再植林を行う。
・伐採時の出材量：200,000m3/年を想定
・伐採原木はトアマシナ港まで輸送し、港隣接地でチップ加工する。

・ チップは、専用船でトアマシナ港において船積みし、日本へ輸出する。

5)リスクの評価
・ 植林～伐採までに発生が予測されるリスク(森林火災、気象害、病虫害)による出材量減少分
を、毎年▲5.0％と想定。
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14.2.2　木炭等バイオマスエネルギー利用部門
前項産業植林部門と平行し、プロジェクトエリア周辺の地元民の参加型植林プロジェク

トを立案する(詳細は、第 5.4章で木炭生産並びに用材販売による資金計画を、第 16章で
地元民の便益性を参照)。

1)地元民参加型植林プロジェクトの目的
・従来の自給自足から木炭、用材販売による経済的自立、さらに植林・伐採・再植林によ

る計画的・循環型の持続的発展。

・従来の無計画な野焼き、違法伐採を軽減し、森林保全による住民意識の改善、社会的・

環境的発展。

2)前提
①植林

・前項産業植林プロジェクトから提供された苗木を地元民自らが植林し管理する。

・植林面積は 50ha/年間。目標植林面積は 1,000ha/年間。
・伐期 10年。伐採後は萌芽更新し、森林を計画的に保全・管理する。
②木炭及びチップ用材の販売

・11年目より、初年度植栽分 50 haをチップ材、若しくは建築材として販売する。
・伐採跡地は、萌芽及び施肥を行い、森林及び地力を保全させる。

・販売売上を基に、土釜を作り、毎年約 470t の木炭を生産し、自家消費若しくは近隣へ
販売する。

3)評価
・11年目以降の資金収支は、年間約 130千US$の収益となる。
・草地から森林への転換により、森林保全に対する意識の向上、さらには植林・木炭生産

等の新たな技術導入が図られ、社会的・環境的発展が期待される。

14.2.3 クレジット取引部門
  本プロジェクトから発行される京都議定書に基づいたクレジットの取扱いについては、以下
の通りである。

1. lCERのタイプのクレジットを発行する。（第 8章 3項参照）
2. クレジットの補填については、クレジットの買手が補填義務を負うタイプのクレジットの

売却を目指す。

3. プロジェクト参加者には、上記 2.の条件の下であれば、優先的にクレジットを提供する。
これは、事業化時点で lCERを投資の対価として引き取る事を含む。

4. 現状想定している価格は、上記 2.の条件ではUSD0.2/CO２ｅである。（第 10章 1項参照）

  本プロジェクトにおけるクレジットの収支は軽微なものであるが、CDM のスキームが

本プロジェクト組成の必要条件であり、その成果を有効に活用できるように更に状況の変

化を捉えて、判断して行く。
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14.3 炭素固定量/クレジット発生期間
14.3.1 炭素固定量
  本プロジェクトの炭素固定量は、システムバウンダリー内の活動及びプロジェクトバウンダ
リーにおけるリーケージから求める。本プロジェクトにおけるプロジェクトバウンダリー及び

システムバウンダリーについては、次頁の表 14-.3-1 に整理する。また、そのフローについて
は、次々ページの表 14.3-2にて表記する。
  上記バウンダリーの既存バイオマス量と、ベースライン、事業実施後のモニタリングとアカ
ウンティングについては、次項（14.4項）で述べる。
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×

土地利用
変化

チップの経済性に基づく、荒
廃草地への植林活動、及び
既存森林管理されていない
場所での森林管理意識の導
入

土地利用変化量 ｅ

木炭生産量 ｅ ×

活動の変
化

地元民の木炭自給による他
地域の森林減少

土地利用変化量 ｅ ×

伐採による地上部/地下
部のバイオマス減少量

ｅ ×

伐採による土壌からの炭素
放出

土壌中の炭素排出量 ｅ ×

地表部のバイオマス量 ｅ ×

土壌有機物による土壌中へ
の炭素の蓄積

土壌中の有機物の蓄積
量

ｅ ×

土壌中の有機物の蓄積
量

ｃ ○

その
他の
影響

地元民が
植栽した
樹木によ
る炭素吸
収/固定

樹木成長による炭素吸収/固
定

地上部及び地下部のバイ
オマス量 ｅ ×

落葉・落枝による活動

毀損したバイオマス量 ｄ ○

道路・土
地の整備

道路の整備のための近隣土
地からの炭素放出

当該地の地上部/地下部
のバイオマス変化量

ｃ ○

間接
影響

主目
的に
よる
影響

自然災害 サイクロン・山火事・病害虫
によるバイオマス量の減少

港湾の整
備

港湾の整備にかかる炭素放
出

地元民の
植林木の
伐採

伐採による樹木からの炭素
放出

地元民の
木炭製造

木炭製造にかかる温室効果
ガスの排出

燃料消費量 A ○

種苗の育成/運搬にかかる
エネルギー使用

燃料消費量 A ○

植林地整備による地上部
/地下部のバイオマス変

化量
A ○

施肥 施肥による温室効果ガスの
排出

施肥量 A ○

○

船積みにかかるエネルギー
使用

燃料消費量 A ○

A ○

エネル
ギー使用

運搬時の燃料の消費による
温室効果ガスの排出

燃料消費量 A ○

チップ化工程におけるエネル
ギー使用

燃料消費量/使用電力量 A

土壌中の有機物の蓄積
量

A ○

植林木の
伐採

伐採による樹木からの炭素
放出

伐採による地上部/地下
部のバイオマス減少量

A ○

伐採による土壌からの炭素
放出

土壌中の炭素排出量

地上部及び地下部のバイ
オマス量 A ○

落葉・落枝による活動
地表部のバイオマス量 A ○

直接
影響

主目
的に
よる
影響

植栽した
樹木によ
る炭素吸
収/固定

樹木成長による炭素吸収/固
定

土壌有機物による土壌中へ
の炭素の蓄積

その
他の
影響

道路・土
地の整備

植林地整備にかかる炭素放
出

エネル
ギー使用

植林地整備にかかるエネル
ギー使用

影響 影響項目
地元住民参加型植林事業及びチップ化事業

活動内容 活動の指標 分類
  システム
バウンダリ-

表 14.3-1 プロジェクトに起因する影響
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本プロジェクトにおけるシステムバウンダリー

がプロジェクト・バウンダリー がシステム・バウンダリー

運搬時の使用機材
による炭素放出

薪炭製造時の使用
機材による炭素放出

地元民の植林木薪
炭利用による他地域
の森林破壊減少

土地の整備・苗木の育成

チップ化工程の使
用機材による炭素

放出

港湾整備時の使用
機材による炭素放出

道路の整備

植林地内の開墾に
よる炭素放出

土地の整備

開墾時の使用機材
による炭素放出

種苗の育成/運搬
の炭素放出

種苗の育成/運搬

自然災害・人的災害
による炭素放出

植栽した樹木によ
る炭素吸収/固定

自然災害・人的災
害による炭素放出

苗木の育成と植林、林地管理

施肥によるN2O等
の放出

施肥

植林木の伐採
伐採による炭素放

出

運搬時の使用機材
による炭素放出

現地住民への還元

種苗の育成/運搬
の炭素放出

種苗の育成/運搬
植栽した樹木によ
る炭素吸収/固定

施肥によるN2O等
の放出

施肥

植林木の伐採 伐採による炭素放出

チップ化

運搬時の使用機材
による炭素放出

チップ工場建設 チップへの加工

港湾の整備 チップの輸出
輸出時の使用機材
による炭素放出

植林地までの草地
の開墾による炭素

放出

伐採樹木の運搬

薪炭材（特に木炭）
の製造

伐採樹木の運搬

表 14.3-2 バウンダリーの区別と活動内容
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14.3.2 クレジットの発生期間
 　本プロジェクトにおけるクレジットの発生期間は第 8 章で説明したように事業期間と
合わせ 30年とする。実際のクレジットの発生は、10年目にサーティフィケーションが行
えるようにし、それ以後 5 年毎に 25 年目までクレジットを発生させる。事業期間が終了
する 30年目には、全ての残存クレジットを補填する。

14.4　ベースライン/アカウンティングシステム

　本調査の段階では、バウンダリー内における炭素固定量は地域・季節依存性がなく一定

と仮定して、現地調査(2003年 11月 2日)において実施した草地内のバイオマス計測結果
を用いて、バウンダリー内全域におけるバイオマス量および炭素固定量を推計する手法を

採用している。

しかしながら、本プロジェクトにおいては、現地サンプリング調査における直接的なバ

イオマス計測、リモートセンシングデータおよび設置を予定している簡易型のフラック

ス・気象タワーにより取得される各種の気象データを入力データとして、適切なモデルを

用いた炭素蓄積の動的なシミュレーションを行うことによりベースラインを決定すること

を予定している。本手法は、IPCC/GPG における Tier 3 に該当する。なお、ベースライ
ン設定方法としては、「既存の実質的あるいは過去の炭素蓄積量の変化」を採用する。

　ベースライン設定においては、以下の留意点が挙げられる。

・フェノロジー等の季節変動の考慮

・森林定義と利用データの関係

・精度評価・品質管理

　また、アカウンティングシステムとしては、地理情報システムをベースとした統合型の

システムを構築する予定である。

14.5　モニタリング/リーケージ

　本プロジェクトにおけるモニタリングにおいては、ベースライン設定と同様に IPCC/GPG
における Tier 3 の採用を計画している。具体的には、IPCC/GPG に従った現地サンプリ
ング調査における直接的なバイオマス計測、リモートセンシングデータおよび設置を予定

している簡易型のフラックス・気象タワーにより取得される各種の気象データを入力デー

タとして、適切なモデルを用いた炭素蓄積の動的なシミュレーションを行うことにより実

施する。なお、プロジェクト初期段階においてはデータの整備が十分でないことから、Tier
2による手法を基本としながら、Tier 3採用に向けたデータ整備および解析技術の開発を
進めることとする。
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　本プロジェクトにおける炭素プールの定量化対象は、表 14.5-1の通りとする。
表 14.5-1　炭素プールの定量化対象

炭素プール 本プロジェクトでの取り扱い 計測手法

地上部バイオマス 計測対象に含める 現地サンプリング計測

衛星データ

モデリング

地下部バイオマス 本調査では計測対象に含めない

が、今後の調査において考慮す

る。

現地サンプリング計測

モデリング

落葉落枝 計測対象に含める 現地サンプリング計測

枯死木 本調査では計測対象に含めない

が、今後の調査において考慮す

る。

現地サンプリング計測

土壌有機物 計測対象に含める 現地サンプリング計測

モデリング

　また、窒素施肥等の植林活動において排出が予想される、N2Oおよび CH4も定量化の対

象とする。

　なお、植林部以外の各部門(輸送、木炭工場、チップ工場)における GHG 排出はエネル
ギー使用に基づくものであり、定量化は部門毎に実測ベースにて IPCCのガイドラインに
従って定量化することとする。

　また、リスクとリーケージとしては、「野火(森林火災)」、「病虫害」、「気象害(サイクロ
ン)」、「森林管理手法」および「土地利用変化」を対象とし、プロジェクトバウンダリーの
内外に区分して計測・評価を行うこととする。

リスク・リーケージによる炭素排出量の評価

本プルジェクトにおけるリスク・リーケージによる炭素排出量は、第 7.3章で説明した
ように毎年の炭素収支に対し、下記の減少率を乗じることとした。

①リスク(森林火災、気象害、その他病虫害)：事業開始後、30年間、▲0.5％/年
②リーケージ(土地利用変化に伴う排出)：事業開始 1年～10年間は▲1.0％/年

14.6　プロジェクトの採算性、並びに評価
　本プロジェクトは、資金面による評価、炭素獲得による評価、環境的・社会的評価、く

わえて地元民への便益性等多面的に評価する。
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第 15章　資金計画

15.1　プロジェクトの前提
本章では、前章 14章で立案した産業植林部門及び炭素クレジット取引部門に係る事業計
画、並びに資金収支計画を作成し、評価した。特に本プロジェクトの資金計画は炭素クレ

ジットの市場価格及び補填義務等を考慮し、それぞれケーススタディした。

尚、前章 14章で立案した木炭等バイオマスエネルギー利用部門に関しては第 5.4章で木
炭生産並びに用材販売による資金計画を、第 16章で地元民の便益性を述べたので、本章で
の記述は省略する。

15.2　産業植林部門の資金収支推定
・資金収支計画作成にあたり、コスト及び販売価格は以下の通りの前提とした。

15.2.1　用地費、植林コスト（苗木代、植林費、植林監督費他）、間接費

1)用地費
・対象地： リース地

・リース期間：21年(植林前年度＋２ローテーション。21年目より返却)
・リース料： US$  5/ha/年

2)植林直接費
（第１ローテーション）

①初年度　　  US$  650/ha（苗木代、開墾、地拵え、植付前除草、植付、施肥、補植等）

②2-10年計　 US$  450/ha（植付後除草、撫育、防火関係費用等）
10年間合計　 US$1,100/ha
（第２ローテーション）

①初年度　　  US$  561/ha（苗木代、地拵え、植付前除草、植付、施肥、補植等）
②2-10年計　 US$  450/ha（植付後除草、撫育、防火関係費用等）
10年間合計　 US$1,011/ha
3)植林監督費
①固定費：US$80/ha＋②間接費：植林直接費×3%
4)植林事業間接費
　US$300/ha/年（固定費）
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15.2.2　伐採、原木輸送、チップ加工、チップ輸出（船積）等
1)伐採費用　　：US$16.0/BDT（伐採、剥皮、集材、椪積等）
2)原木輸送費用：US$23.8/BDT（林地土場でトラック積込、トラック輸送）
3)ﾁｯﾌﾟ加工費用：US$ 9.0/BDT（チップ工場で原木受入、切削、チップパイリング等）
4)ﾁｯﾌﾟ船積費用：US$ 8.7/BDT（工場～港の横持、チップ輸送船への積込）
5)　合　計　　：US$57.5/BDT

15.2.3　チップ販売価格及び地元住民からの原木買入価格
1)チップ販売価格（F.O.B　Toamasina港）
近隣の日本への供給ソースである南アフリカのチップ価格を参考にし、

US$85/BDT　⇒換算係数を考慮すると US$42.5/m3
※尚、前章 14.1で述べたが、伐採時の出材量にはリスク▲5.0％をおりこんでいる。
2)地元民からの原木買入価格（立木のまま購入）
　上記チップ販売単価から必要費用を差引き、地元住民への最大限還元可能な価格は、

　　　US$85.0/BDT　＝上記 15.2.3-1）
ﾏｲﾅｽ US$57.5/BDT　＝上記 15.2.2-5）
       US$27.5/BDT　⇒換算係数を考慮すると US$13.06/m3

上記、前提に基づき、クレジットが発生しないケース(以下、｢ベース｣という)の産業植林部
門の資金計画、及び損益計画を別表 15.1に示す。

15.3 炭素クレジット取引部門の収支前提
  本プロジェクトにおける炭素クレジット部門の収支計算の前提条件を記載する。まず、
CDMに対応するためのコストの内、モニタリングコストについてその条件を述べる。また、
炭素クレジット部分については第 10章で示した価格ケースに分けて述べる。

15.3.1 モニタリング部門の収支前提
  本プロジェクトにおけるモニタリング部門の費用については、以下のように考える。

(1) バリデーションコスト
バリデーションコストについては、専門家にヒアリングしたところ、本プロジェクト

の規模で 3～5百万円と回答が有ったため、4万ドルを 0年に計上する。
(2) モニタリングコスト（初期投入コスト）
モニタリングコストの内、設備設置等に初期投入コストついては、7.2.1.9（表 7.2-8）
で示した通り 1700万円とする。資金計画では 16万ドルを 0年に計上する。

(3) モニタリングコスト（定常運用コスト）
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モニタリングコストの定常運用コストについても、7.2.1.9（表 7.2-8）で示した通り
ベリフィケーションを受ける年（10,15,20,25の各年）は 20万ドルを、それ以外
の年は 1haあたり 2ドルを各年に計上する。

(4) ベリフィケーション・サーティフィケーションコスト
ベリフィケーション・サーティフィケーションのコストについて（1）と同じ専門家
にヒアリングしたところ、経験はないが現在言えるとすれば本プロジェクトの規模で

3～5百万円と回答が有ったため、4万ドルを 10年、15年、20年、25年の各年に計
上する。

15.3.2  炭素クレジット部門の収支前提
  本プロジェクトにおける炭素クレジットの価格については、第 10章で説明した。
以下にそのケース分けを再掲する。

（価格の条件）

ケース 1） 本プロジェクト起因のｔCER またはｌCER の補填義務等をクレジット
の売り手が負う（売り手責任）場合で、現状の EU 域内排出権市場価格
を参考にすした上方ケース：4.5ドル/CO２eトン（下記前提 1.より）

ケース 2） 本プロジェクト起因のｔCER またはｌCER の補填義務等をクレジット
の売り手が負う（売り手責任）場合で、現状の京都議定書の遵守用件を

前提とした VER（Verified Emission Reduction）市場価格を参考にした
下方ケース：1.5ドル/CO２eトン（下記前提 2.より）

ケース 3） 本プロジェクト起因のｔCER またはｌCER の補填義務等をクレジット
の買い手が負う（買い手責任）場合：0.20ドル/CO２eトン

  
  また、本プロジェクトを CDM としてではなく、単に植林/チップ化事業として行う場合
をベースとして比較のために検討することとする。

ベース） 本プロジェクトが CDM 事業ではなく、単に植林/チップ化事業として行
いう場合。：（クレジットは取扱わないので）0.00ドル/CO２eトン

 なお、ベースの場合 CDMにかかるモニタリング、ベリフィケーション、サーティフィケ
ーションの諸費用も不要になる。

  
15.4　プロジェクトの総資金と評価
  本プロジェクトにおける産業植林部門の採算性（ベース・ケース）に関しては、以下の通
りの評価となる。

15.4.1　ベースの総所要資金
・総所要資金のピークはチップ事業開始前の植付開始後 10年目となり、ピーク時金額は、
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US$17,509千を見込む。
（内訳）植林事業費用　：US$15,790千（自己資金 35%、借入金 65%の前提）

上記費用の金利： US$1,719千
・チップ事業開始によるチップ販売による現金収入発生に伴い、総所要資金は順次減少し

ていく計画。

・上記総所要資金は、他国の同規模植林事業と比較すると約半分以下となる見通しである

が、この主要因は植林用地を安価なリース（US$5/ha/年）にて手当てできること及びそ
れに伴う土地代金利の軽減による部分が大きい。

・尚、植林費用にはインフレ率を織込んでおらず、事業開始時からフラットな推移の前提

としているが、そのかわりに現地通貨の対 US$に対する devaluationも織込んでいない。

　（インフレ率＝為替 devaluation率の考え方）

15.4.2　ベースの投資効率の評価
・投資効率は金利税金差引前利益（EBIT）をベースにしたディスカウントキャッシュフロ
ー法にて計算すると内部収益率（IRR）は４．７％の結果となる。
（本来、キャッシュフローは金利差引前税引後利益（NOPAT）で補足すべきであろうが、

　マダガスカルの税制詳細について把握できておらず、ここでは EBITをベースとした。）

・IRR＝４．７％は、他国の植林事業から比べても残念ながらかなり低い数字と評価せざる
えない。この原因としては考えられるのは、伐期（10 年）に得られる材積（200m3/ha）
の低さ及びチップ事業における変動費である原木輸送コストの高さ（主にマダガスカル

におけるガソリン等の燃料費のコスト高に起因）が主なものとして挙げられる。

・植林事業の IRR に関しては、現状チップ市況が国際的に低迷している現在の状況では、
他国植林事業でもかなり厳しい数字が見込まれるであろうが、植林インフラが整備され

植林事業そのものへのリスク・プレミアムが低い豪州、南アフリカ、チリ等の植林事業

　と比較しても低い数字となっており、更に加えてマダガスカルという国を考慮した場合 の
カントリーリスク・プレミアムを加味すると相当低い数字と言わざるをえない。

15.4.3 炭素クレジットをおりこんだ場合の総所要資金　
  本プロジェクトにおける炭素クレジットの価格については、15.3.2 で分類したベース、
ケース 1、ケース 2、ケース 3、について検討を行う。
（1） ベースに関しては、クレジットが発生しないため、炭素クレジット部分に対しては

何ら収支への影響はない。モニタリング等のコストがケース 1～3と異なり不必要
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なため、支出がケース 1～3対比で約 140万ドル（約 1億 5千万円）の削減となる。

（2） ケース１に関しては、炭素クレジット部門の収支は 30年通算で約 16百万ドル（約
17 億 5 千万円）の損失となる。これは、約 7 億円のクレジット収入が有るのに対
し、補填用のクレジット確保に約 24億 5千万円の支出が有るためである。加えて、
モニタリング等の費用として約 1億 5千万円がかかる。ベースに比べ約 19億円収
益が減少する。但し、事業期間の内 10 年目に 6 億円強の収入が有るためプロジェ
クト期間中のキャッシュフローの改善には寄与する（30年目に約 20億円補填のた
めに発生するため、通期は損失である）。

（3） ケース 2に関しては、炭素クレジット部門の収支は 30年通算で約 6百万ドル（約 7
億円）の損失となる。これは、約 2億 3千万円のクレジット収入が有るのに対し、
補填用のクレジット確保に約 9億 2千万円の支出が有るためである。加えて、モニ
タリング等の費用として約 1億 5千万円がかかる。ベースに比べ約億円強収益が減
少する。但し、事業期間の内 10 年目に約 2 億円の収入が有るためプロジェクト期
間中のキャッシュフローの改善には幾分寄与する（30年目に約 7億円補填のために
発生するため、通期は損失である）。

（4） ケース 3に関しては、炭素クレジット部門の収支は 30年通算で約 28万ドル（約 3
千万円）の利益となる。これは、約 3千万円のクレジット収入が有るのに対し、補
填用のクレジット確保の必要が無いため。但し、モニタリング等の費用として約 1
億 5千万円がかかる。ベースに比べ約 1億円収益が減少する。但し、事業期間の内
10 年目に 3 億円弱の収入が有るためプロジェクト期間中のキャッシュフローの改
善には若干寄与する。

  このような結果になる理由は、既に 10章でも指摘したが、シンク起源のクレジットを売
る事が出来る値段と、補填のために購入する目的に合ったクレジットを買う事が出来る価

格に差があるという前提があるためである。

  また、補填義務をクレジットの買手が持つ場合（BioCFが目指している形態である）、単
純にクレジットを売ろうとしても相当低い価格とならざるを得ない。BioCF はそのための
リスクヘッジをファンドが行うため、既に 100 件を越える打診だ有るという。これは、彼
らの買取り価格が吸収源活動の CDM事業者にとって、とても魅力的な事の現われではない
だろうか。

  第 10章で結論を出したように、本プロジェクトではケース３を採用する。それでも、30
年間で約 3 千万円の収益しか上げられない。これではモニタリング等の費用を賄えないこ
とになる。これは如何に補填義務が事業を行う上で炭素クレジットの面から厳しい条件で

あるか、という証左でもある。

  また、補填義務を 30 年や 60 年後のクレジットは安いと前提付けて（現在価値ではタダ
に等しいという意見もあるが）事業収支に乗せる事は、排出権市場のイールドカーブの形
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成がされていない現状では、相当危険な判断と考える。

15.5  プロジェクトの採算性と評価
  前項では本プロジェクトを総所要資金の観点から評価し、ケース 3 を採択した。採算性
(IRR)においても、ベースの IRRが４．７％、ケース 3で４．３％と同様な結果である。
  前項 15.4.2で触れたが、上記 IRRに当国のカントリーリスクを加味すると、本プロジェ
クトの採算性は(他国の植林事業と比較しても)投資基準を下回っており、現状の採算性から
判断する限りプロジェクトの実施は困難であると考える。

  採算性を圧迫している要因は、産業植林部門の場合、上述の材積・燃料費費に加え、道
路・港湾・電力等インフラの未成熟さもあげられる。また炭素クレジット部門の場合、上

述のモニタリング等のコストに加え、クレジットの価格もある。

  一方、本プロジェクトは現状の採算性のみで評価できない部分もある。即ち、通常の産
業植林単体では投資基準を下回るが、

※ CDMのスキームを利用することにより、当国が国際的な枠組みの中で炭素クレジットを
保証し、かつクレジットのベースである土地、立木、輸出等を保証すれば、自ずと現状

のカントリーリスクを軽減させ、事業者の投資基準のボーダーを低下させることになる。

※また、プロジェクトの採算性の向上させる要因として、

直接的な要因

① 森林火災や土地利用の変化等リスク・リーケージの軽減による吸収量の増加＝炭素収支

の向上、

②今回計測対象としなかった地下部バイオマス(根)のカウントによる吸収量の増加、
③モニタリング手法の確立・費用の詳細化によるコスト軽減、

間接的な要因として、

④道路・電力・港湾等へのインフラ投資が期待でき、本プロジェクトの輸送・船積等のコ

ストを間接的に軽減、

⑤本プロジェクトが引き金となり、地元民自らが周辺の草地へ植林を拡大し、その伐採木

がチップ用材として本プロジェクトへ提供されるならば、プロジェクト単体による出材量

の低さをカバーし、スケールメリットによる伐採～船積等の固定費軽減等が期待できる。
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Madagascar/CDM植林

前提 植林面積 1,000 ha/年 最終目標面積 10,000 ha 2.5年木の落葉・落枝 87.92 t
MAI 20.0 m3/ha/年 322.373 (,000tCO2)
伐期 10 年
乾重量 0.5 t/m3、 CO2換算 3.67

前提：蓄積量推移 unit:ha

Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 Total
200 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

蓄積 (m3/ha) 7.2 24.4 47.9 70.9 100.6 134.1 162.3 179.9 190.2 200.0 3,114

1．植林・伐採計画と蓄積量
0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

植林 合計 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000

伐採 合計 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000

植林残存面積 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9 ,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

蓄積量の推移 蓄積量 (,000m3) 7.2 31.6 79.4 150.4 251.0 385.1 547.4 727.3 917.5 1,117.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,317.5 1,310.3 1,285.9 1,238.0 1,167.1 1,066.5 932.4 770.1 590.2 400.0 200.0 26,349.6
伐採量 (,000m3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 4,000.0

収支(蓄積量－伐採量(,000m3) 7.2 31.6 79.4 150.4 251.0 385.1 547.4 727.3 917.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,117.5 1,110.3 1,085.9 1,038.0 967.1 866.5 732.4 570.1 390.2 200.0 0.0 22,349.6

Netの蓄積量 (,000m3) 7.2 24.4 47.9 70.9 100.6 134.1 162.3 179.9 190.2 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2 -24.4 -47.9 -70.9 -100.6 -134.1 -162.3 -179.9 -190.2 -200.0 -0.0 
Netの蓄積量 (,000t) 3.6 12.2 23.9 35.5 50.3 67.1 81.1 90.0 95.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.6 -12.2 -23.9 -35.5 -50.3 -67.1 -81.1 -90.0 -95.1 -100.0 

2．プロジェクトの炭素吸収、排出 3.667 ベースライン見直しにより、2伐期目の増加分を上乗せ→ 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
吸収 (,000tCO2) 0.0 9.5 32.3 63.4 94.0 133.4 177.7 215.0 238.4 252.0 265.0 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 678.8 655.9 624.8 594.3 554.9 510.5 473.2 449.8 436.3 423.2 13,341.1

排出 (,000tCO2) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -296.7 -5,934.2 
年度収支 (,000tCO2) -0.0 9.5 32.3 63.4 94.0 133.3 177.7 215.0 238.4 252.0 265.0 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.1 349.2 382.1 359.2 328.1 297.6 258.2 213.8 176.5 153.1 139.6 126.5 7,406.9
累計収支 (,000tCO2) -0.0 9.5 41.8 105.2 199.2 332.5 510.3 725.3 963.7 1,215.7 1,480.7 1,829.8 2,179.0 2,528.1 2,877.3 3,226.4 3,575.6 3,924.7 4,273.9 4,623.0 4,972.2 5,354.3 5,713.5 6,041.6 6,339.2 6,597.3 6,811.2 6,987.7 7,140.8 7,280.4 7,406.9

3．ベースラインの炭素の吸収/排出 3.667
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

吸収 (,000tCO2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出 (,000tCO2) 0.0 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -7,372.3 

年度収支 (,000tCO2) 0.0 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -17.9 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -338.4 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -380.8 -7,372.3 

累計収支 (,000tCO2) 0.0 -17.9 -35.9 -53.8 -71.8 -89.7 -107.7 -125.6 -143.6 -161.5 -179.5 -517.9 -856.4 -1,194.8 -1,533.2 -1,871.7 -2,210.1 -2,548.6 -2,887.0 -3,225.5 -3,563.9 -3,944.7 -4,325.6 -4,706.4 -5,087.2 -5,468.1 -5,848.9 -6,229.8 -6,610.6 -6,991.4 -7,372.3 

4．プロジェクト､ベースラインにおける炭素収支
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
吸収 (,000tCO2) 0.0 9.5 32.3 63.4 94.0 133.4 177.7 215.0 238.4 252.0 265.0 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 645.9 678.8 655.9 624.8 594.3 554.9 510.5 473.2 449.8 436.3 423.2 13,341.1

排出 (,000tCO2) -0.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.2 -635.1 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -677.5 -13,306.5 
年度収支 (,000tCO2) -0.0 -8.5 14.4 45.5 76.0 115.4 159.8 197.1 220.4 234.0 247.1 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 1.2 -21.6 -52.7 -83.3 -122.6 -167.0 -204.3 -227.7 -241.3 -254.3 34.7
累計収支 (,000tCO2) -0.0 -8.5 5.9 51.4 127.4 242.8 402.6 599.7 820.1 1,054.1 1,301.2 1,311.9 1,322.6 1,333.3 1,344.0 1,354.7 1,365.4 1,376.1 1,386.9 1,397.6 1,408.3 1,409.5 1,387.9 1,335.2 1,251.9 1,129.3 962.2 757.9 530.2 289.0 34.7

5．ベースライン、リーケージ、リスクによる炭素吸収量/排出量
Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 合計

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

リスク･リーケージ (,000tCO2) 0.0 -0.1 -0.2 -0.7 -1.1 -1.7 -2.4 -3.0 -3.3 -3.5 -3.7 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -27.2 
リスクを織込んだ吸収量 年度収支 (,000tCO2) -0.0 -8.6 14.2 44.8 74.9 113.7 157.4 194.1 217.1 230.5 243.4 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 1.2 -21.7 -53.0 -83.7 -123.3 -167.9 -205.3 -228.8 -242.5 -255.6 7.5

累計収支 (,000tCO2) -0.0 -8.6 5.6 50.3 125.2 238.9 396.3 590.4 807.6 1,038.1 1,281.4 1,292.1 1,302.7 1,313.4 1,324.0 1,334.7 1,345.3 1,356.0 1,366.7 1,377.3 1,388.0 1,389.2 1,367.5 1,314.5 1,230.8 1,107.5 939.7 734.3 505.5 263.0 7.5
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Madagascar/CDM植林

ベース クレジットを取扱わないケース
収支前提

Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 Total
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

吸収量変化 年度収支 (,000tCO2) -0.0 -8.6 14.2 44.8 74.9 113.7 157.4 194.1 217.1 230.5 243.4 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 1.2 -21.7 -53.0 -83.7 -123.3 -167.9 -205.3 -228.8 -242.5 -255.6 7 .5

累計収支 (,000tCO2) -0.0 -8.6 5.6 50.3 125.2 238.9 396.3 590.4 807.6 1,038.1 1,281.4 1,292.1 1,302.7 1,313.4 1,324.0 1,334.7 1,345.3 1,356.0 1,366.7 1,377.3 1,388.0 1,389.2 1,367.5 1,314.5 1,230.8 1,107.5 939.7 734.3 505.5 263.0 7.5

1．産業植林部門の資金計画  
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

収入 チップ売上 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 161,500
収入小計 Amount('000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 161,500

支出 植林事業 リース Amount(' 000$) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1,050

植林費 Amount(' 000$) 0 1,300 750 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 500 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 21,560
植林監督費 Amount(' 000$) 0 99 101 102 104 105 107 108 110 111 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30 2,560

間接費 Amount(' 000$) 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 8,000
(小計) Amount(' 000$) 5 1,709 1,166 1,222 1,279 1,335 1,392 1,448 1,505 1,561 963 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 1,424 789 732 676 619 563 506 450 393 337 280 33,170

チップ事業 Logging費用 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 1,599 31,980
Log運搬費用 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 47,566

Chip加工費用 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 17,100

Chip横持費用 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1,383
Chip船積費用 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 15,200

(小計) Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 5,661 113,228
支出小計 Amount(' 001$) 5 1,709 1,166 1,222 1,279 1,335 1,392 1,448 1,505 1,561 963 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 6,450 6,393 6,337 6,280 6,224 6,167 6,111 6,054 5,998 5,941 146,398

年度収支 Amount(' 000$) -5 -1,709 -1,166 -1,222 -1,279 -1,335 -1,392 -1,448 -1,505 -1,561 -963 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 1,625 1,682 1,738 1,795 1,851 1,908 1,964 2,021 2,077 2,134 15,102
累計 Amount(' 001$) -5 -1,714 -2,880 -4,103 -5,382 -6,717 -8,109 -9,558 -11,063 -12,624 -13,587 -12,598 -11,608 -10,619 -9,629 -8,639 -7,650 -6,660 -5,671 -4,681 -3,691 -2,066 -385 1,353 3,148 4,999 6,907 8,871 10,891 12,968 15,102 30,204

2．炭素クレジット取引部門の資金計画
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

収入 ｸﾚｼﾞｯﾄ売上 0.0(US$/tCO2) Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収入小計 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支出 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ費用 0US$/ha Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

認証・検証費用 Amount(' 001$)

ｸﾚｼﾞｯﾄ補填 0.0(US$/tCO2) Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出小計 Amount(' 001$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度収支 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累計 Amount(' 001$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3．炭素クレジット取引部門の資金計画
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
収入 投資 35.0% Amount(' 000$) 175 614 432 461 490 520 550 581 613 646 445 70 0 175 175 175 210 0 6,332

融資 65.0% Amount(' 000$) 325 1,139 802 855 910 965 1,023 1,080 1,139 1,199 826 130 0 325 325 325 390 0 11,758
産業植林事業 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 161,500

炭素クレジット取引部門 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雑収入 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amount(' 000$) 500 1,753 1,234 1,316 1,400 1,485 1,573 1,661 1,752 1,845 1,271 8,075 8,075 8,075 8,075 8,275 8,075 8,575 8,575 8,575 8,675 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 179,590

支出 産業植林事業 Amount(' 000$) 5 1,709 1,166 1,222 1,279 1,335 1,392 1,448 1,505 1,561 963 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 7,085 6,450 6,393 6,337 6,280 6,224 6,167 6,111 6,054 5,998 5,941 146,398
炭素クレジット取引部門 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支払利息 Amount(' 000$) 10 44 68 94 121 150 181 213 247 283 308 298 264 240 214 191 162 141 118 94 70 45 45 45 45 45 41 41 31 21 0 3,868
借入金返済 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 1,139 802 855 910 965 1,023 1,080 1,139 1,199 826 0 0 0 0 130 0 325 325 715 11,758

配当 Amount(' 000$) 0
法人税 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 259 251 242 429 285 286 288 289 291 294 295 300 304 312 4,155
支出小計 Amount(' 000$) 15 1,753 1,234 1,316 1,400 1,485 1,573 1,661 1,752 1,845 1,271 7,709 8,488 8,127 8,155 8,186 8,242 8,508 8,535 8,560 8,783 7,606 6,724 6,670 6,614 6,560 6,632 6,447 6,711 6,648 6,968 166,179

年度収支 485 -0 0 -0 0 -0 0 -0 -0 0 0 366 -413 -52 -80 89 -167 67 40 15 -108 469 1,351 1,405 1,461 1,515 1,443 1,628 1,364 1,427 1,107 13,411
累計 485 485 485 485 485 484 485 484 484 485 485 851 438 386 306 395 227 294 334 349 241 710 2,061 3,466 4,927 6,442 7,885 9,513 10,877 12,304 13,411

4．借入金残高
 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

 投下資金残高 投下資金残高 期首残高 325 1,139 802 855 910 965 1,023 1,080 1,139 1,199 826 0 0 0 0 130 0 325 325 325 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,758
 期中投下額(総所要資金）

期中返済額 325 1,139 802 855 910 965 1,023 1,080 1,139 1,199 826 0 0 0 0 130 0 325 325 715 11,758
投下資金残高 期末残高 325 1,464 2,266 3,121 4,031 4,996 6,019 7,099 8,238 9,437 10,263 9,938 8,799 7,997 7,142 6,362 5,397 4,699 3,944 3,130 2,321 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,365 1,365 1,040 715 0 128,948

支払利息 金利 3.0% 10 44 68 94 121 150 181 213 247 283 308 298 264 240 214 191 162 141 118 94 70 45 45 45 45 45 41 41 31 21 0 3,868

IRR= 4.7%

5．損益計算書(税務上損益)
 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
売上高 excl . Land Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 8,075 161,500

売上原価（立木代） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,399 851 902 954 1,005 1,057 1,108 1,160 1,211 613 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 21,502
売上原価（立木代以外） 5 310 315 320 325 330 335 340 345 350 350 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,961 5,956 5,951 5,946 5,941 5,936 5,931 5,926 5,921 5,916 5,911 122,278

金融収支 -10 -44 -68 -94 -121 -150 -181 -213 -247 -283 -308 -298 -264 -240 -214 -191 -162 -141 -118 -94 -70 -45 -45 -45 -45 -45 -41 -41 -31 -21 0 -3,868 

税引前利益 -15 -354 -383 -414 -446 -480 -516 -553 -592 -633 -658 416 999 971 945 917 895 864 835 808 1,431 950 955 960 965 970 979 984 998 1,013 1,040 13,851
法人税 Ratio 30% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 259 251 242 429 285 286 288 289 291 294 295 300 304 312 4,155

税引後利益 -15 -354 -383 -414 -446 -480 -516 -553 -592 -633 -658 416 999 971 945 917 865 605 584 566 1,002 665 669 672 676 679 685 689 698 709 728 9,696
繰越利益(繰越欠損) before Taxation -15 -369 -752 -1,165 -1,611 -2,091 -2,607 -3,160 -3,752 -4,385 -5,043 -4,627 -3,628 -2,657 -1,712 -794 100 964 1,800 2,608 4,039 4,989 5,943 6,903 7,868 8,838 9,816 10,800 11,798 12,811 13,851  

繰越利益(繰越欠損) after Taxat ion -15 -369 -752 -1,165 -1,611 -2,091 -2,607 -3,160 -3,752 -4,385 -5,043 -4,627 -3,628 -2,657 -1,712 -794 70 675 1,260 1,826 2,828 3,493 4,161 4,833 5,509 6,188 6,872 7,561 8,259 8,968 9,696  
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Madagascar/CDM植林
ケース１

ケース１ クレジットの買手が補填責任を負う上方ケース
収支前提

Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 Total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
吸収量変化 年度収支 (,000tCO2) - 0. 0 -8 .6 1 4. 2 44 .8 7 4. 9 113 .7 15 7.4 194 .1 21 7.1 230 .5 2 43.4 10 .7 10. 7 10 .7 10. 7 10 .7 10. 7 10 .7 10. 7 1 0.7 10. 7 1.2 - 21.7 -5 3.0  - 83. 7 - 12 3.3  -1 67.9 - 20 5.3  -2 28 .8 - 24 2.5  -25 5.6  7 .5

累計収支 (,000tCO2) - 0. 0 -8 .6 5. 6 50 .3 12 5.2 238 .9 39 6.3 590 .4 80 7.6 1, 038 .1 1 ,2 81. 4 1, 292 .1 1 ,3 02. 7 1, 313 .4 1 ,3 24. 0 1, 334 .7 1 ,3 45. 3 1, 35 6.0 1 ,3 66. 7 1, 37 7.3 1 ,3 88. 0 1, 38 9.2 1,3 67. 5 1, 31 4.5 1,2 30. 8 1, 10 7.5 9 39 .7 73 4.3 5 05 .5 26 3.0 7.5

1．産業植林部門の資金計画  
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4

収入 Amount('000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8, 075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 161 ,5 00
支出 Amount(' 001$) 5 1,7 09 1,16 6 1,2 22 1,27 9 1,3 35 1,39 2 1,4 48 1,50 5 1,5 61 96 3 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 6,450 6 ,39 3 6,337 6 ,28 0 6,224 6 ,1 67 6,111 6 ,0 54 5,998 5,94 1 146 ,3 98
年度収支 Amount(' 000$) - 5 - 1,7 09  -1, 16 6 - 1,2 22  -1, 27 9 - 1,3 35  -1, 39 2 - 1,4 48  -1 ,50 5 - 1,5 61  -96 3 9 90 99 0 9 90 99 0 9 90 99 0 9 90 99 0 990 99 0 1,625 1 ,68 2 1,738 1 ,79 5 1,851 1 ,9 08 1,964 2 ,0 21 2,077 2,13 4 15 ,1 02

累計 Amount(' 001$) - 5 - 1,7 14  -2, 88 0 - 4,1 03  -5, 38 2 - 6,7 17  -8, 10 9 - 9,5 58  - 11 ,06 3 -1 2,6 24  - 13 ,58 7 -1 2,5 98  - 11 ,60 8 -1 0,6 19  -9 ,62 9 - 8,6 39  -7 ,65 0 - 6, 660  -5 ,67 1 - 4, 681  -3 ,69 1 - 2, 066  -38 5 1, 353 3 ,14 8 4,999 6 ,9 07 8,871 10 ,8 91 1 2,968 15,102 30 ,2 04

2．炭素クレジット取引部門の資金計画
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4

収入 ｸﾚｼﾞｯﾄ売上 4 .5 (US$/ tCO2 ) Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ,76 6 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 24 0 6 ,2 46
収入小計 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ,76 6 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ,2 46

支出 ﾓﾆﾀﾘﾝｸ ﾞ費用 20US$/ha Amount(' 000$) 16 0 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 18 20 0 20 2 0 20 2 0 2 00 2 0 20 2 0 20 20 0 18 1 6 14 1 2 100 8 6 4 2 0 1 ,1 90

認証・検証費用 40,000US$ Amount(' 001$) 4 0 4 0 40 4 0 40 2 00

ｸﾚｼﾞｯﾄ補填 16 .0 (US$/ tCO2 ) Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,487 0 0 0 0 17,721 22 ,2 07
支出小計 Amount(' 001$) 20 0 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 18 24 0 20 2 0 20 2 0 2 40 2 0 20 2 0 20 24 0 18 1 6 14 1 2 4,627 8 6 4 2 17,721 23 ,5 97

年度収支 Amount(' 000$) - 20 0 -2 - 4 -6  - 8 - 10  -1 2 - 14  -1 6 - 18  5 ,52 6 - 20  -2 0 - 20  -2 0 -0  -2 0 - 20  -2 0 -20  - 0 -18  -1 6 -14  -1 2 - 4, 627  - 8 -6  -4 -2  - 17,72 1 -17 ,3 52 
累計 Amount(' 001$) - 20 0 -2 02 - 20 6 -2 12 - 22 0 -2 30  - 24 2 -2 56  - 27 2 -2 90  5 ,23 6 5,2 16 5 ,19 6 5,1 76 5 ,15 6 5,1 56 5 ,13 6 5,1 16 5 ,09 6 5,0 76 5 ,07 6 5,058 5 ,04 2 5,028 5 ,01 6 389 38 1 375 37 1 369 - 17,35 2 -34 ,7 03 

3．炭素クレジット取引部門の資金計画
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4
収入 投資 35 .0% Amount(' 000$) 17 5 6 14 43 3 4 63 49 3 5 24 55 5 5 87 61 9 6 53 0 0 0 0 0 5 ,1 16

融資 65 .0% Amount(' 000$) 32 5 1,1 41 80 5 8 59 91 5 9 72 1,03 0 1,0 90 1,15 1 1,2 11 0 0 0 0 0 9 ,4 99
産業植林事業 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8, 075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 161 ,5 00

炭素クレジット取引部門 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ,76 6 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ,2 46

雑収入 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amount(' 000$) 50 0 1,7 55 1,23 8 1,3 22 1,40 8 1,4 96 1,58 5 1,6 77 1,77 0 1,8 64 5 ,76 6 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,3 15 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,31 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 182 ,3 61

支出 産業植林事業 Amount(' 000$) 5 1,7 09 1,16 6 1,2 22 1,27 9 1,3 35 1,39 2 1,4 48 1,50 5 1,5 61 96 3 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 6,450 6 ,39 3 6,337 6 ,28 0 6,224 6 ,1 67 6,111 6 ,0 54 5,998 5,94 1 146 ,3 98

炭素クレジット取引部門 Amount(' 000$) 20 0 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 18 24 0 20 2 0 20 2 0 2 40 2 0 20 2 0 20 24 0 18 1 6 14 1 2 4,627 8 6 4 2 17,721 23 ,5 97

支払利息 Amount(' 000$) 1 0 44 6 8 94 12 1 1 51 18 1 2 14 24 9 2 85 28 5 2 75 24 1 2 17 19 1 1 64 13 4 1 04 7 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ,1 35

借入金返済 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 1 ,14 1 8 05 85 9 9 15 97 2 1,0 30 1 ,09 0 1,1 51 1 ,21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ,4 99

配当 Amount(' 000$) 0

法人税 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 26 30 0 2 92 28 5 2 95 27 1 2 64 25 9 254 46 2 293 29 5 297 29 9 - 1,072  30 3 306 30 8 310 0 4 ,2 34
支出小計 Amount(' 000$) 21 5 1,7 55 1,23 8 1,3 22 1,40 8 1,4 96 1,58 5 1,6 77 1,77 0 1,8 64 1 ,57 5 7,8 32 8 ,78 7 8,4 19 8 ,44 0 8,6 99 8 ,48 3 8,5 03 8 ,52 5 8,5 47 8 ,99 8 6,761 6 ,70 4 6,648 6 ,59 1 9,779 6 ,4 78 6,423 6 ,3 66 6,310 23,662 186 ,8 63

年度収支 285 -0 - 0 -0  - 0 0 - 0 0 0 -0  4 ,19 1 2 43 -71 2 -3 44  -36 5 -3 84  -40 8 -4 28  -45 0 -4 72  -68 4 1, 314 1 ,37 1 1,427 1 ,48 4 - 1,704  1 ,5 97 1,652 1 ,7 09 1,765 - 15,58 7 -4 ,5 02 

累計 285 2 85 28 5 2 84 28 4 2 84 28 4 2 84 28 4 2 84 4 ,47 5 4,7 19 4 ,00 6 3,6 62 3 ,29 7 2,9 12 2 ,50 4 2,0 76 1 ,62 6 1,1 54 47 1 1,785 3 ,15 6 4,583 6 ,06 6 4,363 5 ,9 59 7,611 9 ,3 20 1 1,085 -4,502  

4．借入金残高
 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 200 8 20 09 201 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 2 017 201 8 2 019 202 0 2 021 202 2 2 023 20 24 2 025 20 26 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 03 3 203 4

 投下資金残高 投下資金残高 期首残高 325 1,1 41 80 5 8 59 91 5 9 72 1,03 0 1,0 90 1 ,15 1 1,2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ,4 99

 期中投下額(総所要資金）

期中返済額 325 1 ,14 1 8 05 85 9 9 15 97 2 1,0 30 1 ,09 0 1,151 1 ,21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ,4 99

投下資金残高 期末残高 325 1,4 66 2,27 1 3,1 30 4,04 5 5,0 17 6,04 7 7,1 37 8 ,28 8 9,4 99 9 ,49 9 9,1 74 8 ,03 3 7,2 28 6 ,36 9 5,4 54 4 ,48 2 3,4 52 2 ,36 2 1,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 ,4 89

支払利息 金利 3.0% 1 0 44 6 8 94 12 1 1 51 18 1 2 14 24 9 2 85 28 5 2 75 24 1 2 17 19 1 1 64 13 4 1 04 7 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ,1 35

IRR= マイナス

5．損益計算書(税務上損益)
 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 200 8 20 09 201 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 2 017 201 8 2 019 202 0 2 021 202 2 2 023 20 24 2 025 20 26 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 03 3 203 4

売上高 excl . Land  Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ,76 6 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,3 15 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,31 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8, 075 8,07 5 167 ,7 46

売上原価（立木代） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 99 85 1 9 02 95 4 1,0 05 1 ,05 7 1,1 08 1 ,16 0 1,2 11 61 3 1,124 1 ,12 4 1,124 1 ,12 4 1,124 1 ,1 24 1,124 1 ,1 24 1,124 1,12 4 21 ,5 02

売上原価（立木代以外） 16 5 3 12 31 9 3 26 33 3 3 40 34 7 3 54 36 1 3 68 55 0 5,9 81 5 ,98 1 5,9 81 5 ,98 1 6,1 61 5 ,98 1 5,9 81 5 ,98 1 5,9 81 6 ,16 1 5,974 5 ,96 7 5,960 5 ,95 3 1 0,523 5 ,9 39 5,932 5 ,9 25 5,918 23,632 145 ,6 76

金融収支 -10 - 44 -6 8 - 94  - 12 1 -1 51  - 18 1 -2 14  - 24 9 -2 85  -28 5 -2 75  -24 1 -2 17  -19 1 -1 64  -13 4 -1 04  -7 1 -36  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 ,1 35 

税引前利益 -17 5 -3 56 - 38 7 -4 20 - 45 4 -4 91  - 52 8 -5 68  - 61 0 -6 53  4 ,93 1 4 19 1 ,00 2 9 74 94 9 9 84 90 2 8 82 86 3 846 1 ,54 0 977 98 4 991 99 8 - 3,572  1 ,0 12 1,019 1 ,0 26 1,033 - 16,68 1 -2 ,5 67 

法人税 R atio 3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 26 30 0 2 92 28 5 2 95 27 1 2 64 25 9 254 46 2 293 29 5 297 29 9 - 1,072  30 3 306 30 8 310 0 4 ,2 34

税引後利益 -17 5 -3 56 - 38 7 -4 20 - 45 4 -4 91  - 52 8 -5 68  - 61 0 -6 53  4 ,84 4 2 93 70 2 6 82 66 4 6 89 63 1 6 18 60 4 592 1 ,07 8 684 68 9 694 69 9 - 2,500  70 9 713 71 8 723 - 16,68 1 -6 ,8 01 

繰越利益(繰越欠損) b efo re Ta xation - 17 5 -5 31 - 91 8 - 1,3 38  -1, 79 2 - 2,2 83  -2, 81 1 - 3,3 79  -3 ,98 9 - 4,6 42  29 0 7 09 1 ,71 0 2,6 84 3 ,63 3 4,6 17 5 ,51 9 6,4 01 7 ,26 4 8,1 09 9 ,65 0 1 0,626 11 ,61 0 1 2,601 13 ,59 8 1 0,026 11 ,03 8 1 2,056 13 ,0 82 1 4,114 -2,567   

繰越利益(繰越欠損) a fter  Taxat io n - 17 5 -5 31 - 91 8 - 1,3 38  -1, 79 2 - 2,2 83  -2, 81 1 - 3,3 79  -3 ,98 9 - 4,6 42  20 3 4 96 1 ,19 7 1,8 79 2 ,54 3 3,2 32 3 ,86 3 4,4 81 5 ,08 5 5,6 76 6 ,75 5 7,438 8 ,12 7 8, 821 9 ,51 9 7,019 7 ,7 28 8,440 9 ,1 58 9,880 -6,801   
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Madagascar/CDM植林
ケース2

ケース２ クレジットの買手が補填責任を負う下方ケース
収支前提

Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4

吸収量変化 年度収支 (,000tCO2) - 0. 0 -8 .6 1 4. 2 44 .8 7 4. 9 113 .7 15 7.4 194 .1 21 7.1 230 .5 2 43.4 10 .7 10. 7 10 .7 10. 7 10 .7 10. 7 10 .7 10. 7 1 0.7 10. 7 1.2 - 21.7 -5 3.0  - 83. 7 - 12 3.3  -1 67.9 - 20 5.3  -2 28 .8 - 24 2.5  -25 5.6  7 .5

累計収支 (,000tCO2) - 0. 0 -8 .6 5. 6 50 .3 12 5.2 238 .9 39 6.3 590 .4 80 7.6 1, 038 .1 1 ,2 81. 4 1, 292 .1 1 ,3 02. 7 1, 313 .4 1 ,3 24. 0 1, 334 .7 1 ,3 45. 3 1, 35 6.0 1 ,3 66. 7 1, 37 7.3 1 ,3 88. 0 1, 38 9.2 1,3 67. 5 1, 31 4.5 1,2 30. 8 1, 10 7.5 9 39 .7 73 4.3 5 05 .5 26 3.0 7.5

1．産業植林部門の資金計画  
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4

収入 Amount('000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8, 075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 161 ,5 00
支出 Amount(' 001$) 5 1,7 09 1,16 6 1,2 22 1,27 9 1,3 35 1,39 2 1,4 48 1,50 5 1,5 61 96 3 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 6,450 6 ,39 3 6,337 6 ,28 0 6,224 6 ,1 67 6,111 6 ,0 54 5,998 5,94 1 146 ,3 98
年度収支 Amount(' 000$) - 5 - 1,7 09  -1, 16 6 - 1,2 22  -1, 27 9 - 1,3 35  -1, 39 2 - 1,4 48  -1 ,50 5 - 1,5 61  -96 3 9 90 99 0 9 90 99 0 9 90 99 0 9 90 99 0 990 99 0 1,625 1 ,68 2 1,738 1 ,79 5 1,851 1 ,9 08 1,964 2 ,0 21 2,077 2,13 4 15 ,1 02

累計 Amount(' 001$) - 5 - 1,7 14  -2, 88 0 - 4,1 03  -5, 38 2 - 6,7 17  -8, 10 9 - 9,5 58  - 11 ,06 3 -1 2,6 24  - 13 ,58 7 -1 2,5 98  - 11 ,60 8 -1 0,6 19  -9 ,62 9 - 8,6 39  -7 ,65 0 - 6, 660  -5 ,67 1 - 4, 681  -3 ,69 1 - 2, 066  -38 5 1, 353 3 ,14 8 4,999 6 ,9 07 8,871 10 ,8 91 1 2,968 15,102 30 ,2 04

2．炭素クレジット取引部門の資金計画
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4

収入 ｸﾚｼﾞｯﾄ売上 1 .5 (US$/ tCO2 ) Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ,92 2 0 0 0 0 80 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ,0 82
収入小計 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ,92 2 0 0 0 0 80 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ,0 82

支出 ﾓﾆﾀﾘﾝｸ ﾞ費用 20US$/ha Amount(' 000$) 16 0 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 18 20 0 20 2 0 20 2 0 2 00 2 0 20 2 0 20 20 0 18 1 6 14 1 2 100 8 6 4 2 0 1 ,1 90

認証・検証費用 40,000US$ Amount(' 001$) 4 0 4 0 40 4 0 40 2 00

ｸﾚｼﾞｯﾄ補填 6 .0 (US$/ tCO2 ) Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,683 0 0 0 0 6,64 5 8 ,3 28
支出小計 Amount(' 001$) 20 0 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 18 24 0 20 2 0 20 2 0 2 40 2 0 20 2 0 20 24 0 18 1 6 14 1 2 1,823 8 6 4 2 6,64 5 9 ,7 18

年度収支 Amount(' 000$) - 20 0 -2 - 4 -6  - 8 - 10  -1 2 - 14  -1 6 - 18  1 ,68 2 - 20  -2 0 - 20  -2 0 -1 60  -2 0 - 20  -2 0 -20  -16 0 -18  -1 6 -14  -1 2 - 1, 823  - 8 -6  -4 -2  -6, 645  -7 ,6 36 
累計 Amount(' 001$) - 20 0 -2 02 - 20 6 -2 12 - 22 0 -2 30  - 24 2 -2 56  - 27 2 -2 90  1 ,39 2 1,3 72 1 ,35 2 1,3 32 1 ,31 2 1,1 52 1 ,13 2 1,1 12 1 ,09 2 1,0 72 91 2 894 87 8 864 85 2 - 971  -9 79 - 985  -9 89 - 991  -7, 636  -15 ,2 72 

3．炭素クレジット取引部門の資金計画
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4
収入 投資 35 .0% Amount(' 000$) 17 5 6 14 43 3 4 63 49 3 5 24 55 5 5 87 61 9 6 53 17 5 1 75 17 5 175 17 5 0 5 ,9 91

融資 65 .0% Amount(' 000$) 32 5 1,1 41 80 5 8 59 91 5 9 72 1,03 0 1,0 90 1,15 1 1,2 11 32 5 3 25 32 5 325 32 5 0 11 ,1 24
産業植林事業 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8, 075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 161 ,5 00

炭素クレジット取引部門 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ,92 2 0 0 0 0 80 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ,0 82

雑収入 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amount(' 000$) 50 0 1,7 55 1,23 8 1,3 22 1,40 8 1,4 96 1,58 5 1,6 77 1,77 0 1,8 64 1 ,92 2 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,1 55 8 ,57 5 8,5 75 8 ,57 5 8,5 75 8 ,65 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 180 ,6 97

支出 産業植林事業 Amount(' 000$) 5 1,7 09 1,16 6 1,2 22 1,27 9 1,3 35 1,39 2 1,4 48 1,50 5 1,5 61 96 3 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 6,450 6 ,39 3 6,337 6 ,28 0 6,224 6 ,1 67 6,111 6 ,0 54 5,998 5,94 1 146 ,3 98

炭素クレジット取引部門 Amount(' 000$) 20 0 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 18 24 0 20 2 0 20 2 0 2 40 2 0 20 2 0 20 24 0 18 1 6 14 1 2 1,823 8 6 4 2 6,64 5 9 ,7 18

支払利息 Amount(' 000$) 1 0 44 6 8 94 12 1 1 51 18 1 2 14 24 9 2 85 28 5 2 75 24 1 2 17 19 1 1 64 14 4 1 23 10 0 75 4 9 49 4 9 49 4 9 49 4 9 39 29 20 0 3 ,6 61

借入金返済 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 1 ,14 1 8 05 85 9 9 15 97 2 1,0 30 1 ,09 0 1,1 51 1 ,21 1 0 0 0 0 0 0 325 32 5 325 65 0 11 ,1 24

配当 Amount(' 000$) 0

法人税 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 26 8 2 59 25 0 242 40 0 278 28 0 283 28 5 - 245  28 9 294 29 9 304 -1,682  1 ,9 88
支出小計 Amount(' 000$) 21 5 1,7 55 1,23 8 1,3 22 1,40 8 1,4 96 1,58 5 1,6 77 1,77 0 1,8 64 1 ,48 8 7,7 06 8 ,48 7 8,1 27 8 ,15 5 8,5 88 8 ,49 0 8,5 17 8 ,54 6 8,5 74 8 ,98 5 6,795 6 ,73 8 6,683 6 ,62 6 7,850 6 ,5 13 6,775 6 ,7 12 6,648 11,555 172 ,8 89

年度収支 285 -0 - 0 -0  - 0 0 - 0 0 0 -0  43 4 3 69 -41 2 - 52  -8 0 -4 33  8 5 58 2 9 1 -33 0 1, 280 1 ,33 7 1,392 1 ,44 9 225 1 ,5 62 1,300 1 ,3 63 1,427 -3,480  7 ,8 08

累計 285 2 85 28 5 2 84 28 4 2 84 28 4 2 84 28 4 2 84 71 8 1,0 87 67 5 6 23 54 2 1 09 19 5 2 52 28 2 283 -4 7 1, 233 2 ,57 0 3,962 5 ,41 1 5,636 7 ,1 98 8,498 9 ,8 61 1 1,288 7,80 8

4．借入金残高
 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 200 8 20 09 201 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 2 017 201 8 2 019 202 0 2 021 202 2 2 023 20 24 2 025 20 26 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 03 3 203 4

 投下資金残高 投下資金残高 期首残高 325 1,1 41 80 5 8 59 91 5 9 72 1,03 0 1,0 90 1 ,15 1 1,2 11 0 0 0 0 0 0 32 5 3 25 32 5 325 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ,1 24

 期中投下額(総所要資金）

期中返済額 325 1 ,14 1 8 05 85 9 9 15 97 2 1,0 30 1 ,09 0 1,151 1 ,21 1 0 0 0 0 0 0 325 3 25 325 65 0 11 ,1 24

投下資金残高 期末残高 325 1,4 66 2,27 1 3,1 30 4,04 5 5,0 17 6,04 7 7,1 37 8 ,28 8 9,4 99 9 ,49 9 9,1 74 8 ,03 3 7,2 28 6 ,36 9 5,4 54 4 ,80 7 4,1 02 3 ,33 7 2,511 1 ,62 5 1,625 1 ,62 5 1,625 1 ,6 25 1,625 1 ,6 25 1,300 9 75 650 0 122 ,0 39

支払利息 金利 3.0% 1 0 44 6 8 94 12 1 1 51 18 1 2 14 24 9 2 85 28 5 2 75 24 1 2 17 19 1 1 64 14 4 1 23 10 0 75 4 9 49 4 9 49 4 9 49 49 39 29 20 0 3 ,6 61

IRR= 3.4%

5．損益計算書(税務上損益)
 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 200 8 20 09 201 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 2 017 201 8 2 019 202 0 2 021 202 2 2 023 20 24 2 025 20 26 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 03 3 203 4

売上高 excl . Land  Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ,92 2 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,1 55 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,15 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8, 075 8,07 5 163 ,5 82

売上原価（立木代） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 99 85 1 9 02 95 4 1,0 05 1 ,05 7 1,1 08 1 ,16 0 1,2 11 61 3 1,124 1 ,12 4 1,124 1 ,12 4 1,124 1 ,1 24 1,124 1 ,1 24 1,124 1,12 4 21 ,5 02

売上原価（立木代以外） 16 5 3 12 31 9 3 26 33 3 3 40 34 7 3 54 36 1 3 68 55 0 5,9 81 5 ,98 1 5,9 81 5 ,98 1 6,1 61 5 ,98 1 5,9 81 5 ,98 1 5,9 81 6 ,16 1 5,974 5 ,96 7 5,960 5 ,95 3 7,719 5 ,9 39 5, 932 5 ,9 25 5,918 12,557 131 ,7 96

金融収支 -10 - 44 -6 8 - 94  - 12 1 -1 51  - 18 1 -2 14  - 24 9 -2 85  -28 5 -2 75  -24 1 -2 17  -19 1 -1 64  -14 4 -1 23  -10 0 -75  -4 9 -49  -4 9 -49  -4 9 -49  -4 9 -39  -2 9 -20  0 -3 ,6 61 

税引前利益 -17 5 -3 56 - 38 7 -4 20 - 45 4 -4 91  - 52 8 -5 68  - 61 0 -6 53  1 ,08 7 4 19 1 ,00 2 9 74 94 9 8 24 89 2 8 62 83 3 807 1 ,33 2 928 93 5 942 94 9 - 817  96 3 980 99 6 1,013 -5,606  6 ,6 23

法人税 R atio 3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 26 8 2 59 25 0 242 40 0 278 28 0 283 28 5 - 245  28 9 294 29 9 304 -1,682  1 ,9 88

税引後利益 -17 5 -3 56 - 38 7 -4 20 - 45 4 -4 91  - 52 8 -5 68  - 61 0 -6 53  1 ,08 7 4 19 1 ,00 2 9 74 94 9 6 40 62 4 6 03 58 3 565 93 2 650 65 5 659 66 4 - 572  67 4 686 69 7 709 -3,924  4 ,6 35

繰越利益(繰越欠損) b efo re Ta xation - 17 5 -5 31 - 91 8 - 1,3 38  -1, 79 2 - 2,2 83  -2, 81 1 - 3,3 79  -3 ,98 9 - 4,6 42  -3 ,55 5 - 3,1 36  -2 ,13 4 - 1,1 60  -21 1 6 13 1 ,50 5 2,3 68 3 ,20 1 4,0 08 5 ,34 0 6,267 7 ,20 2 8,144 9 ,09 3 8,276 9 ,2 39 1 0,219 11 ,2 15 1 2,228 6,62 3  

繰越利益(繰越欠損) a fter  Taxat io n - 17 5 -5 31 - 91 8 - 1,3 38  -1, 79 2 - 2,2 83  -2, 81 1 - 3,3 79  -3 ,98 9 - 4,6 42  -3 ,55 5 - 3,1 36  -2 ,13 4 - 1,1 60  -21 1 4 29 1 ,05 3 1,6 57 2 ,24 0 2,8 05 3 ,73 7 4,386 5 ,04 1 5,700 6 ,36 4 5,792 6 ,4 66 7,152 7 ,8 49 8,558 4,63 5  

クレジットの買手が補填責任を負う下方ケース
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Madagascar/CDM植林
ケース3

ケース３ クレジットの売手が補填責任を負うケース
収支前提

Note 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4

吸収量変化 年度収支 (,000tCO2) - 0. 0 -8 .6 1 4. 2 44 .8 7 4. 9 113 .7 15 7.4 194 .1 21 7.1 230 .5 2 43.4 10 .7 10. 7 10 .7 10. 7 10 .7 10. 7 10 .7 10. 7 1 0.7 10. 7 1.2 - 21.7 -5 3.0  - 83. 7 - 12 3.3  -1 67.9 - 20 5.3  -2 28 .8 - 24 2.5  -25 5.6  7 .5

累計収支 (,000tCO2) - 0. 0 -8 .6 5. 6 50 .3 12 5.2 238 .9 39 6.3 590 .4 80 7.6 1, 038 .1 1 ,2 81. 4 1, 292 .1 1 ,3 02. 7 1, 313 .4 1 ,3 24. 0 1, 334 .7 1 ,3 45. 3 1, 35 6.0 1 ,3 66. 7 1, 37 7.3 1 ,3 88. 0 1, 38 9.2 1,3 67. 5 1, 31 4.5 1,2 30. 8 1, 10 7.5 9 39 .7 73 4.3 5 05 .5 26 3.0 7.5

1．産業植林部門の資金計画  
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4

収入 Amount('000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8, 075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 161 ,5 00
支出 Amount(' 001$) 5 1,7 09 1,16 6 1,2 22 1,27 9 1,3 35 1,39 2 1,4 48 1,50 5 1,5 61 96 3 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 6,450 6 ,39 3 6,337 6 ,28 0 6,224 6 ,1 67 6,111 6 ,0 54 5,998 5,94 1 146 ,3 98
年度収支 Amount(' 000$) - 5 - 1,7 09  -1, 16 6 - 1,2 22  -1, 27 9 - 1,3 35  -1, 39 2 - 1,4 48  -1 ,50 5 - 1,5 61  -96 3 9 90 99 0 9 90 99 0 9 90 99 0 9 90 99 0 990 99 0 1,625 1 ,68 2 1,738 1 ,79 5 1,851 1 ,9 08 1,964 2 ,0 21 2,077 2,13 4 15 ,1 02

累計 Amount(' 001$) - 5 - 1,7 14  -2, 88 0 - 4,1 03  -5, 38 2 - 6,7 17  -8, 10 9 - 9,5 58  - 11 ,06 3 -1 2,6 24  - 13 ,58 7 -1 2,5 98  - 11 ,60 8 -1 0,6 19  -9 ,62 9 - 8,6 39  -7 ,65 0 - 6, 660  -5 ,67 1 - 4, 681  -3 ,69 1 - 2, 066  -38 5 1, 353 3 ,14 8 4,999 6 ,9 07 8,871 10 ,8 91 1 2,968 15,102 30 ,2 04

2．炭素クレジット取引部門の資金計画
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4

収入 ｸﾚｼﾞｯﾄ売上 0 .2 (US$/ tCO2 ) Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78
収入小計 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78

支出 ﾓﾆﾀﾘﾝｸ ﾞ費用 20US$/ha Amount(' 000$) 16 0 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 18 20 0 20 2 0 20 2 0 2 00 2 0 20 2 0 20 20 0 18 1 6 14 1 2 100 8 6 4 2 0 1 ,1 90

認証・検証費用 40,000US$ Amount(' 001$) 4 0 4 0 40 4 0 40 2 00

ｸﾚｼﾞｯﾄ補填 0 .0 (US$/ tCO2 ) Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出小計 Amount(' 001$) 20 0 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 18 24 0 20 2 0 20 2 0 2 40 2 0 20 2 0 20 24 0 18 1 6 14 1 2 140 8 6 4 2 0 1 ,3 90

年度収支 Amount(' 000$) - 20 0 -2 - 4 -6  - 8 - 10  -1 2 - 14  -1 6 - 18  1 6 - 20  -2 0 - 20  -2 0 -2 29  -2 0 - 20  -2 0 -20  -22 9 -18  -1 6 -14  -1 2 - 140  - 8 -6  -4 -2  0 -1 ,1 12 
累計 Amount(' 001$) - 20 0 -2 02 - 20 6 -2 12 - 22 0 -2 30  - 24 2 -2 56  - 27 2 -2 90  -27 4 -2 94  -31 4 -3 34  -35 4 -5 83  -60 3 -6 23  -64 3 -6 63  -89 2 - 910  -92 6 - 940  -95 2 - 1, 092  -1 ,10 0 - 1, 106  -1 ,1 10 - 1, 112  -1, 112  -2 ,2 25 

3．炭素クレジット取引部門の資金計画
  0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 2 00 8 20 09 2 01 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 20 17 201 8 20 19 202 0 20 21 202 2 2 023 202 4 2 025 202 6 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 033 203 4
収入 投資 35 .0% Amount(' 000$) 17 5 6 14 43 3 4 63 49 3 5 24 55 5 5 87 61 9 6 53 44 0 1 75 3 5 1 75 17 5 175 24 5 0 6 ,5 36

融資 65 .0% Amount(' 000$) 32 5 1,1 41 80 5 8 59 91 5 9 72 1,03 0 1,0 90 1,15 1 1,2 11 81 6 3 25 6 5 3 25 32 5 325 45 5 0 12 ,1 35
産業植林事業 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8, 075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 161 ,5 00

炭素クレジット取引部門 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78

雑収入 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amount(' 000$) 50 0 1,7 55 1,23 8 1,3 22 1,40 8 1,4 96 1,58 5 1,6 77 1,77 0 1,8 64 1 ,51 2 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,5 86 8 ,17 5 8,5 75 8 ,57 5 8,5 75 8 ,78 6 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 180 ,4 49

支出 産業植林事業 Amount(' 000$) 5 1,7 09 1,16 6 1,2 22 1,27 9 1,3 35 1,39 2 1,4 48 1,50 5 1,5 61 96 3 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 7,0 85 7 ,08 5 6,450 6 ,39 3 6,337 6 ,28 0 6,224 6 ,1 67 6,111 6 ,0 54 5,998 5,94 1 146 ,3 98

炭素クレジット取引部門 Amount(' 000$) 20 0 2 4 6 8 10 1 2 14 1 6 18 24 0 20 2 0 20 2 0 2 40 2 0 20 2 0 20 24 0 18 1 6 14 1 2 140 8 6 4 2 0 1 ,3 90

支払利息 Amount(' 000$) 1 0 44 6 8 94 12 1 1 51 18 1 2 14 24 9 2 85 30 9 3 00 26 5 2 41 21 6 1 98 17 1 1 49 12 7 102 7 9 55 5 5 55 5 5 55 4 5 43 33 23 0 3 ,9 91

借入金返済 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 1 ,14 1 8 05 85 9 9 15 97 2 1,0 30 1 ,09 0 1,1 51 1 ,21 1 816 0 0 0 0 32 5 65 32 5 325 78 0 12 ,1 35

配当 Amount(' 000$) 0

法人税 Amount(' 000$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 24 2 234 37 0 277 27 9 281 28 3 258 29 0 293 29 8 303 31 2 3 ,8 47
支出小計 Amount(' 000$) 21 5 1,7 55 1,23 8 1,3 22 1,40 8 1,4 96 1,58 5 1,6 77 1,77 0 1,8 64 1 ,51 2 7,7 30 8 ,51 2 8,1 52 8 ,18 0 8,4 38 8 ,24 8 8,4 12 8 ,56 4 8,5 92 8 ,98 5 7,616 6 ,74 3 6,687 6 ,63 0 6,677 6 ,8 35 6,518 6 ,7 15 6,651 7,03 3 167 ,7 61

年度収支 285 -0 - 0 -0  - 0 0 - 0 0 0 -0  - 0 3 45 -43 7 - 77  -10 5 1 47 -7 3 1 63 1 1 -17  -20 0 459 1 ,33 2 1,388 1 ,44 5 1,398 1 ,2 40 1,557 1 ,3 60 1,424 1,04 2 12 ,6 88

累計 285 2 85 28 5 2 84 28 4 2 84 28 4 2 84 28 4 2 84 28 4 6 29 19 2 1 15 1 0 1 57 8 4 2 48 25 9 241 4 2 501 1 ,83 3 3,222 4 ,66 7 6,065 7 ,3 05 8,862 10 ,2 22 1 1,646 12,688

4．借入金残高
 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 200 8 20 09 201 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 2 017 201 8 2 019 202 0 2 021 202 2 2 023 20 24 2 025 20 26 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 03 3 203 4

 投下資金残高 投下資金残高 期首残高 325 1,1 41 80 5 8 59 91 5 9 72 1,03 0 1,0 90 1 ,15 1 1,2 11 81 6 0 0 0 0 3 25 6 5 3 25 32 5 325 45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ,1 35

 期中投下額(総所要資金）

期中返済額 325 1 ,14 1 8 05 85 9 9 15 97 2 1,0 30 1 ,09 0 1,151 1 ,21 1 816 0 0 0 0 32 5 65 3 25 325 7 80 12 ,1 35

投下資金残高 期末残高 325 1,4 66 2,27 1 3,1 30 4,04 5 5,0 17 6,04 7 7,1 37 8 ,28 8 9,4 99 10 ,31 5 9,9 90 8 ,84 9 8,0 44 7 ,18 5 6,5 95 5 ,68 8 4,9 83 4 ,21 8 3,392 2 ,63 6 1,820 1 ,82 0 1,820 1 ,8 20 1,820 1 ,4 95 1,430 1 ,1 05 780 0 133 ,0 30

支払利息 金利 3.0 % 1 0 44 6 8 94 12 1 1 51 18 1 2 14 24 9 2 85 30 9 3 00 26 5 2 41 21 6 1 98 17 1 1 49 12 7 102 7 9 55 5 5 55 5 5 55 45 43 33 23 0 3 ,9 91

IRR= 4.4%

5．損益計算書(税務上損益)
 0年目 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 To tal

2 00 4 20 05 2 00 6 20 07 200 8 20 09 201 0 20 11 201 2 20 13 201 4 20 15 201 6 2 017 201 8 2 019 202 0 2 021 202 2 2 023 20 24 2 025 20 26 2 027 20 28 2 029 20 30 2 031 20 32 2 03 3 203 4

売上高 excl . Land  Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 86 8 ,07 5 8,0 75 8 ,07 5 8,0 75 8 ,08 6 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,07 5 8,075 8 ,0 75 8,075 8 ,0 75 8,075 8,07 5 161 ,7 78

売上原価（立木代） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 99 85 1 9 02 95 4 1,0 05 1 ,05 7 1,1 08 1 ,16 0 1,2 11 61 3 1,124 1 ,12 4 1,124 1 ,12 4 1,124 1 ,1 24 1,124 1 ,1 24 1,124 1,12 4 21 ,5 02

売上原価（立木代以外） 16 5 3 12 31 9 3 26 33 3 3 40 34 7 3 54 36 1 3 68 55 0 5,9 81 5 ,98 1 5,9 81 5 ,98 1 6,1 61 5 ,98 1 5,9 81 5 ,98 1 5,9 81 6 ,16 1 5,974 5 ,96 7 5,960 5 ,95 3 6,036 5 ,9 39 5, 932 5 ,9 25 5,918 5,91 1 123 ,4 68

金融収支 -10 - 44 -6 8 - 94  - 12 1 -1 51  - 18 1 -2 14  - 24 9 -2 85  -30 9 -3 00  -26 5 -2 41  -21 6 -1 98  -17 1 -1 49  -12 7 -1 02  -7 9 -55  -5 5 -55  -5 5 -55  -4 5 -43  -3 3 -23  0 -3 ,9 91 

税引前利益 -17 5 -3 56 - 38 7 -4 20 - 45 4 -4 91  - 52 8 -5 68  - 61 0 -6 53  -60 3 3 94 97 7 9 50 92 4 7 21 86 6 8 36 80 7 780 1 ,23 2 922 92 9 936 94 3 860 96 7 976 99 2 1,009 1, 04 0 12 ,8 16

法人税 R atio 3 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 24 2 234 37 0 277 27 9 281 28 3 258 29 0 293 29 8 303 31 2 3 ,8 47

税引後利益 -17 5 -3 56 - 38 7 -4 20 - 45 4 -4 91  - 52 8 -5 68  - 61 0 -6 53  -60 3 3 94 97 7 9 50 92 4 7 21 86 6 7 09 56 5 546 86 2 645 65 0 655 66 0 602 67 7 683 69 4 706 72 8 8 ,9 69

繰越利益(繰越欠損) b efo re Ta xation - 17 5 -5 31 - 91 8 - 1,3 38  -1, 79 2 - 2,2 83  -2, 81 1 - 3,3 79  -3 ,98 9 - 4,6 42  -5 ,24 5 - 4,8 51  -3 ,87 3 - 2,9 24  -2 ,00 0 - 1,2 79  -41 3 4 23 1 ,23 0 2,0 10 3 ,24 3 4,165 5 ,09 4 6,030 6 ,97 3 7,833 8 ,7 99 9,775 10 ,7 67 1 1,777 12,816  

繰越利益(繰越欠損) a fter  Taxat io n - 17 5 -5 31 - 91 8 - 1,3 38  -1, 79 2 - 2,2 83  -2, 81 1 - 3,3 79  -3 ,98 9 - 4,6 42  -5 ,24 5 - 4,8 51  -3 ,87 3 - 2,9 24  -2 ,00 0 - 1,2 79  -41 3 2 96 86 1 1,4 07 2 ,27 0 2,915 3 ,56 5 4,220 4 ,88 0 5,482 6 ,1 58 6,841 7 ,5 35 8,242 8, 96 9  
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第16章 地元民の便益性

16.1 木炭、チップ用材販売による資金計画
　「第 5章　現地調査結果」において木炭、チップ用材販売の基本的な考え方につい
て述べた。資金計画にみられるとおり、植林開始後 11 年目から収入と支出が発生す
る。そして年度収支はプラスとなることが期待される。11 年目は木炭設備費が 8 千
US$/年かかるために年度収支が 124千 US$/年のプラスとなる。その後は毎年 132千
US$/年のプラスとなる。分析すると、プロジェクトにより毎年安定した収入がある一
方で、支出のほとんどが地元民の人力により賄われるため利益を毎年安定的に見込む

ことができる。

16.2 期待される経済的便益性
　地元民が木炭の生産・販売、植林木のチップ・用材販売を行うことによる地元民の

経済的自立が期待される。地元民はこれまではほとんどの人たちが農業による自給自

足の生活を続けてきた。これは近隣に目立った産業がなかったためである。ただし植

林によるプロジェクトは地元民の持続的発展のために重要なインパクトを与える可能

性がある。また経済的自立は販売活動を行うことのみならず地元の雇用にも大いに役

立つことが期待される。

16.3  期待される社会的・環境的便益性
　過去 50 年間にわたり草地であった土地に新規植林を行うことにより環境改善や土
壌保全等が期待される。また地元集落の共有の資産として管理することにより、自分

たちのものとして土地や森林に対する意識の向上を図ることができる。地元ではこれ

まで野焼きや無計画な伐採が公然と行われてきた。住民意識の向上を図ることは社会

的・環境的便益性に資するものとしてプロジェクトを意義あるものとする重要なファ

クターである。

16.4  評価と課題
　経済的便益性及び社会的・環境的便益性は地元民の便益性を明るいものとする。経

済的自立は地元民の生活向上を図るうえで欠かせないものであり。環境の改善及び環

境意識の向上は地元民の環境に良い効果を与える。ただしバイオマス資源の有効な活

用が更なる地元民の便益を向上させる可能性をあえて指摘しておきたい。

　バイオマス残さを廃棄せずに、発電用として活用することは地元民の便益を経済的、

社会的・環境的にアップさせ得ることが期待できる。

　今般の調査においては発電に係る十分なデータを入手することができなかったため

に報告内容は限定的なものとならざるを得なかった。よってバイオマス発電は今後の

調査における重要な課題の一つと位置付けたい。
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第 17章 プロジェクトの評価/追加性の検証

17.1  資金面による評価
 17.1.1 資金の追加性
  15.4プロジェクトの総資金と評価にて述べた通り、本プロジェクトにおける産業植林部門(ベ
ース・ケース)の採算性に関しては、内部収益率（IRR）＝４．７％の見通しとなり、豪州、南
アフリカ、チリ等の日本企業既存の他国植林事業と比較しても、残念ながら低い数字と評価せ

ざるをえない。

  しかしながら、現状の採算性のみで評価できない部分もある。即ち、通常の産業植林単
体では投資基準を下回るが、CDM のスキームを利用することにより、当国が国際的な枠

組みの中で炭素クレジットを保証し、かつクレジットのベースである土地、立木、チップ

輸出等を保証すれば、自ずと現状のカントリーリスクを軽減させ、事業者の投資基準のボ

ーダーを低下させることになる。

 17.1.2 公的資金の利用
  本プロジェクトは民間資金の利用を想定しており、公的資金の利用は想定していない。即ち、
必要総資金はチップ輸出事業からの現金収入が期待できるため、投資効率の低さという事業採

算性の根本問題は残るが、理論上は民間資金だけでプロジェクトを賄えるという点においては

評価できる。

  具体的には、植林～チップ加工～輸出という産業植林部門の採算性に投資家として魅力を感
じられなくても、排出権獲得による資金面への positiveな影響をそれ程期待出来ないことも承
知の上で、マダガスカルにおける森林再生及び植林を通じての同国の環境維持・保全への貢献

という部分に対して付加価値を見出せる投資家を中心に資金を集められれば、本プロジェクト

実現の可能性はある。

17.2 炭素獲得による評価
17.2.1 本調査における温室効果ガスの収支
  本プロジェクトにおける温室効果ガスの捉え方は、第 14 章 3 項で示した。また、本調査段
階における炭素収支は、第 9章 1項において説明した。
このうち、今回の検討で欠落している主なものは、施肥による N2O 排出のカウント、ベース
ラインとしての草地の炭素蓄積変化の証明、地下部バイオマスの炭素吸収のカウントである。

正確な数値は不明であるが、一般的には地下部バイオマスの炭素吸収の量が多いため、現状の

炭素収支より吸収量は増加するものと考えられる。

17.2.2 炭素収支における追加性
  本プロジェクトにおける炭素収支は、現状のベースラインの下、現状の収支でみて 30 年間
で 7,500トン CO2eの増加である。現段階では、温室効果ガスの削減に追加的であるといえる。
さらに、上述の現状欠落している炭素収支を加えた場合、炭素収支は更に改善する事が期待で

きる。
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17.2.3 事業の展開について
 本プロジェクトは、21 年目より 30 年目にかけて、全ての植林木を伐採し、植栽前の草地に
もどることを想定している。しかし、実際には、植林木は伐採後自然萌芽するため、森林は維

持される。本プロジェクトは、炭素クレジット獲得とチップ原料確保のための産業植林である

が、付帯的かつ最大の目標として、リース地を返却後は地元民が植林事業を続け、森林を維持

する事である。 そのために現地に植林や林地管理の技術の移転をプロジェクトプランの中に
織り込んでいる。

  事業者が、プロジェクト期間終了後もチップ工場を操業する事により、事業者はチップ資源
の確保を、ホスト国や地元民は産業基盤の継続により現金収入を図ることが可能となる。

  また、事業者は永続的にプロジェクト全体が継続される事により、「実際の」炭素収支の減
少（21年目～30年目）を回避したいと考えている。ただし、CDMプロジェクトとして提案す
る場合には、一旦伐採した後は基本的に現地住民の手に委ねる事になり、事業者の管理の範疇

を外れるため、21年目以降は「伐採」という「表現」をしているのである。

17.3  環境的・社会的追加性
  本プロジェクトは、マダガスカルにおける深刻な問題である森林減少問題への解決の糸口の
提示であり、

・同国の国策である森林再生、環境省の掲げる 100万 ha植林計画への良き先例となる。
・本プロジェクトの実施により、同国における土地権利、法規制等に対して問題点を提起

することになり、今後の同国森林施策を進める上での具体的な検証モデルとすることが

できる。

・本プロジェクトにより高度な植林技術、管理手法・システム等の同国への伝授・移転が

可能となる。

・過去 50年間の草地への新規植林を実施することにより、環境改善、土壌保全等が期待で
きる。

・地元民を巻き込んでの植林事業を実施することにより、地元産業振興による雇用促進等の経

済的効果は当然のこととして、文化及び産業としての植林事業を広く根付かせられる可能性

があり、さらには一般地元民レベルにまで、土地、森林に対する保全意識の徹底を浸透させ

ることができる。

・植林に対する環境影響評価の具体的取り進めに関しても、本プロジェクトが同国環境省

のモデルケースとなる可能性がある。

17.4  総評価と課題
  本プロジェクトは、過去 50年間草地であった所に産業植林を行い、炭素クレジットを獲得
することを想定している。当国のカントリーリスクを考慮すると産業植林単体では採算性が低

いため、プロジェクトの実施は困難であると判断せざるをえない。このため本プロジェクトが

CDM化されて、はじめて投資基準の俎上にのることが可能となる。
  今後、本プロジェクトを CDM化するためには多くの調査データの収集、解析等行わなけれ
ばならないが、今回の調査結果においても、本プロジェクトの資金・炭素・技術移転を含めた

環境的社会的追加性は明らかであると考える。
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第 18 章　PDD 策定に向けた問題点の整理

18.1　PDD 策定にあたっての体制

PDD 策定にあたっては、本調査メンバーである王子製紙(株)、住友商事(株)、電源開発(株)、
ナットソース・ジャパン(株)、並びに(株)三菱総合研究所がこれにあたる。各社専門分野毎
に記載し、王子製紙(株)がこれを総括する。

18.2 PDD 策定にあたっての問題点の整理
　計画当初、PDD 策定を視野に本調査を開始したが、策定に資するデータが充分に収集で
きなかったこともあり、残念ながら PDD 策定には至らなかった。そこで今回の調査結果
を評価し、次年度 PDD 策定に向けて調査・収集が必要な問題点を整理し、下記に列記し

た。

A．プロジェクトの一般的な記述
A.3　プロジェクトの参加者　

 王子製紙、住友商事、電源開発等は確定しているが、ファンド形式を視野に入れ
ているため他の参画者の可能性もある。

A.4.3　プロジェクト活動により採用された技術
 植林部分は記載されているが、整理が必要。
 チップ部分は工場の設備仕様の記載が必要。
 木炭部門は現地の技術トレーニングの記載が必要。

A.4.4　温室効果ガスの削減方法を排出源ごとに説明
 施肥の部分の N2O。
 地下部バイオマスの計測。
 ベースラインにあたる草地の BAU ベースの炭素蓄積。
 枯死木の炭素蓄積。

B．ベースライン方法論
B.1 プロジェクト活動に適用された方法論のタイトルと出典

B.2 方法論の選択の正当性とその方法論をプロジェクト活動に適用する理由

B.3 当該プロジェクト活動への適用方法についての記述

 B1～B3 は ANNEX3 で検討
B.4 当該プロジェクトがなかった場合と比べ、人為的 GHG 排出量がどのように削減さ

れるのかについて

 A4.4 で触れているが、ベースラインの草地 BAU ベースでの炭素蓄積等の検討
が必要

B.5 プロジェクトバウンダリーとベースライン方法論との関連性

B.6 ベースライン検討の詳細

 現状未確定
B.6.1 ベースラインの項の最終案を完成した年月日
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B.6.2 ベースラインの決定者名

C．プロジェクト実行期間/クレジット期間
C.1 プロジェクト活動期間

C.1.1 プロジェクトの活動開始時期

 現状未確定
C.1.2 想定されるプロジェクトの活動期間

C.2 クレジット獲得期間の選択及び関連情報

C.2.1 クレジット獲得期間を更新する場合（1 期間当たり最大 7 年間）
C.2.1.1 第 1 期クレジット獲得期間の開始時期
C.2.1.2 第 1 期クレジット獲得期間の長さ

C.2.2クレジット獲得期間を固定する場合（最大 30 年間）
C.2.2.1 第 1 期クレジット獲得期間の開始時期

 現状未確定
C.2.2.2 第 1 期クレジット獲得期間の長さ

D．モニタリング方法と計画
D.1 プロジェクトに適用したモニタリング方法の名称及び出典

D.2 当該方法を選択した正当性及び当該プロジェクト活動への適用理由

 ANNEX4 で検討
D.3 プロジェクト活動からの排出量をモニタリングするために収集するデータ及び保

存方法

 データ収集方法と保管期間の再検討。
 データ収集の確実性

D.4 潜在的なリーケージをモニタリングするために必要なデータの特定、その収集及び

保存方法

 データ収集方法と保管期間の再検討。
 データ収集の確実性

D.5 ベースラインの設定に必要な関連データの特定、その収集及び保存方法

 データ収集方法と保管期間の再検討。
 データ収集の確実性

D.6 モニタリングにおける品質管理・品質保証のための手順

 実際的な保障、管理の手法は確立していないため未確定。
 不確実性レベルの設定も未確定。

D.7 モニタリング方法を決定した個人/主体名

E．発生源別温室効果ガス排出量削減の計算
 誤差の許容度の検討が必要。

E.1 バウンダリー内の人為的な GHG 排出量の推定に用いた計算式
 アルゴリズムを未作成。
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E.2 バウンダリー外の人為的な GHG 排出量の推定に用いた計算式
 アルゴリズムを未作成

E.3 プロジェクト活動による GHG 排出量（E.1＋E.2)
E.4 ベースライン排出量の推定に用いた計算式

 アルゴリズムを未作成
E.5 プロジェクト活動による GHG 排出削減量（E.4-E.3)
E.6 上記計算式での算出に用いた表

F．環境影響
F.1 バウンダリーを超える環境への影響評価/分析

 次回調査において実地検証が必要（マダガスカル共和国の制度が不明確なため）。

 次回調査において 100ha の実証実験が必要。
F.2 ホスト国の手順にそった環境影響評価

G．利害関係者からのコメント
G.1 地元利害関係者のコメント受付・集計プロセスの概要

G.2 受け取ったコメントの概要

G.3 受け取ったコメントへの対応についての報告

 ステークホルダーミーティングの開催の検討が必要。

(添付資料)
Annex．1 プロジェクト活動当事者に関する情報

 プロジェクト参加者が確定すれば、すぐに作成可能。

Annex．2 公的資金に関する情報

Annex．3 新しいベースライン方法論
2.方法論の説明
方法論は GPG に基づく植林部門と、輸送チップ部門を一括して考察できるものと
する。

　現在または過去の吸収/排出をもとに作成する。
3.キーパラメータ
モニタリングとリンクさせながらの検討が必要。

5.不確実性の評価
検討が必要

7.リーケージの方法論
モニタリングとリンクさせながらの検討が必要

8.9.GPG の Tier2 を基準として、Tier3 の利用を目標とする。
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Annex．4 新しいモニタリング方法論
4.前提
リストの作成と使用する係数の検討が必要。

5.QA/QC 手順との適合性
リストの作成と検討が必要

7.他のプロジェクトへの活用、展開
GPG に基づく考え方のため、他のプロジェクトへの活用、展開は可能と考える

Annex．5 ベースラインデータの表
 要作成

18.3　来年度のスキーム(パイロットプロジェクトによる検証、PDD の策定)

前項では PDD 策定にむけた問題点を整理したが、この他、植林部門、木炭等エネルギ
ー部門、並びに炭素クレジット等の部門においても多くの課題を残している。

このため来年度にむけて下記のスキームを提案する。

18.1　目的
下記に示すパイロットプロジェクト(以下［PPJ］という)を実施し、PDD 策定に資する

データの取得に加え、産業植林部門、木炭等バイオマスエネルギー利用部門、炭素クレジ

ット部門、並びにベースライン/モニタリング手法確定のためのデータを収集する。さらに
本 PPJ をもとに PDD を作成する。

18.2 パイロットプロジェクト(PPJ)のイメージ

植林面積：100ha、内、地元民植林：5ha
事業者は、地元民へ苗木を集落単位で提供し、地元民は集落の共有林として管理する。地

元民から期待される効果：技術移転、火入れ・違法伐採の減少、環境保全意識の向上等

以下に、PPJ において収集されるデータ及び PPD 策定に向けた課題を示す。

18.3 植林部門
(1)植林プロセス：
・ 土地利用許可の申請手続き、土地の利用権、立木権等

・ 植林適地バウンダリーの検証

・ 植林技術、植林コスト等の精査、技術移転

・ 植林木の地下部バイオマス、ベースラインの炭素収支

(2)伐採、集材、チップ加工、港湾等のプロセス
(3)産業植林に関する経済政策
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・ 外資優遇、保護政策に基づく諸施策の調査

・ 植林事業に対する各種優遇諸施策の調査

・ 輸出事業に対する各種振興・優遇諸施策の調査

(4)上記に関する各種税制面での優遇策の調査

18.4 木炭等バイオマスエネルギー部分
(1) 前章 5.3 で提案した現地受け入れ可能な設備、土窯による木炭生産の可能性を具体的に
検証し、可能ならば木炭生産技術の移転を図る。

(2) また PPJ の一部として地元民参加型の植林を行い、育苗・植林等の技術移転、森林や
環境・土壌等に対する保全意識の向上、野火・違法伐採等を防ぐ計画的な土地利用シ

ステムの可能性を探る。

18.5 炭素クレジット部分
炭素クレジット関連では、以下の 3 点を次回調査の課題と考える。

(1)マダガスカル共和国政府及びトアマシナ州政府との本プロジェクトの CDM 承認につ

いてのコミュニケーションルートの拡充を図る。本プロジェクトは､ホスト国の継続的

な協力がなくては実現不可能である。コミュニケーションルートの拡充を通じ、マダガ

スカル共和国における CDM 政策に対するキャパシティービルディングの具体的ニー

ズの発掘し、両国間の持続的な CDM 協力関係構築のステップとすることも目的となる。

(2)獲得したクレジットの有効な活用方策の構築を目指す。今回の調査では、クレジットの
リスク管理を単純な方法のみとした。今後の吸収現関連のクレジットの取り扱いの議論

を整理し､より事業実施に効果的なリスク管理手法の構築により投資への判断を進める

ための材料とする。

(3) 次回調査で行うことを希望する 100ha の植林とそれに付随する地元民への薪炭原料と
なる植林木の提供についての PDD の作成を目指す。本調査における PDD 作成につい
て不足しているデータや理論構築の整理を下に、多くの方の意見を求め、今後提示さ

れるであろう吸収現活動用の PDD のフォームを基に「シンプルな PDD」を作成し、
今後の植林 CDM のモデルとなる事を目的とする。

18.6 ベースライン/モニタリング手法
ベースライン設定およびモニタリングにおいて、次年度以降において必要となる調査検

討項目および開発項目を以下に示す。

1)ベースライン設定
(1) バウンダリー設定結果の検証
　 本年度設定したバウンダリーの妥当性に対する検討・評価を行う。

(2) ベースライン設定手法の開発
　 複数の炭素モデルの相互評価を含む、IPCC/GPG に準拠したベースライン設定手法の
検討、開発を行う。
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2)モニタリング手法
(1)モニタリング手法および手順の確立
　 本年度の検討を踏まえた、IPCC/GPG に準拠した現地におけるプロジェクト期間を通

じた各モニタリング項目のモニタリング手法、サンプリング手法および取得データの

検討を行う。また、データ整備および地理情報システム整備を平行して進める。

(2)モニタリング実施体制の確立
　 現地作業員も含めたモニタリング実施体制の検討を行う。

(3) モニタリング費用の詳細化
　 フラックスタワーの設置を前提とした現地調査を行うとともに、モニタリングに関わ

る経費の詳細化および事業経費とのトレードオフを行う。

(4) 精度評価手法の検討
　 モニタリングに関わる精度評価手法に関する検討を進める。

18.7　環境影響評価
(1)環境影響評価(EIA)の具体的必要手続きの調査
・ 現状、マダガスカルにおいては MECIE に EIA に関する基本方針は定められているが
植林事業に関しては詳細、細目が決まっていない。どのような具体的調査内容、手続

が必要となるのかを同国環境省とモデルケースを構築する必要有。

(2)モニタリング、マネジメント・プランの内容検証：
・ 上記調査にて指摘された環境問題点に関し、モニタリング及び（社会的影響も含めた）

マネジメント・プランの具体的内容、方法論につき検討。

以上
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平成 15年度　CDM/JI事業調査

マダガスカル・トアマシナ州における循環型

バイオマスプランテーションの事業化

報告書概要

1.  調査の目的
  本調査事業は、「京都議定書」で採択された CDM/JI プロジェクトの具体化に向けて、炭素
クレジット獲得のための手法等を蓄積することを目的に、温室効果ガスの排出削減につながる

プロジェクトとして、プロジェクト設計書(PDD)の策定を視野にフィージビリティ調査を実施
するものである。

2. COP9（ミラノ合意）時点で規定されている吸収源起因の排出権

2. 1 京都議定書及びマラケシュ合意で規定された排出権
マラケシュ合意では、議定書で定められた三つのクレジット（CERs、ERUs、AAUs）に加

えて、新たに Removal Units（RMUs）が設けられた。四つのクレジットはお互いに登録簿間
および登録簿内を移転可能であり、互換性が確保されている。以下では、本プロジェクトの吸

収源活動に関係する CERsと参考として RMUsについて概説する。

(1)　CERsの特徴
CERsは附属書 I国が非附属書 I国で、排出削減事業を行う事によって創出されるクレジット
である。特筆すべき特徴としては、2000 年から第 1 約束期間が始まるまでの期間に得られた
CERsは第 1約束期間における遵守目的に利用できる事である1。2000年以降に『スタート』
したプロジェクトであれば 2008 年以前にも遵守目的のクレジットが取引対象として存在する
事になる2。但し、2008年以前では事業法人間の取引であっても、国家間を跨る CERs取引に

                                               
1 京都議定書 12条 10項。
2 2000.1.1以降に開始したCDM案件は 2005.12.31までにCDMとして登録されなければ、クレジットは成立
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よって、国別登録簿上のクレジットの移転はできない3。しかし、事業者間で任意に「クレジッ

ト移転契約」を締結する事は可能であるため、取引の大きな障害にはならない4。CERs取引に
際しては、附属書 I国政府に対して課せられる制約として

1. 吸収源活動を起源とする CERsは 2012年末に初期割当量の 1%以内にする。
2. 各国が CERsを繰越し（バンキング）できる量は初期割当量の 2.5％以内。

があるため、場合によっては事業法人においても第 1約束期間終了間際には保有する CERsを
売却しなければならない状況も想定できる。また、国が削減目標値を達成できない場合には、

京都メカニズムそのものの利用制限が起こり、事業法人は国外への CERsを含めたクレジット
売却に制限が設けられる可能性がある。取引とは直接関係しないが、CERsは ERUsと違い、
創出したクレジットは先進国の初期割当量に新たに加えられる枠となる。その他、2008 年よ
り前の取引の際では、予め 2%の途上国への Share of Proceedsや事務コストを、当事者のどち
らが負担する事になっているかどうかに留意すべきである。

(2)　RMUsの特徴
RMUsは COP７で新たに創設されたクレジットで、附属書 I国のシンク事業5から創出され

るクレジットである。特徴としては、繰越しが認められていない点が挙げられる。RMUsから
転換された ERUsの場合には、その起源である RMUs の特性を引き継ぐ事になる。これは、
排出量取引の結果、買手に引渡された ERUs にも性質が同様に引き継がれる事になる。2012
年の RMUs（乃至 RMUs起源の ERUs）は、有効期間が少ないデメリットがあるが、デリバ
ティブ取引を利用した場合は、予め取得した RMUsを優先的に償却する事が想定される。
国内の森林経営事業と JIによる森林経営事業によりネットで吸収となるクレジットは、第 1

約束期間の 2年前までに確定される。日本は現状で 13百万 t-C（47.67百万 t-CO2）が認めら

れている。日本における議定書 3条 4項と 6条にもとづく森林経営によるクレジット量の制約
と適格性は下表に示す通りである。

植林・再植林 森林経営

【国内】

（量）

適格

無制限

適格

日本:13Mt-C(JI含)
【JI】
（量）

適格

無制限

適格

日本:13Mt-C(国内含)
【CDM】
（量）

適格

90年の 1%まで
不適格

無

表 2.2-1．吸収源活動のタイプとクレジット量の制約

2.2  COP9（ミラノ合意）で規定された排出権

                                                                                                                                           
しない。
3 国際排出量取引は 2008年以降において有効であるため。
4 経済産業省「京都メカニズム利用ガイド Version 5.4」参照。2008年以降にクレジット移転する契約を結ぶ
ことは自由と考えられる。
5 議定書 3条 3項、4項に基づく吸収源活動。ネットでプラス（排出増）になる可能性もある→この場合はRMUs
にはならない。
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  先に述べたように CDM事業により認められるクレジットは CERsだが、CDM 事業として
マラケシュ合意に適格性が認められているはずの植林・再植林については、そこから生じる吸

収量をそのまま CERsとして認定することには、非永続性の問題（炭素を吸収・固定したとい
う効果が、伐採・火災等により、永続しないリスクがあること）から異論が唱えられていた。

また、このような事業はその生態系へのサービスを発揮されるためには、事業期間を長期にす

ることが重要であることから、一般的な排出削減事業によるものとは異なるクレジットの必要

性が検討された。その結果 2003年 12月に開催された COP9 において、これらの事業により
生まれる CERsは、その申請時に短期の期限付きのクレジット（Temporary CER, tCER）と
長期の期限付きクレジット(Long-term CER, lCER) のうちから、いずれかを選択できること
となった6。また、一度選択したクレジットの種類は、クレジット発生期間中（ 更新したクレ
ジット発生期間中を含む）、変更不可とされた。以下でミラノ合意を踏まえた、植林 CDM の

概要と特性について考察する。

(1) 吸収源 CDMの概要（COP9決定に基づく）
吸収源 CDMとは植林/再植林による新たな森林を創出することにより、炭素を吸収させ大
気中の CO2濃度を低下させようとする事業である。植林/再植林はそれぞれ

 新規植林：50年以上森林でなかった土地に対する植林
 再植林：1989年末以来森林でなかった土地に対する植林
として定義される。

ここでの森林とは、

① 最低樹冠率：10%～30%
② 最低面積：0.05ha～1.0ha
③ （成木時の）最低樹高：2m～5m

の閾値（各国がそれぞれの指標を自由に設定する）に収まる植生の事であり、具体的に想

定される吸収源 CDMとしては、
① 非森林地での木材供給のための商業植林（プランテーション）

② 在来種を用いた非商業植林（環境植林）

③ 果樹、商品作物などの多目的樹種の植林

といった事業、およびそれらの複合が想定される。プロジェクト期間は

 20年、2回更新可能（最長 60年）
 30年、更新なし
の二つから選択が可能である。また、プロジェクトの炭素蓄積量の定量は、約束期間とは関

係なく 5年おきに行われる。吸収源以外の CDMと同様に、ベースラインとなる土地利用状況
と、プロジェクトシナリオとの炭素蓄積量の差をもって吸収源 CDMからのクレジットとする。
また、一般的な排出源（エネルギー起源）CDM と異なり、吸収源 CDM は対象となる地域の
社会経済、および周辺の生態系に大きな影響を及ぼすものであるために、事業の影響評価を詳

細に行うことが必須である。

 環境的影響評価

                                               
6 http://unfccc.int/cop9/latest/sbsta_l27.pdf
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生物多様性、生態系への影響を含む、事業地内外の環境影響評価を行う必要がある。水文

学、土壌、火災、病害虫の危険性の評価も必要となる。

 社会・経済的影響の分析
事業地内外の社会・経済的影響の評価。地域社会、先住民、土地所有形態、雇用、食糧生

産、文化的・宗教的な場所、薪炭材・他の林産物への権利といった要素の分析を行う必要

がある。

 侵入性外来樹種、遺伝子組み換え植物に対する対応
周辺生態系への影響が予想される侵入性外来樹種、遺伝子組み換え植物（従来から行われ

ている育種方法は該当しない）を使用した吸収源 CDMは、ホスト国が国内法規でその危
険性を評価するとともに、付属書�国はそこからの t/lCER を活用することを国内法規で
評価する。

 小規模吸収源 CDM（詳細は COP10にて決定）
① 吸収量 8000CO2トン/年未満の規模の吸収源 CDMが対象
（面積にすると、産業植林で 300ha程度、在来樹種の植林で 1000ha程度）。
② 低所得者層のコミュニティーと個々人が事業に参加する必要がある。

（ホスト国が低所得者層と認定する必要がある）。

(2) 吸収源 CDMが含有する問題・非永続性
産業革命以降の化石燃料の燃焼などによるCO2の排出量が約9900億トンCO2eであるのに
対し、熱帯林伐採などの土地利用変化による CO2の排出量が約半分の 5000億トン CO2eであ
ったこと7を鑑みると、CO2 の吸収源として新たな森林を創出することの妥当性に関しては議
論の余地がない。但し、CO2 排出権クレジットが交付される CDM としてこの植林/再植林事
業を含むかどうかという点に関しては、国家間の見解に大きな隔たりがあり、京都議定書

(COP3)の場での発案から今回 COP9の最終的な合意に至るまでに約 7 年間の長い議論を要し
た。

排出源 CDMとして実施されている省エネルギー事業や再生可能エネルギーの利用、漏洩ガ
スの回収といった事業から発行されるクレジット（CER）は永続的なものであり、将来的な補
填の必要はない。化石燃料の消費節減、メタンガスの発生の抑制といった事業であるために、

大気中の CO2濃度削減に対する寄与が永続的なものであるというのがこの理由である。一方、
吸収源 CDMにより創出される森林という炭素プールは、伐採や焼失により炭素蓄積を再び大
気中に放出する可能性があり、温室効果に対する寄与が永続的とは言い難い（非永続的）。非

永続的な吸収源 CDMからのクレジットと、永続的である排出源 CDMからのクレジットが等
価で取引されることに対する疑問と抵抗が、吸収源 CDMに関する議論の主要な焦点であった。

(3)　期間限定のクレジット t/lCER
今回の COP9での合意は、吸収源 CDMに対して発行される CERに有効期限を持たせるこ
とにより、非永続性の問題に対処する形となった。tCER（Temporary CER）と lCER（Long
term CER）の二つの種類の CDMはそれぞれ発行以後に将来的な補填の必要があり、排出源

                                               
7 国立環境研究所　京都議定書における吸収源プロジェクトに関する国際的動向　2000年
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CDMによる通常の CERとは大きく異なるものである。

3.　プロジェクトの概要

本プロジェクトの内容は、以下の通りである。

マダガスカル・トアマシナ州ブリッカビル地区において、

・製紙原料確保のために、ユーカリ、アカシア等を年間 1,000ha～1,500ha程度植林し、植林
8年～10年後に伐採する(最終目標面積 10,000ha～15,000ha）。伐採木は、紙・パルプ原料
として、チップに加工し、日本へ輸出する。伐採後は、再植林を行い、持続的に植林、伐採、

チップ加工を行う。

・地元民は必要とする熱エネルギー源として伐採木の一部で木炭等バイオマス・エネルギーを

生産し、伐採跡地は再植林を行う。

・CDM制度を利用した吸収源カーボンクレジットの獲得

3.1　産業植林部門
1) プロジェクト実施場所

・マダガスカル、トアマシナ州ブリッカビル地区。

・所轄官庁である環境治水森林省及びトアマシナ州政府から提案のあったプロジェクトエ

リア約 23,000haとその周囲。
2) 事業期間：30年。可能ならば植林・伐採・チップ加工・再植林を行い、事業を継続する。
3) 植林事業部門

・用地：国有地からのリースを対象

・目標植林面積：10,000 ha
・年間植林面積：1,000 ha
・伐期：10年、
・植栽樹種：ユーカリ

4) 伐採、チップ加工部門

・植栽 11年目より、初年度植栽分 1,000 ha伐採し、伐採跡地には再植林を行う。
・伐採時の出材量：200,000m3/年を想定
・伐採原木はトアマシナ港まで輸送し、港隣接地でチップ加工する。

・ チップは、専用船でトアマシナ港から船積みし、日本へ輸出する。

3.2　木炭等バイオマスエネルギー利用部門
産業植林部門と平行し、プロジェクトエリア周辺の地元民参加型植林プロジェクトを立案す

る。

1)地元民参加型植林プロジェクトの目的
・従来の自給自足から木炭、用材販売による経済的自立、さらに植林・伐採・再植林による計

画的・循環型の持続的発展。
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・従来の無計画な野焼き、違法伐採を軽減し、森林保全による住民意識の改善、社会的・環境

的発展。

2)植林
・前項産業植林プロジェクトから提供された苗木を地元民自らが植林し管理する。

・植林面積は 50ha/年間。目標植林面積は 500ha/年間。
・伐期 10年。伐採後は萌芽更新し、森林を計画的に保全・管理する。
3)木炭及びチップ用材の販売
・11年目より、初年度植栽分 50 haをチップ材、若しくは建築材として販売する。
・伐採跡地は、萌芽及び施肥を行い、森林及び地力を保全させる。

・販売売上を基に、土釜を作り、毎年約 470t の木炭を生産し、自家消費若しくは近隣へ販売
する。

4  調査国、地域の概況
  
4.1 位置、国土面積
  マダガスカル共和国(以下｢マダガスカル｣と略す)は、モザンビーク海峡を挟んでアフリ
カ大陸から約 400km離れたインド洋南西部、東経 43～50度、南緯 11～25度に位置する
島国である。南北約 1,600km、東西約 570kmの細長い島であり、総面積は、587,041km2(日
本の約 1.6倍)。

4.2  地形
  マダガスカル島は先カンブリア紀に属する岩石から構成されている。現在の島の表面は、
盾状地に加えられた浸食作用、火山活動、地殻帯形成運動等により地域毎に多様な地形を

示しているが、大別すると�中央高原大地(標高約 500m～1,500m)、�東部海岸地帯、�西
部海岸地帯である。

4.3  気候
  気候は雨期と乾期が明瞭に分かれ、雨期は 11月～3月、乾期は 4月～10月である。
・中央高地の気候は温暖で、首都アンタナナリボ(Anntananarivo)の月平均の最高気温は

24.7�、同最低気温は 14.5�である。
・東部海岸地帯は、熱帯多雨林地域で年間を通じ、高温多湿である。年平均気温は 20�、
年間平均降水量 2,000mm以上、一部では 3,000mm～4,000mmに達する場合もある。
また、この気候帯の北部はしばしばインド洋で発生するサイクロンの被害を受ける。

・西部海岸地帯は、年平均気温は 21�～26�で、年平均降水量は 800mm以下、最も少な
い海岸部では 400mm以下で、マダガスカル島内最少の降雨量地帯である。

4.4 社会・経済概況8

                                               
8 外務省ホームページ、各国地域情報、マダガスカル共和国
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1) 人口：1,640万人(2002年)
�FAO2003によれば 1995年~2000年の人口増加率は年間 3.0%。
2) 首都：アンタナナリボ(人口 484万人)
3) 人種：黒人系、マレーシア系、部族は約 18(メリナ、ベチレオ他)
4) 言語：マダガスカル語、フランス語(共に公用語)
5) 宗教：キリスト教 41％、伝統宗教 52％、イスラム教 7％

4.5  森林概況
 マダガスカルは生物多様性の豊かな国と知られているが、実際の森林はそれほど多くない。

植生は東側の常緑湿潤林、西・南西部の乾燥落葉樹林・サバンナ、中央部の高地林・潅木

植生、海岸林、マングローブに大別される。人類がマダガスカルに到着する以前の国土面

積に対する森林面積は 80％であったと言われているが、FAOの 2000 年の推定では、現在の

森林面積は国土面積の約 23％、面積は約 1200 万 ha である。残り約4600 万 ha(約 77％)は

草地等の非森林植生となっている。1990年-2000 年の年平均減少率は 0.95％、約 117 千 ha

の森林が毎年減少している。

  森林減少の主因は、急速に進む人口増加(年率 3％/FAO2003)に起因する焼畑・放牧ため

の火入れ、建材・薪炭材生産による不法伐採等の拡大によるものである。第一の原因は都

市部も含め地元民の熱エネルギーとしての木炭＝薪炭材への利用依存度が高いことである。

その結果、森林が荒廃地化し、草地化した土地は降雨による土壌浸食を引き起こし、ひ

いては水資源の枯渇、低地への土砂堆積による水田の埋没等、農業生産基盤に直接的かつ

深刻な被害を及ぼしている。

上述の通り、当国における森林再生は緊急かつ最重要な問題であり、本プロジェクトが

実施されれば、薪炭材確保のために発生する違法伐採が減少し、必要な熱エネルギーは再

生可能な植林木により代替されることが期待される。また、植林、伐栽、再植林、さらに

はチップ、木炭生産等、雇用機会の創出等環境的経済的な効果が期待される。

                                                                                                                                           
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/madagascar/data.html
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図 3.1　Terra/MODISデータと地理情報データ(主要道路・海岸線・主要都市)の重ね合わ
せ（2003年 6月 9日から 16日間に取得されたデータを用いて作成された雲なし画像）
画像上の濃い赤が森林、薄い赤が草地・畑地・水田等の植生、その他が裸地等である。

Toamasina

Antananarivo

Brickavill
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5　調査実施体制、調査内容

5.1 調査対象地
本調査対象地であるトアマシナ州ブリッカビル地区、プロジェクトエリアを下図に示す。

図 3.2 プロジェクトエリアの周辺位置図

5.2  調査実施体制
当社を幹事会社として、住友商事(株)、電源開発(株)、並びにナットソースジャパン(株)と実
施共同体を形成した。さらにGIS、衛星データ等に関する知見・技術を有する三菱総合研究所
(株)を調査体制に加え、実施共同体が現地で取得したデータを基に、衛星データによる土地被
覆状況の解析、ベースラインの設定、並びにモニタリング手法検討を再委託した。また、現地

に事務所のある大豊建設(株)に現地調査時における通訳、面談者等の手配、調査補助業務等を
外注した。下記に実施体制を図示する。
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5.3  調査の内容
  まず、既知情報を整理し、プロジェクト実施及び PDD 作成に必要な事項を洗い出して、本
F/S調査における調査事項を、下記の通りとした。
①ベースライン方法論に関する調査

(産業植林部門)
・植林適地、土地利用区分、リスク・リーケージ等

・植林木の成長量、炭素プール、並びに草地の炭素吸収/排出量の推定
・植林、伐採、チップ加工、港湾等におけるインフラ調査等

・特に、衛星データを用いた土地被覆状況の解析等によるベースラインの設定。

(木炭等バイオマスエネルギー利用部門)
・木炭生産方法の実状、受入れ可能な生産設備等

・マダガスカル国内のエネルギー事情、バイオマス発電利用の可能性等

② プロジェクト実施期間／クレジット獲得期間に関する調査

③ モニタリング手法／計画に関する調査

④ 温室効果ガス排出量計算に関する調査

⑤ 環境影響に関する調査

⑥ その他の間接影響に関する調査

⑦ 利害関係者のコメントに関する調査

⑧ 資金計画に関する調査

⑨ その他の調査

5.4 現地カウンターパート
  在マダガスカル) 日本大使館の協力により、本調査に関する現地マダガスカル政府の担
当相及び担当部局を紹介頂いた。調査団の現地調査における面談者及び調査者を、下表に

示す。

 当国の森林及びCDM政策を総括する環境治水森林大臣、本プロジェクトが対象とするト
アマシナ州から、本プロジェクトを支援する旨のサポートレターを受領した。

    (実施共同体)王子製紙(株)

大豊建設(株)

(株)三菱総合研究所

ナットソース・ジャパン(株)

電源開発(株)

住友商事(株)
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現地カンターパート(面談者、調査協力者)

省  庁 部局 面談者/調査協力者
環境治水森林省 大臣  M.Sylvain Charles ROBOTOARISON

治水環境総局長  M.Paul RAONINTSOA
気象変動条約担当  M.KOTO Bernard

 M.RANDRIASANDRATANA Germain
 M.RAKOTONDRASOA Norbert

プロジェクト総調整役  Mme Fleurette ANDRIANTSILAVO
生物多様性保護課長  M.Jean Philippe RANDRIANANTOANDRO
環境保護課長  M.DAMA

(代理)M.RATSIMISARAKA Thelesphore L.L.M
森林資源利用局長  Mme.Lydie
植林課長  ローラン氏

予算経済省 民間分野開発局長  M.Henri RAKOTOARISOA
税務センター責任者  M.ANDRIAMALALA Richard

副首相府 公共事業中央部長  M.Andre Jean RANDRIAMBOLANTSOA
運輸部長  M.RALSON Jean Honore

エネルギー鉱山省 エネルギー局長  M.RAMANANTSOA Rodolphe
労働社会法省 労働職業関係部長  M.Laureat RASOLOFONIAINARISON
トマシナ州関係者 DIREF局長  M.Henri

FOFIFA  M.Vololona
ﾑﾗﾏﾝｶﾞ営林局CIREF  Mme.RAZAFINTSALAMA Claudie
トアマシナ州政府
地元民聞取調査 10軒/集落×3集落
トアマシナ港湾関係 　M.Johnson RAKOTONIRIANA
ﾌﾞﾘｯｶﾋ゙ ﾙ郡知事 　Mme.Toduavy POSCALINE
JIRAMA電力公社 　M.Williams
SIRAMA精糖会社 　M.Simon RANDRIANANTOANDRO
ﾑﾗﾏﾝｶﾞの薪炭業者、道中、木炭販売業者
ﾑﾗﾏﾝｶﾞの製材業者、Ampitabeの飲食店

ｱﾝﾀﾅﾅﾘﾎ゙ /NGO他関係者 LDI 　M.Jean Robert Estime
CIRAD 　M.Pascal DANTHU

　M.Philippe Collas de Chatelperron
ANGAP   M.Charles Alfred Rakotondrainibe

日本関係者 吉原大使/中川参事官
JICA佐々 木所長、大塚専門官、JICA緑川専門官

6　調査結果概要

6.1産業植林部門
・植林対象地は草地であり、今回の調査結果から新規植林(Afforestation)に区分した。
・既存植生は、草地を中心に極めて貧相であり、調査の限りにおいては希少天然植生等発

見できなかった。これは単一樹種の大規模植林を想定している本プロジェクトにとって

は、連続した広範囲の植付地を確保し易いという点ではメリットとなろう。

・土地の所有形態は、登記制度の未整備、所有権と利用権の法的未整備等の現状のため、

事業者が植林木の所有権を確実に確保、主張でき、製紙原料として日本まで確実に持ち

帰られるか懸念が残る。大きなカントリーリスクである。

・その他想定されるリスクは、森林火災、気象害(サイクロン)、苗木・植林・撫育等の未
熟な植林技術等である。特に、既存植林地における生存率が異常に低い数字となってい
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る点、加えて年間成長率も、MAI＝20m3/年程度と低い傾向を示しており、この原因究
明及び改善は必須であり、この課題をクリアする為のアクションプランが必要。

・地元民の生活は水田を中心とした自給自足の生活であるが、一方で無計画な焼畑・放牧

のための火入れを実施している。

・プロジェクトと地元民が持続的に発展するためには、地元民への植林、森林火災の防備、

環境や土壌保全等に関する技術移転や意識改善が必要であり、これらを指導・教育して

いくプログラムや人材の確保も本プロジェクトを成功に導く要因である。

6.2　木炭等バイオマスエネルギー利用部門
1)木炭への利用
地元民が木炭の生産・販売、植林木のチップ・用材販売を行うことによる地元民の経済的自

立が期待される。地元民はこれまではほとんどの人たちが農業による自給自足の生活を続けて

きた。また、過去 50 年間にわたり草地であった土地に新規植林を行うことにより環境改善や
土壌保全等が期待される。また地元集落の共有の資産として管理することにより、自分たちの

ものとして土地や森林に対する意識の向上を図ることができる。

地元民が木炭の生産・販売、植林木のチップ・用材販売を行うことによる地元民の経済的自

立が期待され、経済的便益性及び社会的・環境的便益性は相当を明るいものとなる。

 2)木炭以外の未利用バイオマス資源の発電への可能性
 本調査では、現地では単にエネルギー資源を天然林起源の木炭から植林木起源の木炭に変更
し、天然林を保護するだけではなく、エネルギー構造を薪炭利用から非化石燃料起源の電力に

変えたいというニーズを確認した。また、植林地から発生する一定量の未利用バイオマス資源

の利用方法として電力への転換を検討した。今後中期的な本プロジェクトから派生するエネル

ギー分野の課題として、如何に未利用バイオマス資源を有効に現地に還流するかある。また、

本プロジェクト外の現在未利用のバイオマス資源（特にムラマンガ周辺）をマダガスカル共和

国の電力ニーズに乗せるかは、本調査の範囲外であるが同国にとって重要な課題であり、我が

国政府からなんらかの解決策を提案する事は非常に有益な事と考える。

 
6.3　炭素クレジット部門
本調査では、本プロジェクト(特定の事業)に起因するクレジットの価格を、
・ケース 1） 本プロジェクト起因のｔCER またはｌCER の補填義務等をクレジットの売り

手が負う（売り手責任）場合で、4.5ドル/CO２e㌧
・ケース 2） 補填義務等をクレジットの売り手が負う(売り手責任)場合で、1.5ドル/CO２e㌧
・ケース 3） 補填義務等をクレジットの買い手が負う(買い手責任)場合で、0.20ドル/CO２e㌧

 上記クレジット部門の収支は、ケース１及びケース２は赤字、ケース3が収益に寄与する。
 クレジットの補填の面からキャッシュフローを見てみると、ケース3は補填義務が無いの
でキャッシュアウトが無いのに対し、ケース２と3は特にクレジット期間が終了し、残存
クレジットの全量を補填しなければならない30年目でのキャッシュアウトが大きく、時に
ケース3では累積黒字の相当量を吐き出す事となる。

 今回の検討では、全体のIRRに与えるインパクト、時にリスケ中のマダガスカル共和国へ
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の投資という資金的クレジットリスクを考えた場合なるべく高いIRRが必要なことから、
ケース３を前提とする。BioCF(バイオカーボンファンド)のようなリスク管理を整えた買
手の創出が強く求められる。今後、t/lCERとAAU等のクレジットの交換市場（当然掛け
目が発生する、例えば1AAU＝３lCER[本プロジェクト起因]のようなもの）の形成がされ
た場合、より効率的なリスク回避が可能となるであろう。

6.4　バウンダリーの設定
本プロジェクトのプロジェクトエリアであるトアマシナ州ブリッカビル地区は、現在は草地

が全域に広がるとともに、窪地に灌木（樹高 2m 以下）、農地および湿地が点在することが確

認されており、「非森林」と分類される。また、低地である同地域は、1950年時点で既に非森
林地域であったことGlen M. Green et. al (1990)の研究において示されており、独自に入手し
た 1950 年撮影の航空写真においても、目視判読により当該地域が非森林地域と判断出来るま
た、各種地図および現地での聞き取り調査等により、1950 年から今日まで同地域の土地利用
形態に大きな変化が無かったことが明らかになっている。

 本プロジェクトにおける植林は「新規植林」と定義できる。
 また、プロジェクト形態は、製紙原料の確保並び木炭等バイオマスエネルギーを利用する
産業森林と位置づけられる。

本プロジェクトにおいては、植林部におけるバウンダリーの定義を以下の通りとする。

本プロジェクトにおける植林部のバウンダリー定義

 本プロジェクトにおける植林部のバウンダリーは、プロジェクトエリア内における

「潜在植林適地」とする。

 「潜在植林適地」とは、プロジェクトエリア内における「草地」と「裸地」とし、既

存の潅木・樹木の植生が無く、畑地・水田等の人為的な生産活動が行われていないエ

リアにおいて、植林が可能な地域を言う。

 同地域では「草地」と「裸地」は人為的な活動無しに森林へ遷移しない。

 砂地等の森林の成長が望めない地域は除外する。

 植林部のバウンダリーは分散した複数の事業サイトより形成される。

　上記の定義に基づくバウンダリーの設定を目的に、リモートセンシングデータ、地理情報デ

ータ等を用いた土地被覆(利用)状況の解析および、プロジェクトエリアの選定・評価手法の検
討を行った。

この結果、本プロ植林部におけるバウンダリーの定義をブリッカビル地区のプロジェクトエ

リア内においては総面積の32.9％にあたる6,426.16haが潜在植林適地と推計された。

 本プロジェクトにおける植林部のバウンダリーの面積も6,426.16haとして決定する。
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図6.4-1にプロジェクトエリアと植林部のバウンダリー分布を示す。

なお、本プロジェクトにおいては、植林の総面積は10,000ha以上を計画しており、プロジェ
クトエリア周辺地域(ブリッカビル地区のプロジェクトエリア～チップ工場の設置が予定され
ているトアマシナ港までの範囲（南北約75km×東西約117km）において、土地被覆(利用)状況
の解析を行った結果、

 周辺地域を含めた潜在的な植林適地面積は、42,407.64ha（6.50%）である。
トアマシナ州の本周辺地域においても植林地の潜在性は高く、本プロジェクト実施により、

未利用地への地元民植林が促進される等の可能性が伺える。

図 6.4-1　プロジェクトエリアとバウンダリー(植林部)
（地図中で青枠がプロジェクトエリア、黄色の範囲がバウンダリー）
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6.5　ベースライン
本プロジェクトにおけるベースライン設定手法として、バウンダリー内における炭素固定量

は地域・季節依存性がなく一定と仮定して、現地調査(2003年 11月 2日)において実施した草
地内のバイオマス計測結果を用いて、バウンダリー内全域におけるバイオマス量および炭素固

定量を推計する手法を採用した（「草地」と「裸地」は区分しないこととする）。本手法を用い

た理由は、4.3節に記述したベースラインの定量手法が 2003年 12月の COP9にて決定したこ
とから、11月の時点で実施した現地調査では必要となるデータが十分に収集できなかったこと
による。

　以下に、本手法によるベースラインの算出結果を示す。

ベースライン＝植林部バウンダリー内における草地地上部の CO2固定総量

草地地上部の CO2固定量 ：17.9 t CO2/ha
植林部バウンダリー面積 ：6,426ha
ベースライン：17.9 t CO2/ha×6,426ha = 115,025.4 t CO2

　CO2固定量＝蓄積量(/m3)×乾重量比(0.50)×バイオマス量×炭素量比(0.5)×CO2換算(3.67)

　本プロジェクトの実施によりバウンダリー内の「草地」を「森林」に転換することから、植

林時にはベースラインとなる CO2 固定量は植林面積分の排出としてカウントされることとな

る。

また、バウンダリー内の土壌有機物（草地土壌）の CO2固定量は同様の計算により、338.4
t CO2/haとなるが、土壌有機物の CO2固定量は植林により増加することから、本プロジェ

クトにおいて伐採が開始される予定年である 11 年目以降にベースラインを見直すことに
より計上することとする。また、21 年目以降は、ベースラインを再度見直し、11 年目以
降の植林により土壌有機物に固定されたCO2量の増加分を上乗せした380.3 t CO2/haをベ
ースラインとして計上することとする。

6.6　環境影響評価他
COP9での定義によれば環境的影響はホスト国の基準、例えば環境影響評価に準じて実
施することとされており、さらに社会経済的影響評価の記述が含められている。

 マダガスカルの場合、これらの評価基準、評価手法等が未整備の状態であり、加えて
地元民の土地利用区分、人口、経済状況等をあらわす統計的資料も充分に管理されて

いない。このため我々は、まずプロジェクト周辺の地元民の社会・経済的動態を把握

し、社会経済的・環境的影響を評価した。

 当プロジェクト実施により、雇用機会の創出、道路等のインフラ整備による病気や疾
病等が軽減、草地から森林への植生変化による土壌保全、生物多様性の改善等の好影

響が期待される。加えて従来自給自足していた地元民においては、苗木の一部を地元

民自らが植林・管理し、伐採木は木炭生産とチップ材、若しく建築材として自家消費、

若しくは他村へ販売する等、持続的かつ循環型の新たな経済効果が期待される。さら

に薪炭材を計画的に管理することによりプロジェクトエリア周辺の既存の森林を保護

することが可能となる。
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 本プロジェクトは産業植林と地域住民参加型のプロジェクトであり、伐採を前提した
プロジェクトであることから経済的にも持続可能であり、かつ植林・伐採・再植林を

計画的に行うことは地元民の社会経済的・環境的好影響ははかりしれない。一方、負

の影響として、食料確保並びに土地の生産性を求めて未利用地の低地での水田の開発、

これに伴う住民の軋轢や土地利用権の再調整が生ずる可能性が潜在する。

 本調査は、過去の事例・統計的データの少なさ、並びに評価の指標となる基準、例え
ば国際的な基準がない中で事業者自らが行ったため、近視眼的な評価であることはぬ

ぐえない。このため第三者、例えば専門家、研究者、NGO等を交えて、これらの影響を

評価する指標を開発することが必要であろう。

7.　プロジェクトの評価
炭素クレジットをおりこまない場合)

 総所要資金のピークはチップ事業開始前の植付開始後10年目となり、ピーク時金額は、
US$17,509千を見込む。

 投資効率は金利税金差引前利益（EBIT）をベースにしたディスカウントキャッシュフロ
ー法にて計算すると内部収益率（IRR）は４．７％の結果となる。

炭素クレジットを織り込んだ場合)
ケース 3(補填義務等をクレジットの買い手が負う)の場合で、
 補填用のクレジット確保の必要が無いため約3千万円のクレジット収入が有るが、モニタ
リング等の費用として約1億5千万円がかかる

 内部収益率（IRR）は、４．４％の結果となる
本プロジェクトにおける産業植林部門の採算性は上記の通りであり、豪州、南アフリカ、チリ

等の日本企業既存の他国植林事業と比較しても、残念ながら低い数字と評価せざるをえない。

しかしながら、本プロジェクトは現状の採算性のみで評価できない部分もある。即ち、通常

の産業植林単体では投資基準を下回るが、CDMのスキームを利用することにより、当国が国
際的な枠組みの中で炭素クレジットを保証し、かつクレジットのベースである土地、立木、チ

ップ輸出等を保証すれば、自ずと現状のカントリーリスクを軽減させ、事業者の投資基準のボ

ーダーを低下させることが期待される。

8.　来年度のスキーム
計画当初、PDD 策定を視野に本調査を開始したが、策定に資するデータが充分に収集でき
なかったこともあり、残念ながら PDD 策定には至らなかった。そこで今回の調査結果を評価
し、次年度 PDD策定に向けて調査・収集が必要な問題点を整理し、この他、植林部門、木炭
等エネルギー部門、並びに炭素クレジット等の部門においても多くの課題を残している。

このため来年度にむけて下記のスキームを想定した。

8.1　目的
下記に示すパイロットプロジェクト(以下［PPJ］という)を実施し、PDD策定に資する
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データの取得に加え、産業植林部門、木炭等バイオマスエネルギー利用部門、炭素クレジ

ット部門、並びにベースライン/モニタリング手法確定のためのデータを収集する。さらに
本 PPJをもとに PDDを作成する。

8.2　パイロットプロジェクト(PPJ)のイメージ
植林面積：100ha、内、地元民植林：5ha
事業者は、地元民へ苗木を集落単位で提供し、地元民は集落の共有林として管理する。地

元民から期待される効果：技術移転、火入れ・違法伐採の減少、環境保全意識の向上等

以下に、PPJにおいて収集されるデータ及び PPD策定に向けた課題を示す。

1)　産業植林部門
・植林プロセス、伐採、集材、チップ加工、港湾等のプロセス、産業植林に関する経済政策等

2)木炭等バイオマスエネルギー利用部門
・現地受け入れ可能な木炭生産技術、設備の検証、

・地元民参加型の植林による植林等の技術移転、森林や環境・土壌等に対する保全意識の向上、

野火・違法伐採等を防ぐ計画的な土地利用システムの可能性を探る。

3)炭素クレジット部門
・マダガスカル国政府及びトアマシナ州政府との本プロジェクトの CDM承認についてのコミ
ュニケーションルートの拡充、

・CDM政策に対するキャパシティービルディングの具体的ニーズの発掘、
・マダガスカル－日本両国間の持続的な CDM協力関係構築。
・獲得したクレジットの有効な活用方策の構築を目指す。

・100haの植林とそれに付随する地元民への薪炭原料となる植林木の提供についての PDDの
作成を目指す。

・本調査における PDD 作成について不足しているデータや理論構築の整理を下に、多くの方
の意見を求め、今後提示されるであろう吸収源活動用の PDD のフォームを基に「シンプル
な PDD」を作成し、今後の植林 CDMのモデルとなる事を目的とする。

4)　ベースライン/モニタリング手法
①ベースライン設定

・バウンダリー設定結果の検証

②ベースライン設定手法の開発

・複数の炭素モデルの相互評価を含む、IPCC/GPGに準拠したベースライン設定手法の検討、
開発を行う。

③モニタリング手法および手順の確立

・本年度の検討を踏まえた、IPCC/GPGに準拠しモニタリング項目のモニタリング手法、サン
プリング手法、取得データの検討を行う。また、データ整備および地理情報システム整備を

平行して進める。
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・モニタリング実施体制の確立

　現地作業員も含めたモニタリング実施体制の検討を行う。

・モニタリング費用の詳細化

④精度評価手法の検討

　

5)　環境影響評価
①環境影響評価(EIA)の具体的必要手続きの調査
・現状、マダガスカルにおいてはMECIEに EIAに関する基本方針は定められているが植林事
業に関しては詳細、細目が決まっていない。どのような具体的調査内容、手続が必要となる

のかを同国環境省とモデルケースを構築する必要有。

②モニタリング、マネジメント・プランの内容検証：

・上記調査にて指摘された環境問題点に関し、モニタリング及び（社会的影響も含めた）マネ

ジメント・プランの具体的内容、方法論につき検討。
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